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　序文

自然エネルギー世界白書2015は、同シリーズの中で10番目
の刊行となる。35ページのレポートから始まり、現在250ペー
ジ以上にわたるようになった白書の進展は、過去10年間の
自然エネルギー発展の広がりと深さを反映するものである。

2014年、原油価格の低下や世界的なエネルギーの消費と
並行して自然エネルギーは成長を続けた。エネルギー利用
の拡大にもかかわらず、エネルギー消費に関連した世界の
CO₂排出量は、世界経済が成長する中でも年間を通して
大きな変動はなかった。

こうした経済成長とCO₂排出量増大の「デカップリング」（切
り離し）は画期的なことで、中国での自然エネルギー利用
の急拡大と、OECD諸国がエネルギーの効率化と自然エネ
ルギーの利用拡大を同時に推進していることが主な要因で
ある。今年の後半にはパリにおいてCOP21が開催されるが、
ここでは各国が自然エネルギーおよびエネルギー効率化へ
の将来の投資の位置づけを設定し、気候変動緩和策への
取り組みを公表もしくは確約することになる。2014年の実績
は、この会議の前進に特に寄与するものになるだろう。

自然エネルギーがエネルギー資源の主流の1つになりつつあ
ることは明らかである。しかしながら、今回の白書は自然エ
ネルギー導入の進歩を明確に記録している一方で、特に冷
暖房や輸送の分野で大きな未利用のポテンシャルを残して
いることも示している。それでも、より野心的な目標、革新

的な政策の施行により、自然エネルギーはさらに期待を超え
て、クリーンなエネルギーの未来をつくり続けることが出来る
だろう。

自然エネルギー世界白書は、強靭でダイナミックな自然エネ
ルギー専門家たちのコミュニティに基づいて作成される。自
然エネルギー市場や産業、政策展望においてもっともよく参
照される本報告書は、REN21への貢献者、研究者や著
者たちによる業績の結晶である。本報告書が真に国際的
かつ協調の成果となるよう支援した、500を超える貢献者に
よる拡大を続けるネットワークに深く感謝する。ここにはあら
ゆる著者、研究者や校閲者が含まれている。

また、REN21事務局を代表して、自然エネルギー世界白
書2015が無事に出版できるように貢献してきた研究ディレク
ターであり主筆のJanet Sawin、各章の著者、本報告書プ
ロジェクトマネージャーのRana Adib、REN21事務局のチー
ム全体を含むすべての人に感謝の辞を述べたい。

2014年に実証された通り、自然エネルギーはエネルギー効
率化との統合に見られるように、その普及と利用量を増大さ
せている。ただし依然として、全体のエネルギー構成にお
けるシェアは20％を超えていない。クリーンで現代的な自然
エネルギーサービスへのアクセスを2030年までに誰もが保証
されるには、変化が求められる。

Arthouros Zervos、REN21会長
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　「自然エネルギーの年次レポート：卓越した10年間」

　21世紀のための自然エネルギー政策ネットワーク

REN21による自然エネルギー世界白書は、自然エネルギー市場・政策枠組み・産業の大きな変化を年ごとに把握し、国際
的に公表する。それぞれ、入手可能なもっとも新しい情報を提供するため、公式・非公式なデータを活用している。タイムリー
に、かつ定期的に更新される信頼性が高い自然エネルギーのデータは、意思決定者たちにとっての基準の形成、エネルギー
部門における自然エネルギーの役割が拡大していることの証明、自然エネルギーへの移行の現実性の主張などに用いられる、
必要不可欠なものである。

本年の自然エネルギー世界白書は、REN21の報告において10年目を記録するものである。
過去10年の間、本報告書は、テーマおよび地域の対象範囲やデータ収集の改良を、視野と深度の両面において拡大して
きた。数千のデータ地点、数百の資料の活用、世界中の専門家たちの個人的なコミュニケーションは、体系的なデータとし
て収集され、自然エネルギー世界白書はその賜物となる。500を超える専門家たちによる、マルチステークホルダー型のコミュ
ニティから恩恵を得た。

10年を経て、自然エネルギー世界白書は世界の自然エネルギー市場・産業・政策展望において最も参照される報告書とし
ての地位を確立した。

REN21は、主要な関係者を広く結びつける、世界の自然エネルギー政策に関する多様な主体のネットワークである。
REN21の目標は知識の交換、政策の発展、自然エネルギーへの迅速な世界的移行に向けた共同行動を促進することである。

REN21は、互いに学び、自然エネルギーを発展させるような成功を積み重ねるために政府、非政府組織、科学・学術機関、
国際機関、産業界をまとめあげる。政策形成を支援するために、REN21は良質な情報を提供し、議論や討論を促し、テー
マごとのネットワークの発展を支援している。

REN21は、自然エネルギーに関する包括的かつタイムリーな情報の収集を促進する。これらの情報は官民両部門のアクター
からの多様な視点を反映しており、自然エネルギーに関する根拠のない風説を払いのけ、政策変化の触媒となるものである。

Ren21は下記の一貫した6つの取り組みを行う。

自然エネルギー世界白書（GSR）
2005年に初めて発表されて以来、自然エネルギー世界白書

（GSR）は、500人以上に及ぶ著者や貢献者、校閲者など
の国際的なネットワークの協力を得て、真に協同的な成果と
言えるまでになった。今日、本書は最も頻繁に参照される自
然エネルギーの市場や産業、政策動向に関する報告書で
ある。

地域報告書
これらの報告は、ある特定の地域における自然エネルギー
の発展を詳しく述べている；この報告書は地域のデータ収
集の過程や十分な情報に基づいた政策決定にも役立って
いる。

自然エネルギー・インタラクティブ・マップ
自然エネルギー・インタラクティブ・マップは、国際的な自然
エネルギーにおける発展状況を追跡するための研究ツール
である。それは最新の市場や政策の情報、国家の公開可
能な詳しい分析結果を定期的に提供することで本報告書の
視点や調査結果を補足している。

世界自然エネルギー未来白書
REN21は、特定のテーマ分野において、未来の自然エネ
ルギーに関して起こり得る可能性を描いた報告書を出版し
ている。

自然エネルギーアカデミー
REN21自然エネルギーアカデミーは成長を続けるREN21の
貢献者コミュニティにおける活発な情報交換の機会を提供
している。そして、それは未来志向の政策のアイデアを生
み出すための場を提供し、主に自然エネルギーへの転換に
関する問題に参加者が積極的な貢献ができるようにしてい
る。次回のREN21自然エネルギーアカデミーは2016年秋に
開催される。

国際自然エネルギー会議（IRECs）
国際自然エネルギー会議（IRECs）は高官が参加する政
治会合の一つである。自然エネルギー部門に特化しており、
隔年で開かれるIRECは中央政府機関が主催し、REN21
が開催している。SAIREC 2015は南アフリカで2015年の10
月4日から7日に開催される。　
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「すべての人のための持続可能なエネルギー」
国連事務総長の「すべての人のための持続可能なエネル
ギー」イニシアティブは、2030年までに「すべての人の近
代的なエネルギーサービスへのアクセス確保」、「世界的な
エネルギー効率の改善率倍増」、「世界のエネルギーミック
スにおける自然エネルギーの割合の倍増」を実現するため
の国際的な運動を起こそうとしている。REN21の自然エネ
ルギー世界白書2015は、エネルギーアクセスを向上させる
ために自然エネルギーが果たす役割を示すことでこのイニシ
アティブに貢献している。主に発展途上国出身の地域専門
家による情報に基づく分散型自然エネルギーの章では、自
然エネルギーが必要とされるエネルギーサービスをどのよう
に提供し、現代的な調理方法や熱利用／冷房、電気技術
を通して生活水準の向上にどのように貢献しているかが記さ
れている。新たに立ち上げられた「すべての人のための
持続可能なエネルギーの国連の10年（2014年〜2024年）」
が明らかにしているように、REN21はSE4ALL イニシアティ
ブと共にこの3つの目標を達成するために取り組んでいく。

研究ディレクターおよび主筆　　　　　　　　　　　 　 
Janet L.Sawin主筆者および編集者（スンナ研究所）
Freyr Sverrisson（スンナ研究所）
Wilson Rickerson （Meister Consultants Group）
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Evan Musolino（ワールドウォッチ研究所）
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Wilson Rickerson （Meister Consultants Group）
Janet L. Sawin （スンナ研究所）
Kristin Seyboth （KMS Research and Consulting）
Jonathan Skeen
Benjamin Sovacool （Danish Center for Energy 
Technology）
Freyr Sverrisson （スンナ研究所）
Laura E. Williamson （REN21事務局）

スペシャル・アドバイザー　 　　　　　　　　　　　 　 
Frank Wouters （Wouters Ltd.）

REN21プロジェクト運営およびGSRコミュニティ運営　  
組織調整：Rana Adib（REN21事務局）
Hannah E. Murdock（REN21事務局）

研究支援およびコミュニケーション支援（REN21事務局）  
Martin Hullin
Ayla Reith
Alana Valero
Laura E.Williamson

編集・デザイン・レイアウト　　　　　　　　　　　　　   
編集：Lisa Mastny（ワールドウォッチ研究所）
weeks.de Werbeagentur GmbH, デザイン
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REN21事務局（フランス、パリ）
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Eric Martinot（環境エネルギー政策研究所）

注：一部の研究者は本報告書において一つ以上の範囲で貢
献している。重複を避けるため、そうした例については各人が
最も情報を提供したグループに記名している。多くの場合、各
国・各地域・各テーマの研究者は世界自然エネルギー白書

（GSR）の校閲・検証プロセスにも参加している。

地域の共著者（途上国における分散型自然エネルギー）
Allison Archambault （Earth Spark International）
Malik M. Jolly （Grassroots and Rural Innovative 
Development PVT. LTD, GRID India）
Francis Kemausuor （Kwame Nkrumah University of 
Science and Technology, KNUST）
Lâl Marandin （Producción de Energía Limpia 

補足の著者　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　
Joy S. Clancy （トゥヴェンテ大学 / ENERGIA）
Christopher Dent （リーズ大学）
Zuzana Dobrotkova
Rabia Ferroukhi （国際再生可能エネルギー機関

（IRENA） ）
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中央・東ヨーロッパ
Ulrike Radosch （Austrian Energy Agency, 
enerCEE）

東および南アフリカ
Mark Hankins, Dennis Kibira, Karin Sosis （African 
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西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS）
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フルトスクールと国連環境計画（UNEP）の環境・自然エ
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自然エネルギーファイナンス・イニシアティブ（SEFI）で作
成されていた。これは、自然エネルギーへの世界中の投資
を把握し、出版する取り組みの成果であった。この権威あ
る年間レポートの最新版は、自然エネルギー電力・燃料に
おける財政の最も直近の開発、動向、兆候を伝えている。
これは、投資・技術・経済の各分野に影響する問題を追
究するものである。GTRは、ブルームバーグ・ニュー・エナ
ジー・ファイナンスと共同で作成され、REN21の自然エネル
ギー世界白書（GSR）の姉妹出版物である。最新版は
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アルジェリア
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　要旨

自然エネルギーは2014年、とくに発展途上国において顕著
だった世界的なエネルギー消費量の増加と、2014年後半
期の劇的な石油価格の下落という状況に反して増加を続け
た。エネルギー使用量の増加にも関わらず、2014年は過
去40年で初めて、世界経済が成長する一方でエネルギー
消費に関わる世界のCO₂排出量は一定を保った。排出量
が安定したのは、自然エネルギーがより普及し、エネルギー
効率化がより促進されたためであった。

世界的に、自然エネルギーの設置（およびエネルギー効率）
が増加することは、気候変動に取り組み、新しい経済的なチャ
ンスを生み出し、いまだ現代的なエネルギー・サービスを持
たずに暮らしている何十億人もの人々にエネルギーアクセス
を提供するにあたって決定的に重要であるという認識が広
がってきている。今までのところあまり議論されていないが、
自然エネルギーも気候変動への適応の重要な要素の一つ
であり、既存のエネルギーシステムの強靱性を高め気候変
動の中でもエネルギー・サービスを確実に供給していくため
のものである。

自然エネルギーは2013年の世界最終エネルギー消費の中
で推定19.1％を供給し、その後2014年に容量と生産量は拡
大を続けた。熱生産容量は一定のペースで成長を続け、
輸送用バイオ燃料の生産は2年連続増加し、続く2011年か
ら2012年にかけてはスローダウンした。最も急激な成長と、
最も大きな容量の増加は、風力・太陽光・水力を中心とす
る電力分野で生じた。

成長はいくつかの要因により推進されたが、これらの要因に
は自然エネルギー推進政策や自然エネルギーの価格競争力
の向上が含まれる。多くの国々では、自然エネルギーは概
して従来のエネルギー源と比べて競争力を持っている。同
時に、とくに発展途上国においては、成長は化石燃料と原
子力への補助金によって抑制され続けている。

欧州は重要な市場であり技術革新の中心であり続けている
が、自然エネルギーの拡大は他の地域へとシフトを続けてい
る。中国はまたも、2014年の新しい自然エネルギーの発電
容量の導入において世界をけん引した。さらにブラジル、イ
ンドそして南アフリカもそれぞれの地域で発電容量の大きなシェ
アを占めた。自然エネルギー技術の重要な生産者および設
置者となった発展途上国は、アジア、アフリカそしてラテンア
メリカにわたって増え続けている。

自然エネルギー市場の成長と並行して、2014年にはあらゆ
る分野にわたってエネルギー貯蔵システムの発展と普及の大
きな前進が見られた。また2014年には輸送と熱利用機器の
電化も増加し、将来これらの分野がさらに互いに重なり合っ
ていく可能性が強調された。

電力：石炭・ガスの合計導入量を自然エネルギーが単独
で上回る
自然エネルギーは2014年の世界の電力容量への正味追加
分のうち、およそ59％に相当し、あらゆる分野で大きく成長
した。風力、太陽光、水力発電が市場の大半を占めた。

2014年の末には、自然エネルギーは推定で世界の発電容
量の27.7％を構成し、推定で世界中の電力の22.8％を供給
できるほどになった。
変動性自然エネルギーはいくつかの国で高い割合での普及
を達成しつつある。これに応じて複数の国の政策策定者が、
自国のビジネスモデルと系統インフラを更新するよう電力事
業者に要請している。オーストラリア、欧州、日本、および
北米では居住型の「プロシューマー」（自分自身でも発電
を行う電力消費者）の数が大幅に増えてきた。2014年に
世界中の主要な企業や機関が、自然エネルギー源の電力
の購入ないしは自ら投資して自然エネルギー発電設備を作
るという重大な決定を行った。

熱利用と冷房：成長は緩慢だが膨大な可能性を秘める―
エネルギー転換への鍵
2014年の全世界の最終エネルギー消費のおよそ半分が建
造物と産業への熱供給に使われており、近代的自然エネル
ギー（主にバイオマス）がそのおよそ8％のシェアを占めて
いる。自然エネルギーは冷房にも使われ、小規模だが急激
に成長している分野である。2014年にはいっそう自然エネ
ルギーが地域熱供給システムに統合された。とくに欧州に
おいて、供給が需要を上回ると自然エネルギー源の電力によっ
て生産された熱を吸収する地域システムや、異なる熱利用
機器を稼働させるハイブリッドシステムが利用された。このよ
うな技術革新とこの分野での自然エネルギーの膨大な可能
性にも関わらず、相対的に政策による援助が欠けていたこ
とを含め、いくつかの要因により成長は抑制された。

輸送：バイオ燃料が主導、E-モビリティが急速に成長中
輸送部門では政策、市場、および産業界のこれまでの主
な焦点は液体バイオ燃料である。輸送における自然エネル
ギーのシェアは小規模にとどまっているが、その多くを占め
るのは液体バイオ燃料によるものである。新しい市場とバイ
オ燃料機器での進歩（航空用バイオ燃料によって飛行して
いる商業用飛行機のような）が2014年に続いた。バイオメ
タノールも含めたガス化バイオ燃料も、比較的小規模だが
量が増加しており、輸送機関に燃料を供給するために使わ
れている。電化された鉄道、路面電車、トラムや二輪・四
輪駆動の電気自動車が増加していることは、自然エネルギー
を輸送に統合するためにより適した機会を生み出している。

■進化する政策の展望
2014年、自然エネルギーの発展の多くは政府の政策によっ
て左右され続けた。欧州では自然エネルギーによる発電へ
の新たな課税があり、米国では税額控除が満期を迎えたよ
うに、自然エネルギーはいくつかの国では政策の変更や不
確実さに起因する難題に直面した。しかし自然エネルギー
の達成目標や政策を掲げる国は2014年にふたたび増加し、
いくつかの自治体は既存の目標をさらに意欲的なものに変え、
自然エネルギーとそれを利用した電力の目標値を100％に上
げるものもあった。2015年の始めには、少なくとも164の国々
が自然エネルギーの目標値を掲げており、推定で145の国々
が自然エネルギーを推進する政策が実施されている。

政策策定者は、急激に変化するコストと状況に、既存の政
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策が足並みを合わせられるように調整していくことに重点的
に取り組んでいる。最近の動向には異なる政策メカニズム
の要素同士の統合も含まれる。たとえば電気、熱、輸送と
いった分野間での補完関係が増加していることや、増加す
る自然エネルギーのシェアをエネルギー構成へと取り込んで
いく革新的なメカニズムが発展していることなどがある。

電力に関する自然エネルギー政策
構造的な変化に対応するための政策の組み合わせ
政策策定者は優先的に発電部門に焦点を当ててきており、
発電部門は現在の展望を形成してきている動向の一つであ
る。固定価格買取制度および自然エネルギー割当基準

（RPS）制度は最も使用される支援メカニズムであり続けて
いる。固定価格買取制度は108の国家や州で策定されてき
た。エジプトは新しく国単位で固定価格買取制度を追加し
た唯一の国であり、最近は欧州を中心として既存の政策を
改訂していく傾向が続いている。RPS制度は国家と州のレ
ベルでは最も一般的である。RPS制度は少なくとも27の国々
において国家レベルで、また72の州や県で施行されている。
しかし、既存のRPS制度はいくつかの米国州では反対の
声に直面し続けた。2015年の始めの時点で、少なくとも60
の国々で自然エネルギーの入札が開催されたことが示して
いるように、入札制度がますます世界中で用いられるようになっ
てきている。ネットメータリングあるいはネットビリング制度が
48の国々で施行されており、また何らかの形での自然エネ
ルギーへの金銭的な支援が、推定で126の国々で施行され
ている。

従来のメカニズムもまた、エネルギー貯蔵容量を増加させる
ため、また系統インフラを最新式にするために用いられてい
る。従来の支援メカニズムに加えて、グリーンバンクやグリー
ン電力証書は政策策定者から支援を獲得する革新的な選
択肢の代表である。しかしながら、世界的に発電に関する
自然エネルギー支援政策の成長が顕著であるにもかかわら
ず、自然エネルギーへの課税や手数料を導入する国は増
加してきている。

熱利用と冷房に関する自然エネルギー政策
発電に関する政策よりも普及せず
自然エネルギーによる熱利用と冷房に関する政策は徐々に
国の政策策定者から注目を集めている。推定で45の国々
が自然エネルギーによる熱利用と冷房に関する目標を2015
年初めまでに設定している。自然エネルギーによる熱利用と
冷房に関する政策の支援は、いくつかの計画の再導入や
既存のプログラムを強化するなどして、財政優遇策という形
で最も広く実行され続けてきた。そのほかの政策手段として
は11の国々で国家ないしは州・県レベルで施行された太陽
熱に限定した自然エネルギー熱利用の義務化、および2015
年はじめまでに新たに10の国々で施行された技術の種類を
問わない義務化などがある。

輸送に関する自然エネルギー政策
自然エネルギー輸送はたえず進行中
輸送関連政策の大半はバイオ燃料分野や道路での輸送に
焦点を当て続けているが、その他の輸送の形態も注目を集
めてきている。電気自動車と自然エネルギーとの繋がりを促

進する政策は今までのところあまり注目されてきていない。
2015年初めにバイオ燃料混合義務化が33か国において、
31の国家レベルでの義務化、26の州や県での義務化が施
行された。2014年、多くの国で既存の混合義務が強化さ
れた。しかし第一次世代バイオ燃料の持続可能性につい
ての議論はなお続いた。

都市と地方政府の自然エネルギー政策
地方自治体が先頭に立つ
都市は先導しており、野心的な目標を設定して達成し、国
および地方政府の動向を主導するのに貢献している。2015
年はじめまでに、いくつかの行政区が自然エネルギーまたは
それを利用した電気のシェアの目標値を100％に設定したが、
その目標値の大多数は都市や郊外におけるものだった。多
くの地方自治体が既にそうした目標を達成した。

この目標値に到達するために、世界中の都市の政策策定
者たちは、建築基準法によって自然エネルギー発電と自然
エネルギー熱技術を使用することを義務化する傾向を強め
続けた。地域熱利用システムを発展させることは、自然エ
ネルギーの熱利用と冷房の規模をさらに拡大してくための重
要な手段であることが分かってきている。自然エネルギーを
展開していくために、官民パートナーシップがますます用い
られており、何千もの米国とEUの地方自治体が地域の電
力システムを創り出してきた。政策策定者たちは地域であら
ゆる経済的な分野に自然エネルギーが配置されていくよう援
助するために、自らの権限を使い購入を続けて来た。これ
にはバイオ燃料と電気自動車を公共輸送機関と結び付ける
ことや、関連する支援インフラを発展させたことなどがある。
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2004年初頭1 2013 2014

投資

電力

熱利用

輸送

政策

45 232 270

85 560 657

800 1,578 1,712

715 1,018 1,055

<36 88 93

227 396 433

8.9 12.1 12.8

2.6 138 177

0.4 3.4 4.4

48 319 370

86 373  406

28.5 87.8 94

2.4 26.3 29.7

# 48 144 164

# 34 106 108

# 11 99 99

# n/a 55 60

# n/a 19 21

# 10 63 64

2014年の主要指標

水力発電容量（合計）3

バイオマス発電容量

バイオマス発電量

地熱発電容量

太陽光発電容量（合計）

集光型太陽熱発電（CSP）容量（合計）

風力発電容量（合計）

自然エネルギー発電容量
（合計、水力を含まない）
自然エネルギー発電容量
（合計、水力を含む）

太陽熱温水システム容量（合計）4

エタノール生産量（年間）

バイオディーゼル生産量（年間）

政策目標を有する国
固定価格買取制度を採用している
州／地域／国 

RPS/クォータ制度を採用している
州／地域／国

入札を行っている州／地域／国5

自然エネルギー熱利用義務化政策を
採用している州／地域／国
バイオ燃料義務化政策を採用している
州／地域／国6

自然エネルギー発電および
燃料への投資額（年間）2

ギガワット

ギガワット

テラワット時

ギガワット

ギガワット

ギガワット

ギガワット

ギガワット

ギガワット

ギガワット熱

10億リットル

10億リットル

10億ドル新規

1 設備容量のデータに関しては2004年初頭のものに基づいているが、投資額やバイオ燃料生産は2004年の年間データに基づいている。数値は利用可能な最
良の情報にもとづいた推計値を採用している。 
2 投資額のデータはブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス（BNEF）から引用している。ここで対象となるエネルギー源は；すべてのバイオマ
ス、地熱、1MW以上の風力発電プロジェクト、1MWから50MWのすべての水力発電プロジェクト、すべての太陽光発電プロジェクト（1MW以下のプロジ
ェクトは別枠で集計され、小規模プロジェクトまたは小規模分散型容量として分類されている）、すべての海洋発電プロジェクト、年間生産量100万リッ
トル以上のすべてのバイオ燃料プロジェクトなどに関するデータが含まれる。 
3 GSR2014では2013年末には水力発電の世界の累計設備容量は1000GWであると報告していたが、この数値はより正確なデータの存在により上方修正され
た。水力発電データは揚水発電の設備容量を含んでいない。詳しい情報はp170の方法論に関する注釈を参照のこと。 
4 太陽熱温水システムの設備容量のデータは水式集熱器の容量のみである。2014年の数値は仮推定である。 
5 入札データは当該年に至るまでに入札を行った国の数を反映しているが、年内のすべての分は必ずしも含まれていない。 
6 バイオ燃料政策は表3（自然エネルギー促進政策）と表参照R18（国と州／地域のバイオ燃料混合規制）で示されている政策を含んでいる。 

注：15以下の数値、バイオ燃料を除く全ての数値は四捨五入して整数で表している。15以下の数値とバイオ燃料については四捨五入して小数点第一位まで
表している。2014年の政策に関するデータは2015年初頭までに確認されているすべての国を含んでいる。
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上位5か国

1 BNEF（Bloomberg New Energy Finance）の調査に含まれている国のみの構成となっており、GDP（購入者価格）に関するデータは世界銀行による2013
年のものに基づいている。BNEFのデータにはすべてのバイオマス、地熱、1MW以上の風力発電プロジェクト、1MWから50MWのすべての水力発電プロジ
ェクト、すべての太陽光発電プロジェクト（1MW以下のプロジェクトは別枠で集計され、小規模プロジェクトまたは小規模分散型容量として分類されてい
る）、すべての海洋発電プロジェクト、年間生産量100万リットル以上のすべてのバイオ燃料プロジェクトなどに関するデータが含まれる。
2 太陽熱利用システムの順位は2013年のものであり、ガラス管または非ガラス管式の水式集熱器のデータのみを元にしている。空気式集熱器を含めると追
加容量の順位に変更があり、米国がわずかに6位のドイツに先んじて、一人あたりの総発電容量の上位国の順位に変更はない。 
3 一人当たりの自然エネルギー発電容量の順位は水力発電以外のすべての自然エネルギーの設備容量の上位20か国のみを対象にしている。オーストリアや
フィンランド、ニュージーランドなどのいくつかの他の国々は、水力発電以外で一人当たりの高い水準の発電容量を有しており、アイスランドはその中で
も群を抜いている。 
4 水力発電の発電容量と発電量の順位が異なるのは、水力をベースロードとして供給している国がある一方で、電力需要に追従したり、需要ピークを満たす
ために供給したりしている国があるからである。 
5 ヒートポンプを含んでいない。

注：ほとんどの順位は投資、発電容量と発電量、バイオ燃料生産の絶対量に基づいて作成されており、一人当たりの数値や国のGDP、他の基準を元に作成
すれば、順位は多くのカテゴリーで異なった結果を示す（これは、自然エネルギー発電容量や太陽光、風力、太陽熱利用システム容量の一人当たりの順位
でも示されている。

1 2 3 4 5

中国 米国 日本 英国 ドイツ

ブルンジ ケニア ホンジュラス ヨルダン ウルグアイ
ケニア トルコ インドネシア フィリピン イタリア
中国 ブラジル カナダ トルコ インド
中国 日本 米国 英国 ドイツ

米国 インド － － －

中国 ドイツ 米国 ブラジル インド
中国 トルコ ブラジル インド ドイツ
米国 ブラジル ドイツ インドネシア アルゼンチン
米国 ブラジル 中国 カナダ タイ

1 2 3 4 5

電力

中国 米国 ブラジル ドイツ カナダ
中国 米国 ドイツ スペイン／イタリア 日本／インド

デンマーク ドイツ スウェーデン スペイン ポルトガル

米国 ドイツ 中国 ブラジル 日本
米国 フィリピン インドネシア メキシコ ニュージーランド
中国 ブラジル 米国 カナダ ロシア
中国 ブラジル カナダ 米国 ロシア

スペイン 米国 インド アラブ首長国連邦 アルジェリア

ドイツ 中国 日本 イタリア 米国
ドイツ イタリア ベルギー ギリシャ チェコ共和国
中国 米国 ドイツ スペイン インド
デンマーク スウェーデン ドイツ スペイン アイルランド

熱利用

中国 米国 ドイツ イタリア ブラジル

キプロス オーストリア イスラエル バルバドス ギリシャ

中国 トルコ 日本 アイスランド インド

自然エネルギー発電と燃料への投資

GDP比の投資1

自然エネルギー発電容量（水力を含む）
自然エネルギー発電容量（水力を含まない）
一人あたりの自然エネルギー
発電容量（水力を含まない）3

2014年の年間投資／新規導入量／生産量

2014年末の総容量・発電量

地熱発電の新設
水力発電の新設
太陽光発電（PV）の新設

集光型太陽熱発電（CSP）の新設

風力発電の新設
太陽熱利用システムの新設2

バイオディーゼル生産量
バイオエタノール生産量

バイオマス発電容量
地熱発電容量
水力発電容量4

水力発電量4

集光型太陽熱発電（CSP）容量

太陽光発電（PV）容量
一人あたりの太陽光発電（PV）容量
風力発電
一人あたりの風力発電容量

アイスランド ニュージーランド ハンガリー トルコ 日本

太陽熱利用システム容量2

一人あたりの太陽熱利用システム容量2

地熱熱利用容量5

一人あたりの地熱熱利用容量5
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■市場・産業の動向

2014年にはあらゆる自然エネルギー技術に関する市場は拡
大し、風力と太陽光が容量増加で先頭に立った。

　バイオマスエネルギー　　　　　　　　　　　　　 
（バイオマス熱利用／発電／輸送）

2014年のバイオマス熱の生産は2013年よりも1％増加し、安
定的に推移した。バイオマス熱の構成の割合は、地域によっ
て大きく異なったままで、（米国におけるような）産業界での
大規模生産から、（中国におけるような）莫大な数の住宅
規模のバイオマス発酵槽まで多岐にわたる。世界のバイオ
マス発電はおよそ9％増加し、中国、ブラジル、日本が容量
の増加で先行し、米国とドイツは発電で先行した（容量の
増加は比較的少なかった）。

液体バイオ燃料生産は2014年に9％増加し、今までで最も
高い水準に達している。米国とブラジルは総容量で優位に
立ったが、アジアはとくに高い発電の成長率を記録した。
政策は混合義務が需要を増やした場所ではバイオ燃料市
場に好影響をもたらしたが、とくに欧州や米国、オーストラ
リアなど政策に揺れがあった国では、産業に悪影響をもた
らした。2014年後期に石油価格が低かったことは、とくに
供給原料の生産という点でいくらか好影響を及ぼしたが、
いくつかのバイオマスエネルギービジネスの取引高を減少さ
せた。

固形バイオ燃料および液体バイオ燃料の貿易の傾向には
2014年、北米の木質ペレットのうち相当な量がアジアへと供
給され、欧州市場への圧倒的な供給量が減少するなど、
いくつかの変化が見られた。新しい市場（とくにエタノール
燃料市場）が他の地域で拡大した一方で、欧州へと輸出
されるバイオ燃料はわずかに減少した。

　地熱発電：ゆっくりと着実に成長
2014年は新しい地熱発電容量として約640MWが系

統に接続され、合計すると12.8GWに達し、推定で74TWh
の発電があった。新しい地熱発電容量が最も大きかったの
はケニアで、東アフリカで地熱発電が重要視されていること
が明白になった。推定で地熱発電の直接利用（熱）とし
て1.1GWthが2014年に加わり、総合計は20.4GWthとなっ
た。2014年の出力は推定で263PJだった（73TWh）。過
去5年間で、総発電容量は平均で年間3.6％の割合で成長
し、熱容量は推定で5.9％の割合で増加してきた。地熱発
電の産業界は重大なプロジェクト開発リスクに直面し続けて
いるが、先進国においても発展途上国においてもこうしたリ
スクを改善するための様 な々努力が行われている。

　水力発電：自然エネルギーの中では依然として　　
大規模

2014年は新しい水力発電容量として推定で37GWが運転
を始め、世界総容量はおよそ1.055GWになった。2014年
の生産量は推定で3900TWhである。中国（22GW）は
飛びぬけて最大の容量を導入しており、ブラジル、カナダ、
トルコ、インド、ロシアでも相当量の容量が追加された。水
力産業界は柔軟で高効率で信頼性のある設備を目指した

技術革新を続けてきた。効率性をさらに上げ、発電コストを
さらに下げたいという需要が、800MW規模のタービンなど
のこれまでより大きな発電設備の開発に寄与してきた。また、
出力の効率を改善するために既存のプラントを新しくする需
要や、新たな規制の要請を受けて環境パフォーマンスを改
善する需要も存在する。技術革新には新たに刷新された
揚水発電所に関する可変速度技術などもあり、こうした技
術革新は変動の多い自然エネルギー資源をさらに統合して
いく手助けとなっている。

　海洋エネルギー：進展は一段落も非常に有望
波力発電が主となる海洋エネルギーの発電容量は

2014年は約530MWのまま留まった。実質的な新たな導入
はすべて、試験的または実証のためのプロジェクトといった
形で行われた。2つの優れた波力エネルギー開発企業は強
い逆風に直面した。EU Ocean Energy Forumは海洋エ
ネルギーにおける問題解決と協同のために利害関係者たち
を連携させるという目的のもと始まった。技術の発達は様 な々
試験地で続いてきており、潮汐および波力エネルギーの装
置はこれまでの海洋エネルギー技術の中で最も進歩している。

　太陽光発電：新たな市場に急速に広がる
太陽光発電は、急激にコストが下がっていることによっ

て補助金を受けていない太陽光発電が世界中のますます多
くの地域で化石燃料とコスト面で競合できるようになったため
に、複数の国々の発電で重要な役割を果たし始めている。
2014年は太陽光発電の記録的な成長の年となり、推定で
世界総発電容量は40GW増加し、およそ177GWとなった。

中国、日本そして米国は新規容量の圧倒的な部分を占め
た。それでも、新規導入の分布は広がり続け、ラテンアメリ
カでは急速な成長が見られ、複数のアフリカの国々で相当
量の新たな容量の増加があり、中東では新たな市場が活
発になった。大半のEU市場は3年連続で縮小しているが、
EU、とくにドイツは、太陽光発電総容量と電力供給への寄
与という点で世界をリードし続けている。

強力な世界市場のおかげで2013年に始まった太陽光発電
産業の回復は2014年も続いている。過去何年間かで多く
見られた製造業者の破綻は少なくなったが、製造企業間の
合併は続いている。需要が増加していることを受けて、新
たなセルとモジュールの生産設備が世界中で開設されたり、
開設が告知されたりしている。

　集光型太陽熱発電（CSP）：多様化する技術と機器
CSP市場は他の大半の自然エネルギー市場よりもうま

く確立されていない。それにもかかわらず、CSP分野は10
年近くのあいだ力強い成長を続け、総発電容量は27％増
加して4.4GWに達した。パラボリック・トラフ方式の発電所
は既存の発電容量の大部分を占め続けているが、2014年
は稼働中の技術が多様化した年として注目すべき年となり、
世界で最も大きなリニアフレネル式発電所とタワー型発電所
が稼働することになった。

米国とインドだけがCSP設備を2014年に系統に追加した。
しかしCSPは多くの地域で活発な動きを見せており、南アフ
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リカとモロッコは建設と計画という点から見ると最も活動的な
市場だった。スペインは既存の発電容量という点で世界的
なリーダーであり続けている。

スペイン市場の景気が停滞し、当たり年の後で米国市場も
減速が予想されたことが、さらなる産業の合併をあおった。
しかしとくに世界のサンベルト地域などでコストは減少しており、
非常に様 な々技術が発展中である。また熱エネルギー貯蔵
設備（TES）がさらに重要になってきていて、大規模な研
究開発（R＆D）は注目され続けている。

　太陽熱利用／冷房：新たな市場の成長と既存の　
市場の減速

太陽熱利用技術は普及の減速が続いたが、これは主に欧
州と中国での市場の縮小が原因だった。水式集熱器の累
積設備容量は2014年の終わりまでに推定で406GWthに達し

（空気式集熱器でこれに2GWthが加わる）、年間およそ
341TWhの熱を供給した。中国は再び太陽熱水式集熱器
の世界市場の約80％を占め、次いでトルコ、ブラジル、インド、
ドイツと続いた。ホテルや学校、他の大型総合ビルでのより
大きな屋内向け給湯システムが好まれる傾向は続いた。高
度なシステムは世界市場の中でごく一部であるにも関わらず、
地域熱供給システムや太陽熱冷房、産業などのための高
度な集熱器への関心も高まった。

アジア、アフリカ、ラテンアメリカの多くでは、特定の分野で
市場が大きく成長したことに応じて国内販売が拡大し、同
様に流通経路も拡大した。逆に、合併の続いた欧州では
産業界にとって難しい1年となった。中国産業界は2014年
需要が低迷したことで過剰生産に悩まされたが、中国はそ
の長期的なリードを保った。

　風力：新しい発電として最も安価な選択肢
2014年、世界の風力発電市場は再び成長を始め、

51GWと自然エネルギー技術の中で最も大きく容量を増やし、
年末には合計で370GWに達した。洋上風力発電で系統に
接続された推計1.7GWの容量が追加され、世界総容量は
8.5GWを超えた。

風力はますます多くの地域で新たな発電容量として最もコス
トの安い選択肢となっており、アフリカ、アジア、ラテンアメリ
カで新たな市場が生まれ続けている。アジアは過去7年連
続で最大の市場で、中国によってけん引され、総容量で欧
州を上回った。米国は風力発電で先頭に立った。デンマー
クやニカラグア、ポルトガル、スペインなどのいくつかの国々
では風力発電で電力需要の20％以上を供給した。

赤字での稼働が何年も続いたが、ほとんどのタービン製造
業者は黒字を取り戻し、トップ10の企業はすべて導入記録
を更新した。陸上・洋上用のタービンの設計はそれぞれ、
より幅広い風の状態や稼働状態での風力発電の経済性を
改善していくため、発展を続けた。

■投資動向
あらゆる地域で世界的な投資が増加
自然エネルギーと燃料（50MW以上の水力発電を除く）に
対する新たな世界的な投資は2013年を17％上回り、2702億
ドルに達した。50MW以上の水力発電計画における報告さ
れていない投資も含めれば、自然エネルギーと燃料に対す
る新たな総投資額は少なくとも3010億ドルに達する。自然エ
ネルギーは追加発電容量への純投資という点では5年連続
で化石燃料に勝った。

このように3年ぶりに増加したのは、一部には中国と日本で
太陽光発電の導入ブームや、欧州での洋上風力発電への
記録的投資があったためである。世界のあらゆる地域で
2013年と比較すると投資が増加した。発展途上国での投
資は前年よりも36％増加し、1313億ドルであった。発展途
上国での投資はこれまでで一番、先進国経済への投資総
額に肉薄した。2014年の先進国経済への投資総額は1389
億ドルで、2013年よりも3％増加した。

最も大きく投資額が増加した国は中国であり、自然エネルギー
と燃料における発展途上国への投資額のうちほぼ3分の2を
占めた。オランダとブラジルでは増加率が最も大きかった。
他のトップ国としては、米国、日本、英国、ドイツなどがあっ
た。2014年を通して新たな市場への投資は広がり続け、チ
リ、インドネシア、ケニア、メキシコ、南アフリカおよびトルコ
では自然エネルギーへの投資額はそれぞれ10億ドルを超えた。
どれだけの投資が行われたかという観点では、太陽光と風
力が最も主要な技術であり、太陽光（主に太陽光発電）
は自然エネルギーと燃料（50MW以上の水力発電は除く）
への新たな投資額のうち55％超を占め、風力発電は36.8％
を占めた。両者とも2013年よりも大きな増加を見せ、太陽光
への投資は25％増加し1495億ドル、風力への投資は11％
増加し995億ドルとなった。全体として2014年には、自然エ
ネルギーへの新規投資のうち4分の1以上が小規模の計画、
とくに太陽光発電へと向けられた。

地熱への投資は23％増加し、海洋エネルギー（100％増加）
も非常に低い水準からではあるが成功した。他の自然エネ
ルギーは伸び悩んだ。バイオ燃料への投資は8％減少し、
過去10年で最も低くなった。バイオマスと廃棄物エネルギー
では10％下がり、小水力では17％低下した。
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発電所規模のプロジェクトへのアセットファイナンスが投資全
体の中で大多数を占め、あらゆるタイプの投資が2013年を
超える伸びを見せた。2014年には2つの新たな「南南」開
発銀行の設立が行われた。5つのBRICSの国々によって
1000億ドル規模の新たな開発銀行が設立され、またアジア
インフラ投資銀行（AIIB）が23のアジアの国 に々よって設立
された。グリーン電力証書やイルドコ（yield companies）、
クラウドファンディングといった自然エネルギーへの新たな投資
媒体が拡張したことが、新しい層の資本家を惹き付けるとと
もに自然エネルギープロジェクトに融資する資本のコストを減
少させた。

■エネルギーアクセス実現のための自然エネルギーの拡大
必要かつ生産的なサービスの提供へ
10億人を超す人々が、つまり世界人口の15％が、いまだに
電気を手に入れる手段を持っていない。アフリカ全土で導
入されている総発電容量はおよそ147GWで、これはドイツ
一国よりも少ない。それどころか、およそ29億人の人々には
清潔な調理手段がない。自然エネルギー技術を普及させて
いくことは、発展途上国中の人里離れた地域に本質的で
生産的なエネルギーサービスを届けることになり、これらの
数字を改善する助けになる。自然エネルギー技術は広範囲
でより大きな役割を果たしつつある。これは個人の家庭のシ
ステムによって、また急速に数を増やしているミニグリッドや
マイクログリッドに電力供給することによって果たされるが、
それは主に自然エネルギーが安価で、伝統的な選択肢より
も便利であるためである。

既存の、良く確立された技術（ソーラーホームシステム、ピ
コ水力発電装置、太陽熱集熱器など）のさらなる広がりに
加えて、2014年には新しいタイプの設備や設計、装置の発
展が見られた。こうしたものには遠隔地での通信を動かす
シンプルで高価でないピコ風力タービンや、太陽光発電によ
る灌漑装置、補助的サービスとモニタリングのデジタル化な
どかあり、これらはアフターサービスの改善やコストを削減す
ることに繋がって、企業と人々の距離を縮めることができる。
いくつかの要因は、自然エネルギーを普及していくための基
金（官および民）の増加に繋がった。その要因として、独
立した調理・電気システム、とくに自然エネルギーによるシス
テムが、エネルギーサービスを創出することのできる最もコス
ト効率の良い選択肢であり、人里離れた地域の家庭とビジ
ネスにとっての新たな経済的な好機であるという認識が増加
していることがある。

そのように、多くの国の政策において自然エネルギーは、農
村地域を電化して低公害型の調理環境を形成する目標と
政策のきわめて重要な要素になってきた。ペルーは自然エ
ネルギーを導入するための逆オークションを準備し実施した
初めての国の一つであり、2014年に契約をまとめた。いく
つかの国々が2014年、自然エネルギーによるエネルギーアク
セスを拡大する新たな計画を開始し、チリ、ミャンマー、ス
リランカは自然エネルギー発電を推進した。エクアドル、グア
テマラ、バングラデシュ、インドは低公害型の調理環境を推
進するイニシアティブに乗り出した。

多数の国際的なアクターが2014年、自然エネルギーによっ

てエネルギーアクセスを推進しようという活動に携わり、「す
べての人のための持続可能エネルギー（SE4ALL）」のよ
うな国際的なイニシアティブや、二国間、多国間の政府計
画を通じて行われた。多国籍の融資機関および投資銀行
も2014年に自然エネルギーに関する計画への融資を続けた。
伝統的なアクターに並行して、官民パートナーシップ、NGO
も自然エネルギー配備を促進した。

民間セクターの参加が活発になっているが、これは主に系
統へのアクセスのない低収入の顧客が品物やサービスの急
成長する市場となっているとの認識が広がっているためだ。
自然エネルギー設置事業はベンチャー資本家、市中銀行、
企業からはもちろん、これまであまり一般的でなかった投資
源からも、2014年の投資を惹き付け続けた。

■エネルギー効率
自然エネルギーとの対の柱
エネルギー効率と自然エネルギー源との間には、両者の技
術的・政策面での文脈の中で、建築物、電気サービスか
ら輸送や産業まで多岐にわたる分野の垣根を越えた、特殊
な相乗効果が存在する。エネルギー強度（経済生産高一
単位あたりの一次エネルギー消費）は世界的に、ほぼ全
世界の地域で1990年から改善されているが、あらゆる分野・
国において、エネルギー効率をさらに改善していく好機は膨
大に存在している。

エネルギーの安全保障の向上、経済成長の支援、気候変
動の緩和などがエネルギー効率改善を促進する政策の推
進力となっている。より貧しい国では、効率が上がれば電
気を持たない人々にエネルギーサービスをより簡単に提供す
ることができる。こうした目標を達成するため、建築物、装置、
輸送機関、車両、産業の効率性を改善しようという目標と
政策を掲げる国が増えている。

2014年にはあらゆる行政レベルで目標が施行され、目標達
成のために新たな政策を導入したり既存の政策を更新した
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りした国々は非常に多かった。いくつかの自治体では2013
年から2014年の間に、建築物の効率性を改善するための
性能要件やインセンティブを制定した。規格化および性能
表示要求が様々な設備やエネルギーを消費する製品の効
率性を改善するための第一の手段であり、2014年までに81
の国々がこうしたプログラムを採用している。2013年末まで
に産業用機器の中で使用される電気モーターの基準が44
の国々で導入された。2014年後期には自動車の燃費基準
は軽量自動車市場の70％に及んでいた。

これまで、政策分野においてエネルギー効率と自然エネルギー
間の構造的な繋がりは比較的薄かった。しかし、とくに建
築に関連するイニシアティブや経済全体での目標や規制を
通して、協力して両者に取り組もうとする政策は少ないなが
らも増えている。

主流となった自然エネルギー：
政策策定者向けの主要な発見

政府の支援政策と、風力発電と太陽光発電を中心に向上
する価格競争力によって、近年は自然エネルギーの発展が
主導され、自然エネルギー普及の市場での状況を変えた。
これからの政策は新たな開発に乗り出すことで、新たに出
現する機会や課題に対応する必要がある。これには自然エ
ネルギー設置事業の新たな国々、とくに発展途上国への拡
大、自然エネルギー発電の高いシェアを統合するための既
存のエネルギーインフラと市場の改善、非電力分野（すな
わち暖房、冷房、輸送）のさらなる電化などがある。

自然エネルギー世界白書の文書の通り、自然エネルギーは
世界的に人 に々エネルギーサービスを供給するにあたって、
ますます重要な役割を果たすようになってきている。あらゆ
る人々にとって持続可能で普遍的なエネルギーアクセスを実
現するために、自然エネルギーへの移行を主導し、必要な
政策の枠組みを開発することが現在の課題である。

環境の変化に対応できる安定した見通しの立つ政策を考案する
政策の枠組みの安定性と見通しの立てやすさが、長く続く
自然エネルギー設置事業を支えるために求められる。投資
を呼び込み、生産規模を増大し、新たな技術を開発し、
安定した雇用を多く創出するために、新たな自然エネルギー
産業は見通しを立てやすくする必要がある。

しかしやがてやって来る市場の拡大に対応し、不要な公共
支出を避けるために、ある程度の柔軟性も政策には必要に
なる。政策の環境を突然変更することを避けることは非常
に重要である（例えば突然固定価格買取政策を破棄すれ
ば、重大な悪影響を産業にもたらす可能性がある）。

つまり、新しい政策制度への移行には、来るべき変化に
対する十分な知識と産業界がそのビジネスモデルに適応す
るための十分な時間が求められる。

自然エネルギーの大規模電力供給を披露し伝達する
多くの発展途上国は、拡大する需要の対処、エネルギーア
クセスという課題の対応、そして経済成長を促進するために、

急速に発電容量を拡大する必要性を抱えている。そのよう
な圧力に直面した政策策定者はしばしば、自然エネルギー
が生み出せる潜在的に大きく急速な貢献を過小評価する。
相当量の自然エネルギーを既存のインフラに統合することに
成功した国々、たとえば中国、デンマーク、ポルトガル、ス
ペイン、米国は、自然エネルギー技術の正しい混合、エネ
ルギー効率の改善、そして賢い管理によって手頃で確実な
電力供給が可能になることを実証している。

こうした成功や体験を伝えて、そこから学ぶことは、自然エ
ネルギー源の組み合わせではベースロード電源を供給でき
ないという誤解を正すために重要である。

価格競争力を強化するため公平な競争の場を
改革の努力にも関わらず、世界的に化石燃料と原子力発
電への補助金は高額なままである。推計は5500億ドル（国
際エネルギー機関）から年5兆6000億ドル（国際通貨基金）
までにわたり、これらの数字はどのように「補助金」を定義
し計算するかで分かれる。

自然エネルギーの成長（およびエネルギー効率の改善）は、
とくに発展途上国における化石燃料および原子力発電への
補助金によって抑制されている。補助金は従来のエネルギー
価格を人為的に低く保っており、これは自然エネルギーが競
合することを難しくしている。人為的に低くされた価格は、
エネルギー効率やエネルギーの節約も阻害する。

公平な条件を設定することでさらに効率的な投融資源を割
り当てられるよう促進することもでき、イニシアティブを強化し
てエネルギー効率と自然エネルギー技術を発展させて実行
に移すことに役立つ。化石燃料と原子力発電への補助金
を世界的に廃止することで、より正確な真のエネルギー発電
コストが映し出されることになるだろう。

とくに発展途上国のようなエネルギーや燃料の補助金が消
費者に的を絞っている場所では、補助金はエネルギー効率
と自然エネルギーの選択肢へと移行されるべきである。

自然エネルギー発電：エネルギーシステム的思考が必要
発電量の変動しやすい太陽光発電と風力発電を拡大して
いくためには、様々な技術を柔軟性の高い電力供給へと統
合していかなければならない。つまり、単一技術による支
援計画から多様な技術をバランスよく組み合わせる支援計
画へと、政策計画方針を変えるべきである。政策や規制
の仕組みは、さらに柔軟性のある発電系統を支援し実行に
移し、需要サイドの管理を増大し、自然エネルギーが基軸
となった電力システムを輸送、建築物、産業、熱や冷房分
野と統合させなければならない。

電力会社や系統システムの管理者も、自然エネルギー割合
の高いエネルギーシステムの需要と発電を管理するにあたり
重要な役割を果たしている。各地に分散している生産量全
体の管理はもちろん、産業や輸送システム、家庭といった
需要サイドの管理には、新しいビジネスモデルを支援する異
なったエネルギー政策が必要である。出力調整が可能な自
然エネルギー発電が主流として高いシェアを得られるように
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する新しい技術の広がりも必要であり、インフラ投資を引き
出す新たなインセンティブが要求されている。

政策策定者は新たな政策メカニズムや規制の構造を策定
するため、主要なエネルギー消費者（たとえばエネルギー
集約型産業）に加えて、電力会社や系統システムの管理
者とも協同すべきである。

自然エネルギーの熱利用と冷房に増える支援
世界的に熱利用と冷房は世界総エネルギー需要のほぼ半
分を占めている。しかしこの分野は技術を発展させて分散
させる支援政策ということになると、自然エネルギー発電部
門より非常に立ち遅れている。

建築物に関わる義務（エネルギー効率の改善およびエネル
ギー技術の拡散）は自然エネルギーによる熱利用と冷房を
普及させていくにあたって最も重要なことだ。建築物に加え
て、自然エネルギーを産業および地域熱供給システムに統
合することが求められていることも重要である。こうしたこと
は自然エネルギーの熱利用を発展させるだけでなく、さまざ
まな発電部門を統合することも支援し、発電系統への負荷
を和らげる。

あらゆる行政レベルの政策策定者は、最終エネルギー消費
において熱が大きな割合を占めていることを考慮に入れれば、
自然エネルギー熱の発展を支援する必要がある。熱利用と
電気部門を統合する取り組みをさらに発展させれば、系統
負荷を減らすことにも寄与できる。

発展途上国における融資へのアクセスの改善
発展途上国では資金源を入手することは、多様で安定した
エネルギー供給を確立するために最も重要なことである。自
然エネルギーによって、あらゆる消費者集団へのエネルギー
供給を拡大することは、ますます政治的、財務的な課題となっ
てきており、技術的な課題ではない。入手可能な資金源が
存在しないことや資本コストが高いこと、一部の投資家が
前向きでないために、自然エネルギーの普及はしばしば抑
制されている。

エネルギー市場を拡大して完全なエネルギーアクセスに到
達するため、公共セクターは政治的安定性を保証する必
要があり、こうした安定性は結果的に投資者に前向きな信
号を送る。優先的融資や補助金はもちろん融資保証など
の公共の融資メカニズムは、民間の融資手段の欠如を克
服し、市場の成長を促進し、リスクを緩和することで、民
間部門の投資を効果的に引き出せるかもしれない。融資手
法は供給側と需要側の両方に対して実行可能であり、プロ
ジェクト開発者やエネルギー消費者が大規模な導入計画の
発展を主導するための支援となる。加えて、資金調達と買
い入れを獲得するには技術面での信用が必要で、この信
用には規格や認証など、質を確約するものの開発が求めら
れる。これも同様に、地方産業や自然エネルギーの製品の
輸出力の育成のために重要だ。

良いデータで良い決断を主導
信頼でき、即時性のある、定期的に更新されたデータとい

うのは、エネルギー計画を立て、目標を定義し、政策手段
を企画して継続的に評価を続け、投資を呼び込むために
欠かせない。自然エネルギーに関するデータの状況、とくに
発電部門におけるデータの状況は、近年非常に改善されて
きた。それにもかかわらず、分散型の自然エネルギーに関
するデータ（近代的自然エネルギー熱を含む）は利用しや
すさや入手しやすさ、質などにおいて非常に乏しいままであ
る。市場のポテンシャルを理解し、政策の発展を主導し、
投資家を呼び込むため、改善および統合されたデータが求
められている。

政策策定者は発展途上国における、分散型の自然エネル
ギーや自然エネルギーの熱利用と冷房に関するデータの状
況を改善することに特に気を配るべきである。なぜならこの
2つの部門には地方分権的な性質があるため、両者とも今
日の重大なデータであり、エネルギーアクセス達成目標を満
たしエネルギー転換を主導するために、それぞれが非常に
重要である。革新的な協同のデータ収集、処理、確認が
必要である。非公式のデータはデータの不一致のすき間を
埋めるために最も重要だが、新たな手法をデータ収集に取
り入れることはもちろん、様々な非エネルギー分野（農業や
産業、健康業界など）からの新たな参入者と協同すること
が求められている。

規則的でより体系的な手法でデータを収集し、透明性を高
めていくために、自然エネルギーのデータの定義を広げてい
くことが強く求められている。

エネルギーアクセス向上のための分散型の自然エネルギー
に関しては、政策策定者と資金提供者は継続的なデータ
収集と報告を彼らの計画と活動に組み入れる必要がある。
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第 1章　世界の概要

2014年、自然エネルギーは世界のエネルギー消費の増加と
同年後半の石油価格の大幅な下落がありつつも成長し続
けた1。近年、世界の最終エネルギー消費は年間約1.5%
増加しているが、これは主に発展途上国での需要が増えて
いるためである2。

エネルギー利用が増加しているにもかかわらず、2014年に
はエネルギー消費による二酸化炭素排出量が過去40年で
初めて増加せず、その一方で経済は成長を遂げた3。前
回排出量が減少したのは世界経済の低迷によるものだった
が、2014年の安定化は自然エネルギーがより普及し、エネ
ルギー効率が改善されたためである4。将来を見据え、中国、
メキシコ、米国、EU等は気候変動への公約として自然エ
ネルギーとエネルギー効率に対し段階的に投資を増やしてい
くことを公表した5。自然エネルギーおよびエネルギー効率は
気候変動に対処するためだけではなく、新たに経済的な機
会を創出し、依然として近代的エネルギーサービスを受けら
れずに生活している非常に多くの人々がエネルギーを利用
できるようにする上でも重要だという意識が世界的に高まっ
ているi。多くの国の農村地域において自然エネルギーは電
化計画に欠かせない要素であり、2014年には多くの国際的
な主体が自然エネルギーによってエネルギーアクセスを推進
する活動に参加した6。

持続可能な開発には自然エネルギーとエネルギー効率が重
要であることから、国連総会において2014年がすべての人
のための持続可能なエネルギーの国連の10年ii（SE4ALL）
の初年度であると宣言された7。SE4ALLでは、世界のエ
ネルギー構成に占める自然エネルギーの割合を、基準とな
る2010年の18%から2030年には36%まで倍増させることを
目標に掲げている8。

データが入手できる中で最新の年である2013年までに自然
エネルギーは、世界の最終エネルギー消費の19.1%を供給
したと推定される。このうち、発展途上国の遠隔農村地域
で主に調理や暖房に使用される伝統的なバイオマスが約
9%を占め、近代的な自然エネルギーの割合は2012年比で
わずかに増加し10.1%となった9。（図1参照）

近代的な自然エネルギーは発電、冷暖房、輸送、農村地
域／オフグリッドのエネルギーサービスという4つの異なる市
場において利用が拡大している。（分散型自然エネルギー
の章参照）2013年の最終エネルギー消費のうち、水力が
推定3.9%を占め、その他の自然エネルギーが1.3%、熱利
用が約4.1%、輸送用バイオ燃料が約0.8%を占めた10。

2014年、自然エネルギー全体としては導入設備容量および
エネルギー生産量が大幅に増加した。同年、過去5年間
の平均を上回る速さで導入が進んだ技術もあった11。（図2
参照）熱利用部門では引き続き安定したペースで設備導
入が行われ、輸送用バイオ燃料の生産は2011～2012年に
減速した後、2年連続で増加した。最も急成長し、増加量
が最大となったのは電力部門だった。

多くの自然エネルギー技術が急成長したが、容量の増加率
とエネルギー効率の改善率はSE4ALLが掲げる目標達成
に必要な割合に届かなかった12。さらに新規発電容量と投
資の大部分が太陽光・風力・水力発電の3技術にのみ集
中した。

2014年も主に政策に後押しされて自然エネルギーは成長し
た13。（政策の展望の章参照）欧州における新設の課税や、
米国連邦政府による生産税額控除（PTC）の終了といっ
た政策の変更や不確実性から自然エネルギーが課題に直
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i  地球上で12億人が電気を利用できず、28億人が調理や暖房で伝統的なバイオマスに依存していると推定される。国連すべての人のための持続可能エネルギー（SE4ALL）「すべての人のた
めの持続可能なエネルギーの国連の10年 2014～2024年」http://www.se4all.org/decade/　（2015年4月10日閲覧）参照。
ii SE4ALLは関連し合う3つの目標を掲げている：すべての人が近代的なエネルギーサービスを享受できるようにすること、世界全体のエネルギー効率の改善度合いを倍増させること、世界全体と
してのエネルギー構成に占める自然エネルギーの割合を倍増させることである。SE4ALL「我々の目標」http://www.se4all.org/our-vision/our-objectives/　（2015年4月10日閲覧）参照。
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出典：本章の巻末注 9を参照

図1.世界の最終エネルギー消費における
　　自然エネルギーの割合（2013年、推計値）
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面した国もある。また2014年には、自然エネルギーに関する
目標や政策を持つ国の数が再び増加に転じ、既存の目標を
より野心的に見直した自治体もある。政策決定者はおもに
電力部門に重点を置く一方で、熱利用・冷房部門とバイオ
燃料以外の輸送部門に対する意識は最も希薄だった。こ
の傾向が現状を形作る一因となっている。

2015年初頭までに、自然エネルギーもしくは自然エネルギー
由来の電気で100%まかなうという目標を実践している自治
体がいくつかあった。そうした目標の多くは市町村レベルで
定められているが、この100%自然エネルギー・電気の目標
に向かってまい進する州政府も増えている14。国レベルでの
100%自然エネルギーや電気の目標の検討・導入も増えてお
り、例としてカーボベルデ、コスタリカ、デンマークなどが挙
げられる15。

自然エネルギーのコスト競争力が強化されたこともまた成長
の要因となった。自然エネルギーのコストは2014年も下がり
続け、概して、多くの国において同エネルギーは従来の伝
統的なエネルギー源に競争力で負けていない16。コストおよ
び環境面では、分散型自然エネルギーシステムも島しょ地
域や遠隔地の自治体における熱・電気用として、化石燃料

（特にディーゼル）に劣らない競争力がある。また一般的に
は近代的なエネルギーサービスを提供する上でも、同様の
ことが言える17。発展途上国の遠隔農村地域において―ミ
ニグリッドやマイクログリッドの電力供給用として導入されるケー
スも増えている―、必要不可欠で生産的なエネルギーサー
ビスを供給する上で自然エネルギーが果たす役割は重要か

つ増大している。というのも、おもに自然エネルギーの費用
対効果に対する認識が高まっているためである18。

また化石燃料や原子力への補助金の影響で、自然エネル
ギーの進展とエネルギー効率の改善は引き続き控えめに停
滞しており、特に発展途上国において顕著だった。助成金
によって従来型エネルギーの価格が人為的に低く維持され
自然エネルギーにとってはより難しい競争となっている。人
為的に価格を低く設定することはエネルギー効率や省エネ
ルギーの妨げとなり、SE4ALLの目標達成のために自然エ
ネルギーが生産すべきエネルギー量が増えている19。2013
年には化石燃料向けの助成金が世界全体で5500億米ドル
超となった20。2014年には30か国近くが化石燃料用の助成
金を削減あるいは廃止したが、なかには石油価格の低下を
受けてそうした国もある21。

自然エネルギー市場はコストが低下したことで多様な地域に
広まり続けた22。欧州が依然として重要な地域市場であり技
術革新の中心である一方で、自然エネルギー導入の舞台
は他の地域に移り続けた。中国はまたしても2014年の自然
エネルギーの新規発電設備導入量で世界のトップとなり、ブ
ラジル、インド、南アフリカは各々の地域の新規導入量の大
部分を占めた23。（補足1参照）またアジア、アフリカ、中南
米地域の発展途上国で自然エネルギー技術を製造・導入
している国の数も増え続けた24。

世界中の全地域において投資が増加したことで、世界全
体で自然エネルギー発電と燃料への投資は2014年に回復し

出典：本章の巻末注 11 を参照

図2.自然エネルギー設備容量とバイオマス燃料生産の年間平均成長率（2009年末～2014年末）　
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要な役割を担っている。

しかし、各国による計画の達成率が期待よりも低いことから
信用性が問われている。韓国や日本のように目標の未達
成が繰り返されていること、日本、韓国、台湾、シンガポール
の主要な部門における積極性が足りないために主に国内
で政府の責任が問われること、タイでのわずか6年間で3つ
の長期「代替エネルギー」戦略がはじまったことのように長
期的な計画が頻繁に変更されることもあった。

しかしながら上記の計画に基づいて、資金が潤沢にある
政策的な奨励金やその他の国による支援、または国・地域
レベルでの改善された法的枠組みが導入されており、こう
した進展によりここ10年で東アジアでは自然エネルギーが
急速に普及した。固定価格買取制度（FIT）、入札、建築
規定の追加、自然エネルギー割当基準（RPS）はより一般
的な政策手段になってきている。地域レベルでの普及を
促すために、独自の自然エネルギー関連の戦略や政策を
計画する市・州政府が増えている。

急増している大量のエネルギー需要や、多様なビジネスチ
ャンス、精力的な企業家主義によって自然エネルギー市場・
産業の成長に拍車がかかった。人口22億の東アジアは、
今もなお世界で最も急成長している地域経済である。分
散型発電や発電所規模の自然エネルギー設備がもつ大き
な可能性が、都市でも地方でも開拓されている。中国では
国有企業が自然エネルギー産業のバリューチェーンの面
で優位を占めるが、太陽光や風力エネルギー設備の製造
においてはSinovel、Goldwind、Trina、Yingliといった
いずれも世界をけん引する精力的な民間部門が台頭して
きている。

東アジアでさらに自然エネルギーの規模を拡大するには
様々な試練が待ち受けている。大規模水力発電は中国
や東南アジアで物議を醸しており、すでに潜在的な利用可
能量に届きつつある。中国などでは送電インフラが障害と
なり、風力エネルギーの開発が遅れ続けている。バイオマ
スエネルギー部門では、環境の持続可能性と食糧安全保
障に関する問題が議論を呼んでいる。同地域では石炭の
生産能力を拡大しているが、それによってむしろそれ以上
の自然エネルギーの導入が犠牲になっているかもしれない。

また、ここ最近の中国の太陽光発電モジュール、風力タービ
ン、レアアース鉱物の輸出をめぐる貿易上の論争は、中国
政府による不当な介入（ダンピング）だとする主張に端を発
しており、風力・太陽光など急成長している部門での国際
競争が激化するにつれ、今後も論争は起きるだろう。だが
世界貿易機関（WTO）の環境物品協定（EGA）が調印さ
れ加盟国・地域が増加すれば、競争力のある東アジアの
企業は大いに利益を享受するだろう。最後に、東アジア社
会がトップダウン型あるいは国家主導による自然エネルギー
の開発促進への依存を減らすことができれば、クリーンエネ
ルギー革命において同地域が注目され続けることは間違
いないだろう。

出典：本章についての巻末注23参照

補足1．注目地域：東アジア

世界全体で自然エネルギーを最も多く生産または消費し、
同技術へ最大の投資を行った地域は東アジアだった。東
アジアは中国、日本、韓国、台湾を含む北東アジアの主要国
と、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベ
トナムといった東南アジアの急成長を遂げている国々で構
成される。

東アジアにおいて自然エネルギーは様々な面で必要不可
欠になっている。同地域は世界最大の二酸化炭素排出
地域であり、域内には気候変動のリスクを非常に受けやす
い社会が多くあり、急成長している都市では大気汚染が原
因で年間数百万もの人々が若くして死亡している。自然エ
ネルギーは切望されるクリーンエネルギーという選択肢を東
アジアにもたらすだけでなく、この地域で高まっている化石
燃料輸入への依存から生じるエネルギー安全保障上のリ
スクを緩和するのにも役立つ。東アジア諸国の大半は自
然エネルギーを新たな産業政策上の重要な戦略的要素と
して捉えている。

2013年までの東アジアの自然エネルギー総発電容量は
457GW（世界全体の29%超）と推定され、中国がこの80%
を占めた。総容量の大部分を水力発電が占めたが

（322GW、うち中国は260GW）、風力発電がおもに中国に
けん引され主要部門として台頭した。中国と日本は2014
年に太陽光発電市場で世界の上位2か国となり、地熱発
電ではフィリピンが世界第2位、インドネシアが第3位となり、
潮力エネルギーでは現在韓国がリードしている。

自然エネルギー熱利用部門においても東アジアは世界をけ
ん引しており、中国は近年の太陽熱温水器の新規導入量
の80%強を占め、現在世界全体の3分の2を提供している。
一方でバイオ燃料では東アジアは世界の強豪に遅れをとり、
世界のエタノール生産量のわずか3%程度、バイオディーゼ
ル生産量の12％程度にとどまる。

設備の製造でも印象的な数字がみられる。10年前、中国
は世界全体の太陽光発電モジュールのわずか5％を製造
しているに過ぎなかったが、現在では3分の2を製造してい
る。同国は太陽熱温水器も約4分の3を製造しており、また
大小の風力タービンの最大の生産国でもある。中国のお
かげで自然エネルギー関連製品のコストは低下した。日本、
韓国、台湾の企業は、太陽光、海洋、地熱エネルギーなど
多くの分野で技術的にリードしており、中国は国内の自然エ
ネルギー分野における技術革新力を急速に強化している。

地域全体としての主な動向は各政府が自然エネルギーを
長期的で多部門にまたがる戦略・政策に集約していること
である。韓国のグリーン成長戦略、日本の新成長戦略、中
国の第12次5か年計画、ベトナムのグリーン成長戦略、第10
次マレーシア計画はいずれも自然エネルギーの発展に関す
る野心的な計画を盛り込んでいる。さらに東アジア地域で
は自然エネルギーの普及、設備の製造、インフラ支援、新技
術開発や投資において国有のエネルギー関連企業が重
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た。発電容量追加への純投資額では5年連続で自然エネ
ルギーが化石燃料を上回ったが、これはほぼすべて太陽
光および風力発電への投資拡大によるものである25。（投資
の流れの章参照）

投資額で先頭に立ったのは中国、米国、日本、英国、ドイ
ツだが、新規の自然エネルギー発電および燃料への投資額
は、対年間GDP比ではブルンジ、ケニア、ホンジュラス、
ヨルダン、ウルグアイが上位となったi。国民一人当たりの投
資額ではオランダ、日本、ウルグアイ、英国、アイルランド、
カナダ（後者2か国はほぼ同額）が上位となった26。

グリーンボンドやイルドコiiあるいは証券化といった自然エネル
ギーへの新たな投資手段も増え、先進国および発展途上
国における自然エネルギー向けクラウドファンディングの数や
種類も増えた27。（分散型自然エネルギーの章参照）こうし
た新機軸が機関投資家や個人投資家など新たな層の出資
者を呼び込むことによって、自然エネルギー関連のプロジェ
クト融資のための資本費は下がり、結果的に自然エネルギー
の競争力を一層強化するのである。

2014年には自然エネルギー市場の成長と並行して、すべて
のエネルギー部門で貯蔵システムの開発・導入が大幅に進
んだ。揚水発電、バッテリー、熱貯蔵などによるエネルギー
貯蔵はおもに電力部門のピークシフトや周波数調整に利用
されるほか、輸送部門で電気自動車の駆動力としてバッテ
リーが使用されることや、熱利用・冷房部門で熱エネルギー
貯蔵に利用されることもあり、こちらは非常に小規模ながら
成長している市場である28。バッテリーは世界全体の貯蔵シ
ステムのごく一部を占めるに過ぎないが、将来的には成長
する市場だという兆しがいくつかの動向から見て取れるだろ
う29。たとえば2014年には自然エネルギーと系統接続型貯
蔵システムを統合する斬新なビジネスや導入モデルが増加し、
中国や米国では大規模なリチウムイオン電池製造工場が公
表された30。

2014年にはこの他にも輸送や熱利用の電化も勢いを保ち、
今後はより一層、部門間で共通する部分がでてくる可能性
があることを強調している31。自家用車や熱利用システムの
電化が進むと、既存の電力部門における自然エネルギー割
当基準（RPS）制度などの目標を達成するために、自然エ
ネルギー需要は高まるだろう。また電化された乗物や暖房
器具を利用することで変動性の自然エネルギー発電のバラ
ンスを保つことができるだろう。例えば電化暖房は、送電網
の電気を使用して地域熱供給ネットワークに熱を供給したり
するシステムレベルでも、太陽光発電とヒートポンプの組み
合わせなど消費者レベルでもバランスを保つために用いられ
ている。

■電力部門　　　　　　　　　　  
最も大きな成長は電力部門で起こり、2013年の世界の自然

エネルギー発電容量は2013年から8.5% 以上上昇し、
1712GWを越えた32。水力発電では3.6%増加し、およそ
1055GWとなった。他の自然エネルギーでは合計で18%近く
増加し、推定660GWとなった33。世界全体では、風力発電
と太陽光発電はそれぞれ容量の追加の記録が見られ、水
力発電を上回り、2014年の水力発電を除いた自然エネルギー
導入量において90%以上を占めていた34。（表 R1を参照）

2014年の自然エネルギーの発電容量は世界の発電容量の
増加分の推定58.5%を占め、国によってははるかに高い割
合を占めた35。年末までの自然エネルギーの発電容量は世
界の発電容量の推定27.7%を占めていた36。これは世界全
体の電力量の推定22.8%を供給するのに充分な量であり、
水力発電が約16.6%を占める37。（図3を参照）2007～2012
年の期間では、自然エネルギーの発電容量は年間平均5.9%
の割合で増加した38。対照的に、世界全体の電力消費量
は同じ時期で年間平均2.7%の割合まで増加し、OECD非
加盟国々では2倍の早さで増加した39。

変動型自然エネルギーの普及はいくつかの国々で高い水準
で達成されている。例えば、2014年を通じてデンマークで
は風力発電が電力需要の39.1%に達し、ポルトガルでは
27%、ニカラグアでは21%となった。2014年末までに稼働し
ている太陽光発電の発電容量は、イタリアでは電力需要の
推定7.9%を十分に達しており、ギリシャは7.6%、ドイツは7%
となった40。

2014年末時点では、中国、米国、ブラジル、ドイツ、そし
てカナダが、自然エネルギー総発電容量において上位を占
める国々である41。中国は全世界の自然エネルギー発電容
量の約4分の1を占め、そのうち260GWが水力発電である
42。水力発電を除いた発電容量で上位を占める国は、中国、
米国、ドイツであった。それに続いて、イタリア、スペイン、
日本、インドであった43。（図4と表R2を参照）水力発電を
除いた自然エネルギー発電容量で上位20位に入る世界の
国の中で、国民一人当たりの発電容量が最も多い国はす
べて欧州にある。その中でもデンマークは圧倒的な差をつ
けており、続いてドイツ、スウェーデン、スペイン、ポルトガ
ルとなっているiii 44。

■世界各国の中で最も風力発電や太陽光発電、水力発電
を導入した中国にけん引され、アジアは地域別における最
大の発電容量を導入した45。多くの欧州諸国よりも太陽光
発電（0.5GW）を導入したタイのように、アジアにはより広
い成長市場があり、フィリピンやパキスタンはそれぞれ風力
発電を相当量導入した46。

■EUでは、7年連続で新規発電容量の多くを自然エネル
ギーが占めており、その数字は78％に上る。ドイツは水力
発電を除いた自然エネルギーの発電容量の割合が2010年
の10.5％から2014年には24％まで増加し、一方でスコットラン

i  投資資金の出所はこれらの国以外の可能性がある。他にはパナマ、コスタリカ、中国、フィジー、オランダが上位 10 か国に入っている。
ii  イルドコ（高利回り会社）とは、運営段階のプロジェクトに対して高い利率で投資を行うことを目的として設立された法人。証券化とは、太陽光発電システムなど類似性のあ
る資産を共同で管理し、それらの資産に対して異なる優先権が付与された証券が発行できる規模にし、有価証券として投資家に販売する方法。
iii  一人当たり自然エネルギー容量がより高い国や自然エネルギー電気の割合が高い国は他にもあるが、本報告書では水力発電を除く総導入容量が上位20か国に着目している。オー
ストリア、フィンランド、アイルランド、ニュージランドを含むいくつかの国では、水力発電を除く一人当たり自然エネルギー発電容量が高い国もある。アイスランドはこうした
国でも突出している。（自然エネルギー発電の国別割合についての参照表 R13 を参照）
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ドでは2014年における発電容量の半分近くを自然エネルギー
から生産した47。

■北米では、相当量の太陽光発電と風力発電の成長を経
験した。しかしながら、両者とも莫大な技術的賦存量がま
だ手つかずのままである。米国では、天然ガスより多くの自
然エネルギーの発電容量が建てられ、水力発電を除いた
自然エネルギーの発電容量が初めて水力発電の発電容量
を追い越した48。

■南米とカリブ海諸国では、ブラジルが新たな発電容量の
導入ではトップを走り続けており、3GW以上の水力発電と
2.5GWの風力発電の容量追加に取り組んだ49。チリとメキシ
コでは風力発電と太陽光発電に大きく力を入れ、ウルグアイ
は1人当たりの風力発電容量を世界で最も追加した50。

■アフリカでも自然エネルギーに力を入れている。南アフリカ
が世界10位以内の太陽光市場に初めて入り（9位を記録、
インドを追い抜いた）、風力発電においてもアフリカ大陸をリー
ドしている51。ケニアは、世界全体で新規導入された地熱
発電の発電容量の半分以上を占め、ルワンダも新たな水力
発電（30MW以上）と8.5MWの太陽光発電を導入して、
総発電量が大きく増加した52。

2014年の自然エネルギー発電の急速な成長により、挑戦と
機会の両方が生まれた。エネルギー消費が増加している国々
では、自然エネルギーと化石燃料による発電が同時に成長
した。電力消費において増加が少ないあるいは減少してい
る国 （々例えばOECD諸国の一部）では、自然エネルギー
が既存の発電を代替した53。このような現象により、欧州や
北米ではいくつかの設備業者や電力供給者たちは自然エネ
ルギーの恩恵を得るために、化石燃料を減らして既に自然
エネルギー市場に参入している企業を買収するなど事業を
改変した54。

同時に、地域の政策立案者たちは自然エネルギーの割合
を増やすために設備業者たちに彼らの事業モデルやグリッド
設備を更新するように要求することもあった55。さらに、2014

年、いくつかの国や地域では変動型自然エネルギーの拡大
を目標に送電系統を強化し続け、例えばインドやアフリカ56で
は大量の自然エネルギー資源にアクセスするために送電網
を建設した57。（補足2参照）

世界的に、2014年の自然エネルギーによる発電容量は主に
設備業者や大規模投資家が所有している大型発電所（メ
ガワット規模）が占めている。オーストラリア、欧州、日本、
そして北米も電力を生産しつつ消費する人、プロシューマー
が大きく増えている58。フランスでは、プロシューマーを支える

（そして管理する）ための国民的対話の実施や、EUは加
盟国の自家消費に関する規制を探り始めた59。先進国や途
上国では、産業プロシューマーも農業や森林における廃棄
バイオマスで相当量の自然エネルギーを生産した60。

2014年には、系統連系された自然エネルギー、特に太陽
光発電のコミュニティ所有や共同所有が拡大した。固定価
格買取制度がタイやカナダのノバスコシア州地域のコミュニティ
所有の自然エネルギーを支えている61。さらに、スコットランド
に初めてのコミュニティ所有の海洋エネルギーシステムが設
置された62。

ドイツとデンマークの両国ではコミュニティと地域所有の自然
エネルギーシステムの長い伝統がある63。ドイツでは、2012年、
割合は減少したものの、47％の自然エネルギー発電が個人
や協同組合の投資によって所有されている64。

世界中の主な企業や機関は2014年に自然エネルギーの購
入に重要な取り組みを行い、企業のグループは、RE100イ
ニシエティブのもと自然エネルギーを100%に達成するよう取
り組んでいる65。大手企業も独自の自然エネルギー発電所
を所有（もしくは電力の購入）するために数十億ドルの支
出を表明している66。鉱業は信頼性の向上と、ブラジル、
カナダ、チリ、南アフリカ、そしてタンザニアの鉱山に 自然
エネルギーによって電力と熱を生産する設備を設置してエ
ネルギーコストの削減のために自然エネルギーシステムに投
資している67。

化石燃料および原子力

77.2%

2013 年末に稼働中の自然エネルギー発電容量に基づく

出典：本章の巻末注 37 を参照

水力発電

16.6%

バイオマス発電 1.8%

風力発電 3.1%

太陽光発電 0.9%
地熱、集光型太陽熱（CSP）、海洋発電

0.4%
自然エネルギー発電
22.8%

図3.世界の電力供給における
　　自然エネルギーの割合（2014年末、推計値）
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価格と買取価格
価格や買取価格の調整が電力システムの構築において
要となる。今日、価格と買取価格は稼働させる自然エネ
ルギーの選択のみならずデマンドレスポンスの促進、柔軟
性のある発電、エネルギー効率、そして分散型発電へ
の投資において重要な役割を果たす。たとえば、自然エ
ネルギーの割合が高い多くの市場では、風力発電や太
陽光発電がゼロもしくはそれに近い価格で入札され、電
力の卸売市場価格の下落が起こっている。このような価
格の下落は、不可欠なグリッドサービスを提供できる従来
の発電の利益を減少させる可能性がある。これに対し、
いくつかの市場運営機関は、 発電業者と需要対応型の
業者に供給可能なサービスを提供することに対する十分
な補償を与えるために、例えば容量支払、”性能支給”
メカニズムのような具体的なシステムを試行している。

実現技術
電力システムの転換を支持するために、たとえば水資源
の節約や太陽光発電において変動幅の大きい電力の出
力を調整可能にする“スマート”な変換器、バッテリーや
揚水発電、そして柔軟性の高い熱生産設備といった実
現技術への投資が増加している。たとえば、ドイツの設
備業者はより柔軟な自然エネルギー資源を統合するため
のより急速な増減を可能にするために、既存の石炭発電
所を改修した。デンマークでは、コージェネレーション設
備が変動する風力発電の貯蔵庫の役割をしている。

加えて、このような革新は、自然エネルギーの導入のため
にどれほどの広い範囲で変化、支持が起こっているのか
を目に見えるようにしてくれる。これからの数十年は自然エ
ネルギーや貯蔵、そしてネットワークの高度な技術の価格
の下落とともに、より多くの変化がもたらされるだろう。電
力システムの転換の戦略マネジメントはより注目される分野
になるだろうi。

GSRの“エネルギーシステムの改革”は、主に自然エネ
ルギーの統合とシステム転換に関連するエネルギーシステ
ムの発展に焦点を当てている。

出典：この章の章末57を参照

補足2．エネルギーシステムの改革：電力システム
の転換

電力システムは発電のためにほとんど同じような方法で設
計され、運営されている。しかし今日では広い範囲での
要素が変化を示している：化石燃料に対する地域や世界
中での懸念やエネルギー安全保障の観点、多様な電源
へのアクセス、技術コストの急速な変化、エネルギー供
給のデモクラシー化、水や土地の利用者間の相互影響
の増加、専門家とシステム活用者間のネットワークの発展。

このような要素が多様な電力システムの転換を促している。
技術や制度の革新が新たなシステムの可能性を開いたこ
とを、世界中の証拠が示している。重要な革新が出現し、
以下の4つの範囲に広く拡散し始めている。計画過程、
運営上の試行、価格と買取価格、そして実現技術である。

計画過程
エネルギー生産における水資源、気候、そして健康への
影響は、より広く理解および測定され、いくつかの地域で
はこれらの要素が統合資源計画に明確に含まれている。
例えば、乾燥地帯である米国の南西地域では、アリゾナ
パブリックサービス（APS）社が水資源や排出物におい
てリスクや利益を試算する計画過程のシナリオを作成し、
供給部門での自然エネルギー技術に大きな重点を置くよう
になっている。最近で急成長しているいくつかの市場もエ
ネルギーアクセスや経済成長などの独特の指標を考慮した、
より能動的で包括的なエネルギー計画過程に転換している。

自然エネルギーがすでにある程度発展し、その割合を高
めている地域では、計画過程はより優れた自然エネルギー
の地形空間分析や自然エネルギー発電と送電網の構築
を統合する新たなアプローチ、自然エネルギーの割合が
増加した時に信頼性の高い電力システムを確保するため
のより詳細な信頼性測定方法など、様々な要素を含む形
で成長している。たとえば、アイルランドの電力系統シス
テム運営機関（EirGrid）は、より整備された系統と風
力発電を維持するために複数段階の計画を行い、将来
の風力発電シナリオにおけるシステム運用を発展させるた
めのより詳細で信頼できる分析を試みた。

運営上の試行
電力の供給と需要のバランスを保つことは常に様々な変
動要素と不確実性を含み、自然エネルギーのシェアととも
にそれらは増加している。気象の予測や発電計画の向上、
そして系統システムとの接続の増加を含む様々な運営上
の試行は、費用対効果が高く、信頼のできる成長に繋が
る。たとえば、より良い予測は、カナダや中国、ドイツ、
アイルランド、ポルトガル、スペイン、米国において、十分
な量の風力発電を持つ全ての主要なシステムに普及して
いる。

i  このような変化や道のりについてのより深い議論は、クリーンエネルギーの技術発展と世界のクリーンエネルギー転換を促す政策やプログラムを推進するエネルギー官僚
たちによる Clean Energy Ministerial の電力システム転換においての報告書を参照可。
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主に電力部門において従来型の電力会社からの自然エネ
ルギーの任意の購入が増え続けている。ドイツは世界中の
グリーン電力における主要国の一つであり、他の欧州の国々
もグリーン電力市場を活発化している68。ドイツの市場は
2006年に80万人の家庭顧客数から2013年には570万人に
増え、14.3％の国内住宅保有者が19.5TWhの自然エネル
ギーによる電力を購入している。商業用の顧客を含めると、
グリーン電力の購入量は29.6TWhを上回る69。

グリーン電力市場は、オーストラリア、カナダ、日本、南アフ
リカ、そして米国にも存在する。米国の電力利用者の半
分以上は地域の設備業者や電力小売業者から直接電力
を購入できる選択肢を有している。2013年、米国のグリー
ン電力小売業者は合計62TWhの売り上げを記録し（米
国の総電力売上げのうち、1.7％）、約540万人が購入して
いる70。

■冷暖房部門
エネルギー利用において熱の割合は、世界のエネルギー消
費の約半分に達する71。自然エネルギーは暖房部門の最終
エネルギー利用の25%以上を供給し、その3分の2は伝統
的なバイオマスが担っている72。近代的な自然エネルギーに
よる供給は、残り3分の1を占め、熱エネルギーの約8％となっ
ている。したがって、近代的な自然エネルギーによる暖房は
それによる最終エネルギーの利用のかなりの割合を担ってい
る。しかし、自然エネルギーによる熱生産は大きいポテンシャ
ルを持っており、特に低温暖房に貢献できるだろう73。

2014年、バイオマスエネルギーが近代的な自然エネルギー
の9割以上を担い、太陽熱利用と地熱利用が残りを占めて

いる74。近代的な自然エネルギー熱の半分以上は産業で消
費され、総熱需要の約10％を占め、そのすべてがバイオマ
スによって供給されている75。最近の産業での成長は比較
的弱まっている76。

自然エネルギーによる熱の消費の残りの半分は建築物の中
で発生しており、例えば暖房、温水、そして調理である。
これらは基本的にバイオマスによって賄われて、太陽熱利
用と地熱利用の貢献度は比較的少ない。建物における自
然エネルギー利用のほとんどの成長は、場所の増加と自然
エネルギーによる熱利用技術が化石燃料と価格競争力が
あるという状況にもかかわらず、支援政策によって促されて
いる77。

自然エネルギーは冷房にも利用され、電力負荷を減らせる
可能性のあるアジア、欧州、中東、そして北米を含む世界
中の地域で関心が増している78。近年、世界中の太陽熱
冷房市場は年率40％を上回る成長を見せている79。しかし、
設置数はまだ限られている80。

世界中の熱エネルギーへの需要は2008年から2012年の
間、年率2.6％の成長を見せ、主に発展途上国における
産業や建築物によるものである81。冷房の需要も急速な成
長を見せ、エネルギーへのアクセスの向上と地球の温度
上昇の結果、2000年から2010年の10年間で60％の成長
を記録した82。

近年、暖房に用いられる伝統的バイオマス利用の世界的
増加は、発展途上国において加速する都市化と近代的エ
ネルギー源へのアクセスのおかげで押しとどめられている83。

水力発電は除く（水力発電を含むデータは参照表Ｒ2を参照）

中国 米国 ドイツ イタリア スペイン 日本 インド世界
合計

EU-28 BRICS

図4.自然エネルギー発電設備容量　世界合計、ＥＵ28か国、ＢＲＩＣＳ、上位7か国（2014年）
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その反面、暖房部門においての近代的自然エネルギーの
世界的消費は、2007年から2013年までの間に年率2.4%の
成長を成し遂げた84。この増加にもかかわらず、暖房部門
での近代的自然エネルギーの割合は、世界的な熱需要の
増加のため、変わっていない85。

暖房のための自然エネルギーは、多くの国が産業用バイオ
マスを利用した結果、世界中で幅広く分布されている。し
かし、地域別に重要な差が存在する。

■アジアは、暖房部門全般で多くの近代的自然エネルギー
を使用し、主にインドなどでの産業用バイオマス熱利用が占
めている86。中国は2014年世界の暖房市場において最も重
要な役割を担い、世界の地熱の直接利用や暖房用のバイ
オガスをリードしている87。

■欧州は、 近代的自然エネルギーの占有率の点で世界の
暖房部門をけん引しており（2013年に14.7％）、たとえば、
アイスランド、ノルウェー、そしてスウェーデンは最も高い自然
エネルギーによる暖房の普及を見せている（50％以上）88。
欧州は同時に太陽熱コンビシステム、地域熱供給網と産
業プロセスへの太陽熱の統合、そして小規模の地熱コー
ジェネレーションと熱生産設備の発展のような革新もリードし
ている89。

■米国は、市場が弱まっているにもかかわらず、2014年の
太陽熱水式集熱器の容量でリードを保っている90。北米は
2007年から2013年の間、暖房のための自然エネルギーは産
業部門でのバイオマスの減少によって全体的に下落した91。

■ラテンアメリカでは、近年自然エネルギー熱利用の拡大は、
主にバイオマスの成長によってもたらされていた92。同時にブ
ラジルは太陽熱による温水で急速な成長を経験し、メキシコ
も注目すべき市場を持つようになった。他の国々では公的イ
ンセンティブなしでも市場の成長を記録している93。

■アフリカでの近代的自然エネルギー熱利用は小さいが重
要な役割をしていて、特にサトウキビ産業とその残さによっ
てコージェネレーション設備を稼働しているモーリシャス島、
エチオピア、そしてケニアを含む94。南アフリカは、太陽熱
暖房容量が成長しているにもかかわらず、太陽熱温水シス
テム市場はアフリカ大陸をリードしている95。

■中東では、 太陽熱温水システムは多くの国で重要なエネ
ルギー源となっている。イスラエルは太陽熱水式集熱の総
容量をリードし、パレスチナ地区、ヨルダン、そしてレバノン
と続いている96。およそ85％のイスラエル家庭は 太陽熱温
水を利用している97。これらの地域では太陽熱冷房への関
心も高まっている98。

2014年には、冷暖房部門において自然エネルギーが暖房
と冷房部門でより重要な役割を担う潜在性が増加したいくつ
かの傾向があらわれた。具体的には、産業プロセス、冷
暖房システム、そして建築材におけるエネルギー効率の向
上や、ネットゼロエネルギービル（Net Zero Energy 
Buildings/NZE）に対する関心の増加、特に2020年以降

NZE義務化を持つ国の数が増える（エネルギー効率セクショ
ンと補足7参照）、といったことが含まれている。

地域熱供給システムの拡大は自然エネルギーによる冷暖房
の機会を提供してくれる。 地域熱供給は欧州のおよそ
12％の家庭と商業用の暖房を担い、欧州のいくつかの国
ではより高い割合となっている99。たとえば中国では2005年
から2011年の間にその数値が2倍になり、熱需要のうち、
30％は地域熱供給網によって供給している100。世界中で、
建築部門において近代的自然エネルギーの熱のおよそ6%
がそのようなネットワークで供給されている101。いくつかの先
進国、特に欧州では、太陽熱、バイオマス、そして地熱
暖房を地域供給システムに統合している102。2012年から
2014年の間、デンマークの地域供給システムの太陽熱容
量は2倍になった103。

またデンマークやアイルランドといったいくつかの国では、供
給が超過している間自然エネルギーによって生成される熱
を吸収するために、地域熱供給システムやその他の技術
を使用し始めた（たとえば、ヒートポンプや抵抗ヒーターを
利用）104。中国では地域グリッドの負担を軽減し、空気汚
染を減らすために風力を熱に変換する技術の試験を行って
いる105。

その他の目立った傾向としては、多様な熱設備を稼働する
ために、様 な々エネルギー源（例えば太陽熱やヒートポンプ
を用いたバイオマス）を統合するハイブリッドシステムの利用
がある106。ハイブリッド熱ポンプ製品の中国市場は欧州の2
倍に達し、急速に成長している107。地域熱供給や産業プロ
セスのための大規模な熱ポンプの利用への関心が高まって
いる108。

この様な自然エネルギーによる暖房の革新にも関わらず、
技術への関心が低く、暖房市場が分散型の消費と断片化
という特性を持つこと、そして政策的支援が比較的不足し
ていることが当分野の発展を妨げている。さらに、化石燃
料の価格の下落により、逆風にさらされており、化石燃料
に対する補助金（特に天然ガス）やエネルギー効率の向
上や他の自然エネルギーシステム（例えば、太陽光発電、
ヒートポンプ、そして太陽光発電と太陽熱ポンプハイブリッド）
のような他の潜在的投資との競争も含まれる109。太陽熱は
近代的自然エネルギー源の中で最も急速な成長を経験して
いるが、上記のような課題のせいで、2014年からそのペー
スは落ちている。

■輸送部門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
輸送部門における自然エネルギーには3つの主要なポイント
がある。100％の液体バイオ燃料または従来の燃料との混
合バイオ燃料の利用、天然ガスの成長、そして輸送の電
化である。このような傾向は輸送部門において、自然エネ
ルギーの発展に貢献している。しかし、今まで政策、市場、
そして産業の主な焦点は、液体バイオ燃料にあった110。

特に発展途上国における自動車所有の急増のおかげで石
油の需要は急増した。しかし、自動車や軽量自動車などに
おける燃料経済の成長のみならず、輸送戦略の向上も需
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要の増加を促した111。2008年から2012年の間、世界のガソ
リンの需要は年に1.2％増加し、非OECD諸国では5.1％の
成長を見せた112。

輸送における自然エネルギーの割合はまだ少ない。 2013年、 
自然エネルギーの道路輸送への世界の需要は3.5％であり、
2007年より2％上がっている113 （同時に輸送燃料は世界の自
然エネルギー雇用の2番目に大きいシェアを有している、補
足3参照）。主にエタノールとバイオディーゼルからなる液体
バイオ燃料は自然エネルギーシェアの大部分を占めている。
バイオ燃料の輸送部門への貢献は、いくつかの欧州の国々、
米国、そしてブラジルで大きく、2014年に20％を上回ってい
る114。液体燃料は主に乗用車や大型車に用いられる。

液体バイオ燃料の他に、まだ比較的少ないが、量が増え
ているバイオメタン（精製されたバイオガス）を含めたガス
化バイオ燃料が車に使われている。自然エネルギーも、列車、
電車、トラム、そして2輪・4輪車の電気自動車への電力に
用いられている。

バイオ燃料が環境、経済、そして社会的持続可能性の側
面で成長を妨げるという懸念にも関わらず、ほとんどの主要
生産国は2013年に比べ、翌年のバイオ燃料生産を増やし
ている115。

■米国は、バイオディーゼルとエタノールの生産において変
わらず世界をリードしており、政策の不安定さにもかかわらず、
エタノールの生産は前年に比べ2014年に増えている116。カ
ナダもバイオ燃料の生産が2014年に少量増加し、エタノー
ル燃料の世界トップ5の生産国となっている117。

■ブラジルのエタノールとバイオディーゼルの生産は2014年
に拡大され、生産量の少なかった南米のアルゼンチンやコ
ロンビアもその量を増やしている。アルゼンチンは、政府の
補助金と混合義務によって生産量を28％増やし、2014年に
世界5番目のバイオ燃料の生産国となっている118。

■欧州では、持続性への懸念からサトウキビ、デンプン、
そして油糧作物からのバイオ燃料生産の上限を設定しようと
している119。同時に、EUの国々は輸送部門における自然
エネルギーの目標値の達成に苦労している120。このような背
景とは裏腹に、ドイツは2014年にバイオ燃料の生産量が増
えている121。

■アジアにおけるバイオ燃料生産量は2013年から2014年ま
で急速に増加し、特に中国、インドネシア、そしてタイなど
の生産量の多い国々では16％の増加を見せた122。

■サハラ地域の国々が政府の混合義務化を持っているに
もかかわらず、アフリカの生産量は2014年もその量が少な
かった123。

バイオ燃料の新しい市場や利用法は絶えず発展している。
2014年には、ノルウェーとスウェーデンの商業用飛行機は
航空用バイオ燃料を使用し、ブラジル、中国、インドネシア、
南アフリカ、アラブ首長国連邦、英国、そして米国の航空

会社も航空用バイオ燃料供給の合意や計画を発表した124。

世界では、オーストラリア、チリ、イタリア、そして米国の海
軍が軍事用のバイオ燃料の発展を模索している125。2014年
12月に米軍が初めて音速戦闘機を再生可能なイソブタノー
ルで賄うことに成功した126。

液体バイオ燃料の他に、ガス化燃料と電力の発展の傾向は、
自然エネルギーと輸送の統合につながっている。圧縮天然
ガス車と燃料スタンドは2014年にも拡大し、バイオメタンのよ
うなガス化バイオ燃料にも機会を与えている127。少量ではあ
るが、量が増えているバイオメタンは、欧州（主にドイツ、フィ
ンランド、そしてスウェーデン）において、車、バス、そし
てその他の車両の燃料となっている128。バイオメタンの生産
が主に欧州に集中しているにも関わらず、ブラジルを含めた
他の地域やアジアと北米でも計画が進められ、自動車の燃
料注入と生産のための設備が発展している129。

輸送部門における電化が年間を通じて発展している。
2013年の電気自動車の数は35万台から翌年に2倍近くの
66万5千台に増えている130。米国は最も大きい電気自動車

（EV）市場を持っているが、2014年の1年間に販売される
電気自動車の割合はノルウェーが最も多い（12％増加）131。
2015年初頭には、世界全体で2億3500万の電気二輪車の
うち97％、4万6千の電気バスのうち79％を中国が有してい
る132。2014年には、電気旅客列車、ライトレールシステム、
市街電車システムなどを含む、電力公共交通において継
続的な成長が見られる133。2014年、ブータンは豊富な自然
エネルギー源を輸送部門の電化に活用すると公言し、国
営のバスやタクシーから手掛けはじめた134。

このような傾向は輸送部門と自然エネルギーのさらなる統合
につながるが、それは利用に伴う電力需要が持続可能な自
然エネルギーでまかなわれる限りにおいてであり、電気自動
車ではその電力が再生可能である場合に限ってである135。
電気自動車は自然エネルギーの蓄電スタンドに直接つながる
ことが出来るし、設計上も直接自然エネルギーの統合とつな
げられるが、その例はいまだに稀である136。電気自動車の
貯蔵システムは、試作段階ではあるが、変動型自然エネル
ギーの調整に利用することが出来る137。

欧州においては、オンサイト型自然エネルギーと自発的グリー
ン電力購入プログラムの組み合わせにより、いくつかの鉄
道システムが、すでにまたはすぐに自然エネルギーの電気
や燃料で動いていると宣言できるようになった。スウェーデ
ン旅客列車会社（SJ）は数年間自然エネルギーによって
稼働しており、スイスの連邦鉄道（SBS）は、自然エネルギー
による運行を2025年までに75％から100％に引き上げる目標
を掲げている。またドイツ鉄道は2050年までに燃料の100％
を自然エネルギーにすると宣言している138。2014年にオラン
ダの国営鉄道は2015年の50％から2018年までに自然エネ
ルギーで100％賄うと宣言し、ドイツのRhein-Hunsrück地
域では自然エネルギーによる余剰電力を鉄道システムに回
している139。欧州の他に、インド鉄道は2014年に5％のバイ
オ燃料を鉄道に用いている140。
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用できる最も最新のデータ）に合計120万の雇用があり、
前年度より4％減少した。具体的に見ると、太陽光発電
における雇用の減少がバイオマス（暖房と電力）や風力
によって相殺されなかったからである。ドイツは2013年、
雇用数がトップを記録し、フランス、英国、スペイン、そ
してイタリアと続いている。

米国は2014年に太陽光（2013年以降22％増加）とエタノー
ル産業部門（34％増）で顕著な成長を見せている。バ
イオディーゼル部門の雇用は、生産の減少とともに少し減っ
ている。風力の製造業は2013年を基準に反騰し、2014
年には新たな風力発電機の設置のおかげで総雇用者数
は45％増えている。

ブラジルの雇用は、ほとんどバイオエネルギーが占めている。
サトウキビ耕作の機械化にもかかわらず、バイオディーゼ
ル部門の拡大によって増加を記録した。風力と太陽光産
業に携わる人数も増加している。

インドも野心的な太陽光目標を掲げているが、製造業は
低価格な部品の輸入によって打撃を受けており、2014年
にはインドの総生産容量の2.3GWの4分の1しか稼働され
ていなかった。太陽熱温水産業も中国からの輸入によっ
て激しい競争にさらされている。

多数のアジアの国々はうまく太陽光産業を発展させてきて
いる。著しい成長を見せている日本の太陽光産業の雇用
は2013年に2倍となった。マレーシアでは好ましい投資環
境のおかげで太陽光発電の製造に携わる人は2014年に
1万8千に達した。韓国では2013年に太陽光産業の製造
業によって7500人雇用が生まれている。

補足3．自然エネルギーの雇用

自然エネルギーの雇用は、産業と貿易の政策、産業の
再編成、そして技術の発展に加え、欧州と北米から中
国やその他のアジアの国々に移転することによって変動し
ている。IRENA i によると、2014年には770万人が自然エ
ネルギーに直接的、あるいは間接的に関わっており、大
規模な水力発電には15０万人が携わっている（表1参照）。

太陽光発電は、25万人で雇用の大部分を担っており、
製造業と国内市場の急速な拡大のおかげで、そのほとん
どは中国に集中している。日本、米国、そしてバングラデ
シュも太陽光発電による雇用を増やしている。欧州の太
陽光産業における雇用は2013年に35％減少して16万5千
人にとどまっている。

液体バイオ燃料部門は180万人近い数で、2番目に大き
い雇用割合を見せている。ブラジルはバイオ燃料の雇用
者数においてもっとも大きい数値を示し、その次に米国が
続いている。その他の主要国は労働集約作業の為、イン
ドネシア、中国、コロンビア、そしてタイと続いている。

世界の風力発電における雇用者数は、2014年に100万
人に達した。成長は中国と米国で顕著であり、ブラジル
や欧州では著しい増加を記録した。

他の自然エネルギー技術のデータは不足している。太陽
熱部門では、中国が約76万4千人の雇用を記録している。
インド、米国、そしてブラジルの雇用は、少ないが重要な
役割を果たしている。

2015年、IRENAは初めて世界の大規模な水力ii にかか
わる雇用者数を算出し、およそ150万人が直接的に携わっ
ていた。 2013年の主要国は中国、ブラジル、インド、そ
してロシアであった。ほとんどの雇用は建設と製造業に属し、
運営とメンテナンスが続いた。

自然エネルギーによる雇用はオフグリッドで増加している。
バングラデシュの経験は、太陽光発電によって途上国の
郊外地域におけるエネルギーアクセスや雇用の潜在能力
を明らかにした。バングラデシュの住宅太陽光システムの
設置は2015年初めに380万基に上り、関連雇用は販売、
設置、そしてメンテナンスを含めて11万5千人を記録した。

中国は340万人の雇用を生み出し、 主に、太陽光発電、
太陽熱温水、風力発電、小水力、そしてバイオガスの
自然エネルギーによる雇用の分野で世界をリードしている。 

欧州では、自然エネルギーによる雇用は、政策の逆行に
よる投資の減少によって3年間減っている。2013年（活

i  この補足は IRENA の自然エネルギーと雇用 - 年間報告書 2015（アブダビ、2015 年 3 月）、www.irena.org/publications/rejobs-annual-review-2015.pdf を参照した。期
間は基本的に 2013 年から 2014 年までと、国や技術によって変化する期間、そして期間情報があるケースなどを含めた。IRENA の 2013 年の予測である 650 万人の雇用

（大規模な水力を除いて）は、中国の China National Renewable Energy Centre の太陽熱温水の雇用によって 690 万人に更新された。
ii  大規模な水力発電は国によって多様化している。大規模な水力発電は、情報の不足のため、前年度の IRENA の年間報告書やこの補足に含まれていない。
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i-大規模な水力発電による雇用の情報は含まれていない。

出典:IRENA

バイオマスエネルギー
（バイオマス、バイオ燃料、
 バイオガス）

地熱

水力
（小規模）i

太陽エネルギー
（太陽光発電、CSP
 太陽熱利用、冷房）

風力

= 50,000の雇用 世界合計：770万の雇用

図5.自然エネルギーによる雇用

世界 中国 ブラジル 米国 インド 日本 バングラ
デシュ

EUj

ドイツ フランス その他EU
雇用（千人）

バイオマスa,b

バイオ燃料

バイオガス

地熱a

水力
（小規模）c

太陽光発電

CSP

太陽光
暖房/冷房

風力発電

822 241 152 f 58 52 53 238

1,788 71 845 d 282 g 35 3 26 30 42

381 209 85 9 49 3 14

154 35 2 17 33 54

209 126 12 8 12 5 13 4 24

2,495 1,641

174 h

125 210 115 56 26 82

22 1 14

764 600 41 e 75 11 7 19

1,027 502 36 73 48 3 0.1 138 20 162

合計 7,674 i 3,390 934 724 437 218 129 371 k 176 653

表1. 世界の自然エネルギーにおける産業別の直接雇用および間接雇用の推計

自然エネルギーにおける雇用

データ元：IRENA
注：表の数値は一次データ（省庁、統計局などの部署）や二次データ（地域、あるいは国際研究）の包括的な報告の結果であり、利用可能な知識を用いて
情報の更新と精査をする進行中の取り組みである。四捨五入のため、合計が合わない場合もある。

a 電力と暖房設備（EUの場合はヒートポンプを含める）。b 伝統的バイオマスは含まれていない。C 10MWを目安としている場合が多いが、その定義は国に
よって異なる。d 2013年において30万4400人の雇用はサトウキビ関連、19万9600人の雇用はエタノールの加工過程にかかわるものである。また、そのうち
20万人は設備製造での間接雇用であり、14万1200人の雇用がバイオディーゼルに関わっている。e 設備製造と設置に関する雇用。f バイオマスによる発電に
直接的に関する雇用は1万5500人のみである。g 2014年には、23万2633人の雇用がエタノールに関連し、4万9525人の雇用がバイオディーゼルに関わって
いる。h すべての太陽光発電技術の組み合わせ。i“世界”の合計は、各技術の合計と3600人の海洋エネルギーにかかわる雇用、公的資金による8300人の
R&D、そしてドイツの行政機関を足した数である。j EUのすべてのデータは2013年からであり、主要国の2国は別々に表示してある。k 8300人の公的資金に
よるR&Dと行政機関による雇用を含んでおり、技術別に分けられていない。
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バイオマスエネルギー　　　　　　　　　　　　　　　
エネルギーとしてのバイオマス利用には多面性がある。たと
えば、様々な変換技術を用いて様々な未加工あるいは加工
済みのバイオマス、もしくはその両方をエネルギー分野（住宅
用、商業用、産業用熱利用、電力、そして輸送）で利用する
ために転換することが出来る1。（図6を参照）

バイオマス利用の多面性と複雑さという特徴は、バイオマス
資源が広範囲に分布していることと関係機関の間における
データ融通の難しさが相まって生まれたものだ。この特徴が
バイオマスとバイオマスエネルギーの生産や需要の推計を
比較的困難にし、データと現実との間に大きな乖離が頻繁
に生じる原因になっている2。（補足4を参照）

■バイオマスエネルギー市場
2014年のバイオマスに対する一次エネルギー需要は、約1
万6250TWh（58.5EJ）だった。世界の一次エネルギー消費
量におけるバイオマスエネルギーの割合は2000年以前から
約10%で停滞している3。

近年、すべてのバイオマスエネルギーにおいて伝統的バイオ
マスが占める割合は54%から60%の間で推移していると推
定されている4。上記のように大きな割合を占める伝統的なバ

イオマス（木質燃料、炭、農業廃棄物、家畜糞尿）は焚火、
炉、そして調理や熱利用のストーブなどで燃焼利用されてい
る 5（分散型自然エネルギーのセクションを参照）。エネルギー
目的のバイオマス利用では、伝統的バイオマスの次に、近代
的な熱利用が大きな割合を占めている。

たとえば地域熱供給システムを通して、住宅用から産業用
規模までの範囲で分散型か、もしくは系統に接続されている
かたちで導入されている。近代的バイオマス熱利用の後には、
輸送バイオ燃料とバイオマス発電が続いている6。固形バイ
オマスは熱利用と発電のためのバイオマス利用において最
大の割合を占めている反面、液体バイオ燃料は輸送分野で
大きな割合を占めている7。（図8参照）

エネルギー利用のための大半のバイオマスは、地域規模あ
るいは最低でも国内レベルで賄われている。さらに地域、もし
くは国境を超えて行われる非公式の固形バイオマス取引も
大規模に行われている。しかし、バイオマスの国際的な取引
は急速に増えている。木質ペレットや木材チップのみならず、
エタノール燃料、そしてバイオディーゼルのすべてが大量に
取引されている。さらに、バイオメタンの一部は欧州のガス網
を通して取引されている。

　第 2 章　市場と産業の傾向

出典：本章の巻末注 1を参照

注：実線は商業経路、点線はバイオエネルギーの開発経路を表している

変換経路2

直接利用（変換なし）原料1

エネルギー担体

エネルギー使用

油
油料作物

（セイヨウアブラナ、ひまわり、
大豆など）、廃油、動物性油

リグノセルロースバイオマス
（木、わら、エネルギー作物、

都市固形廃棄物など）

下水汚泥、肥料、含水廃棄物
（農場、食品廃棄物）、海藻

例、海藻や細菌

生分解性都市固形廃棄物

光合成微生物

砂糖、でんぷん料作物

• 木質ペレットと
  木質チップ

• バイオメタン
• ジメチルエーテル、
  水素

• バイオディーゼル
• エタノール、ブタノール、
  炭化水素
• 合成ディーゼル、
  再生可能ディーゼル
• メタノール、アルコール
• その他の燃料と
  燃料添加物

固形

ガス

液体燃料

エステル交換反応
もしくは水素化

（加水分解）＋発酵
もしくは微生物反応

アップグレーディング3

嫌気的消化（＋バイオガス
アップグレーディング）

その他の生物的 /
化学的経路

生物光合成経路

熱

電力

燃料

ガス化
（＋二次過程）4

熱分解5

（＋二次過程）

1作物残さなどの各原料の一部は、他の経路で利用することが可能である。2各経路は副産物もまた生み出す 。3バイオマスのアップグレーディングは
高密度化プロセス（ペレット化、熱分解、乾燥化など）のいずれかを含む。4嫌気的消化プロセスはメタンガスと二酸化炭素を発生させ、二酸化炭素の
除去は主に天然ガスを主成分とするメタンガスを生み出す。このアップグレードされたガスをバイオメタンと呼ぶ。5熱分解は熱水や液状化などの
ような他の熱加工経路にもなり得る。DME =ジメチルエーテル。

図6.バイオエネルギー変換経路
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を提供することが可能もしくはその意志がある各国を対象に、
独自の自然エネルギー統計アンケートを活用してデータを収集
している。

固形、液体バイオマス燃料と太陽光発電システムなどの自然
エネルギー設備に関連した国際取引データ（税関と輸入税の
申告フォームから得られたもの）に焦点を合わせて手順を定め
たやり方を追加的に行っている。このような情報は、新たに設
置される発電容量の確認と自然エネルギー消費量に関する
データの向上のために活用されている。しかし、6桁の品目番
号までしか分類されていない現行の国際取引規則（ITC）では、
表示方法にあいまいさがあるため、あらゆる種類の自然エネ
ルギー輸送担体もしくは設備を明確に識別することはできない。
さらに、設備を金銭的価値ではなく各自の発電容量から評価
する方向への転換の必要性、そして輸入された設備の導入
と稼働が行われた日付の不確実さも課題に含まれる。

自然エネルギーの統計を得るためにより広い調査とデータセッ
トを用いる機会も潜在的に存在する。世界銀行はエネルギー
アクセスを測定するために新たに複数段階のアプローチを有
する実証事業を行っている。世界銀行が採用した方法論は、
快適さや調理のために電力と熱利用を供給した設備の情報
を含んでおり、結果的に自然エネルギー利用の間接的な推計
を提供することになった。たとえば、電力アクセス調査は太陽
光発電システム（たとえば、ソーラーランタン）のデータを含んで
いるため、想定上の規模と負荷時間をもとにして関連する発
電容量と発電量の推計が可能になる。熱利用調査を通じて、
使用された調理用ストーブの種類別に集められたデータは、ス
トーブの効率にもとづいた木材消費量の推計を可能にするか
もしれない。しかし、当調査から得られる特定の自然エネルギー
に関する情報は、労働集約的である可能性があり、小規模の
自然エネルギー設備全体の一部しか明らかにすることができ
ない。

分散型自然エネルギーのデータの向上のために組織や国家
間の共同作業が果たせる役割は大きい。共同作業の目的は、
データセットの比較可能性を向上するために一般方法論を統
一し、様 な々情報源のデータを収集し分析を行なうナレッジポー
タルへの自由なアクセスを可能にする。このようなポータルはデー
タに対するフィードバックの窓口として機能し、データの正確性
の向上に貢献できる。

国際的な参加者の大規模なネットワークから成り立っている21
世紀のための自然エネルギーネットワーク（REN21）のインタラ
クティブマップ（毎年の自然エネルギー世界白書と地域別現状
報告書を含む）と国際再生可能エネルギー機関（IRENA）が
新たに立ち上げた、REsourceポータルを例として挙げること
が出来る。現段階では、ポータルには国際再生可能エネルギー
機関（IRENA）の発行物のみを参考にしているが、次の段階
では信頼性のある複数の自然エネルギー機関の発行物も含
むだろう。国連事務総長が示した「すべての人のための持続
可能なエネルギー」のようなきわめて重要なイニシアティブでも、
利害関係者が一同に会して、エネルギーアクセスと小規模の
自然エネルギーシステム間のデータ収集における相乗効果へ
の理解を深めている。

出典：本章の巻末注2を参照

補足4：自然エネルギーデータ：分散型の生産容量と生産量 

タイムリーかつ正確で、使いやすい自然エネルギーに関するデー
タは政策立案において欠かせない。自然エネルギーの導入
が増加し、導入範囲が地理的に拡張されるにつれて、データ
の収集、収集されたデータの確認、そしてデータ間の整合性
に関する複雑さも増している（GSR2014の補足１を参照）。調
理や熱利用のための伝統的なバイオマスの利用に関しては、
データの収集という点で長らく問題を含んでおり、バイオマス
の直接消費に至っては、予測に頼らざるを得ない状況だった。
そして、この問題は近代的な自然エネルギーにまで続いている。
特に小規模分散型の自然エネルギー設備に関しては、データ
の収集が難しいことや、国のエネルギー統計の中でも微々たる
ものであると考えられていることから、問題は顕著になっている。

合計すると、国内レベルのみならず、世界における自然エネル
ギー技術の総発電容量や発電量でもこのような小規模設備
が大きな割合を占めている。すべての太陽光発電システムと
詳細なデータを保有している施設などを対象とした中央登録
制度が設けられているドイツでは、2014年に国内の系統に接
続されたすべての太陽光発電容量のうちの68%が１MW以
下の設備だった。世界中で分散型自然エネルギーの発電業
者の数が急速に増えているため、全体像の正確さを保証する
のと同時に、相当量の自然エネルギーの発電設備容量と発電
量に関する情報の漏れを避けるための収支計算がなされる
べきである。自然エネルギーによる発電と消費に関する全体
像を見通すためには、新しいエネルギー会計の算定方式が
必要である。 

分散型エネルギーの生産の計算上直面する問題は、主として
電力、熱利用、そして冷房の分野において発生する（自然エネ
ルギー由来の輸送燃料は比較的大規模な設備で生産され、
データ収集もしやすい）。分散型電力、熱利用や冷房はエネル
ギーの生産場所で自家用消費のために生産されている。生産
に関する収支計算を要求する財政支援メカニズム（たとえば
固定価格買取制度のように）を除いて、生産データは発電設
備容量にもとづいて推測されなければならない。しかし、様々
な地域において、エネルギーデータの収集を任されている当局
が保持している市場規模に関する情報は不足しており、特に
途上国においては問題がさらに深刻である。

このような課題を乗り越えるために、地方と国の当局はデータ
調査と他の方法を用いたデータ収集の向上に励んでいる。そ
して国際機関やNGOは革新的なアプローチを用いたデータ
収集と共同作業を追い求めている。

国際機関は長らく政府の公式データにのみ依存していたが、
国ごとにおける計算方法のばらつきを認識してからは、それぞ
れに適応するようにデータ収集や推測を修正している。それに
くわえ、公式な国の自然エネルギー統計を発行するために、毎
年国内における公式の自然エネルギー統計を補充するかた
ちであらゆるNGOなどの情報源から入手したデータや自ら推
計したデータを用いた「中期的な自然エネルギー市場に関す
る報告書」を国際エネルギー機関（IEA）が発行している。国
際再生可能エネルギー機関（IRENA）は既存のデータセット
を改善するために、分散型のシステムに関するより詳細な情報
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いくつかの取引パターンの転換が2014年にはあった。たと
えば、木質ペレットの輸出経路は大幅に転換している。国
際間取引が最も行われていたのは北米（米国とカナダ）か
らEU間だった。2014年のカナダから欧州への木質ペレッ
トの輸送は2011年に比べ減少したが、一方でカナダからア
ジア（とくに韓国）への輸送は著しく増えた8。（図7と表R3
参照）アジアへの木質ペレットの輸送量は増加したが、たと
えば韓国がベトナムから輸入しているように、アジア市場へ
の主要な供給源は国内あるいはアジア地域内である 9 。

米国のエタノール燃料輸出は2013年と比べて37%増加
して2014年には24億リットルに到達し、米国の生産量の
4%を占める割合になった10。この拡大の背景には、低下
した生産コストによって一時的に米国のエタノール燃料が
最も価格競争力がある燃料になったこと、すでに米国の
国内市場が飽和状態にあること、インド、フィリピン、韓国、
チュニジア、そしてアラブ首長国連邦などの新しい市場

で輸入の必要性が台頭していることなどがある11。

その反面、不利な為替相場などのいくつかの原因によっ
て2013年に比べてブラジルの輸出は42%減少した。その
結果、国内におけるエタノール販売は増加した12。 

EUの（不変性i）エタノール輸出量は2014年に3%落ち、
6億リットルを下回った。いくつかのエタノールはたとえば
南米などの輸入税が免除される第三国を通過してから
EU市場に入ってくる13。欧州のエタノール産業はこのよう
な状況に手を打ち始め、欧州委員会や加盟各国（ス
ウェーデンや英国）は近年になって様々な貿易の抜け穴
を塞くことに成功している14。EUへ輸出している主要国
には、ブラジル、ペルー、グアテマラ、そして米国などが含
まれている15。

伝統的に、バイオディーゼルの最大の輸出先市場はEU
だった。しかし、同地域の輸入量は2014年に100万リット
ル強（多いとは言えない2013年の3560万リットルからさら
に低下）で、史上最低値を記録した16。アルゼンチン、イン
ドネシアそしてマレーシアからより高く輸入していたバイオ
ディーゼルに対して、EUがアンチダンピング関税を設けた
ため減少したと考えられる17。

バイオ熱利用市場
固形、液体、そしてガス状のバイオマス燃料は産業界、
地域熱供給計画、農業過程、そして熱電併給（コジェネ
レーション）で使われる高温熱（200℃から400℃）を得るた

i “変性した”エタノール燃料は、ペンタンスプラスや従来の車両用石油混合剤のような変性剤を使用したことによって人間の飲食用消費には適さないようにしている。ほとんどの
エタノール燃料はエタノール生産施設から輸送される前に変性される。

EU-28
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図は木質ペレットにおける主要な貿易を表しているが、全てを記載しているわけではない。
また、アジアの国家間および、欧州内（ノルウェー、スイスや EU加盟国間）でもいくらかの輸入が確認されている。

図７.木質ペレットにおける貿易の流れ
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めに燃焼されることがある。一方で、低温熱（100℃以下）
乾燥、家庭・商業・産業用の温水、そして個別の建物にお
ける暖房としてこれらのバイオマス燃料が活用されること
もある。

世界全体で、バイオマスは2013年の1万2360TWh（44.5EJ）
から増加して1万2500TWh（45EJ）の熱を2014年に生産し、
世界全体の一次エネルギー需要の約77%を占めた18。そ
の約70%（8805TWh）は伝統的バイオマスから生産され
ており、主 にアジア（5305TWh、19.1EJ）とアフリカ

（3222TWh、11.6EJ）で使用されている19。

主に欧州（861TWh、もしくは3.1EJ）、アジアの発展途上
国（750TWh、もしくは2.7EJ）、そして北米（ およそ
722TWh、もしくは2.6EJ）で近代的バイオマス由来の熱
が生産されている20。近代的バイオマスからの熱生産容
量は2014年に約9GWth追加され、世界の生産容量は
305GWthまで増加した21。 

2014年の世界一の近代的バイオ熱の消費者は欧州だっ
たが、そのほとんどはスウェーデン、フィンランド、ドイツ、フ
ランス、そしてイタリアが占めていた22。欧州で生産されて
いるバイオ熱のほとんどが使用されている地域熱供給網
によって、バイオマスエネルギーを活用した熱利用の割合
が近年だんだんと伸びている。2014年現在、この割合は
約12%から23%に到達している23。フランスの税金控除や
英国の自然エネルギー由来の熱に対するインセンティブ（国
外向けの）を与える政策など、木質燃料の使用を促進す
る政策を導入している国々では、固形バイオマス熱の消
費量が急速に増えている24。丸太を利用した暖房は、住
宅用熱利用市場ではいまだに一般的である。さらに、
92TWh以上の規模になった欧州のバイオガス消費の約
50%は熱生産における消費だった25。

アジアにおける熱生産の相当量をバイオガスが占めてい
るi。中国には2014年におよそ10万基の大規模の近代的
なバイオガス施設と住宅用バイオ発酵槽（燃料は主に調
理用として使われる）が4300万基あると見られている26。
中国は、個別用と農場規模用のバイオガス施設から1日
約400GWhにのぼる大量の熱を生産している27。インドは
家庭用バイオ発酵槽を、8万2730を上回る規模で2014年
に導入し、合計して475万になった28。韓国では、バイオガ
ス生産の約24%（およそ0.62TWh）が年間を通して熱生
産に活用されていた29。

米国では、バイオマスから生産される熱のほとんどは、
420基以上の大規模ボイラーと1万1000基の小規模ボイ
ラーを使用している産業界（主にパルプや紙産業）で消
費されている30。しかし、住宅部門では、80万以上の個
人用ペレットストーブが使われ、これが米国国内のペレッ
ト需要を生み出している31。丸太を利用した暖房も米国の
住宅市場では一般的である。2014年は、2013年に比べ
て約4%増えた271万以上の住宅で木材を暖房に使用し
ていた32。

バイオマス発電市場
バイオマス発電容量は2014年に推計5GW増加し、世界
合計で約93GWに到達した33。バイオマス発電においても、
2013年の推計396TWhから2014年には約433TWhまで
増加した34。国別では米国（69.1TWh）、ドイツ（49.1TWh）、
中国（41.6TWh）、ブラジル（32.9TWh）、そして日本

（30.2TWh）がバイオマス発電をけん引していた35。

バイオマス発電量と生産容量では米国が年末の時点で
16.1GWとトップを走り続けているにもかかわらず、2014年
には0.3GWしか追加されていない（2013年から約50%
減少）36。新規導入に対して政策的インセンティブが欠如
していたため、近年では成長が鈍化している37。米国の
バイオマス発電は一次的には熱電併給（コジェネレーション）
で燃焼された木材と農業残さを利用している。これらは
バイオマス熱と同様に、パルプや紙産業を中心とする産
業界で使われている38。木材をもとにしたバイオマス発電
が2014年には6%増加して42TWhとなった反面、廃棄
物バイオマスは2%減少して19.7TWhとなった39。

2014年、中国のバイオマス発電容量は1.5GWから10GW
に増加した。全体のほとんど（約53%）が農業生産物や
林業生産物、もしくは一般廃棄物（約45%）だった40。中
国は、アジアにおける木質ペレットとチップの主要消費国
の1つでもある41。

アジアの他の地域では、日本が新たに0.9GWを上回る容
量の固形バイオマスと、6MW容量のバイオガス（主に
MSWii）を加え、合計は推計値にして4.7GWになった42。
インドは2014年に0.5GWの容量しか追加せず、年末の
時点で合計が5GWだった。原料供給の不確実性により、
2012年と2013年に比べて市場規模が縮小している43。イ
ンドがバイオマス発電生産のための木質ペレットとチップ
の消費でアジアをけん引している一方で、インドのバイオ
マス発電のほとんどにバガスと他の農業廃棄物が用いら
れている44。韓国では、毎年約59%のバイオガスが1年あ
たり1.5TWhの発電に使われている45。

地域別では、欧州がバイオマス発電量と容量の両方で
先頭を走っており、約36.5GWの設備が2014年末の時点
で稼働していた46。英国はドラックス石炭火力発電所の6
つの0.66GWの設備のうちの2基目を固形バイオマスに部
分的に転換したおかげで発電容量が0.5GW増加した。
ドイツは、バイオガスとバイオメタンがほとんどを占めるものの、
0.4GWの新しい設備容量を導入した。両国が2014年に
設備容量を増設した国の代表例である47。

欧州における固形バイオマスによる2014年の合計発電
量は約81.6TWhだった48。EUにおける発電の上位5か
国はドイツ、フィンランド、英国、スウェーデン、そしてポーラ
ンドで、これらの国が同地域におけるバイオマス発電の
63%を構成している49。多数の国が主に発電のみの設備
にバイオマスを活用している（たとえば英国、アイルランド、
そしてハンガリー）にも関わらず、2013年の63%から増加

i アジアにおけるバイオマスに関する利用可能な情報のほとんどはバイオガスに限られている。
ii 一般廃棄物を指す。GSR は一般廃棄物の自然エネルギー割合のみ反映している。しかし、文献によっては自然エネルギーとそれ以外の数値のどちらとも記載している場合がある。
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バイオマス資源の熱利用 バイオマス資源の発電利用
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出典：本章の巻末注７を参照

固形バイオマスの割合には、薪やバガス、黒液、動物の排泄物など、伝統的なバイオマスエネルギーと近代的なバイオマスエネルギー両方が含まれる。

図8.世界のバイオマス資源の熱利用と発電の割合（2014年）
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して2014年は
EU内のバイオ
マス発電の約
65%が熱電併
給（コジェネレー
ション）で生産
された50。

さらに、欧州で
2014年に生産
されたバイオガ
ス の 約 50%

（92.3TWh）が
発電に使われ
ている51。欧州
で は1万4560
のバイオガス
発電所が稼働
しており、合計
発 電 容 量 が
7.9GWに到達
しつつある52。
この発電容量
の 半 分 程 度

（3.9GW程度）と、29TWhのバイオガスからの年間発電量実
績をドイツが有している。ドイツの後ろにはイタリア（1391基）、
スイス（620）、そしてフランス（610）が続いている53。

ブラジルのバイオマス発電分野の市場は継続的に成長して
いる。推計1.49GWの新たな発電容量が加わり、ブラジルの
合計容量は2014年には12.3GWになった54。火力発電所に
おいて、主にサトウキビのバガスと黒液を用いたバイオマス
発電は、全発電量の7.6%を安定的に賄っている55。さらに、
22基の系統連系バイオガス発電所（主に埋立地）が2014年
には発電している56。地域の電力サービス業者に2007年か
ら2017年の期間、オークション制度で毎年新たに2GW分の
自然エネルギー発電容量の確保を要求する政策は、政府か
らのインセンティブがある風力発電を導入することを促す傾
向があり、バイオマスには不利な状況になっている57。

ある程度のバイオマス発電はアフリカにおいても行われている。
すべてのサトウキビ製糖所はバガスを用いたコジェネレーショ
ンによって自らの電力需要を満たしている。エチオピア、ケニア、
モーリシャス島、シエラレオネ、スーダン、そしてウガンダのいく
つかの製糖所は余剰電力を国内の系統に販売している58。
ナイジェリアの廃棄物エネルギー施設を含めたいくつかの実
証施設が2014年に導入されている59。

輸送バイオ燃料市場
世界のバイオ燃料生産は2014年に9%増加して1277億リットル
まで増加し、各バイオ燃料が最高値を更新している。エタノー
ル燃料が全体の74%を占め、大部分を脂肪酸メチル（FAME）
が占めるバイオディーゼルが23%、そして水素化処理された植
物油（HVO）は限定的ではあるものの量が増加している60。バ
イオ燃料の生産量の上位国は、米国、ブラジル、ドイツ、中国、
そしてアルゼンチンである61（表R4を参照）。

エタノール燃料の世界全体の生産量は7%増加して940億リッ
トルになった62。この生産量の増加は安定的に低い生産価格
をもたらしたトウモロコシとサトウキビの豊作や原油価格の低
下によるものだった。米国はエタノール燃料生産全体の58%
を占めており、後ろにはブラジル（28%）、中国（3%）、カナダ

（2%）、タイ（1%）が続いている。フランスとドイツが目立ってい
るEUは世界全体の生産量の6%を占める63。

米国のエタノール燃料生産は2年連続の減少傾向の後、8%
増加して540億リットルとなった64。2014年末、16州のおよそ
100か所のガソリンスタンドでE15ブレンド（15%のエタノール
燃料と85%の石油）が販売され、自動車製造業者は、彼らの
自動車が15%の混合エタノールまでは対応できると明記する
傾向が強くなっている65。カナダにおいては、国内の生産容
量が拡大されなかったため、運用における効率性を向上さ
せたことにより、生産量がわずかに増加した66。

ブラジルの生産量は4% 増加した270億リットルで、およそ
88%が国内で消費された67。ブラジルで25%に設定されて
いた混合規制は、2015年初頭からE27に引き上げられてい
る68（表R18を参照）。

中国の生産量は2014年に5%増加して合計約30億リットル
だった69。中国のエタノール混合は8%から12%の間の割合
で行われている70。タイのエタノール燃料生産は、E20やE85
を販売するガソリンスタンドの増加だけではなく、政府の補助
金によって他の石油価格よりも低く抑えられているエタノール
混合（12％から40%のもの）の存在が後押ししている71。その
他、フィリピンで67%、そしてインドで46%生産量が増加して
いるように、低いスタート地点からではあるがアジア諸国は
2014年に急速な成長を成し遂げた72。

欧州でも2014年は増加が目立ち、エタノール生産が2013年
を13%上回って52億リットルまで増加した73。増加のほとんど
はベルギー（22%増加）とオランダ（35%増加）だった74。2014
年にエタノール燃料の生産量が減少した数少ない国の1つ
はオーストラリアだった。自動車の運転にE10ではなくてより高
いオクタン価のガソリン燃料を使用するようになったため、前
年に比べて生産量が16%減少した75。

生産量は少ないが、エチオピア（E10）、ケニア（10％）、マラ
ウイ（10%から20%）、そしてジンバブエ（5%から15%）など
のアフリカのいくつかの国々は10%程度の混合率を採用し
ている76。

世界におけるバイオディーゼルの生産量（ほとんどが
FAME）は、13％増加して300億リットルを記録した77。生産
量の上位国には世界全体の16%を占めている米国、ブラジ
ルとドイツ（両国ともに11%）、インドネシア（10%）、そしてアル
ゼンチン（9.7%）が入っている。欧州は2014年の世界におけ
るバイオディーゼル生産の39%を占めた78。

欧州は115億リットルのバイオディーゼルを生産し、2013年に
比べて9%増加した79。米国の生産量（FAME）は政策の不
確実性のため、前年から5%減少して47億リットルだった80。
さらにHVOの生産量と消費量もいまだに少量ながら増加し
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ている81。

ブラジルの混合規制が2014年にB5からB7に上がったこと
によって生産量の増加を促し、17%増えて34億リットルになっ
た82。エタノールと同様、ブラジルで生産されたバイオディー
ゼルのほとんどは国内で消費されている83。アルゼンチンでは、
国からのインセンティブと10%の混合規制により生産量が約
28％増加した84。

アジアのバイオディーゼル生産は2014年に大胆な増加を見
せた。地域の舵を取っているインドネシアの生産量は41%増
加して31億リットルだった85。比較的少量からのスタートでは
あるが、マレーシアの生産量の増加も目立つ（141%）86。イン
ドは、ディーゼル価格の規制緩和を行い、生産者の最終消
費者への直接販売を許可し、そしてインド鉄道へのバイオ
ディーゼル混合イニシアティブの制定などにも関わらず、バイ
オディーゼルの生産量が若干減少した87。

中国のバイオディーゼル生産量は5%増加して11億3000万リッ
トルだった。これは、リサイクルされた調理用オイルを人間が
消費する違法な行為に対する取り締まり強化の結果、油の
供給原料の大部分がバイオディーゼル生産のために利用可
能になったからだ。それでもなお、大量の供給原料の確保が
行われていないため、中国の生産容量の利用率は28%にし
か満たない88。中国では、2014年末までに50か所以上に350
万トン規模（おおよそ40億リットル）を越えるバイオディーゼル
生産施設が設置され、現在もいくつもの施設が建設中だ89。

オーストラリアでは、バイオディーゼルFAMEの生産がエタノー
ルと同じ方向に進んでいる。国内にある生産容量の30%し
か稼働しておらず、1年の合計生産量は5000万リットルだっ
た90。しかし、HVOの生産量は2014年に33%増加し、2000
万リットルに達している91。世界では、HVOの生産量は2014
年に23%増加して40億リットルだった。ほとんどのHVOはオ
ランダ、米国、そしてシンガポールで生産されている92。

輸送用としてのバイオメタンiの利用も増加している。もっとも
大きな市場は欧州であり、バイオメタン生産量の約10%が輸
送に使われている93。市場は安定的に拡大しており、スウェー
デンでは1TWh、ドイツでは0.55TWh、そしてフィンランド（お
よそ15%の増加）では約0.02TWhを2014年までに上回ると
予測されていた94。イタリアは天然ガスを活用した自動車（欧
州全体の天然ガススタンドの約31%がイタリアに設置されて
いる）のための強固なインフラ環境を後押ししており、スウェー
デンの主な都市では公共バスの車両が地域生産のバイオガ
スで賄われている95。

バイオメタン使用の促進のための重要なインフラ施設の改良
が他の地域でも行われている。韓国は、6か所のバイオメタ
ンスタンドを運営し、国内で600台のバスがバイオメタンで走っ
ている96。

■バイオエネルギー産業
バイオマスエネルギー産業には、供給原料の供給業者と加
工業者、バイオマスを最終消費者に配送する企業、専門的

にバイオマスの収穫や貯蔵設備を取扱う製造業者と配給業
者、バイオマスを有効なエネルギー担体やエネルギーサービ
スに転換するためにデザインされた機器やハードウェアの製
造業者などが含まれている。サプライチェーンの一部は、バ
イオマスに特有ではない技術（飼料畑、木材収穫機、トラック、
そして蒸気ボイラー）を用いている。

特に欧州において、農作物の量（原料価格に影響）、取引量、
そして持続可能性への配慮のような社会的要請など、2014
年にバイオマス産業は様々な要素の影響を受けた。2014年
に相反する影響をもたらした石油価格と政策は、最も重要な
要素だった。たとえば、ある国ではバイオ燃料混合措置がバ
イオ燃料の需要の増加を促している反面、政策の不確実性

（特にオーストラリアや米国）や欧州を原産とする食糧を利用
したバイオ燃料割合にキャップ（上限）を設けるという議論が
逆の効果をもたらしている97。

2014年後期の原油価格の低迷は、供給原料生産や輸送な
どの関連する費用や価格も低下させた。しかし、いくつかの
事業者の下半期の利益が30%減少し、事業の延期が決定
されたように、供給連鎖にも影響を与えている98。

産業界によるイニシアティブは分野ごと（欧州における固形
バイオマス、持続可能なバイオマスパートナシップを活用した
電力や暖房）、もしくは供給原料ごと（持続可能なパームオイ
ルのための協商）、そして燃料ごとに（再生可燃料協会など
を挙げること）持続可能性に関する懸念に言及している99。
多数のバイオマスエネルギー会社は、業界から支持されて
いる方法で最高レベルの管理を行い、また原料供給や加工・
事業運営における関連費用を吸収しながら、持続可能性の
認証枠組に自発的に取り組んでいる。

バイオマスの精製作業（化学物質、動物性飼料などといった
バイオマスの供給原料から得られる副産物の生産）も続いて
いる。米国では、2014年にエタノールから連産物を生産して
いる213か所のバイオ精製施設があることが確認され、100か
所程度が拡張あるいは建設中であると判明している100。他に
も、バイオ精製所は他のいくつかの国にも存在する。たとえば、
オランダには商業施設が5か所あり、そして実証・試験施設が
12か所ある101。

i バイオメタンは、天然ガスと同じ性質と特徴を持っているため、天然ガスバスなどにも使用できる（CNG、LNG 対応車両のどちらでも可）
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固形バイオマス産業
2014年を通して、多くの企業が固形バイオマスに関する供
給設備の事業や発電事業に積極的に参入した。それらの
事業は、主に固形バイオマスを木質チップやペレットなどの
扱いやすい燃料に転換して、さらにそれを熱と電力に変換
するものである。

持続可能性基準の主眼はバイオ燃料だったが、固形バイオ
マスをめぐる議論もあった。欧州委員会は固形バイオマスに
対する基準を設定しないと表明し、参加国がそれぞれ責任
を負うことにした。2015年3月現在、持続可能な基準を発表
したのは英国、オランダ、そしてデンマークのみだったが、ドイ
ツとベルギーでは、いまだに議論が続いている102。

近年では、年間約19億㎥103の木材燃料（間伐による木質残
さ、黒液、あるいは再生した廃木材などを排除した丸太や木
材チップ）が、毎年少量の増加ではあるが生産されている。
大多数の木質燃料がアジア太平洋地域（41%）、アフリカ

（35%）で生産され、ラテンアメリカ、欧州、そして北米が残り
の割合を担っている104。

木炭は各国で調理やブラジルの鉄鋼産業などで、産業用と
して活用されている 105（表 R21を参照）。木炭の生産は、
2009年以来およそ9%増加している。生産量が絶対的およ
び相対的に増加した唯一の地域でもあるアフリカが、生産量
のほとんどを担っている（61%）106。より伝統的な機器におけ
る木炭の利用が増加したのは、ナイジェリアのように液化石
油ガス（LPG）に対する補助金の廃止により、木炭の価格競
争力が上昇したためだ107。

木質ペレットの世界生産は2014年に9%増加して2400万トン
を若干超え、現在も右肩上がりで増加している 108（表10を参
照）。木質ペレットの主な生産地域は、依然として欧州（およ
そ62%）と北米（およそ34%）だった。生産量の上位国は米国

（全体の26%）、ドイツ（10%）、カナダ（8%）、スウェーデン（6%）、
そしてラトビア（5%）だった109。米国は、推計184基の木質ペレッ
ト生産設備を2014年に有していた110。小規模の業者がたく
さん存在するにもかかわらず、Enviva LP 社（米国）、 
German Pellets 有限会社（ドイツ）、そして Biomass 
Secure Power社（カナダ）が生産容量の大多数を占めてい
る111。Drax Group plc社（英国）、UPM/Pohjolan Volma 
Oy社（フィンランド）、 E.ON社（ドイツ）、Fortum社（フィンラ
ンド）、そしてVattenfall社（スウェーデン）が欧州における固
形バイオマスの主要業者である112。

より良い質の燃料を提供するバイオマスの熱化学処理であ
る低温炭化は、燃料の効率化とともに2014年の生産を拡大
させた。ベルギーのSolvay 社と米国のNew Biomass 
Energy（NBE）社は、ミシシッピー州にNBE社が建設した
設備を拡張するために、設備からの生産量目標を3倍増（年
間25万トン）とする共同投資社を設立した113。

液体バイオ燃料産業
バイオ燃料の生産容量への2014年の世界全体の投資は、
2013年より8%下落し、過去10年で最低の51億ドルを記録し
た。ブラジル、欧州、そして米国を含めた主要市場での製造

能力は伸び悩んでいるが、主に中国などの途上国における
バイオ燃料に対する投資は23%増えている114。

ほとんどのバイオマス供給原料の国際価格は2014年に下落
している（表11を参照）115。前年に比べ、ココナッツオイルを
除いた、トウモロコシ（26%減）、大豆（14%減）、パームオイル

（4%減）、そして砂糖（4%減）の価格が下落した116。供給原
料は生産コストのおよそ70%を占め、残りを加工、輸送、その
他のコストが占める117。したがって、供給原料の価格下落は
総生産コストを下げたため産業にとっては望ましい状況になっ
ている。

2014年のエタノール燃料の大部分は、主にサトウキビ（約
61%）で、残りは穀物（約39%）から生産された118。たとえば、
米国でのエタノール燃料の生産は、主にトウモロコシに頼っ
ているが、ブラジルではサトウキビ、中国はサトウモロコシ、キャッ
サバ、そしてその他穀類外の作物を用いているように、国や
地域によって供給原料は変わる119。

米国では、2014年にトウモロコシ生産量が初めて3億7800万
トン（約140億ブッシェル）に達し、エタノール生産を後押しし
た120。ブラジルでは、2013年に干ばつ等の影響で生産が減
少したが、2014年に回復し、およそ3%の上昇を見せた121。
しかし、燃料ポンプの小売価格に上限を設ける非公式の臨
時要求（後に解除されている）の制定により、エタノール燃料
に課される金額がサトウキビの生産コストに合致せず、全体
の370か所中、12か所の砂糖製造工場が生産の中止に追
い込まれたように、産業が悪影響を被った122。

糖料作物の供給への制約や、穀物と化学や飲料産業との
競争が、マラウイのような国のエタノール生産を圧迫してい
る123。インドでは、精製された砂糖のエタノール生産での利
用が禁じられており、砂糖の副産物である生産糖蜜を用い
ている。したがって、2014年に砂糖の精製が増加したとしても、
エタノール生産に利用するサトウキビを補填できるわけでは
ない124。タイの場合、糖蜜の供給が厳しく、キャッサバが供給
原料として多く利用されるようになった125。

2014年の世界エタノール産業の主要業者は、5か所の世界
最大製粉所を所有し、全体で年間あたり50億リットルの生産
容量 を 有 す る 米国 の Archer Daniels Midland 社

（ADM）、世界60%のトウモロコシエタノール生産のための
酵素を提供しているデンマークのNovozymes社、残りの市
場シェアのほとんどを有するDuPont社、それ以外にはブラ
ジ ル の Odebrecht Agroindustrial 社、ス ペ イン の
Abengoa bio energy社、そして中国のHenan Tianguan
グループを挙げることが出来る126。

バイオディーゼルの世界における生産は、ほとんどナタネ（欧州）
やダイズ（米国、ブラジル、アルゼンチン）、その他にはパーム（イ
ンドネシア）や ジャトロファ属 、ココナッツなどのような植物性
オイルを利用している127。バイオディーゼルの生産は、使用済
み調理用オイル（中国の主要な供給原料）や動物性オイルの
ような産業副産物も含んでいる。欧州では、バイオディーゼル
生産における調理用オイルや獣脂の相対的な割合は、上記
の供給原料を輸送分野の対象として二重に計上することを
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認めるEUの政策により、増加した128。

米国では、RBF Port Neches LLC社が最大のバイオディー
ゼル 生産設備を有している129。フランスの Diester 
Industrie社は、250万トン（28億リットル）の生産容量を有す
る、欧州最大のバイオディーゼル生産業者だった130。

特にバイオディーゼルにおける高い生産コスト、不安定な供
給原料の供給（中国など）、物流の課題（インドネシアの島嶼
間の高い船舶輸送コスト）、先行きの不透明な政策（米国、
ブラジル、そして欧州など）を2014年のバイオ燃料生産にお
ける制約として挙げることが出来る131。

バイオディーゼル税優遇策の失効（リットル当たり約0.26ドル）
や再生可能燃料の標準量の発表の遅れなどを含む政策の
不安定さにより、米国バイオディーゼル生産業者は生産を減
速させている132。オイル価格の下落と欧州の輸入税は、アル
ゼンチンのバイオディーゼルの輸出契約にかなりの悪影響を
与えた133。中国では供給原料の不足によって、バイオディー
ゼル生産容量の20%から25%しか利用されず、オーストラリ

アではいくつかのバイオディーゼル工場が閉鎖した134。

欧州では、2020年までにすべての加盟国が輸送燃料の
10%を自然エネルギー由来にするように、EUの政策が要求
している。しかし、2014年の間に議論され、2015年に実施さ
れる見込みの新たな法制度は、間接的土地利用の変化な
どの持続可能性への懸念により砂糖、デンプン、そして油料
作物をもとにしたオイル由来のバイオ燃料の割合を制限する
ため、バイオ燃料の貢献できる余地は制限されるだろう。こ
れに加えて、国内のバイオ燃料政策に対する変更点が生産
者の間で不安感を生んでいる135。

いくつかの伝統的なバイオ燃料の生産設備が閉鎖したが、
先進的なバイオ燃料の生産施設は2014年に稼働が始まっ
ている。これは米国のPOET-DSM社、DuPont社、そして
Abengoa社のセルロース系の植物材料（ほとんどトウモロコ
シの茎）を用いる新しいバイオ精製所を含んでいる136。ブラジ
ルでは、第2世代の商業バイオ燃料プロジェクトが3か所で稼
働開始した。具体的には、GranBioセルロース系エタノール
商業施設、 Raizen/ Iogens 施設、そして Solazyme-
Bunge施設である137。

一方で、米国のKior社が破産申請を行ってミシシッピー州の
施設を解体したように、先進的なバイオ燃料産業は壁に直面
している138。欧州では、いつかの国が国内政策（たとえば、イ
タリアは0.6%の先進的バイオ燃料目標を掲げた）を開始した
にもかかわらず、EU全体の政策的サポートが欠如していた
ため、先進的なバイオ燃料の開発が遅れている139。

航空燃料は2014年に大きな発展を成し遂げた。欧州（ノル
ウェーとスウェーデン）においては、空港での航空燃料の供
給が手やすく利用可能になり、米国は近い将来供給を開始

出典：本章の巻末注 114 を参照

2,000

1,500

1,000

500

0

米ドル /100 万トン

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月ココナッツオイル

大豆油

パーム油

砂糖

とうもろこし

2014

2014
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する契約を結んでいる140。さらに、商業的バイオ燃料を利用
した初期飛行のいくつかが欧州やブラジルで実施されてい
る141。米国のボーイング社が陸上輸送用とは異なる、世界
初の“グリーンディーゼル”を利用した飛行を実施した142。中
国の杭州で使用済み調理用オイルを推計18億リットルの航
空燃料に変換する実証プロジェクトを立ち上げるために、中
国国有企業のSinopecグループがボーイング社と2014年10
月にパートナーシップを組んだ143。

ガス化バイオマス産業
2014年のうちに世界中の住宅用、農場、そしてコミュニティ
規模のバイオガス施設の建設と導入が進展した。バイオガ
スや汚水ガス、そして埋立地ガスなどを輸送車両用の燃料と
して利用するために、もしくは電力、輸送そして熱生産のた
めの天然ガス供給網への注入のために、より高品質のバイ
オメタンへの改良や施設拡張がなされている。

欧州では、バイオガスのための廃棄農作物、肥料、エネルギー
作物（5.1GWの電力生産容量に値 する）、埋立地ガス

（1.4GW）、そして少量ではあるが汚泥やその他の原料を利
用している。生産容量や供給原料は国によって大きく変わっ
ている144。欧州を牽引しているバイオガス製造業者には、ドイ
ツのSchmack 社、MT-Energie 社、PlanET 社、そして
EnviTec社を挙げることが出来る145。

とくに著しい伸びがチェコ共和国（15%増）や英国（15.4%増）
で見られた146。新たな支援計画によって農業バイオガス施設
が39か所から62か所に増加（59%増）したことにより、英国の
バイオガス生産は増加した147。一方で、ドイツでバイオガスに
よるバイオ発電からの敬遠iを示唆する政策の改正があり、
他のEU加盟国や地域の政策がそれに追随しかねないとの
懸念が上がっている148。

欧州はバイオメタンで世界の先頭に立つ生産者で、282か所
の発電所で毎年およそ9.4TWhを発電している。そのほとん
どのバイオメタン生産施設はドイツ（154か所）、スウェーデン（54
か所）、そしてオランダ（23か所）に位置している149。18か所の
新しい生産施設が2014年の間に建設された150。

世界でバイオガスは、主に埋立地施設か小規模の家庭発
酵槽で生産されている。米国は農場に嫌気性発酵槽

（100MW）を170基以上、排水処理施設に発酵槽を1500基
（このうちの250はサイト内でエネルギーを利用している）、そ
して埋立地の施設に560基以上を設置している151。ブラジル
では、6か所の埋立地施設が国の68%のバイオガス生産を
担っており、2か所の産業用施設が追加分の26%を占めて
いる。そして、残りは小規模の農業、バイオ廃棄物、そして
下水施設が占めている152。

アジアでは、中国が2014年におよそ150億㎥153（カロリーエネ
ルギーで90TWh）のバイオガスを生産した154。インドは推計
475万の家庭バイオガス発酵槽と12か所のバイオCNG施設

を有している155。2014年現在、韓国では82のバイオガス施設
が毎年2.58TWhを発電している。半分強の発電は埋立地

（52%）で、37%が汚泥、そしてバイオ廃棄物（食品の廃棄物
と消化可能な副資材）が10%の割合を占めている154。

小規模の試みはあるが、アフリカではバイオガスの取組はほ
とんどない。距離、設備や文化的理解の不在が発展を妨げ
ている155。アフリカにおけるバイオメタンの生産は稀であるが、
2014年にケニアが初の系統連系のバイオメタン施設を建設し、
2015年に稼働を見込んでいる156。

地熱発電と熱利用 　　　　　　　　　　　　　　　　

■地熱発電市場
地熱エネルギー資源は電力や直接的冷暖房の形でエネル
ギーを提供し、2014年の総量はおよそ528PJ（147TWh）に
上る1。地熱発電は、最終的な地熱総出力の半分程度を占め

（74TWh）、残りは直接利用されているii 2。いくつかの地熱
発電所は様々な熱利用のために、電力と熱を両方生産して
いる。

およそ640MWの新たな発電容量が2014年には建設され、
世界中の総発電量は12.8GWに達している3。2014年に発
電容量を追加した国は（新しく発電設備容量を導入した順）、
ケニア、トルコ、インドネシア、フィリピン、イタリア、ドイツ、米国、
そして日本である4（図12を参照）。ケニアは新規導入の半分
以上を占めている。2014年末に多くの地熱発電容量を有し
ていた国は、米国（3.5GW）、フィリピン（1.9GW）、インドネシア

（1.4GW）、メキシコ（1.0GW）、ニュージーランド（1.0GW）、イ
タリア（0.9GW）、アイスランド（0.7GW）、ケニア（0.6GW）、日本

（0.5GW）、そしてトルコ（0.4GW）であった5（図13を参照）。

世界の地熱発電量は、2014年は74TWhだった6。発電の
年間成長率は1.8%と低いが、稼働中の総発電容量は、過
去5年間で年平均3.6%の成長率を記録している7。地熱発
電の平均稼働（利用）率は、2009年の約71%から2014年の
66%へと、世界中で減少している。平均的な施設よりも新し
いため、欧州とオセアニア地域での稼働率は、80%と平均を
上回っている8。低い稼働率の原因は、施設の老朽化だけで
なく、バイナリーiii発電所が市場占有率を世界的に増加させ
ていること、通常よりも低い生産容量の地域におけるいくつ
かの老朽化した地中熱用地と、固定化された設備の発電容
量の確実性のばらつきで部分的には説明できる9。

ケニアは2014年に358MWの容量を追加し、総発電容量が
2倍以上のおよそ600MWに達した。2か所の13MWバイナ
リー設備が2月に完成し、Olkaria第3地熱発電複合施設の
容量が110MWに拡大された10。140MWのOlkaria第4設
備が10月に稼働し、11月にさらに70MWが2基以上Olkaria
第１発電所で稼働された11。さらに、総容量52MWの移動
式坑口型発電所が2014に5基稼働している12。これらの設備
は地熱発電資源の迅速な導入が可能となることから期待さ

i ドイツが FIT の修正を行い、バイオガスの生産容量について新たな上限を設けた。Agata Pradka と Erneszt Kovacs による、バイオガス報告書 2014 から（Brussels:　European 
Biogas Association, 2014）, http://european-biogas.eu/2014/12/16/4331/.）
ii 2014 年の推計 325PJ（90TWh）には地熱ヒートポンプからの最終自然エネルギー出力は含まれていない。
iii 流体地熱と蒸気が別々に作動するバイナリー施設では、電気生産のためにタービンを稼働させる。各流体サイクルは閉鎖系であり、地熱流体は熱溜まりに戻る。伝統的な地熱発
電所では、流体は水であった。オーガニックランキンサイクル（ORC）バイナリー地熱発電所は、水より沸騰点が低い有機流体を使用することで、比較的低温の地熱地域から効果
的かつ効率的な熱の抽出が出来る。カリーナサイクルはバイナリー施設の運用の一形態である。
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地熱発電
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図12.地熱追加発電容量、国別割合
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図13. 地熱発電容量および追加容量　上位10か国とその他地域（2014年）
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れている13。

トルコは、2014年に約107MWの地熱発電容量を加え、全
体の1/3程度の0.4GW増加した。導入された設備は各々が
すべて6MWから26MWの容量を有するバイナリー発電所
である14。トルコは2023年までに1GWの地熱発電を目標とし
ている15。

インドネシアは2014年に3基の新たな設備を導入して地熱発
電容量を5%増加させ、1.4GWになった。そのなかで最も大
きい容量の設備は55MWのPatuha1号機である16。化石燃
料発電に対する補助金と近年の地熱発電に対する支払い
が悪く持続的でないことから、インドネシアにおける新たな地
熱発電容量の認可はいくつかの障害に直面している17。森
林や自然の保全、そして国立公園における計画に対する制
約が障害になっている可能性もある。同時に産業界も、継
続的な地熱発電の導入のための森林や水資源を保護する
必要性を認めている18。インドネシアの29GWの潜在容量を
開発する目的で、複雑な許認可要件を簡略化するために、
中央政府下の許認可システムの統合と新たな価格制度を
設ける新しい法制度が2014年に発効した。新たな法制度
は地熱発電を採掘活動から除外し、森林保護地帯での活
動の規制を緩和させたが、一方で開発事業者には地域コミュ
ニティとの利益配分を要求している19。

2013年に実証と系統連系実験に成功した後、フィリピンは
2014年初頭からMaibarara地熱発電所（20MW）の商業
的稼働を開始した20。2014年末のNasulo発電所（49.4MW）
の稼働により、国内の総発電容量は約1.9GWに達した21。
2008年の自然エネルギー法案が、近年ないし進行中の地熱
発電開発を投資先としてより魅力的にすることで、発展を後
押ししている22。

イタリアでは、年末にバニョール第発電所で各20MWの設
備が2基稼働された。当発電所は、17年間稼働してきたトス
カーナ州のアミアタ山に位置するBagnore 第3発電所

（20MW）と連携している23。ドイツでは、バイエルン地域でい
くつかの地熱コジェネレーション発電所が稼働しており、すべ
て発電所で発電と熱生産の両方を担っている。発電量は
18MWで熱生産量は51MWthだ24。

米国と日本では、各 2々MWかそれ以下のバイナリー発電所
をある程度の容量導入した25。米国とインドネシアに続いて、
世界で3番目に大きい地熱発電の潜在容量を日本は有して
いるが、発電においては過去20年間で発電容量の成長が
ほとんど見られなかったため、8番目に位置している。しかし、
地熱発電に対する政府の支援政策が2011年の原発事故
以来増えており、その結果2014年に探査と開発プロジェクト
を40以上運営している26。

ニュージーランドで166MWのTe Mihi発電所は2013年に建
設され、2014年まで公式には稼働していなかったのにもにもか
かわらず、2013年の追加容量として加算されている（GSR2014
参照）27。ワイラケイ地域に位置する発電所の既存の設備容

量を、各83MWの発電容量を持つ2基の東芝のタービンとリプ
レースし、正味でおよそ115MW増となった28。

地熱発電がケニア以外の東アフリカでも拡大することに対し
ては大きな期待がある。エチオピアは急増する電力需要を
満たすために構造的障害と地熱資源を開拓する資金の不
足を乗り越えようと努力している29。最近、アイスランドと日本
の開発業者がエチオピアでの地熱資源の開拓を支援してい
るが、高い先払い価格と計画リスクのみならず、地域が有す
る技術の限界が開発を遅らせている30。世界銀行が2014年
にエチオピアのAlutoや Alalobadの地熱資源地域の開拓
を支援すべく、2億ドルを投資した31。ジブチでは、Asal-Fiale
地域における50MWの発電所を含む資源の再開発と発展
を国際開発機構などが支援している32。

中央アメリカ市場も将来性がある33。ホンジュラスは、2014年も
Platanares地域の開発を続けた。2016年までに発電を開始
することを目標にしている34。コスタリカでは、Las Pailas発電
所に55MWの発電容量を追加する工事が進行中である35。

地熱の直接利用はヒートポンプを除いた冷暖房などの直接
熱抽出のことを指すi。2014年の地熱の直接利用は推計
263PJ（73TWh）だった。2014年には1.1GWthが追加され、
総発電容量が20.4GWthに達した36。過去5年間、直接利用
の消費は1年あたり平均3.3％を記録した一方で、直接利用
の容量は5.9％の成長を成し遂げた。地熱の直接利用設備
の世界の平均稼働率（利用）は、推計41%だった37。

プールや公共浴場（9.1GWthの発電量、33.2TWhの利用）
が熱の直接利用を最も導入している施設だが、このような施
設では運用の形態が多様なために、集計が困難である38。2
番目は地域熱供給を含む暖房であった（7.6GWthの発電量
と24.5TWhの利用）。アイスランドのように、地熱資源が豊富
であり、かつ地域熱供給システムが発展している場所では、
市場への浸透がかなり高く、9割の建物が地熱の直接利用
を行っている39。家庭用温水供給や温室暖房、産業プロセ
ス熱、水産養殖、融雪、そして農業用乾燥などがその他の
用法には含まれる40。

一年を通してほとんどの熱利用は欧州で行われており、比較
的高温資源が昔から少ない国の地域熱計画などが含まれ
ている41。イタリアでは、トスカーナ地方（6.5MWth）とヴィチェ
ンツァ地方（0.7MWth）の小規模地熱発電所が完成した42。
さらに、ドイツではコジェネレーション発電所が2基完成し、ハン
ガリーは2MWthと3MWthの設備を2基有しており、フランス
はパリの近くのArcueil-Gentilly地域で10MWthの発電所
を開発した43。地熱と天然ガスによる熱を組み合わせたパリ
盆地プロジェクトが2013年初めに開始し、2015年に完成され
る見込みである44。合計すると、パリ地域には地域熱供給シ
ステムが5つ計画されている45。フィンランドでは、2016年に完
成する見込みの直接熱交換機を活用した閉ループ熱供給
施設（40MWth）が計画されている46。

2014年末に地熱の直接利用の容量が多かった国は、中国

i ここでの直接利用は地中深くの熱資源を指し、規模に関係なく、地熱ヒートポンプのような浅い地熱資源を利用する方法とは区別される（GSR2014 の補足４のとくにヒートポ
ンプに関する議論を参照）。
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（6.1GWth）、トルコ（2.8GWth）、日本（2.1GWth）、アイスランド
（2.0GWth）、インド（1.0GWth）、ハンガリー（0.9GWth）、イタリ
ア（0.8GWth）、そして米国（0.6GWth）だ。これらの国々で世
界の総発電容量の80％を占めている47。

導入済みの容量と同様、最も多く地熱の直接利用をしてい
るのは 中国 である（20.6TWh）。そ の 他 には、トルコ

（12.2TWh）、アイスランド（7.4TWh）、日本（7.1TWh）、ハン
ガリー（2.7TWh）、米国（2.6TWh）、そしてニュージーランド

（2.4TWh）などが地熱の直接利用を行っている。これらの
国々で2014年の世界の地熱の直接利用総量の約70％を占
めている。1人当たりではアイスランドで直接利用が最も進ん
でおり（22MWh）、ニュージーランド、ハンガリー、トルコ、そし
て日本が0.5MWh前後の利用を行っている48。

■地熱産業
国連気候サミットで世界地熱連合が2014年に立ち上がり、
地熱エネルギーの急速な展開の障害となっている先払いコ
ストの高さや投資リスク問題に取り組んでいる。当連合は画
期的な資金調達、リスク緩和、規制や組織の再編、そして
能力向上や技術補助の構築も担っている49。

このような課題を発展途上国において明らかにするために、
地熱エネルギーの初期投資段階で欠かせない資金として、
2億3500万ドルを2014年末までに世界銀行が集めた。アル
メニア、チリ、ジブチ、ドミニカ、エチオピア、インドネシア、ケニア、
メキシコ、ニカラグア、セントルシアやトルコなどの16か国で拡
張が予定されている地熱用地における36の計画開発のた
めに、資源の調達が行われている50。

資金の不足や開発リスクに直面しているのは途上国だけで
ない。たとえば、欧州では潜在性や価値に対する認知度の
低さや、他の技術より受けられる資金援助が比較的少ないこと、
そして国内経済を超えて欧州でリスクを分散させられる国家
間のリスク保険が不足していることが原因で地熱発電市場
の発展が遅れているという懸念を産業が抱いている51。

米国における政府の研究プログラムは、地熱発電の発展を
伴いながら、技術やリスクの障害を克服することを目的として
いる。たとえば、非生産的であったり商業的化には一歩及ば
ない井戸を掘るリスクを強化地熱発電システム（EGS）は減
らせる可能性がある52。EGS技術は、岩の表面にヒビを入れ
ることで熱を取り出す効率を高め、自然に蒸気が生産する従
来の地熱発電と同じ状況をつくる53。この技
術は従来の熱水資源にこだわらないため、
その潜在性が高く、米国は推計100GWの
発電容量を有している54。

いくつかの地域では、発電所から有害な可
能性がある物質が排気されるという課題を
抱えている場合もある55。たとえば、米国のハ
ワイ島にある、Puna地熱発電所は2015年
初頭に硫化水素の排出が管理できなかった
ことにより罰金を課せられた56。アイスランドの
レイキャビク郊外にあるヘトリスヘイジ発電所

（303MW）でも硫化水素の排出が懸念され

ている。この問題に対処するために、ヘトリスヘイジ発電所
の運営者が水素捕獲と再注入計画を2014年に開始した57。

2014年の産業的な技術革新は、地熱・太陽熱ハイブリッド型
システムである。イタリアのEnel Green Power社は米国と
連携し、ネバダ州にあるスティルウォーターバイナリー発電所
の発電を補うために集光型太陽熱発電を利用して発電を行
うことの便益性を検討している58。イタリアでは、Enel社が地
熱発電と地域の森林からのバイオマス資源を組み合わせた
ハイブリッド構成の建設を開始している。このシステムはより
高い効率と出力の多さに対応して他より高熱の蒸気を生産
することを見込まれている59。

世界全体で612基の地熱発電所が2014年末までに稼働し
ている。設置された発電容量のうち、7.8GWもしくは世界の
地熱発電容量の約63％を占める大多数の発電容量はフラッ
シュ蒸気発電所（237基）である。フラッシュ蒸気発電所はター
ビンを稼働させる前に水流から蒸気を切り離す形態で、
180℃以上の蒸気が豊富な地域で使われる。286基のバイナ
リー循環発電所は、数は多いが容量は少なく（1.8GWもしく
は発電容量の12%）典型的には100℃から180℃の間の蒸気
を使う。63基ある乾燥蒸気発電所（2.9GW、22%の発電容
量）が最も古い機種の地熱発電所で、水と蒸気を分ける必
要がない地域に設置されている60。

米国を拠点にするChevron社とCalpine社（各1.3GW）が
2014年の主な地熱用地や発電所の運営者で、その他には
フィリピンのEDC社（1.2GW）、メキシコ国有のCFE社、イタ
リアのEnel Green Power 社（各1GW）、そして米国の
Ormat社（0.9GW）である61。新たなタービンの導入におい
て市場をけん引しているのは三菱、Ormat社（0.9GW）、そ
して富士電機であり、これらが2013年に導入された新たな
設備の6割、既存設備の75％を占めている62。既存のすべて
の発電容量では、日本製が最も多く、東芝、三菱、富士電機
が2.6GWから3.0GW有している。そしてOrmat社（バイナ
リー技術）とAnsaldo-Tosi社（各1.7GW）、そして6位を記録
しているGeneral Electric-Nuovo Pignone社（500MW）と
続いているが、そのほかは導入量が極めて少ない63。
Ormat社に加え、その他（主にバイナリー）のタービン製造
業者には、Exergy社、Atlas Copco社、Electra Therm
社、TAS Energy社、Cryostar社、そしてTurboden社な
どが含まれている64。
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図14.世界の水力発電設備容量
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■水力発電市場
2014年に推計37GWの水力発電容量が新たに稼働し、世
界全体の発電容量は約3.6%増加し、おおよそ1055GWとなっ
たi 1。水力発電容量および発電量の上位国は、中国、ブラジ
ル、米国、カナダ ii、ロシア、インドから変わらず、これらの国が
2014年末の世界の発電設備容量の約60%を占めた2（図14
および表R6を参照）。世界の水力発電は、水文学上の条件
によって年ごとにばらつきがあるものの、2014年は推計
3900TWhで、2013年比で3%以上増加した3。水力発電量
は干ばつの影響により多くの国で減少したものの、中国では
2013年の減少の後、大幅に回復した。2013年末までに世界
の揚水発電容量は最大で142GWになった4。

2014年の新規発電容量のうち、かなりの割合が中国によるも
のであったが、ブラジル、カナダ、トルコ、インド、ロシアも多くの
追加容量を稼働させた 5（図15を参照）。中国は22GWの新
規発電容量を稼働させ、2014年末までに水力発電総容量
が280GWとなった。新たな設備完成による発電容量の大
幅増加にも関わらず、中国における追加容量は2013年比で
29%下落している6。中国における水力発電量は水文学上
の好条件によって20%ほど上昇し、初めて1000TWhを超過
した（1070TWh）7。2013年に総発電容量の2/3を稼働し、
2014年に工事が完了した渓洛渡発電所（13.86GW）は中国
の三峡発電所およびブラジルのイタイプ発電所に次いで世
界で3番目に大きな発電所となった8。また、ここから金沙江を
下ったところにある向家坝発電所（6.4GW）も完成し、中国
で3番目に大きな発電所となった9。この発電所では世界で最
大の水力発電設備である800MWタービン発電機を8基設
置している10。さらに6月には糯扎渡ダムに装備されている
5.85GW規模の発電機がすべて稼働し、中国で4番目に大き
い水力発電所になった11。中国政府が水力発電インフラに対
して行った投資は2013年対比21.5%減少し、156億ドル（960
億元）だった12。

ブラジルは2014年に138MWの小水力発電iii（30MW未満）
容量を含めて3.3GWを追加し、2014年末の水力発電容量
は89.2GWに上った13。長期化した干ばつにより深刻な影響
を受けたブラジルにおける水力発電の出力（2014年は
393TWh）は低迷し、いくつかの貯水池では史上最低の出
力を記録した14。水力発電の年間発電量は増加している一
方で、総発電量に占める水力発電の割合は2011年の91%
から2014年には73%に減少した15。マディラ川複合施設の
ジラウ発電所（クリーン開発メカニズム事業計画のなかで最
大の単独の自然エネルギー事業）の75MWタービン24基が
2014年には稼働される予定であり、竣工されると3.75GW
規模の施設となる見込みである16。一方で、マディラ川に位
置する姉妹プラントのサント・アントニオ発電所（完成すれば
3.57GW）は2014年に上流のボリビアで発生した豪雨による
洪水を受け、再度環境影響評価にかけることを求められて
いる17。隣接するコロンビアではソガモソ発電所（820MW）

が竣工され、当発電所から国が必要とする電力の10%が
供給される見込みである18。

他に干ばつによる被害を被った国は米国であった。2014年
には、3年連続で出力が減少し続け、発電量が259TWhに
留まった。これは過去9年間の平均を5.3%下回った19。2014
年末までの総発電容量は79.2GWだった20。

2014年に新規導入が3番目に多かったのはカナダで、1.7GW
の新規水力発電容量が完成し、総発電容量は77.4GWを
記録した21。しかし、出力は3.1%減少して375TWhに留まっ
た22。2015年初頭にオンタリオのマタガミ川低部の再開発事
業が完了し、4基の発電機による発電容量がほぼ倍の
924MWまで高められた23。ブリティッシュ・コロンビア州では、フォ
レストカーにある195MWの施設が2014年から稼働した24。ど
ちらの計画も、貯水池の開発により居住地が影響を受ける
ファーストネーション（先住民族）の協力を得て展開されてい
るという点で他の計画に比べて注目に値する。このような協
力体制を築いた上で水力発電計画を進めるのがカナダでは
一般的になりつつある25。トルコは2014年に1.35GWの水力
発電容量を導入して総発電容量が23.6GWを記録した。こ
こ数年の干ばつの影響で水力発電からの発電量は2013年
比で32%下落し、40.1TWhに留まった26。

インドは2014年に1.2GW分の水力発電容量を追加した。こ
のうちの228MWは25MW未満の小水力発電で、総発電
容量は44.9GWになった。年間発電量は推計144TWhであ
り、このうち25MW 以上の大型発電所からの発電量は
131TWhを占め、これは2013年以降ほとんど変化していな
い27。試運転の段階で水資源の確保などといった技術的な
障壁に直面したウリ第２発電所（240MW）は、これらを乗り
越えて2014年初頭に完成した28。

ロシアは正味1.1GWの水力発電追加容量が追加され、総発
電容量が47.7GWに上った。水力発電容量は増加されたもの
の、発電量（164TWh）は前年度比で 4.4%下落した29。サヤノ
シューセンスカヤ発電所（6.4GW）は、10基の640MW規模ター
ビンの設置を最後に、2009年の重大事故の復旧工事を終え
た30。ボグチャンスカヤ発電所では、残り333MWの9基が稼
働し、2015年後半に貯水池が満たされれば最大発電容量
の3GWに到達すると見込まれている31。

エチオピアは2014年も青ナイル川におけるグランド・ルネッサン
ス事業計画（6GW）を進めている。しかし、計画による影響
に対して下流に住む市民から懸念の声があがっている。エ
チオピア、エジプト、スーダンは共同で研究を進めることに合
意し、2015年初頭にはナイル流域の水資源の持続的で公
平な利用における協力の原則に共同で調印した32。

その他のアフリカ地域では、たとえばルワンダがニャボロンゴ
発電所（28MW規模）を稼働した。この発電所は世界基準
では小規模なものの、人口1180万人の国家にしてみれば相

i GSR2014 に記載されていた 2013 年末の発電容量から 18GW 上方修正された数値をここでは採用している。とくに記載がなければ、すべての発電容量に関する数値には揚水発
電容量は含まれていない。揚水発電所はエネルギー資源ではなく、エネルギー貯蔵の手段である。そのため、揚水発電には変換ロスが含まれ，自然エネルギーもしくは自然エネルギー
以外の電力で稼働する。揚水発電は、とくに変動性自然エネルギー資源の電力需給バランスをもたらす発電方法として重要な役割を担っている。
ii 総発電容量は若干少ないものの、カナダのベースロードとしての出力はアメリカにおける負荷追従型の出力を上回っている。
iii ブラジルの水力発電に関するデータは規模別に公表されている（30MW 以上）。インドも同様の手法を採用している（25MW 以上から）。



─ 48 ─

第 2章　市場と産業の傾向

当な規模であると言える。この発電所はルワンダの発電容量
を25%増加させ、2014年末の段階で人口の19%しか電力に
アクセスできていない国における電力不足を緩和する効果
が期待されている33。

ルワンダでは2.2MWのより小規模なルカララ第2水力発電所
が2014年に稼働した。このような小規模の水力発電計画は、
途上国の農村地域における電化の促進を期待できる34。
2012年の段階では、世界における10MW以下の小規模な
発電所の総発電容量は75GWだった35。小水力発電はその
持続可能性と農村地域の電化、そして社会的包摂や持続
可能な開発への潜在能力を高く評価されている36。

世界の揚水発電容量は2014年末までに最大で146GWにな
り、2014年に新たに2.4GWの容量が導入された37。カナリー
諸島で最も面積の狭いエル・イエロ島の計画が年内に完成
する。規模は6GWと小さいものの、その重要性は大きい。
同島は風力発電（11.5MW）と揚水発電施設を組み合わせ
ることで電力の自給自足を実現し、ディーゼル発電所も必要
なくなった38。オーストリアのレイゼック第2揚水発電所

（430MW）は2015年初頭に完成した39。

欧州では2015年現在、いくつかの新規可変速揚水発電所
が計画中、もしくは建設中で、ある発電所では可変速運用
の設備が追加導入された。新規もしくは追加導入された揚
水発電所の可変速設備は、揚水機能の効率を向上させる。
さらに、これによって発電と揚水の機能において電力制御が
可能になり、系統の状態に合わせて柔軟に揚水の規模を対
応させることができるようになる40。スイスでは2015年に完成
予定の初の高機能の無段変速揚水発電ダムであるリンター
ル発電所（1000MW）が建設中である41。その他、今後注目
に値する揚水発電設備としては、南アフリカで2015年に稼
働予定のイングラ揚水発電所（1.3GW）や、エジプトに建設
予定の2.1GWの設備が挙げられる42。

揚水発電以外にも余剰電力を活用する方法はある。ノル
ウェー、英国、ドイツは、とくに変動性自然エネルギー電力の議
論の中で、ノルウェーの大規模な水力発電容量を南部の近
隣諸国のための調整電力として機能させるために、1.4GWの
相互送電線を2基建設することを2014年に合意した43。

持続可能性は、水力発電の開発においては依然として大き
なトピックの1つである。世界銀行は2014年に持続可能な水
力発電事業を開発するにあたってこれが補助的な手段とし
て有用であるとし、2011年に始まった水力発電持続可能性
評価プロトコルを認定した。しかし、世界銀行はこれに対応
するように自身の内部規約や安全措置を見直すことはなかっ
た44。米国議会は2014年に事業に対する資金調達に関する
社会的ないし環境的な配慮措置（規制）を向上させることを
求め、世界銀行グループも2015年初頭に水力発電計画の
開発に伴う住民の移住に関する安全規制を強化することを
明言した45。2015年初頭には、米国政府が不正確かつ不十
分な環境リスク評価を理由に世界銀行によるパキスタンのガ
ルパー発電所（108MW規模）に対する資金調達に反対を
表明した46。

社会ないし環境への影響を考慮して複数の事業計画が延
期もしくは中止されている。トルコでは古代遺跡の多い地域
における洪水に対する懸念による地政学的な論争を原因と
して、2014年もチグリス川のイリスダム（1.2GW）が窮境に立
たされている47。インドでは、スバンシリ川の下流における計画

（2GW）が地元の反対によりさらなる遅延を余儀なくされてい
る48。ベトナムでは、不法な土地取得や管理ミスが報告され
たことを受けて政府が投資家資格の取り上げを検討してい
る49。論争は、下流の農業に対するダムの影響だけでなく、
開発業者による森林伐採の補償としての植林の不実行にま
で及ぶ50。

■水力発電産業
水力発電産業はより柔軟で、より効率的で、より信頼性の高
い水力発電施設の開発に乗り出している。水力発電設備
製造業者は、変動性自然エネルギーの導入増に呼応する形
で揚水発電施設の生産を増加させている51。同様に、北米
や欧州では発電所の改修が増えている。これによって効率
や発電出力を増加させるだけでなく、新たな規制に対応でき
るように環境性も向上している52。たとえば2014年に中国の
向家坝発電所に導入された800MWの機器2基に見られる
ように、発電コストが低く抑えられていることが高効率で大規
模な機械の開発を後押ししている。これが、イノベーションを
促進しているもう一つの要因である53。

水力発電産業は、気候変動によるリスクの増加に付随する
脆弱性に関する調査を充実させ、気候変動への耐久性を計
画設計と運用へ組み込むことで気候変動リスクの上昇に対
応している54。上記の対応には潜在的もしくは推測されてい
る河川流量の変動、洪水の場合のダムにおける安全性、推
測されている発電量の変動幅、タービンや流量の変動性に
対する設計媒介変数の最適化などが組み込まれている55。

アルストム社 （フランス）、アンドリッツ・ハイドロ社（オーストリア）,
フォイト・ハイドロ社（ドイツ）が最大の水力発電設備の供給業
者である。それぞれが同程度のシェアを市場で占めており、
合計して世界全体の50%を占めている56。その他の注目す
べき製造業者にはハルビン社（中国）、ドンファン社（中国）や
シロヴィエ・マシーヌィ社（ロシア）などが挙げられる。

アンドリッツ・ハイドロ社は世界市場全体の縮小の影響で販売
と新規契約が2年連続で減少したと発表した。一方で、南米
とアフリカにおける大規模な計画、そして絶対的投資額が絶
対的に低く抑えられ、とくに発展途上国において重要性がみ
られる既存施設と小規模水力発電施設の改修予定を明ら
かにした57。

フォイト・ハイドロ社に関しては、2014年の販売が前年比で
5%減少した一方で、同時期の新規契約（未販売分）は24%
増加した58。さらに、同社は北アメリカ、ロシア、東欧において、
既存施設の改修業務で事業拡大の機会があった59。同社
は、政治的もしくは経済的な事情により計画が遅延している
南米市場が弱点であると明らかにしている60。また、現在電
力需要がピークの時間帯における太陽光の発電量が増加
していることを鑑みると、同社は揚水発電のピーク時間帯の
発電量に対する収益が適切ではないのではないか、という
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疑念を絶えず抱いている61。

アルストム社がゼネラルエレクトリック社と2014年に予定して
いた経営統合にはいくつかの市場における競争の喪失が
予想されることから、欧州委員会が懸念を表明していた。し
かし、合弁会社が予定していた水力発電事業に関する懸
念は示されなかった62。

海洋エネルギー　　　　  　　　　　　　　　　　　　

■海洋エネルギー市場
海洋エネルギーは、波力、潮の高さ（満ち引き）、潮流、（つ
ねに一方向の）海流、温度差、塩分濃度差など、海洋に結
びつくすべてのエネルギーが対象となる1。2014年末には世
界の海洋エネルギーの発電容量は約530MWで、ほとんど
が浜や河口に設置された防潮堰に代表される潮力発電だっ
た2。海洋発電技術の発展のほとんどは開放水域での潮力、
海流、波力発電に集中している。

稼働中の海洋エネルギー施設で最大のものはすべて防潮
堰計画で、発電にも活用されている。これらには、韓国にあ
る254MWの発電量を持つ始華発電所（2011年に完成）、フ
ランスの240MWのランス発電所（1966年）、カナダのノバス
コシアにある20MWのアナポリス発電所（1984年）、中国に
ある3.9MWの江夏発電所（1980年）が含まれる3。その他の
プロジェクトではより小規模で商業化以前の実証プロジェクト
が多く、英国に潮力および波力エネルギー開発導入（合計
数MW）が集中しているのは注目すべきである。

世界では2014年に追加発電容量はほとんど見られなかった。
新たに導入されたもののうちのほとんどが実証プロジェクトで
あり、多くは欧州に隣接する水域で計画されている。スコット
ランドにおける398MW規模のMeyGen社の潮力プロジェク
トも、著しい発展の兆しを見せている4。英国の海底を管理し
ているCrown Estate社は、他社による投資の促進やプロ
ジェクトの構築および運営を発展させる試みとしてMayGen
社の第一開発段階に投資を発表した5。Crown Estateは
英国沿岸の水域で地元の企業がさらなる波力と潮力海流
技術の実証が行えるようにリース事業を拡大した6。さらに潮
力資源が推計1.4GW存在するとされているオルダニー島と

フランスの間の
オルダニー水
路でも、大規模
な潮力発電計
画が進行中で
ある7。

■海洋エネル
ギー産業
海洋エネルギー
は2014年もさら
なるイノベーショ
ンと進展を見
せ、商業化 に
むけて前進し
た一方で、スコッ

トランドのペラミス・ウェイブ・パワー社（以下ペラミス社） とアク
アマリン・パワー社をはじめとして産業全体が明らかな逆風に
直面した。

前述のペラミス社は波力エネルギー変換器開発の継続に必
要な資金を確保することができず、2014年末に倒産した8。
スコットランド政府はペラミス社の事業継続を提案し、スコット
ランドのエネルギー予算で運営されているWave Energy 
Scotlandがペラミス社従業員を複数雇う方針を示した9。そ
の後、同社がペラミス社の知的財産や2200万ドル（1430万ポ
ンド）の資金を含めたその他資産を買収した10。

同じく2014年末、アクアマリン・パワー社はオークニーにある
欧州海洋エネルギーセンターで稼働しているOyster800波
力エネルギー装置の運営と設備維持のための従業員を残し
た上で、事業縮小を発表した。その決断は海洋エネルギー
分野全体が直面している資金、規制、技術面での課題に直
面した結果であると見られている11。

英国のエディンバラ大学は2014年に開発リスクを明らかにす
るために新たな海洋シミュレーション施設を開設した。より大
規模な費用がかかる運用段階に入る前にFloWave試験タ
ンクを導入し、技術開発者が実際の海洋状態のなかで試験
を行うことで、開発段階におけるリスクを低下させることがで
きる12。FloWave社や他の政府支援のもとで運営されている
施設や研究によって、特定の技術におけるリスクを改善する
ことができる。その他のリスクには長期間にわたる資金調達
先や安定的な接続状態の確保（海洋エネルギーの施設が
系統設備の近くには一般的にないため）が含まれる13。

海洋エネルギーにおける問題解決や協力を得るためにステー
クホルダーが一同に会するEU海洋エネルギーフォーラムが
2014年に開かれた。最終的な目標としては、革新的な研究
開発の影響力を増大させるために官民パートナーシップを強
化し、投資リスクを共有するためのプラットホームを提供する
ことだ14。

2014年に導入された計画のほとんどが、開発側が将来的に
事業拡大を望んでいる商業化前の計画だった。Carnegie 
Wave Energyが2014年末と2015年初頭に相互に接続さ
れている3基のCETO5波力エネルギー設備をオーストラリア
のパースで3導入した計画もこれに含まれている。稼働中に
は潜水しているこれらの設備は発電に加えて海水の脱塩機
能が搭載されている 15。

スコットランドのシェトランド諸島のブルーマルサウンド内に
2014年の4月に導入されたNova Innovation（スコットランド）
による潮力設備（30kW）なども注目されている。スコットランド
政府による支援を受けている同計画は、世界初のコミュニティ
所有の潮力発電であるとされている16。その後、同社と提携
先のELSA社（ベルギー）が100kWの設備を活用している
同じ場所に、500kW導入するためにさらなる資金調達を行っ
た17。2015年初頭にTocardo（オランダ）が系統に接続され
た潮力タービンをオランダの海岸堤防に3基導入した。彼ら
は綿密な精査を経た後にこの300kWの計画を2MWにまで
拡大する計画を準備している18。この発電所は約100戸分の
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電力を賄っている19。Tocardoは韓国の木浦で予定されて
いる28MWの潮力エネルギー計画に加えて英国のマン小
島沖でも計画を進めている20。

課題に直面したものの、アクアマリン・パワー社は稼働中の
Oyster800が良い海況によって予測通り、もしくはそれを上回る
発電運用実績を達成したことを示す稼働データを公表したi。同
社の計画には次世代機器とWavePOD（複数の関係者ととも
に開発が進められている波力エネルギー発電機のための海
中発電機器）の開発を続けることが示されている21。

Atlantis Resources社（英国／シンガポール）は2014年初
頭にDongfang Electrical Machinery社（中国）と中国の
浙江省において、アトランティス社のAR1000（１MW）を活用
した潮力発電の洋上実証計画に関する合意に至った。
Dongfang社はロッキード・マーティン社（米国）とアトランティ
ス社が共同で開発したAR1500タービン（1.5MW）も低価格
の製造費で提供している22。

Atlantis Resources社は2013年にスコットランドのMeyGen
計画への出資率のほとんどを独占した。その後、2015年初
頭にタービンを系統接続する海中ケーブルを敷設するため
の直接掘削計画を含む、陸上施設の建設を発表した23。
Atlantis社はロッキード・マーティン社との間で2016年に自社
のAR1500タービンを同計画で建設する契約を結んだ。この
タービンはアクティブ・ローター・ピッチ・コントロールと完全なナ
セルのヨー制御を備えている24。加えて、Atlantics 社は
Andritz Hydro Hammerfest社（ノルウェー）とMeyGen
プロジェクトの第一段階で3基の1.5MWの潮力タービンを提
供する契約を締結した25。

OpenHydro社（フランスにあるDCNSの子会社で2013年創
業）は300MWの潮力計画のためにAlderney Renewable 
Energy社と提携した。両社の合弁会社である株式会社
Race Tidalは会社が生産している2MWタービンを150基導
入する計画を立てている26。2015年Brittany社（フランス）、
オープン・ハイドロ社とEDF社（フランス）は、将来的な商業化
事業を目的に新たにタービン2基の実証事業を行った27。

Alstom社（フランス）も同様の計画を予定している。GDF 
Suez社（フランス）とともに、フランス政府から2017から20年
間運営される見込みのRaz Blanchard（オルダニー水路）
潮力実証プロジェクトに選ばれ、新たに4期のタービンを供
給することになった28。同社はこれから潮流に対応すべく、
高度な潮力タービン技術である可変ピッチ翼や回転ナセル
を備えたOceade18（1.4MW）を配置する予定である29。

Nautricity社（スコットランド）は2014年にシャピンセー海峡（ス
コットランド）にあるEMECの試験場で同社の500kWの二重
軸車の二重反転海洋タービン（CoRMaT）の実証を行った。
2015年初頭には、より強い潮力による厳しい環境の中で、さら
なる実験が可能になるEMECのFall of Warness海域に系
統接続済みの代替地を確保した30。EUが運営するMarinet
プロジェクトの支援を受けているMagallanes Renovables社

（スペイン）は、2014年末に初の海上実証となる浮遊式ATIR

タービンのプロトタイ
プをEMECで進水
させた。本格運用
段階では2MW規
模になるだろう31。
OpenHydr o も
EMECで実証と開
発を継続し、2014
年初頭には新たな
次世代発電機器を
装着する32。

カナダのファンディー湾で、エネルギーファンディー海洋研究セ
ンター（FORCE）による潮力計画 が 予定されている。
OpenHydro社と地元を拠点とするEmera社はCape Sharp 
Tidalとして知られる商業用規模プロジェクトの実現に向けた
第一歩としてFORCEから2MW規模の潮力タービン2基の
導入を認可された33。海洋推進システム製造を行うSchottel社

（ドイツ）の子会社であるBlack Rock Tidal Power社 （カナダ）
がTidal Stream社（英国）からTritonプラットホームと組み
合わせて開発された技術とSchottel社製の70kW級の浮き
式潮力発電機16基の導入のための実証権限を与えられた34。
Schottel社のSTGタービンはSustainable Marine Energy
社（英国）がワイト小島沖にも導入している35。2014年末に新
たに設立されたSchottel Hydro社は河川内用のタービン

（SIT）を発表した。同社の製品はタービンの規模を小さくする
ことによってより優れた比率の発電と素材利用を実現するとい
う考えに基づいている36。

2014年、海洋電力産業ではWave Energy Scotland社に
よるペラミス社の買収以外にもいくつか買収案件があった。
Fortum社（フィンランド）は波力エネルギー開発業者である
Wello 有限株式会社の少数株式持ち分を確保した37。
Wello社の唯一の機器であるPenguinは、2011年に製造
が始まって以来すべての部品がオリジナルであることが、そ
のデザインの耐久性に対 する信頼を醸成してきた38。
Penguinは浮き式のプラットホームで、波で発生した回転型
偏心質量を用いて風力タービンで使用されている発電機を
稼働させている39。Tocardo 社はオランダのIHC Tidal 
EnergyをRoyal IHCから買収した。この案件を実行する
にあたって同社の水平軸タービンに商業化間近の垂直軸の
技術を補助的に導入した40。2015年初頭にTocardo社は
Swanturbines社（英国）が有する海中潮力タービン技術に
関する知的財産を買収した41。

近年、潮力と波力技術は海洋エネルギー技術のほとんどの
技術の進展に寄与し、潮力発電は波力発電よりも早い時期
に商業化が実現される見込みになっている42。潮力発電が
デザイン上で大幅な転換期を迎えた一方で、波力エネルギー
設備はより多様性に富んでおり、一般的に潮力ほどの段階ま
では開発が進んでいない。波力エネルギー機器間の多様
性は水深によって水資源の賦存量が異なるという性格に起
因するところがある43。

i 海況とは潮力や風によって発生した波やうねりを考慮に入れた海洋表面の一般的な状況のことを示す。
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補足5：持続可能性についての特集：水・エネルギー・
食糧・安全保障の結合（連環） 

資源に対する需要と制約が世界中で拡大しているなかで、
水、エネルギー、そして食糧システムの間の連結を管理する
こと、つまりは連環が、持続可能性のみならず、供給のセキュ
リティーを確保する上で重要になってきている。人口増加、
経済開発、そして都市化などによって、水、エネルギー、そし
て食品の消費は加速し、長期的な増加が予測されている。
資源が枯渇し、気候変動の影響が現れ、連環内での資源
の取り合いが激化すれば、これらの需要の拡大に対応する
ことはさらに困難になる。

淡水への需要が増大し、供給が先細りするにつれて、揚水、
脱塩、水処理と分配に必要となるエネルギーは増加するだろ
う。掘削、加工、精製、そして発電のために必要となるエネル
ギー部門における年間の水消費量は、世界全体の水使用
の15%近くを占め、これからの数十年間で大幅に増加するこ
とが見込まれている。農業食品部門単独で世界中のエネル
ギー使用の30%、淡水の取水量の約70%を占めている。食
糧需要が増えれば、関連しているエネルギーと水の投入量
も増加し、他の2部門への負担が増加することになる。

連環を基盤とした政策と解決策はこのようなトレードオフを緩
和もしくは避けることにつながり、潜在的に相乗効果を後押し
することもできるだろう。そして自然エネルギーがその解決策
の1つである。いくつかの自然エネルギーはいくつかの技術
的課題を抱えるもののi、持続可能でさえあれば、需要の圧
迫を緩和させ、水、食糧、そしてエネルギーセキュリティーを
向上させることもできる。

比較的少ない水資源を投入する自然エネルギー技術の導
入を増加させることによって（たとえばほとんどの太陽光技術
や風力発電など）、エネルギー部門における水需要を減少さ
せることができる。IRENAが最近発表した研究によると、ド
イツ、インド、そして英国は自然エネルギーの割合を増加させ
ることで、電力部門における取水量と使用量を大幅に減少さ
せることができると指摘している。自然エネルギー技術は水
の安全保障も向上させることができる。自然エネルギーを用
いた揚水や灌漑システムは米国やオーストラリアなどの先進
国のみならず、インドを代表とする発展途上国でも導入され
ている。自然エネルギーを動力とする脱塩施設もまた増加傾
向にあり、とくに中東のサウジアラビアでは世界最大の太陽
光による脱塩施設を建設中である。

自然エネルギーは、2007年から2008年にかけて起きた世界
的な食糧危機で露呈したような化石燃料価格の急上昇と変
動に対する農業食品の脆弱性を改善することによって、食
糧の安全保障を向上させることができる。さらに自然エネル

ギーの活用は途上国での食料ロスを減らし、製品価値の向
上にもつながる。たとえば途上国では加工や冷蔵におけるエ
ネルギー不足により生産食料の30％から40％が失われている。
太陽熱乾燥機はパキスタン北部で果物を保存するために使
用されており、ウガンダの酪農産業にはバイオガス発電を利
用している冷蔵庫が導入された。有機廃棄物と非食糧穀物
から生産されたバイオエネルギーを使用することで地元農場
の生産性を向上させ、可処分所得の増加につなげることが
できる。

今日、そして将来の連環が直面する課題を適切に列挙する
ためには、3つの部門すべてを統合した政策形成が行われ
なければならない。これを実現するためには、意思決定や実
施状況を把握できる適切な評価ツールや方法論のさらなる
開発が第一歩となる。既存の連環ツールは資源の流れと影
響、地方環境の分析、そして政策間の選択肢評価などを定
型化している。関係する資源をすべて考慮にいれる“完全に
統合”された方法論、もしくは1つの資源の影響の“始点”に
着目する方法を採用することもできる。ストックホルム環境研
究所（Stockholm Environment Institute）が作成した
WEAP-LEAPiiモデルでは、完全に統合された定量的方法
を採用して水やエネルギーシステムの分析と定型化が行わ
れている。国際連合食糧農業機関やIRENAは食糧と自然
エネルギーの始点に着目する方法を採り、それぞれ定量的、
定性的な方法を採用している。

研究機関や非営利団体は、エチオピアの成長と転換計画や
代替的農業パターンの評価、マダガスカルにおける潜在的な
バイオ燃料生産などの連環の潜在的に起きうるトレードオフ
を評価するため、すでに連環評価ツールを活用している。ド
イツ開発エージェンシー、GIZiii、西アフリカ諸国経済共同体

（ECOWAS）はより幅広い政策レベルで連環の方法とツール
を統合的に採用しようとしている。さらに、水、エネルギー、そ
して食糧の連環は「すべての人のための持続可能なエネル
ギー（SE4ALL）」イニシアチブにより大きな影響力があると
認定されている。

この方策を統合的に採用するために評価ツールの予見性が
向上するなど、進展が見られる。それにも関わらず、政策立
案と計画開発に連環の考え方を政府、産業、学問、そして市
民社会が統合的に採用するまでにはまだ長い道のりがある。

補足:「持続可能性についての特集」は本報告書の定期的
な記事であり、特定の自然エネルギー技術や関連する持続
可能性の側面に焦点をあてる。

出典：太陽光発電セクションの巻末注68を参照。

i 持続可能性への課題に関する詳しい情報は自然エネルギー世界白書 2010 の補足 7（バイオエネルギー）、自然エネルギー世界白書 2012 の補足 4（自然エネルギー技術
による水への影響）、そして自然エネルギー世界白書 2013 の補足 3（水力発電）を参照。
ii 水評価と計画システム（WEAP）と長期代替エネルギー計画システム（LEAP）を指す。
iii ドイツ国際協力機構（GIZ）Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammernarbeit
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太陽光発電　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■太陽光発電市場
2014年は最初の公的な太陽電池の実証実験を行ってから
60周年となった1。市場には40GWの発電容量が追加され、
合計の発電容量はおおよそ177GWに達した記録的な年と
なったi 2。EU内での新規導入量の相当量の下落、とくに分
散型のシステムにおける中国の野心的な到達目標、そして
期待より鈍化した新たな市場状況にも関わらず、2014年は
市場が好調だった3。2014年末の段階で世界で稼働してい
る太陽光発電容量の60%が過去3年間に導入されたものだっ
た4（図16と表R7を参照）。

上位3か国は中国、日本、米国で、続いて英国、ドイツが並
んだ。上位10か国にはフランス、オーストラリア、韓国、南ア
フリカ、インドが含まれている5。2013年は系統に1GW以上
太陽光発電を接続した国が9か国あったが、2014年は5か
国へと減少した6。大部分の容量は一部の国で追加された
ものの、新たな導入はより幅広い地域に分散し、価格が下
落するにつれて設置計画が増加している7。世界のすべて
の国で、ある程度は太陽光発電の稼働実績がある8。年末
には、20か国で少なくとも1GWの発電容量があった（2013
年の17か国から増加）9。国民1人当たりの太陽光発電導入
量の上位国はドイツ、イタリア、ベルギー、ギリシャ、チェコ、そ
して日本だった10。

アジアにおける追加量は他の市場を圧倒し、世界全体の追
加量の60%を占めた11。中国は10.6GW追加して28GWを超
え、累積発電容量を60%増加させた12（図17を参照）。中国
に追加された新規発電容量は80%以上が大規模発電所で、
残りが分散型屋根設置型のシステムや小規模システムだっ
た13。送電インフラが追加容量の増加に追いつけておらず、

需要地の南部や東部に送電するインフラのない太陽光ファー
ムが、日射量の多い西部地域に散見される14。

容量が追加された中心地であった青海省の内モンゴルと
沿岸地区の江蘇省ではそれぞれ1GW以上追加されてい
る15。市場が急速に拡大したものの、中国はとくに自身が定
めた分散型電源についての目標実現に苦労している16。中
国は2014年に太陽光のみで約250億kWhを発電し、2013
年比で200%増加した17。

日本市場は2014年も急速に拡大し、系統に9.7GW追加した
ことによって合計容量が23.3GWになった18。記録的な成長
にも関わらず、家庭部門では2007年以来初めて減少し、
0.9GWの追加で合計容量が7.5GWになった19。商業用ない
し発電所規模の計画が2年連続で需要をけん引し、電力小
売業界への参入企業が急速に増加している（レストランやハ
ウスメーカーを含め）20。系統接続への制約や開発業者が適
切な土地を見つけることができない状況によって産業立地
地域や空き区画、屋根などを利用する方向へ導いている21。

2014年末、追加された変動電源を受け入れることができる
のかという技術的な懸念の影響で、日本の4つの電力会社
が新規太陽光発電電源の系統接続を制限することを決定
した22。政府は新たな系統接続への上限を決めることで対応
した。このなかで、日本の固定価格買取制度（FIT）にさらな
る修正が加えられ、電力会社は、変動電源により系統容量
がピークに達した時点で、太陽光発電事業者に発電抑制を
要請できることになった。また、この発電抑制に対しての補償
を義務付ける項目を削除した23。2015年1月、4つの電力会社
は（東京電力を含めた3社にはまだ適用されていない）新た
なルールのもとで系統接続を開始した24。

i 自然エネルギー世界白書 2014 で発表された 2013 年末の全世界の追加容量と発電容量は報告された容量よりも少なかったが、これは 2013 年の中国の追加容量が 2GW 下方修
正（12.92GW から 10.95GW、合計容量が 17.45GW）されたからである。国家エネルギー行政機関（NEA） の中国国家エネルギー委員会が 2015 年 3 月 9 日に発表した 2014
年太陽光発電統計より引用。リンクは以下：http://www.nea.gov.cn/2015-03/09/c_134049519.htm（グーグル翻訳を使用）
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太陽光発電
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出典：本章の巻末注 4を参照図16.世界の太陽光発電設備容量　2004年～2014年
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図17.太陽光発電設備容量および追加容量　上位10か国（2014年）



─ 54 ─

第 2章　市場と産業の傾向

アジアで日本に次ぐ大きな市場は韓国だった（0.9GW）。後
続はインド（0.7GW）、タイ（0.5GW）であった25。2012 年、
2013年と比較するとインドの市場は縮小している26。政策的
不安定さが開発を足止めし、国からの補助金の支給が遅
れたことなどが原因となって、資金調達の確保が困難になっ
た27。2014年末、インドでは3.2GWの発電所が稼働しており、
新政府が政策の支援ならびに国際的な金融機関の資本
参加を発表したこともあり、状況は良くなってきている28。

アジア以外で15GWから16GW導入されたのは北米とEU
だった29。北米では2014年に6.7GWが追加された30。カナダ
はこのうちの0.5GWを占め、合計容量が年末には1.7GWに
到達した。残りは米国が占めている31。

米国における追加容量は2013年から30%増加して6.2GW
導入され、合計容量が18.3GWになった32。導入コスト（シス
テムの均衡制御）の継続的な下落、革新的な資金調達、そ
して安定した政策が市場の拡大を後押しした33。商業部門
からの需要はわずかに縮小したものの、初めて市場におけ
る3つの主要部門（家庭、商業、発電所）がそれぞれ1GW
以上導入した34。RPS（余剰電力買取制度）とより広範囲の
電力市場における太陽光発電の経済的競争力の高まりに
後押しされて発電所規模へと拡大（3.9GWの追加容量）し
ている35。2015年初頭には、工事中の発電所規模の太陽光
発電事業が14GWを超え、連邦税額控除への変更前の
2016年末前に接続される見込みである36。

米国の住宅部門からの需要（1.2GW）は価格の下落、資金
調達方法と所有形態の多様化などの要因によって3年連続
で50%以上伸びている37。社員が負担する導入費用を減少
させるために大型の企業による買取プログラムをいくつかの
大企業が立ち上げた。州レベルでも同様のプログラムが開
始されている38。カリフォルニア州は追加容量では市場をけ
ん引しており（3.5GW）、2番目のノースカロライナ州（0.4GW）
との差を大きく引き離している。年末には、国内で最大の容
量がカリフォルニア州で導入されていた（8.7GW）。一方で
国民１人あたりの導入量ではハワイ州がトップだった39。

EUは地域別の稼働中容量（87GW）と太陽光発電の電力
供給への貢献度において世界トップレベルであった40。しかし、
6.3GWの追加容量があったものの3年連続でEU市場は縮
小し、2011年のピークだった22GWと比べて減少している41。
ほとんどのEU市場で政策支援の縮小といくつかの国で遡
及的に税金が適用されたことにより、結果として投資家の信

用を損なってしまったため、需要が減少している42。フランス、
ドイツ、イタリア、英国などを含むいくつかの国では大型計画
に対するプレミアム支払い制度など、市場主導型の政策メカ
ニズムに移行しつつある43（「政策の展望」のセクションを参
照）。

イタリアとスペインは2014年に急激な価格の下落を経験し、ド
イツ市場は2013年に比べ43%縮小した44。ベルギー、ブルガ
リア、チェコ、ギリシャ、そしてスペインなど、過去のGW規模
市場では2014年には少量の容量しか追加されていない45。
その代わりフランス、オランダ、スイス、英国では追加容量が
見られた46。

英国とドイツはEUにおける最大の導入国で、それぞれ
2014年の世界全体の発電容量で4位と5位を記録している。
英国は2.4GW追加して年末には合計が5.2GWに上った47。
英国は、2014年に12万5000件の家庭が屋根に太陽光パネ
ルを設置した。また同国は大規模な地上設置型計画の唯
一の市場である48。ドイツは1.9GWを追加して合計容量を
38.2GWとしたが、これは自然エネルギー法（EEG）で定めた
目標を下回っている49。太陽光発電に対するFIT価格の下
落（2006年比で70%減少）や自家消費への追加費用に対
する懸念などが下落に繋がったと考えられている50。小型の
屋根設置型システム（10kW未満）が大型のシステムに比べ
て下落率が高くないのは、小型の自家消費はEEGの課徴
金には含まれていないからである51。ドイツは2014年に太陽
光発電で33TWhを発電し、年末には他の国の太陽光発電
容量を大きく上回っていた52。

オーストラリアは2014年に0.9GW追加して合計容量が4.1GW
を超えたことで、新規容量で世界7位になった53。家庭の
14%が屋根に太陽光発電を導入している。中でも最も比率
が高いのはオーストラリア南部（24%）で、1万5000以上の事
業者が太陽光発電設備を導入している54。政策の不安定
性は大規模計画の延期を招くことになったが、2015年初頭
までに少なくとも2つの計画が進行し、年内には稼働する予
定である55。

南米では国ごとに成長率にばらつきがあるものの、最も成長
率が高い地域市場である56。チリは395MWを既存 の
12MWに追加し、地域で導入された電力のほとんどを太陽
光が占めた57。チリで太陽光産業が成長しているのは採鉱
産業に供給するための大規模計画によるところが大きい。ま
た現物市場からの利益を見込んでいる大規模の商業化設
備も要因の一つである58。メキシコは相当量の成長を見せ

（64MW）、ブラジルは2014年末に初めて大規模な太陽光
発電事業（31のソーラーパークから合計1GW規模）の契約
を結んだ59。系統への接続から資金の調達まで、地域の将
来的な成長に対する課題は残されている60。

発展途上国や新興経済国では負担可能な利率で資金を調
達することが共通の課題としてあがっている。そして大手銀
行が個々の太陽光発電事業を比較的低リスクと判断し、支
援することによって可能となる側面が大きい61。そのような状
況のなかでも、いくつかの新たな市場においてオングリッドで
もオフグリッドでもそれなりの規模の太陽光発電が導入され
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つつある。たとえば南アフリカでは2014年に0.8GWを導入し
て世界9番目に多くの容量を導入した。 南アフリカの入札制
度の結果、この大部分は広い公園に位置している62。ケニア
は大規模発電所（数MW規模）を発展させながら、遠隔地
にオフグリッドの太陽光発電を増加させることに集中的に取
り組んでいる。他方、ルワンダは太陽光発電ファーム（8.5GW）
を2014年に稼働させ、電力導入量の7%を占めている63（発
展途上国におけるオフグリッド太陽光発電に関しての詳細は
分散型自然エネルギーセクションを参照）。さらにエジプトも
合計2.3GW規模の太陽光発電に向けた固定価格買取制
度の下で新たな調達プログラムを発表した64。

太陽光発電目標を設けている多くの中東市場も拡大してい
る65（表R15を参照）。中東において、イスラエルが最も多く
の導入量（約50%増の0.7GW）を記録し、ヨルダンは初めて
太陽光の調達プログラムを施行、成功させた国になった66。
アラブ首長国連邦は引き続き需要と製造において重要な位
置を占めており、太陽光発電の大規模な入札計画を発表し
た67。中東で太陽光発電についてこのように関心が高いのは、
豊富な日射量や急上昇しているエネルギー需要、太陽光発
電の特徴である水の使用量の少なさや水の脱塩の可能性
などが挙げられる68（補足5を参照）。

2015年初頭、少なくとも70の50MWを超える太陽光発電施
設が14か国で稼働している69。上位10施設は、中国とインド、
そして世界最大の発電所であるTopaz SolarとDesert 
Sunlight（どちらも550MW）が2014年末と2015年初頭に稼
働した米国にすべて設置されている70。世界の最も大きい50
の発電所を合計すると2015年初頭には累積7.1GWに到達
し、世界の発電容量の約4%を占める71。たとえばチリにある
100MW級の発電所と南アフリカにある6基（合計500MW）
など、それぞれの大陸で最も大規模な発電所を含め、少なく
とも17の太陽光発電所が2014年と2015年初頭に稼働した（も
しくは予定されていた容量に達した）72。中国は青海省にあ
る太陽光発電と水力発電のハイブリッド施設に160MWの容
量を追加導入した73。世界全体では、4MWかそれ以上の
容量の計画は推計65%増加して35.9GWに到達し、アジア、
欧州、そして北米に均等に分布されている74。2014年末まで
にオーストラリア、フランス、日本、パ
キスタン、フィリピン、そしてロシアを
含めた国々で大規模発電所が完了
もしくは建設中である75。

発電所規模の計画の割合が増加し
ているが、いくつかの国の電力会社
は分散型太陽光発電の拡大に対し
ては抵抗している。これは顧客層の
縮小と損失に対する懸念に由来す
る行動である。米国の多くの州では、
ネットメータリング法と電力料金設定
に関する議論が続いているし、オー
ストラリアでは、将来のビジネスモデ
ルに懸念を抱く大手電力会社が、
太陽光発電の発展を抑制する行動
を見せている。日本では電力会社に
よる系統へのアクセス抑制や、欧州

では小売りの買取価格設定に関して、分散型電源が拡大し
ている状況を踏まえた議論が行われている（自家消費の割
合の増加も含めて）76。しかし、多くの電力会社は太陽光発
電の開発と運用における役割を拡大しつつある77。

多様な形態のコミュニティ所有の太陽光発電計画がオースト
ラリア、日本、ポーランド、英国、タイなどで増えており、国の固
定価格買取制度（FIT）をもとにコミュニティ太陽光発電の目
標を設けている78。米国のコミュニティ・ソーラー・ガーデンで
は地元の電力会社に電力を売る代わりに投資した人々の
電気代が控除される仕組を設けている。2014年に拡大し
続け、いくつかの州ではコミュニティ・ソーラーを活発的に促
進させている79。太陽光発電を中心としたコミュニティ所有
の小規模発電は、発展途上国で一般的になりつつある80。

それぞれの太陽電池に広範囲の太陽光が集中できるように
する光学システムを含む集中型太陽光発電（CPV）の市場
は未熟で依然として小さいが、この技術が高い日射量と低
い湿度の地域において高い効率性を発揮するという特質に
着目した隙間市場からの関心が高まりつつある81。オーストラ
リア、中国、イタリア、南アフリカ、米国が主要な国であるが、
小型設備（1〜2MW）はメキシコ、サウジアラビアやその他の
国でも稼働している82。2014年の1月から11月にかけて、南ア
フリカのタウズリバー発電所（44MW規模）を含めた70MW
の新規発電容量が導入されている83。2014年末の時点で世
界全体の発電容量は少なくとも330MWに到達していた84。
20MWやそれ以上の大型発電所はいくつか建設中であっ
たが、それを上回る規模の発電所建設計画は白紙撤回もし
くは延期されている85。

太陽光発電は、いくつかの国で発電において重要な位置を
占め始めている。たとえば、イタリアでは年末までに電力需
要の7.9%を供給し、ギリシャでは7.6%、ドイツでは7%を供給
している86。2014年末には欧州の総電力消費の3.5%（2008
年の0.3%から増加）を満たし、ピーク需要の7%を満たした。
世界全体で稼働している発電容量は、少なくとも年間
200TWhの発電量に相当する87。
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■太陽光発電産業
2013年に始まった太陽光発電産業の復調は、翌年も世界
中の堅調な需要によって継続されていた88。上位企業のほ
とんどは年末までに黒字に戻った（あるいは少なくとも損失を
減らした）89。しかしながら、欧州では市場が縮小したことによっ
て導入業者、小売業者などの事業運営が困難になり、企業
はその他の市場に集中することでリスクを分散している90。
薄膜を扱う企業や集中型太陽光発電産業にとってモジュー
ル価格の低下は厳しい状況を招いており、競争を保つのに
苦戦している91。国際的な貿易に関する議論も続いている92

（政策の展望セクションを参照）。

モジュール価格が2014年を通して下落し、多結晶シリコンモ
ジュールに至ってはスポット価格が0.6ドル/ワットまで、前年
比で14%下落した93。現物価格の下落はモジュール生産増
加によるコストの減少、地域における価格の低下や期待を下
回る需要（とくに中国）が原因であった94。

産業は引き続きソフト面でのコスト（製造コスト以外）の削減
に取り組んでいる。2014年には、設置費用が世界中で減少
し、このような価格の違いは計画予定地や規模に左右される。
たとえば、米国や日本のソフト価格はオーストラリアやドイツよ
りも高い95。

コストが下落するにつれ、太陽光によって発電された電力は、
化石燃料とも補助金なしで競争できる力をつけてきている様
子がいくつかの国で見られる96。ブラジル、インド、アラブ首長
国連邦で2014年は太陽光発電に対する入札価格が極端に
低く、結果として政府が所有する発電所の発電容量を契約
内容よりも2倍のものにするように後押しする要因になった97。

2014年には、結晶シリコン電池やモジュールの生産が上昇
した。太陽電池とモジュール生産予測は生産容量と同様に
激しく変動する。外注や再ブランディングが増えることで生産
や輸出入の計測は年々複雑になっている98。2014年の太陽
電池生産容量の仮予測は45GWから60GW規模範囲で、
モジュールに関しては50GWから70GW以上だった99。薄膜
生産は推計25%ほど上昇して世界全体の太陽光発電設備
の10%を占めた100。

過去10年、モジュール生産は米国から日本、欧州、そしてア
ジアへと戻っていき、とくに中国は2009年来輸出を独占して
いる101。2014年までに、アジアは世界におけるモジュール生
産の87%を占め（前年度対比２％増加）、中国が世界総生
産の64%を占めている（2013年も同様）102。欧州のシェアは
2014年にはおよそ8%まで引き続き（2013年は10%）下落し、
米国は2%のシェアを維持した103。

2014年の主なモジュール生産者は、Trina社、Yingli社、
Canadian Solar 社、Jinko Solar 社などの中国企業や
Hanwha Solar One社（韓国）、First Solar社（米国）だっ
た104。Sharp Solar社と京セラ （いずれも日本）は年間好成
績を記録した多くの中国のモジュール製造社を買収して再
ブランディングした105。

各市場において上昇する需要を満たすために、アジア、米国、

そして欧州に拠点を持つ製造業者は生産能力を整備し、
新たな太陽電池とモジュール生産施設の拡充を行なう、もし
くは世界中で発電容量の拡大計画を発表している106。中国
のパネル生産者を後押ししているのはマレーシアやその他
の海外にある工場で、米国が中国製品に課している反ダン
ピング法の課税を逃れるのに役立っている107。米国に拠点
を持つ製造業者は中国との競争に対抗するために国内生
産量を増やし、自動化と効率化に投資する方針を打ち出し
ている108。同時に、他の市場に集中するために欧州にある
施設を閉鎖する政策を打ち出している製造業者もいくつか
存在する109。たとえば、Solaria Energia社（スペイン）はプ
エルトラーノの製造施設を閉鎖し、ラテンアメリカとアジア太
平洋地域に集中する方針だ110。

2014年も製造業者間の合併は継続的に行われたが、その
ペースは緩やかであった111。中国は世界最大の市場でもあ
るのにも関わらず、中国政府が過剰容量の防止策として企
業統合を促進する方針を採用したことで、中国産業は厳し
い状況に立たされている112。中国の太陽電池製造業者の
LDK Solar社は、中国で4番目に大きな太陽光発電企業で
あったが、わずか1年余り後には倒産と債務処理に直面し
た113。

また2014年にはいくつかの製造社間の合併と売却があった。
いくつかの製造社が下流市場、もしくは新しい領域への市
場拡大や、競争社を買収することもあった反面、太陽光発
電業者以外が産業に参入する場合もあった114。たとえば、
開発、金融、導入に携わるSolarCity社はモジュール製造
業者であるSilevo社（どちらも米国）を買収し、エネルギー効
率やエネルギー貯蔵分野に参入している。開発かつ金融業
者のSunrun社 は小売業者のAEESolar社を始めに、苦
戦しているハードウェア製造業者のSnapNrack社（すべて
米国の会社）を買収した。さらに中国で建築材やガラスを扱
うCNBM社はドイツのCIGS太陽電池の製造業者である
Avancis社を、そして2015年初頭に米国で建設中の計画を
拡大するためにCanadian Solar社（中国）がシャープ社（日
本）からRecurrent Energy社を買収した。米国最大の電
力会社であるDuke 社は、同国の開発業者であるREC 
Solar社の最大株主となった115。

多くの企業が技術や事業範囲を拡大するために戦略的な
パートナーシップを深化させている。たとえばSunEdison社（米
国）は、開発や建設を実現させるための資金調達のために
JIC Capital社（中国）と合弁事業会社を立ち上げることを
発表し、中国で1GW規模までの計画を運営することになった。
中国のHanergy社とSuntech社は、新たなパートナーシッ
プを結び、スイスやベネルクス諸国へ事業領域を拡大した。
韓国のLG　Electronics社は米国のBorrego Solar社と
米国の商業マーケットにモジュールを供給する協力関係を
結んだ。さらに、Trina社,　Yingli社 ,　そしてCanadian 
Solar社は新たな大規模発電所の計画を開発するために金
融業者と協力関係に入っている116。いくつかのパートナーシッ
プは日本，米国、欧州各国、その他の商業もしくは家庭用の
エネルギー貯蔵市場に着目しており、たとえば京セラとシャー
プは太陽光発電を用いた革新的な蓄電設備のマーケティン
グを開始した。そしてシーメンス社（ドイツ）は家庭用蓄電シ
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ステムのVersiChargeをSunrun社の電気自動車を所有す
る顧客網向けに展開している117。

新たなビジネスモデルや革新的な資金調達方法が登場し、
2014年に太陽光発電から利益を生み出している企業

（yieldcosi）が立ち上げられ、比較的低い資本金のプロジェ
クト開発を促進し、発電コストの下落の主な要因となった118。
新たなオンライン投資プラットホームは、世界中の人々が太陽
光発電へ投資することを可能にしている119。米国では太陽
光発電の開発業者や設置企業、投資会社や大手銀行な
どが太陽光発電の金融マーケットに進出する数が増えてい
る120。たとえば、米国に拠点を持つモジュール生産業者であ
るSunpower社は2014年にソーラーシステムの販売と資金
融通を開始した121。インターネットサービス会社のグーグル社
は2014年と翌年の初頭に新たなファンドを立ち上げ、住宅用
太陽光プロジェクトへの資金調達の支援を開始した122。

太陽光パネルのリースは米国を超えて欧州、インド、太平洋
などあらゆるところで実施されている123。中国ではCanadian 
Solar社が投資顧問会社のSichuan Development社と協
力して中国における太陽光発電の開発金融、建設そして所
有のためのファンドを立ち上げた。そしてTrina Solar社は
Shuntai Leasing社の株式を一部買収した124（発展途上国
におけるオフグリッド部門における革新的な資金調達につい
ては分散型エネルギーセクションを参照）。

イノベーションは太陽光発電製品の効率化のみならず、新
しい環境に展開するにつれてあらゆる気候状況（高い気温、
湿度、埃と砂の堆積）への耐久性と抵抗力が向上にも及ん
でいる125。太陽電池の効率は上昇し、2014年には新たな記
録を出している126。ペロブスカイトiiは研究段階では記録を更
新し続けているが、市場に出るまでにはいくつかの課題が残っ
ている127。短期的には， 不動態化エミッタリアセル（PERC）
技術が標準生産過程における太陽電池の効率性を向上さ
せることになると見込まれている128。欧州のギガワット工場

（The European Gigawatt Fab/xGWp）プロジェクトは
地域の製造産業における競争力を維持することを目標に掲
げ、 GW規模の生産の潜在能力を活用するため、持続的
に新たな世代の技術を開発している129。さらに太陽光発電
を利用した可変ヒートポンプを基盤とした太陽光冷却システ
ムが登場しているが、まだ研究開発の段階である130。

技術が発展している一方で、導入段階や部
品の質に対する懸念はここ数年増加してい
る131。2014年に中国国内向けに製造された
太陽光パネルからは重大な欠陥が見つかり、
結果的に中国における太陽光ファームは期
待通りの発電ができていない状況である132。
中国の状況が明らかになったことから、価
格の下落に呼応するように決定されたコス
ト削減が、質の問題を引き起こしているかも
しれないという懸念が膨れ上がっている133。
いくつかの発展途上国や新興国では不安
定なエネルギー収益性が資金調達のため

らいにつながり、開発を遅らせる要因になっている134。

良い側面としては、太陽光インバーターがより洗練されつつ
あり、積極的に系統管理のサポートができる状況にあること
である135。結果的に、これらは太陽光発電システムの構成の
価値をあげるという側面で重要になりつつある。これによっ
て通信、制御、そして系統との連携を強化することができて
いる136。元々は隙間市場向けの製品として陰のできる屋根
向けに生産されていたマイクロインバーターは、太陽光産業
における最も急速に成長している分野となっている137。新た
なインバーター製品は、より広い顧客層にアピールするため、
安全性や貯蔵管理などより多くの機能を保持している138。

インバーター産業における競争の激化は価格の下落（世界
全体の正味収益も）を招き、この傾向は2014年にも継続して
いた139。1つの原因は多数の企業の合併と売却、または規模
の縮小（インバーター業界の大手であるドイツのSMA  
Solar社などを含む）、もしくは年内にあった大手企業の倒産
に伴う統合が原因であると考えられる140。2014年にも、いくつ
かの企業が製造規模を拡張したり、サービスを拡大した。さ
らに、太陽光パネルの製造業者がインバーター事業に参入
することも見受けられた141。

CPV産業も2014年は苦戦の年であった。企業は倒産し、閉
鎖し、産業から撤退している142。CPV技術のモジュールと太
陽電池の効率性が記録を更新したにも関わらず、生産規模
の拡大によるコストの削減が達成されておらず、価格が下落
している従来型の太陽光発電と競うことができていない143。
業界トップのSoitec社（フランス）は2013年にカリフォルニア
州にある新しい発電所の容量が最大値に達した。2014年に
は新たなオフグリッドのCPV製品を発表し、南アフリカでの
44MWの計画を完成させ、効率性の記録を達成した144。し
かし、2015年初頭に数年間の遅延や変更、そして最終的に
はカリフォルニア州南部における大規模発電所の電力会社
との契約解除を経て、Soitec社は太陽光発電産業からの撤
退を発表した145。その他の主要企業は、2014年に売却によっ
て所有者が入れ替わっている146。産業に残っている企業は
製品を改良し、集中分野を拡大し、そして中東と北アフリカ
地域（MENA）、さらには中国でのマーケティングを積極的
に行い、パートナーシップを結ぶことで工事計画を拡大して
いる147。

i 用語集を参照
ii ペロブスカイト太陽電池は製造を単純化できるペロブスカイト（結晶）構造の要素を含んでおり、生産コストが比較的低いと見込まれている。過去数年に研究段階で急激な効率
の向上を経験している。
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集光型太陽熱発電（CSP） 　    　　　 　　　　　　　

■CSP市場
CSP市場は他の自然エネルギー市場に比べて進展が遅れ
ている。それにもかかわらず、同部門は、2014年時点で約
10年間にわたる堅調な成長を維持した。年間を通して、追
加された4つの新計画（合計0.9GW）により世界の総発電容
量は合計約4.4GWになり、27%増しとなった1（図18と表R8
を参照）。2009年末から2014年末の5年間で、世界の総稼
働容量は年平均で46%増加した2。米国は昨年に引き続き
世界市場をけん引し、インドが唯一2014年に商業用施設を
稼働させた3。直達日射量（DNI）の高い他の市場における
CSPのさらなる開発に関心がある南アフリカが主要な市場
になりつつあるi 4。

トラフ式太陽光熱発電が既存の容量のほとんどを占めては
いるものの、2014年はCSP技術の多様化という点において
は注目に値する年だった。新たに導入されたトラフ式とタワー
式の発電容量は僅差であり、46%がトラフ式で41%がタワー
式だった。タワー式の発電容量が増加したのは世界最大の
CSP発電所であるイヴァンパー発電所（米国）が稼働したか
らだ。世界中で新規追加された容量のおおよそ13%を占め
る世界で最大のリニアフレネル発電所（125MW）がインドで
稼働し、さらに新たに導入された技術の多様化が進んでいる。
トラフ式発電所が建設中の発電容量の半分を2015年初頭
には若干超え、一方でタワー式もしくは中央レシーバー型は
40％を占めた5。

米国では、稼働している発電容量が0.9GWから1.6GW超
まで増加し、記録的な年となった6。稼働を開始したのはイヴァ
ンパー発電所（377MW）やモハーベ発電所（250MW）、そ
してトラフ式を採用している250MWの 第二期ジェネシス発
電 所（125MW）
だ 7。米国で2015
年に新たに追加さ
れる発電容量は
限られたものになり、
クレセントデューン

（Crescent Dune）
発電所（100MW）
のみの予定だ 8。

インドはドハーサー
発電所（125MW）
とメガ（Megha）
発電所（50MW）
の稼働が開始さ
れ、発電容量が4
倍の225MWに到
達し た9。ドハー
サー発電所はラー
ジャスターン州に
あるが、これはア
ジ ア で 最 大 の

CSP発電所の導入量となった10。インドの「ジャワハルラール
ネルー・ナショナルソーラーミッション」の第1段階における3か
所目のCSP発電所だったメガ発電所はアンドラプデシュ州に
ある11。

スペインは2014年にCSPの追加容量はなかったものの、累
積発電容量（2.3GW）では世界を引き続きけん引している12。
スペイン市場が麻痺状態に陥っているのは、2012年の新規
発電所に対するFITの停止や2014年の既存の発電所に対
するFIT買取価格の大幅な引き下げなどといった政策判断
が影響している13。

南アフリカ市場は引き続き急速に拡大している。2014年末に
は、合計300MW超の発電所4つが建設中であった。2015
年初頭に稼働した発電所のうちの100MW規模や、２つの
50MW 規模 の 発電所、そして2017年 に 稼働予定 の
100MW規模の発電所が含まれている。計画中の発電所
が他にも複数あり、2015年末には2つの100MWの発電所が、
建設にかかる資金調達を完了する見込みである14。

モロッコでは2014年に活発に事業が行われ、モロッコのノー
ル第一発電所（160MW）は2015年に商業運用が開始され
る予定である15。合計350MWのさらなる開発のために 2015
年初頭に受注業者が選ばれた16。

既存のCSP発電所がある国で2014年に新たな発電所の追
加がなかったのはアラブ首長国連邦（100MW）、アルジェリア

（25MW）、エジプト（20MW）,モロッコ（20MW）、オーストラリ
ア（13MW）、そしてタイ（5MW）である17。中国、フランス、ド
イツ、イスラエル、イタリア、韓国、トルコでは実証用の小型発
電所iiが稼働している18。

i DNI は単位面積あたりの太陽放射量であり、太陽から特定の表面に直接届くものである。
ii 本報告書の CSP 市場の容量データは、商用電源のみであり、実証プラントや試験プラントは含まないことに注意。
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図18.世界の集光型太陽熱発電設備容量　2004年～2014年
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アフリカ、アジア、ラテンアメリカ、中東などの新たな市場で
CSPの進展が見られた。中国の青海省では、トラフ式を採用
した最初の商業用CSP計画（50MW規模）の建設が開始
された19。

CSPの事業はクウェートが50MW級の発電所の入札を行い、
太陽熱複合発電所（ISCC）の開発などを進めているなど、
中東では2014年も進展が見られたi 20。太陽熱複合発電所
はサウジアラビアでは工事の後半にさしかかっている21。イス
ラエルでは、2015年初頭に121MW規模の発電所と10MW
の熱貯蔵機能付きのCSPバイオマス混合発電所の計画が
策定された22。

より南側のナミビアでは、CSPは初期段階にあり、同じく南半
球にあるチリでは初めての系統に接続される規模のCSP
発電所が稼働した23。18時間の熱貯蔵機能を備えている
Cerro Dominador（セーロドミナドール）発電所（110MW）
はチリのアタカマ砂漠にあり、2017年に稼働予定で、掘削
事業向けのベースロード電源としての役割を期待されてい
る24。オーストラリアにはいくつものCSP計画があるが、2014
年に資金調達と政策の見通しの不透明さに直面している25。

ハイブリッド型CSP技術は他にも例があり、クウェートやサウ
ジアラビアには太陽熱複合発電所の計画がある26。米国で
はCSPと地熱の複合発電所が建設中である。オーストラリア
のCorgan Creek（コーガンクリーク）太陽光増加プロジェクト

（既存の化石燃料を基盤とした発電容量への補助的な役割
を果たすと見られている）は遅延しながらも発展し続けてい
る27。小型のCSPとバイオマスの混合システムがイタリアで稼
働され、インドでも同型の計画がある28。様々な要素によって
CSPを複合するかは左右されているが、中には化石燃料発
電所からの排出の減少や、熱エネルギー貯蔵と組み合わせ
てCSPを導入することで経済性を向上させ変動性を抑える
ことなどを理由とする場合がある29。

■CSP産業
2013年に起こった産業内における統合の傾向を2014年も引
き継いでいる。これは、かつては支配的だったスペイン市場
の現在進行形の市場停滞の影響や豊年の1年後に予測さ
れていた通り米国が減速したことなどが原因となっている30。

フランスのリニアフレネル専門グループであるAREVAは大
幅な赤字を経験した後にCSP事業からの撤退を決めた31。
この動きは リニアフレネル技術の商業的進展にとっては大き
な打撃になると見られている。Schott Solar社は需要の低
下を理由に生産体制の再構築やドイツのmitterteich工場
における受信設備の製造を中断することを発表した。ガラス
メタルのシールの生産は継続的に同工場で行われる32。

2014年の上位会社は Abengoa 社、 Acciona 社、ACS
Cobra社、Elecnor社、Sener/トレソルエナジーとFCC社 （す
べてスペイン）、Brightsource社とSolar Researve社（とも
に米国）、ACWA Power International社（サウジアラビア）、
そしてSchott Solar社（ドイツ）だった。これらの企業はすべ

てプロジェクト開発、建設、管理、運営、メンテナンス、そして
製造のどれか1つもしくはその組み合わせの事業を行ってい
た33。Abengoa　Solar社は世界で稼働中もしくは建設中の
設備を最も多く保有する企業であった。そのうち世界全体で
発電容量の追加に対する株式投資でAbengoa社が占める
割合は25%で、追加発電容量の60%は年末に建設段階に
入っていた34。

スイスのABB社は2013年にCSP市場から撤退し、Novotec 
Solarに株を売り渡したが、フランスのAlstom社が2014年に
急激に産業内への参入を本格化させた35。2014年にはサウ
ジアラビア政府とサウジアラビアが所有するコングロマリットは
戦略的に国際的なCSP企業の買収を進め、研究機関と戦
略的に協力関係を築いている36。

溶融塩を用いた熱エネルギー貯蔵庫（TES）はスペインと米
国で商業化されている。変動する太陽光と風力発電が成
長するなか、そしてCSPが系統運用において信頼性を得ら
れる役割を演ずることができるため、CSPの研究は代替的な
熱輸送媒体やTESシステムの向上に偏っているのが現状
である37。2014年にTESで開発段階もしくは査定段階にあっ
たのは固形コンクリート熱貯蔵、低圧熱貯蔵用の高低熱メタ
ルハイブリッドベッド（潜在的により長い物質のライフサイクル
を可能にし、熱輸送液の氷結を予防する）などがあげられる。
ほかには熱貯蔵のために液体化された底部で砂を使用する
こと、もしくは相変化材料を使用することでより高いエネルギー
密度を実現する方法などが挙げられている38。

太陽の短期もしくは中期の気候パターンを予測し、それをもと
に発電所を運用する方法論を開発もしくは洗練する上で、い
くつかのラボや研究所で太陽光予報はより重要な研究分野
になっている39。太陽資源を正確に計測するためにコスト効
率の高い方法の開発を行うことも優先順位の高い研究分野
である40。

CSPは太陽光発電の価格の下落により2014年は苦戦を強
いられており、また依然として他の自然エネルギー技術よりも
より高額であり続けている41。しかし、コスト削減と最適化戦略

（大規模施設の導入やより大規模の大量生産による利益を
指向する傾向が世界最大規模のイヴァンパーとモハーベ発
電所の建設においても表れているように）は導入にあたって
のコストの改善をもたらしていると言える。Abengoa社はス
ペインで稼働していた旧式の発電所と比べて南アフリカの発
電所では発電コストを半額に落とした。一方で、ACS 
Cobra社に適切なDNIレベルを与えられていることを考慮
すると、蓄電池と組み合わせたCSPは天然ガスと競争する
力があるという見解を同社は示している42。ACWAは建設
中のトラフ式とタワー式、もしくはモロッコにおける発電所を建
設するために競争力のある価格設定をしている43。

太陽熱利用と冷房　　　 　　　　　　　　　　　　　

■太陽熱利用と冷房市場
太陽熱利用技術は、多くの国において温水の生産に大いに

i ISCC 技術では、CSP と天然ガスの両方を用いる。
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貢献しており、また産業工程同様に冷暖房の利用において
もその貢献度を高めている。2013年iには、欧州と中国にお
ける市場の減少が大きな要因となって、世界市場の成長は
減速した1。世界では2012年の54.1GWth（7730万㎡ 2）から
増加して55GWt（7億8960万㎡ 3）の太陽熱設備容量を導入
した4。稼働している全ての集熱板の累積設備容量は正味
44GWth 増加し、年末には合計374.7GWthiiに達した5。
2013年における新設備導入の推計53.3GWth（96.8%）は
ガラス管型水式システムで、残りは主に温水プール用の非ガ
ラス管型水式システム（3.1%）、非ガラス管型およびガラス
管型の空気式システム（0.1%）となった6。世界全体では、太
陽熱は建物温水と建物の暖房などの利用で約1.2%を占め
ている7。

2013年に、ガラス管型と非ガラス管型水式集熱器は推計
313.7TWh（1,129PJ）の熱を供給した8。中国は太陽熱利
用設備容量の大半を有し、水式集熱器における世界市場
の約81%と、その年の合計設備容量の70%を占めたiii 9。

（図19参照） 2013年に追加されたガラス管・非ガラス管型水
式システムの上位５か国は中国、トルコ、ブラジル、インド、ドイ
ツ（米国と僅差）で、空気システムを含めると米国はドイツを
わずかに上回った10。稼働中の総設備容量の上位５か国は
依然として中国、米国、ドイツ、トルコ、ブラジルであった11。（図
20と表R9を参照）

多くの国がガラス管型水式集熱器に注目しており、中国とイン
ドでは主に真空管型水式集熱器（ETC）が導入されており、
他の主要な市場は主に平板型集熱器（FPC）に依存してい
る12。米国では、システムの大部分が温水プール用の非ガラ
ス管型水式集熱器を使用している。この他に非ガラス管型
水式集熱器の市場で注目すべきはオーストラリアとブラジル
である13。導入された全ての太陽熱システムの約4分の3が自
然循環システムで、その他は強制循環システムである14。（主
に北米国やセントラル、北欧で一般的である）

2014年にも市場成長の減速は続き、水式集熱器の総設備
容量が推計33GWth（4760万㎡ 15）増加し、稼働している世
界の太陽熱利用設備容量は約406GWthになった16。（図21
を参照）、年末までに約341TWh（1,228PJ）の熱の供給を行
える、設備容量があった17。一世帯用の家庭内温水システム
は依然として最も重要な市場区分である18。

2014年、中国はふたたび新しい太陽熱設備容量に対する
需要のけん引役となった。しかし、数年間の急成長の後、中
国の市場は2013年に比べ約18%落ち込んだ19。約36.7GWth

（5240万㎡ 20）を導入し、うち約27GWthが追加され（新集熱
器の約26%は既存の置き換え）、中国の総稼働設備容量は
289.5GWthに達した21。

中国は小売り市場から離れ商業事業へ転向する流れに注
目している。いくつかの省において、農村部の住宅部門を含

む小売り業界は、市場の飽和やヒートポンプとの競争が要因
となり落ち込んでいる22。地方や地方自治体の太陽熱義務
化や新築住居建造物の構築（政府に支援された低所得も
含む）は、平板型集熱器の需要をけん引し、より洗練された
建築統合の導入でもある23。また注目すべきことに、大きな水
タンクをのせる大規模集中型の屋根上システムの選択により、
優先度が高い学校や大学、ホテルに温水を供給する事業
のシェアもある24。しかしながら、これらの分野の成長は地方
の住宅市場における損失を相殺せず、それらの成長が重要
であることに変わりはないものの、成長していないか、もしくは
減少しているのである25。

中国を除くと、インドと日本がアジア最大の市場である。インド
市場においては、2012年は豊富な投資助成金を受けたが、
翌2013年は奨励金の遅れが要因で減少した26。2014年に
は、国が0.8GWth（110万㎡ 27）を加えたため、市場は2013
年に比べ8%増加し、合計4.7GWth（680万㎡ 28）に上った29。
インドは増加した真空管型水式集熱器（ほとんどが中国産）
に注目しており、それは平板型集熱器（10年前の主要技術）
よりもコストが削減できる30。日本市場は2012年から2013年の
間約9%減少しており、また古くなったシステムの除去によっ
て累計設備容量が減少している31。

トルコは重要な市場であり続け、2013年の新規導入で2位に
なった。（出版時点で、2014年の情報は手に入っていない）
2013年、トルコは別の年の市場拡大をにらみ（2012年以降
18%増加）、1.3GWthを追加し年末には約11GWthとなり、
総稼働容量4位の座を維持した32。2014年における最速成
長市場分野は、依然として小さな分野ではあるが、複数世
帯用の住居であるように思われた33。真空管型水式集熱器
での住宅用太陽熱温水器の市場も同様に拡大している34。

ブラジルは2013年の新設備導入で3位になり、2014年の市
場は2013年に比べ推計4.5% 拡大し、年末には7.7GWth

（1100万㎡ 35）の設備容量となった36。ブラジルの太陽熱にお
ける経済競争力や、新しい建物に入居する貧しい世帯に太
陽熱温水の利用を命じるという、地方自治体の建築規制や
Minha Casa, Minha Vida（“私の家、私の人生”）などの社
会的住居計画によって需要は大きくけん引された37。住宅部
門は最大の市場（約60%）で、次いで公的共同住居（19%）、
商業部門（18%）、プロセス熱（3%）である38。他の地域では、
メキシコは2013年に新設備容量の世界11位となって責任を
果たし始めており、コロンビア、エルサルバドル、グアテマラで
は行政のインセンティブなしでも成長が見られる39。

欧州連合（EU-28）は他の市場よりも太陽熱技術利用の多
様性を支援し続けている40。同時に、地方市場は縮小し続
けた。2013年、欧州の年間市場は11%減少し2.14GWthと
なり、2008年のピーク時から3分の1減少して年末には合計
30.2GWthとなった41。2012年に大幅成長したデンマーク、ポー
ランドも含むすべての大きな市場は縮小した42。

i 2013 年は国際的なデータが確定し、ほとんどの国の統計が利用できた最近の年である。この節では出版の時点で利用可能であったものに頼り 2013 年と 2014 年のデータの混
合を含んでおり、本文では関連性のある年を明記している。
ii 空気式集熱器を含むガラス管型水式集熱器のデータで、2013 年においては設備容量の追加が 55GWth 弱で、年末には計 373GWth であった。2014 年の記録では、中国が累積
設備容量の新しい計算方法を決め、中国のシステムの寿命 10 年を推測した。中国はとても大きな市場なので、この変化は世界の総計に著しい影響を与えた。データはこの変化
を反映し、調整されている。中国の 2012 年末での合計は 226GWth までに上方修正され、2013 年の合計は 262.3GWth であった。2012 年の世界の合計は空気式集熱器を含み
330.7GWth に上方修正され、それらを除くと 329GWth であった。（この節の巻末注 3 を参照）
iii 中国の全太陽集熱器（空気式を含む）のシェアはごく少なく、低い。
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出典：本章の巻末注 7を参照

図19.世界の太陽熱利用システム設備容量　上位10か国とその他の地域の割合（2013年）

追加分は、設備容量の総追加量を表す。
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図20.太陽熱利用システム追加容量　上位12か国（2013年）
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出典：本章の巻末注 13 を参照図21．世界の太陽熱利用システム設備容量（2004年～2014年）
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例外はスペインであった。スペインでは建造技術の向上や、
自治体や地方レベルでの新しいインセンティブのおかげで市
場が安定し始めた43。

2014年、欧州は６年連続市場減少の年となった44。理由は
国によって様々だが、安定的かつ効率の良い支援計画の不
足、施工者の不足、莫大な数の規則と必要条件、そして他の

“グリーン”投資の選択肢との競合を含む45。ドイツはふたたび
EUで最大の導入国となり、200万個目のシステムが稼働し
始めた。しかし、その市場は12%減少し、2007年以降最低
のレベルとなった46。全体で12.9GWth（1840万㎡ 48）のうち
約0.6GWth（900,000㎡ 47）が新たに導入された49。ドイツの
太陽熱システムは2014年の間で7.3TWhの熱を生産した50。
 
米国が2013年の新規導入（0.7GWth）で5位に位置したが、
全ての集熱器の領域においては同年のおわりの段階で
16.7GWthであり、２位のままであった（ 集熱器のうち
14.6GWthは温水プールの非ガラス管型集熱器だった）51。
全ての非ガラス管型水式集熱器の約58%は米国で稼働し
ている52。

オーストラリアは非ガラス管型集熱器の多くが残存する国で
あり、世界全体の13%以上を占める53。2013年、オーストラリ
アは水式太陽集熱器の新導入で米国に次ぐ６位になった54。
2014年、推定0.6GWth（78%が非ガラス管型）を追加し、約
0.2GWthを撤去して年末に計6GWth近く（60%が非ガラス
管型）となった55。これは合計で50,000の新しい水式太陽熱
暖房システムとなり、2014年末には計900,000を超えた56。

太陽熱システムはアフリカ各国では水を温めるために用いら
れている。それはエジプト、ケニア、モロッコ、モザンビーク、ナ
ミビア、チュニジア、ジンバブエ、そしてサハラ以南のアフリカ
の中で最も成熟した市場である南アフリカである57。南アフリ
カは市場の成長を経験し、近年では年18%の成長に到達し
た58。しかし、アフリカやその他の地域の多くの発展途上国
の市場では、品質保証評価と技術力の不足によって厳しい
状況となっている。それが低品質な製品の使用や導入の減
少につながり、太陽熱の評判は低下している59。

中東では、イスラエルが総設備容量をけん引し、パレスチナ、
ヨルダン、レバノンがそれに続いている（2014年末で
225MWth稼働中）60。イスラエルの家庭の約85%は太陽
熱温水器を使用し、パレスチナもまた一人当たりの割合が
高い61。ヨルダンでは死海沿岸の国際ホテルチェーンのほぼ
95%が太陽熱技術を使用している。しかし、2014年におけ
る全体としての需要上昇の一方、国の太陽光発電に関す
る新しいFIT制度に対する投資家たちの大きな関心により、
小規模システムの市場は減少した62。

世界的に、キプロスは、2013年末の時点で1000人の居住
者あたり423kWthで、すべての水式集熱器における一人
当たりの指標において世界のリーダーとしての地位を守って
いる63。太陽熱温水熱システムを持つのは、キプロス国内の
家庭の93%およびホテルの52%を超えると推定される64。キ
プロスに続き、オーストラリア（385kWth）、イスラエル

（374kWth）、バルバドス（319kWth）、そしてギリシャ

（271kWth）となった65。2013年に追加された設備容量に関
して、一人当たりの新規導入数をけん引する国々はイスラエ
ル（38kWth）、中国（33kWth）、パレスチナ（19kWth）、ト
ルコ（17kWth）、オーストリア（15kWth）であった66。

ほとんどの太陽熱システムは家庭用温水に使用され、概ね
需要の40〜80%を満たしている67。ホテル、学校、集合住宅
や大きな複合施設のためのより大きな家庭用温水システム
が流行している68。暖房のための水式集熱器は普及してき
ており、特に欧州の中央地域では、100%太陽熱利用建築
が実証されている（通常太陽光は暖房需要の15〜30%を
満たす）69。温水と暖房を供給するいわゆる“コンビシステム”
は、世界の太陽熱利用市場の約4%を占めている70。それら
は欧州（特にオーストリア、ドイツ、イタリア、ポーランド）では最
も一般的なシステムである。オーストリアとドイツでは、導入さ
れたシステムの約40%と、容量市場ではるかに多いシェアを
示している71。太陽熱は様々な予備熱資源と複合して利用
でき、ヒートポンプとのハイブリッドシステムは欧州で広まりつ
つある72。

水式集熱器に対して、空気式集熱器は太陽光放射を吸収
し建物の（液体よりもむしろ）暖房空調や工業利用のための
乾燥した空気の供給を行う73。それらは建築物の暖房もしく
は農業用や乾燥行程において従来使われていたエネルギー
消費量を、20〜50%削減することができる74。2013年末、空
気式集熱器（ガラス管・非ガラス管型）は世界における稼働
中の太陽熱設備容量の1%以下であり、わずか1.7GWth以
下であった75。

ガラス管型空気式集熱器における最大規模の市場は日本
である76。インセンティブの廃止が主な原因となり近年北米で
の生産が伸び悩んでいるものの、非ガラス管型空気式集熱
器の最大の市場はオーストラリアと米国である77。一番多く非
ガラス管型集熱器を導入した国はスイスで、牧草乾燥のた
めに用いられているが、近年の新設備容量の市場は小さい
ものである78。

家庭用温水と暖房は、一般的に60℃以下の熱を供給する
従来式の平板型と真空管型集熱器によって供給されてきた。
また先進的集熱器は、温度が60〜120℃の範囲で稼働する
工業用と商業用への活用はもちろん、太陽熱を利用した地
域熱供給にも使用することができる79。さらに、それらは冷房
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のシステムにも利用可能である。たとえばパラボリックトラフ型、
ディッシュ型、フレネル型集熱器を含む集光型システムは、工
業用プロセスや２段または３段吸収冷却装置の運転のために、
より高い温度（一般に120-250℃で、最大400℃まで）で熱を
供給する80。

増加している地域熱供給システムは太陽熱技術に依存して
おり、多くはバイオマスなどの他の熱資源と組み合わせや、
季節間貯蔵との組み合わせも増えてきている81。そのようなシ
ステムの市場は比較的小さく留まっているものの、近年は関
心が高まってきている。多くの設備は北欧で稼働しているが、
近年は南にも拡大しつつある82。カナダ、中国、南アフリカといっ
た国では、すでに大きなシステムが稼働しているが、その他
の地域でも関心が高まりつつある83。

太陽熱地域暖房の設備数は、2013年には216（433MWth）
であったが、翌2014年末には227（551MWth）まで増加した
と推定されており、EU内の約20か国で稼働している84。オー
ストリア、ドイツ、スウェーデンではそれぞれ20以上のシステム
を保持していた85。2014年に欧州で新たに導入された11の
施設は、すべてデンマークに位置している。デンマークでは
化石燃料に対して高い課税を行う形で市場が運営されてお
り、太陽熱システムがコスト競争力を持てる環境にある86。デ
ンマークは2014年の設備容量が43%増となり、設備数は61
に達し、合計で389MWth（557,000m87）となった88。さらに、
2014年には、既存の4つの設備が、オーストリアで1つ、デンマー
クで3つ拡大された89。デンマークのVojensの施設は、規模
を拡大し2015年5月に操業を認められたが、その際に季節
間貯蔵で世界最大の設備（49MWth）となった90。

依然として控えめな国際太陽熱冷房市場は、2004年から
40%を超える平均年率で成長しており、すべての技術種別と
規模を含む1200近いシステムが2014年までに導入された91。
これらのシステムの75%以上は欧州に存在し、少なくとも17の
大規模な地域冷房システムを含んでいる。一方で、オーストラ
リア、インド、地中海の島々、中東などの日当りのよい乾燥地帯
の多くの地域でも、太陽熱冷房は増加している92。

ピーク時の電力需要を減らすことが、太陽熱冷房が市場か
ら期待されている理由の1つだが、特に冷房の需要が大きい
国においてその果たす役割は大きい93。欧州の中央地域や
その他の地域では、住宅使用の小規模冷房設備（＜
20kW）の利用可能性に関心が集まっている。また大規模な
システムは、その経済性を武器に市場でアピールすることが
できている94。導入された太陽熱冷房設備は15kW 〜
500kW程度であるが、2011年以降は1MWやそれ以上の
規模を持つシステムも導入されている95。2014年には、南アフ
リカ初の太陽熱冷房事業の一つが、ヨハネスブルグで導入
された。また、世界最大の導入量（3.4MWth）は米国のアリ
ゾナ州にある学校で達成された96。アリゾナの事業は個人投
資家によって融資され、エネルギーサービス会社（ESCO）と
して運営されている97。

太陽熱技術は、比較的高いコスト、統合の難しさ、規格に適
合した設備の不足といった課題によって導入には限界もある
が、徐々に熱や蒸気供給および冷却の機能として、工業用

で活用されつつある98。大半の工業用途には、食料処理、
調理、また織物業が含まれている99。2014年の終わりまでで、
世界中に少なくとも138の設備があり、それらの合計は
95MWth（136,182m 100の集熱器面積）に上る。そしてこれら
の数字は、近年大幅に設備が増加した中国、インド、メキシ
コにおけるいくつかの設備をおそらく含んでいない101。食物
の乾燥に適した太陽熱乾燥器の存在感は小さいものの、多
くの発展途上国において成長しているニッチ・マーケットであ
る102。

熱によるプロセス熱事業には、2014年に、メキシコの飼料ペ
レット施設、イスラエルのキブツ、またポルトガルの加工メタ
ル製品の製造業者などを新たに追加した。最大のものは

（1,500㎡ 103）オーストラリアのコンクリート製品製造の施設で
導入された104。インドは集中的な太陽熱システム（主に調理
用）の利用において先陣を切っている105。中東・北アフリカ
地方の数か国を含む多くの国において、設備普及の主た
る制約要因は、従来型エネルギーが莫大な補助金によって
低価格を維持していることである106。

関心は世界中で高まっているが、工業用の地域熱供給網と
太陽熱空調、太陽熱処理は世界の太陽熱設備容量の約1%
しか占めていない107。そこには水処理や海水の脱塩といった、
新たな利用につながるまだ見ぬ可能性が多く存在する108。

■太陽熱利用と冷房市場

2014年の産業の動向は場所に大きく左右される。アジアの
多くと、アフリカの一部、そしてブラジルを主とするラテン米国
では国内販売が拡大した。これは特定の分野における大き
な需要の成長に答える形で、流通経路が確立されたからで
ある109。それとは対照的に、欧州はもちろん、チリ、ロシアの
一部、そして米国においては、2014年は産業界にとって厳し
い一年であった110。欧州では、需要が減少する時期をうまく
乗り切るため、多くの小さな製造業者は、自らの費用構造を
効率化する、輸出へと目を向ける、ビジネスの範囲を広げる、
あるいは太陽熱部門から撤退するといった手段を取らざる
を得なかった111。

状況は太陽熱システムのタイプによってさまざまである。例えば、
中国では、近年平板型集熱器の製造事業者にとって製品
の量や販売が急速に増加した。また、ブラジル、ヨルダン、ト
ルコの平板型集熱器の製造時業者たちは、公的機関から
の受注によって2014年は利益を出した112。

インドでは、真空管型集熱器は市場において優勢を占めて
いたため平板型集熱器は困難に直面していた。また、2014
年末の最大の製造業者は真空管型集熱器アセンブラ

（Supreme Solar）であった113。中国の真空管にかかる高い
輸入税に対してできたトルコの3つの真空管の製造業者は、
市場が好調の中で、世界の輸出市場で中国と競い合える
世界初の重要な競争相手になる計画だ114。

平板型集熱器のトップの製造業者たち（2013年に生産された
集熱器面積に基づく）は、Greenonetec社（オーストリア）、
Soletrol社（ブラジル）、Prosunpro社 （中国）、Five Star社
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（中国）、 Bosch Thermotechnik社 （ドイツ）、Ezinç社 （トル
コ）であった115。最大の真空管型集熱器製造業者はLinuoグ
ループ、南東コーポレーション（Sunrain & Micoe brands）、
Himin社（全て中国）である116。過去３年間にわたり、平板型
集熱器システムを得意としていていたいくつかの会社は、世
界最大の製造業者たちのランキングから落ちたり、市場シェア
を失ったり、その部門から完全に撤退したりしている117。

中国の産業は、2014年は需要が低いため、過剰生産能力
が原因で困難な状況であった118。その状況であっても、中国
は世界の太陽熱産業において従来通りけん引し、推定
36.7GWth（5240万㎡ 119）の集熱器を2014年に生産した120。
中国産業は500以上のシステム供給者で成り立っており（ごく
小さなものも含む）、市場は細分化されている。しかし、いく
つかの大きなプレーヤーは活発なマーケティングを通して、彼
らの市場シェアを増やしていった121。輸出量は産業全体の
売上高と比べるととるに足らず、それは推定3億米ドルになり、
2013年とほとんど同じである122。

欧州では、2014年の間、会社の統合が続いていた123。最も
深刻な破産状態であったのが1979年から集熱器の生産者
であるWagner&Co Solartechnik社で、かつての顧客で
あったSanderink Holding社（オランダ）に買収された124。
欧州は、トルコの大規模な供給者のさらなる進出を見込んで
いた。最も有名なものは、VKRホールディングスがSunmark 
Solutions社（いずれもデンマーク）を買収し、さらに子会社
であるArcon Solar 社を2015年の上旬に合併した125。
Arocn Solar社は過去10年間大規模な太陽設備のシェア
の大半を占めていた126。

システムの質と価格は国によって大きく異なり、太陽熱の価格
はシステム価格ほど速くは下がらない127。欧州では、技術向
上とシステム導入でプラグ＆プレイが容易になったことで、産
業は単に機械設備の価格を減少させるというよりも、太陽熱
の最終価格を減少させることに取り組んでいる128。（中国、イ
スラエル、そして他の国々では太陽システムから生産される
温水はすでに、化石燃料から生産されるものとの価格競争
をしている129。） 革新のための努力はまた、太陽熱集熱器を
より薄くして、システムをより耐久性を高め、屋根上に設置し
やすくしようとしている130。

2014年、中国の強制循環型の太陽熱温水システムを含む
地方や地方自治体の建築統合技術の義務化によってけん
引された、新しい技術が登場し続けた131。その他の促進とし
て、太陽熱地域熱供給システムの季節間蓄熱のための膜状
しゃ水や絶縁されたフローティングカバー、そして地域熱供
給のための蓄熱と合わせた広域におよぶ太陽熱設置地帯は、
最小限のリスクしか伴わないことが立証された技術となりつ
つある132。欧州における新たなシステムコントローラーの出現
は、太陽熱システムが家庭用自動操作システムによりよく統
合されること可能としている133。光起電性の太陽熱混合シス
テム（PVT）もまた、2014年に進化を遂げた。それは太陽光
を電気に変換し、太陽光発電パネルから熱を吸収して、それ
を温水に変えるというものである134。

空気式集熱器産業では、企業が市場テストをするために進

出していたり、利益目標を達成できず撤退しているという重
大な課題に直面した135。いくつかの会社は2013年から2014
年にかけてその産業から離れたが、その間Brassolar（ブラ
ジル）、Elsol（セルビア）、そしてSammler（ギリシャ）を含む
他の会社が2014年に参入した136。

太陽熱冷房設備のコストは低下し続け、2007年から2012年
の期間にわたって45〜55%（システムの規模による）下落し
た137。太陽熱冷却装置は標準化する一方、2014年にその
種類は増加し続けた138。いくつかの欧州の会社は、5kWま
での小さなシステムのための新しい冷却装置を発表した126。
代わりとなる他の熱廃棄システムは、システムによって発生し
た廃熱を取り除くのだが、コストとプランニング時間を減らすと
いう発展段階にある127。

新しい冷却装置に加え、革新的技術は登場し続け、とりわけ
大規模なものや産業システムに対するものが著しい128。冷却
装置の効率向上や太陽熱技術の温度範囲の増大によって、
平板型および真空管型集熱器で、空調や10℃〜マイナス
20℃範囲の厚板冷却装置の運転を可能にした。またパラボ
リックトラフやフレネル集熱器といったものによって、マイナス
20℃までの冷却も可能となる129。太陽熱ESCOsは、そのシ
ステムが拡大するにつれて、資金繰りやその他の長期にわ
たるリスクを克服するために、見込みのあるビジネスモデルを
見せている130。

世界中で、産業利用のための集熱器を専門とする製造業
者が増えている131。パラボリックトラフや線形フレネル集熱器
の先導者は欧州や米国にあるが、インドの製造会社は太陽
光パラボリックディッシュの領域で優位を占めている132。太陽
プロセス加熱は今日、ニッチ市場で競争的であり、これらの
技術が温度範囲を増大させ、そしてコストが化石燃料とそ
の不安定な価格上昇により、経済は好転している133。その技
術は、低温度（<100℃）から高温度（400℃まで）といった温
度範囲拡大への応用という大きな可能性を見せてくれたが、
それらは広く知られていない134。

検査と補償のコストを下げつつ製品の品質を高めるために、
太陽熱暖房のための世界的な保証ネットワークのさらなる発
展を伴いながら、2014年も品質基準と補償に関する関心は
高まり続けた135。ブラジルが義務的品質保証のラベル表示を
2015年後半までに延期する一方で、ラテンアメリカやMENA
地域は太陽熱暖房システムの地域基準を発展させ、またイン
ドは太陽熱技術のための２つの試験施設を開いた136。傾向
としては既存の水準（例えば欧州など）を他の国や地域に
適合させることに向かっており、公共住宅での太陽熱システ
ムの利用（たとえばブラジル、ヨルダン、そしてトルコ）や国際
貿易の支援への利用が、ある程度この傾向を加速させてい
る137。太陽熱冷房の産業水準もまた、2014年に進歩した138。

風力　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■風力発電市場
2013年の減速の後、風力市場は再び記録的な年でその前
進を再開した。51GWを超える量が2014年に追加され、
2013年の市場規模と比べると44%増加したことになり、また
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出典：本章の巻末注 1を参照
図22．世界の風力発電総設備容量（2004年～2014年）
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追加容量はリパワリングを考慮した正味の数値である

図23．風力発電設備容量および追加容量　上位10か国（2014年）

出典：本章の巻末注 102 を参照

図24．風力タービン製造上位10社による市場占有率（2014年）
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世界全体での導入量は約370GW近くに達した1。（図22およ
び表R10参照）上位10か国で年度末の世界全体の設備容
量の84%を占めるが、多くの地域において活動的な新興市
場が存在する2。2014年末までに少なくとも85か国が商業目
的で風の動きを調べ、その上少なくとも74か国が10MW以
上の稼働中の設備容量を保持し、さらにうち24か国に限れ
ば 保有容量 は1GW 以上となる3。これは世界市場 が
11.5GWであり、11か国が累積で1GWを超える設備要領を
保持していた2005年と比べると成長ぶりがよくわかる4。

アジアは追加設備容量の半分を占め、7年続けて世界最大
の市場であり、EU（2014年は23%で、2013年は約32%）や
北米（2014年は13%で、2013年は8%以下）が続く5。導入の
大多数を占めているのが非 OECD 諸国である状態が、
2010年から続いている。（2012年を除く）6中国は単独で世
界全体における追加量の約45%を占め、大きく差があるもの
のドイツ、米国、ブラジル、そしてインドがあとに続いた7。その
他の上位10か国はカナダ、英国、スウェーデン、フランス、そ
してトルコであった8。（図23参照）いくつかの最大規模の市
場における成長は、将来における政策変更や目まぐるしく変
更される政策の不確実性によって変わる9。

風力は、市場の数が増えている状況の中で、エネルギーを
生産する新たな出力あたりのコストが最も低い選択肢となり、
2014年の間にはアフリカ、アジア、そしてラテンアメリカで新し
い市場が次 と々登場している10。たとえばウルグアイは、一人
当たりの追加的な設備容量が他のどの市場よりも多かった11。
住民一人あたりにおける風力の総設備容量で先陣を切る
国々は、デンマーク、スウェーデン、ドイツ（6位から上昇）、ス
ペイン、そしてアイルランドである12。

中国においては、陸上風力のFIT（固定価格買取制度）削
減の見込みも手伝って、導入ラッシュを迎えている13。中国は、
推定23.3GWを追加して合計で115GWに達したが、このよ
うな量を他国が１年間で導入した事例はない14。約20.7GW
が国の送電系統に統合され、2014年にプレミアムの受け取り
を始めて、おおよそ95.8GWが年末までに正式に系統接続さ
れていたと考えられている15。風力は2014年に、中国の総生
産 の2.8%（2013年 から2.6% の 上昇 ）を占 め、風力 は
156.3TWh発電した16。内モンゴル自治区では年末の時点
で累積設備容量の21.1%を所有しており、甘粛省（10.%）、
河北省（9.2%）、そして新疆自治区（8.1%）があとに続いてお
り、甘粛省と河北省はともに新しい送電線と改善された送電
系統管理によって利益を得ている状態である17。

風力で発電した電力を、電源から人口が多い消費地まで
届けるための挑戦は続いている。しかしながら、風が少なく
電力消費地に近いウインドファーム開発に対するインセンティ
ブだけでなく、送電網へのアクセスが良い新しい送電線や
風力発電の設置により、停止させている電源の数が減少し
た18。その結果、出力抑制の割合は2013年と比べ4%下がり、
8%となった（2012年の17%という高さから減少）。これは
14.9TWhの潜在的な発電量が出力抑制されたことを意味
する19。中心地や北東部の地域暖房システムに、風力電気
の余剰分を供給するという、削減問題を解決するための追
加措置の試みは道半ばといえる20。

新しくて活発な市場はインドネシア、モンゴル、パキスタン、フィ
リピン、タイ、そしてベトナムを含む他のアジア諸国でも発展し
ている21。フィリピンは今までに東南アジアで最大の個人の風
力事業（150MW）を完成させており、二つ目の大きな事業

（81MW）を2014年に委託した22。パキスタンは150MWを追
加し年末には合計256MWとなり、複雑な環境影響評価手
続きのために風力開発が遅れていた日本（130MW）が次い
だ23。インドは世界５位の規模の市場であり（2013年で34%
上げ、2.3GW）、累積設備容量で（22.5GW）依然として世界
５位を維持している24。
 
2014年、EUの市場は風力設備容量は2013年より4%の増
加であったが、累積設備容量でのトップの座をアジアに譲っ
た25。この地域は主にドイツのおかげで、2012年以降では2
番目に高い導入数となった26。2014年に新しく増えた電力設
備容量のうち、最も多かった（44％近く）のは風力であり、次
いで太陽光発電となった27。11.8GW以上の風力設備容量

（11.4GWの純増加）がEUの送電系統に追加され、合計で
129GWに到達した28。年末までに、16のEU諸国が1GW以
上稼働させている29。

とはいえ、この地域における風力への投資は規制や政治・政
策の不確実さや不安定さにより徐々に衰退しうるため、安定
した枠組みを持っている数少ない国に投資が集中しつつあ
る30。ドイツと英国はEUの新規導入の59%（2013年は46%）
を占めた31。ドイツは2014年に5.3GW近くを送電系統に追加
して、2013年 の 数字を超えた32。陸上風力の設備容量

（0.4GW近く）を撤去したことを差し引くと、ドイツの設備容量
は4.9GW増加して、年末には合計で39.2GW（まだ系統接続
されていない洋上風力の設備容量を含めると、合計で
40.5GW）となった33。強力な陸上風力の市場は、いくつかの
地域において新規の風力優先地域を利用できることと、
2014年以降のリパワリング特別手当の終了も含む自然エネ
ルギー法（EEG）の改正による影響を少なからず受けた34。
1.1GW以上、すなわち2014年の陸上風力導入の少なくとも
24%がリパワリングであった35。ドイツの風力発電による総生
産は56TWh（2013年の51.7TWhより増加）であった36。

英国は送電系統に1.7GW追加し、年末には計12.4Gとなっ
た。そのうち36%は洋上で稼働している37。英国の風力設
備容量は2014年に31.5TWhを発電し、総電気供給の9%を
占めている38。スウェーデン（1.1GW）やフランス（1GW）を含
むその他の上位市場は、ともに2013年にかけてかなりの拡
大を経験していて、またそれぞれ5.4GWと9.3GWでその年
を終えた39。デンマークやイタリア、そしてスペインなどの以前
から重要な市場は2013年と比較して減少している40。　　
　　　
米国は追加容量（4.9GW 近く）で3位に位置していたが、
年末の時点で累積設備容量で2位となり（65.9GW）、そし
て2014年には風力による発電量（181.8TWh）で首位となっ
た41。米国市場は2015年前半時点で、建設中のものが
13GWという記録で復調した42。テキサスは追加設備容量で
先頭を走っており（1.8GW）、あとにオクラホマ、アイオワ、ワシ
ントン、そしてコロラドが続いている43。2013年末に失効した
生産税額控除（PTC）は2014年12月中旬に遡及的に元に戻
され、そしてまた年末に満了した44。カナダも2013年の記録を
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上回る強力な年となった。1.9GW近くを追加して計9.7GWと
なり、オンタリオ（1GW追加）、ケベック（0.5GW）、そしてアルバー
タ（0.4GW）が先導した45。

風力の波は南に向かい、ラテンアメリカやカリブ海を横断して、
いくつかの新しい市場でまた加速している。その地域では
2014年に、メキシコ（0.6GW）、チリ（0.5GW）、ウルグアイ

（0.4GW）、そしてペルー（以前の2MWに対し146MW追加）
で約4.3GWを追加し、ブラジルに次ぐ上位市場である46。ブ
ラジルは2013年の倍に当たる2.5GWの導入を記録し、世界
の新導入において4位となった47。成長が速かったため、ブラ
ジルは事業建設と必要な送電線系統が開発されるタイミング
のミスマッチという、中国と似た課題に直面しており、送電線
の新しいオークションシステムでこの問題解決を期待してい
る48。その他の課題は、急成長や国内の規則が風力タービ
ンの供給のボトルネックになっていることである49。ブラジルは
委託された設備容量の5.9GWをもってその年を終え、そのう
ち5.6GWは系統接続され、商業用として稼働した50。

オーストラリアは0.6GW 近くの風力設備容量を追加し計
3.8GWとなった51。2014年は風力エネルギーで、オーストラリ
アの電力量の4%を供給した52。しかし、政策の不安定さが
原因になり、2015年の早い時期までにほとんどの投資や事
業が保留されている53。設備容量を追加した太平洋地域の
唯一の国がサモアで、初めての風力発電所（550kW）を導
入した54。
 
トルコは0.8GWの追加（2010年以降毎年約0.5GWの追加を
したのち）で上位10の市場に入り込み、計3.8GWに到達し
ている55。中東では新しい稼働中設備容量は2014年にほと
んど見られなかった56。しかしアフリカ大陸は、初めての大規
模風力発電所を認可したアルジェリア（10MW）、エジプト

（60MW）、モロッコ（300MW）、そして一年で10MWから
570MWまで設備容量を増加した南アフリカのおかげで、1
年間で1GW近くを導入した57。モロッコはエジプト（0.6GW）
を超えて計0.8GWに達し、年末の段階ではアフリカ大陸にお
ける風力総設備容量で先頭を走っている。また両国は相当
な量の設備容量が建設中で、2015年を迎えた58。ケニアのトゥ
ルカナ湖（310MW）の事業は、財源の安定確保に難があっ
たため、3年間延期されていたが、年内には再び前に進み
始めた。また、ガーナ、セネガル、そしてタンザニアでも事業
が進行している59。 

2014年に、洋上風力で系統接続された設備は1.7GWと推
定され、世界合計で8.5GWを上回った60。その莫大な量の
ほとんど（88%）は欧州で追加され、欧州ではその他に11か
国の沖合に系統接続された設備容量計8GWに、さらに
1.5GWを追加している61。英国は新規送電系統接続導入

（813MW）の48%近くを占めており、これにドイツ（529MW）
とベルギー（141MW）が続く。2014年末までに英国は、系統
接続された洋上風力の設備容量をその他世界の残りの国

の合計よりも多く所有した62。しかしながら英国の発展はゆる
やかで、厳しい状態ゆえに、事業者達は数GW分の可能性
がある事業を、2014年に中止した63。

ドイツの系統接続された洋上風力の設備容量は年末までに
1GWを超え、その他に1.3GWが系統接続待ちである64。デ
ンマークは累積設備容量（1.3GW）で第2位を維持し、追加
設備容量を2015年の早期に稼動させた65。洋上風力の開
発は日本、韓国、台湾、そしてベトナムで始まった66。しかし、
欧州以上に巨大な市場は中国であり、中国は200MWを自
国の送電系統に追加し（230MW近く導入）、系統接続は計
440MW（660MW導入）となった67。2015年の前半時点で、
約6GWの設備容量が7か国（アジアと欧州）で建設中であり、
米国での初の洋上風力事業の建設は同年中頃に開始の予
定であった68。

洋上風力および陸上風力で、独立発電事業者とエネルギー
事業者は、依然として設備容量導入という点で最も重要な
関係者である。しかし、他の部門に関心が高まりつつある。
風力発電による電力やタービンを購入する大企業の数は、
2014年の間は増加し続けた69。加えて、オーストラリア、カナダ、
日本、米国、欧州の一部、そしてその他の地域でも、地域や
市民所有の風力発電事業への関心が、高まっている70。

世界中の小規模iタービンの設備容量増加率は、2013年は
12%であったが、前年の2012年の18%を大きく下回った71。
2013年末の時点で、少なくとも87万台の小規模タービンもし
くは755MW以上のものが世界中で稼働している72。（2012
年末の678MWから増加） ある推計によると、2014年のうち
にさらに255MWが追加された73。防衛、地域の電化、揚水
ポンプ、バッテリーの充電、そして遠距離通信を含む利用法
について、地方においてディーゼルに代って小規模タービン
が多く使用された74。

多くの国が稼動中の小規模タービンを所有しているが、2013
年末の時点で稼働中設備容量の大半は中国（305MW）と
米国（221MW）で あった75。その他の主要国には英国

（113MW）、イタリア（29.1MW）、ドイツ（21.8MW）、カナダ
（12.6MW）、そしてウクライナ（12.5MW）iiが含まれる76。2013
年、3つの最大市場は導入数が減少した。2014年には、太
陽光発電との競争や刺激が縮小したために、英国市場が大
きく減速した。しかし、米国の勢いは新しいリースモデルにあ
る77。一般的には、市場は比較的融資しやすいより大きなター
ビンに向かって流れていく78。小規模の垂直軸タービンは注
目を得ているが、依然として市場では小さなシェアのままであ
る79。

リパワリングというのは古いタービンをより少ない数で、大きく
て、高い、そしてより効率性と信頼性の高い装置に取り替え
ることであるが、これがビジネスにおける新たな選択肢とし
て急速に広がっており、特に欧州やより小規模だが日本に

i 小規模風力発電システムは通常、戸建て向け、農場向け、小規模ビジネス向けに十分な発電を行うタービンを含むと考えられている（消費水準は国ごとに極めて大きく異なるこ
とに注意）。国際電気標準会議はおおよそ 50kW を上限としており、国際風力エネルギー協会と米国風力エネルギー協会は 100kW までを小規模としており、この定義が本報告書
でも使われている。しかしながら、規模は需要と国や地域の法律により変わり、世界全体で定義された規模要件はない。さらなる情報については、例えば下記を参照
 Stefan Gsänger and Jean-Daniel Pitteloud, 2015 Small Wind World Report （Bonn: WWEA and New Energy Husum, March 2015）, Summary, http://small-wind.org/wp-
content/uploads/2014/12/ Summary_SWWR2015_online.pdf.
ii データは 2013 年末のものであり、カナダは 2010 年、ウクライナは 2011 年のデータである。
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著しい80。2014年の間に推定444MWの古いタービンが欧州
（430MW以上）、日本（11MW）、そして台湾（2MW）で撤去
された81。最大の市場であるドイツは、少なくとも544のタービ
ンが取り除かれ、設備容量は合計でほぼ0.4GWとなる。また
少なくとも413のタービン、1148MWの設備容量がリパワリン
グ事業で導入された82。ここもまた、発展途上国や新興国に
おいて、繁栄している使用済みタービンの国際的な市場で
ある83。

風力はますます多くの国で、電力供給において大きな役割を
果たしている。EUの風力の電源構成のシェアは2014年で
約7.5%であり、年末には稼働中の接続容量は、例年通り風
が吹く年であれば電力消費の10%以上を十分まかなえる量
になった84。デンマーク（39.1%）、アイルランド（19%）、ポルトガ
ル（27%）、そしてスペイン（20％以上）といったEUの国々は、
電力需要のより多くの割合を風力で満たした85。ドイツの4つ
の州は、年末の段階で55%以上の電力需要を満たすことが
可能な風力設備容量を保持しており、またオーストラリアの南
オーストラリア州は電気の約40%を風力で生産した86。米国
では風力は総電力生産のうち4.4%に相当し、9つの州での
生産の12%以上を占めた87。ニカラグアは合計186MWに
40MWを追加し、電気の21%を風力で生産した88。2014年
末の段階において、世界全体で風力設備容量は、総電力
消費の少なくとも3.1%を満たすのに十分であった89。

■風力発電産業
赤字転落と、不景気と不安定な政策のため、サプライチェー
ンの４分の１の企業が損失を出した年のあと、多くのタービン
メーカーは2014年に黒字へと戻り、予約発注を多く抱えて年
を終えた90。このさらに効率化された産業界で、利益を維持
するために多くの製造業者は大掛かりにアウトソーシングを
受け、化石燃料と競争できるように均等化発電原価を大きく
下げるために、付加価値製品とサービス（進歩した部品、ブ
レード拡張のための革新的なデザイン、販売後のメンテナン
スといったアフターサービスを含む）を進化させてきた91。

過去数年にわたり、風力発電の資本費用は減少している。
主な要因としては、設備利用率を高める技術革新だけでなく、
市場競争を受けたものである92。陸上風力発電は今、補償
のサポートスキームがなくともますます多くの市場（オーストラ
リア、ブラジル、チリ、メキシコ、ニュージーランド、トルコ、南ア
フリカ、EUの多くやインドのいくつかの地域、そして米国を含
む）において、新しい石炭もしくはガスの発電所1kWhあたり
を基準にしても、価格競争力を有するか、もしくはほぼそれに
近い状況にある93。ある推定によると、世界的な陸上風力の
1MWhあたりの均等化コストは2009年から2014年後半のあ
いだで約15%下がった94。洋上風力のコストはいったん増加
したものの、遠洋の海底深くで新しい機械を利用したことで、
コストが下がり始めるという事実が出てきている95。

世界のタービン製造業者のほとんどは中国、デンマーク、フラ
ンス、ドイツ、インド、日本、そして米国にあり、部品は多くの国々
から供給される96。ブラジルでは製造業者が増えており、韓
国はまた風力技術の製造者として台頭している97。たとえば、
ブレードの製造は欧州から北米、東南アジア、そして最近で
はラテンアメリカへと、新市場に近づいている98。

世界の上位10のタービン製造業者は2014年の市場の68%
（2013年の70%から下落）を獲得している99。Vestas社（デ
ンマーク）は上位の座を保っており、Siemens社（ドイツ）が2
ランク上げて後に続いた100。Goldwind社（中国）は一つ落
ちて3位、GE社（米国）は2013年導入の倍増で5位から4位
に上がり、そしてEnercon社（ドイツ）は3位から5位へと転落
した101。その他の上位製造業者は、United Power 社、
Mingyang社、Envision社といった中国企業だけでなく、
Suzlon Group社（インド）、Gamesa社（スペイン）である102。

（図24参照）上位10の会社はすべて、2013年の導入記録を
2014年にうちやぶった103。

風力発電量と発電量に占めるシェアが増加するにつれて、い
くつかの国々で系統関連の課題が出てくる。課題は、送電イ
ンフラの欠如や系統接続の延期、近隣諸国を通した別ルー
トによる送電の必要性、そして規則や現在の管理システムに
よる抑制により、風力やその他の変動性自然エネルギー電源
の大量統合が難しくなっていることにある104。抑制の問題は、
依然として利益率を押し下げている中国産業が直面してい
る大きな課題である105。

重要な部品や材料の過剰生産が2014年のあいだ続き、多く
の設備は、その一部を休ませながら運転している106。サプラ
イチェーンの多くの部門では、過剰生産によって多数の選択
肢、柔軟性、そしてコスト管理がもたらされた107。しかし、結
果的にいくつかの国では産業は苦境に立たされている。たと
えば、中国ではいくつかの製造業者が生き残りをかけ戦った
が、2009年には80以上あったタービン製造業者が2014年後
半には約30までその数を落としている（とはいえ2014年にい
くつかの製造業者は状況を改善した）108。欧州では、規制が
不安定であるゆえに市場が縮小し、景気後退が延びたこと
で製造業者たちは新たな成長計画を発案し、工場を海外に
移そうと考えざるを得なかった109。米国では、かつて企業が
将来の米国の政策補助について楽観的であった時、2006
〜2009年の間にいくつかの施設が開設された。しかし2014
年、いくつかのトップクラスの製造業者が事業を閉鎖し仕事
を削減したことで、米国が基盤の部品工場数は2013年の
550から下がって500となった110。

他の場所でも、世界的に過剰生産であるにもかかわらず、
工業生産の設備容量は増加している。ブラジルでは、地方
の内部需要を満たそうと競い合い、部品不足に対応するた
めに設備をさらに増強している111。例えば、Suzlon社（インド）
はラテンアメリカとブラジルで初の設備の建築計画を公表し
ており、またそこでサプライチェーンを発展させようとしている。
そして、2015年早期にAlstom社とAndrade Gutierrez社

（ブラジル）はブラジルにAlstom社の３つ目の工場を建設す
るため、ジョイントベンチャーを始めた112。Vestas社もまたブラ
ジルでの投資計画を公表し、2015年早期にワイト島（英国）
にある新しい工場で、洋上使用のための80メートル（260フィー
ト）のブレード製造を計画した113。

複数の大きな企業買収とジョイントベンチャーがあり、産業の
リストラクチャリングは続いた114。その年に明らかになった最
大の市場の動き（2.4億米ドル）は、風力事業の開発者である
First Wind社によるSunEdison社（どちらも英国）の買収
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であった115。SunEdison社が計24.6GWの規模を手にする
形で、大規模な風力事業は自らの持ち主を変えた。また洋
上風力の運転は初めて陸上とほぼ同じレベルとなった116。
Vestas社と三菱（日本）は、Vestas社の8MW洋上タービン
に集中的に取り組むためにジョイントベンチャーを結んだ。フ
ランス政府は、GE社が提案したAlstom社（フランス）の発
電部門を買収することを是認した。Areva社（フランス）と
Gamesa社は洋上分野で仕事をするためにジョイントベン
チャーを創立した。またSuzlon社とSenvion社（かつてはリ
パワリング）もインドやブラジル、中国、メキシコ、南アフリカ、そ
してトルコといった成長著しい市場に集中して取り組むため、
ジョイントベンチャーを創立した117。

設備を大規模化（より長いブレード、強風を受けるための十
分高い高度と公称容量）していく流れ、操作や管理コストの
削減のための技術開発、そして広範囲の風力の管理体制
と作動状態における風力の経済性改善のための技術と戦
略へのシフトといった状況の中で、タービンのデザインは発展・
進化し続けた118。このような発展によって、信頼性と効率性
の改善、およびコストの削減が促進された119。ブレードは戦
略的革新の分野となり、デザイン、材料、そして製造プロセス
において大いに変化した120。この傾向は特に洋上風力の分
野に著しく、長さ80メートルを超える高技術ブレードがあっ
た121。拡大しているローター面積により設備容量が増え、結
果として、低速度の風で高いエネルギーを生み出すが、これ
は （欧州のように）低い土地においてすぐれた風で運転する
国々、もしくは（中国のように）消費地に近い場所での開発事
業と同様にますます重要である122。いくつかの新しいタービ
ンが2014年に売り出されたが、多くは低風の場所に合わせ
たデザインとなった123。

これまでのタービンの大型化の傾向は2014年も続き、市場に
出される平均規模は2MW（2013年の1.9MWから）へと上
がっている124。タービンの平均規模はドイツで2.9MW、ブラジ
ルとカナダで2.1MW、米国では2MW、中国では1.8MW、そ
してインドでは1.5MWであった125。欧州で導入された洋上
の平均規模は約3.7MWであった。この数字は、Siemens
社の3.6MWの装置がシェアを高めたために、2013年から下
がった126。欧州とアジアでは、5〜8MWレベルの新しい装置
が洋上使用のための試験中で、2015年早期時点で導入さ
れた洋上の最高容量のタービンは、Vestas社の8MWター
ビンであった127。

洋上風力発電産業は、技術的にも物流的にも陸上風力とは
異なる128。より大きなタービンに加え、洋上風力発電産業はよ
り大きなプロジェクトをみすえ、また沿岸からより遠く、より深い
場所へと進出している129。2014年に完成、もしくは一部は完
成している欧州の風力発電所の陸からの距離と水深はそれ
ぞれ、平均32.9kmと22.4mであった130。また、たとえ深い場
所であっても、大西洋や地中海、日本の沿岸部では、浮体式
タービン開発への投資を続いてる131。

近年では価格が上昇した結果、立地は厳しい状況に置か
れているものの、洋上に特化した装置、土台の基礎、電力イ
ンフラ、船、そして運転と管理実施の開発・発展は、よりよく、よ

り安く、そしてより安全な建築技術を生み出した132。多くの歴
史的なサプライチェーンの障害は克服されたが、技術をもっ
た労働力や深い海域向けのジャケット（波浪から装置を守る
ための骨組み）の連続生産、高電圧直流・交流の送電シス
テム、またこれまでのより大きく、より重いタービン、土台、そし
てケーブルを運ぶことの出来る船（特に日本や台湾で）が、総
じて不足している状態が続いていることが課題である133。

しかしながら、装置が大きくなる流れの中で、やはり主たる課
題はコストの削減である134。洋上風力のコストは一般的に陸
上風力よりも50〜60%高く、英国の204米ドル/MWhi（ユー
ロで168/MWh・送電基盤を含む）から、ドイツの170米ドル/
MWh（ユーロで140/MWh）といった具合で、デンマークの
Horns Rev 3（2020年までに完了される）の入札では米ドル
で125/MW（ユーロで103/MWh）となった135。欧州では、
2020年までに米ドル122/MWh（ユーロで100/MWh）で発
電することを目標としている136。産業は製造業者のMHI-
Vestas社とSoemens社、そしてデベロッパーのDONGE 
Energy社は2015年早期、2020年までに洋上風力エネル
ギーのコストを下げるといった目標を掲げた産業連合体の表
明にサインをした137。

小規模の風力発電産業では、５つの国（カナダ、中国、ドイツ、
英国、そして米国）が2013年時点でタービン製造業者の
50%以上を占めており、中国を除く発展途上国が残りを担っ
ている138。2013年は国内需要が減少したため、英国と米国
にとって骨の折れる年であった。製造業者が国内需要の低
下を相殺することに尽力したため、米国産の装置の輸出は
2012年（8MW）から2013年（13.6MW）にかけ70%も増加し
た139。9つの米国基盤の製造業者と一つの輸出会社が2013
年に売上高が100万米ドルを超えたと報告し、2012年の計
1700万からは下がった140。2014年前半、小規模タービンメー
カーのQuiet Revolution社（英国）はロンドンで破産申請を
した141。小規模風力の競争を高めるため、いくつかの米国
を代表する小規模分散型の風力会社は、太陽光発電への
第三者融資の成功させるために、長期のリースを提案して
いる142。

→主な自然エネルギー技術、その特性とコストの概要は70〜
72ページの表2を参照143。

i GSR を通して、通貨変換は 2014 年 12 月 31 日時点で、以下をもとに計算されたものである。http://www.oanda.com/currency/converter/
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表2.自然エネルギー技術の現状：特徴とコスト

技術 主な特徴 資本費用
（米ドル/kW）

標準的なエネルギーコスト
（均等化発電原価-米セント/kWh）

発電

固形バイオマス発電
（混焼と有機固形廃
棄物を含む）

発電規模:0.5～200MW
変換効率:25～35%
設備利用率:25～95%

800～4,500（世界全体）
混焼:200～800（世界全体）
最高1,000（中国とインド）

3～22（世界全体）
混焼:4～12（世界全体）
14（欧州）
5～6（中国）

バイオマスガス化
発電

発電規模:0.03～40MW
変換効率:30～40%
設備利用率:40～80%

2.050～5,500（世界全体） 6～24（世界全体）

嫌気性消化バイオ
マス発電

発電規模:0.075～20MW
変換効率:25～40%
設備利用率:50～90%

バイオガス:500～6,500
埋立地ガス:1,900～2,200

バイオガス:6～19
埋立地ガス:4～6.5

地熱発電 発電規模:1～100MW
設備利用率:60～90%

復水フラッシュ:1,900～3,800
バイナリー:2,250～5,500

復水フラッシュ:4～14
バイナリー:7～24

水力発電:系統接続 発電規模:1MW～数GW
変換効率:貯水池式、流れ込み式
設備利用率:20～80%

プロジェクト≧20MW:750～2,500
プロジェクト≦20MW:750～4,000

プロジェクト>20MW:2～8
プロジェクト<20MW:3～23

海洋発電:潮力 発電規模:< 1～>250MW
変換効率:23～29%

5,290～5,870（世界全体） 21～28（世界全体）
35～42（欧州）

太陽光発電:
屋上設置

最大発電能力:
3～5kW（住宅）;
100kW（商業用）;
500kW（産業用）
設備利用率:10～25%
（固定傾斜角）

住宅設置のコスト:2,200（ドイツ）;
3,500～7,000（米国）;4,260（日本）;
2,150（中国）;3,380（オーストラリア）;
2,400～3,000（イタリア）
商業用コスト:3,800（米国）;
2,900～3,800（日本）

21～44（OECD）
28～55（非OECD）
16～38（欧州）

太陽光発電:
地上設置型、商業
規模

最大発電能力:>1～250+MW
設備利用率:10～25%
（固定傾斜角）

1,200～3,000（世界全体）
加重資本コスト（2014）:
1,670（中国）,2,710（日本）,
1,495（ドイツ）,2,080（英国）,
2,218（米国）
集光型太陽光発電（CPV）:
1,428～2,330（10MW）

10～38（OECD）
7～40（非OECD）
14～34（欧州）
11（中国）
25（日本）
11（米国）
CPV:10～15

集光型太陽熱発電
（CSP）

発電方式:パラボリックトラフ、
タワー、ディッシュ
発電規模:50～250MW（トラフ）;
20～250MW（タワー）;
10～100MW（フレネル）
設備利用率:
20～35%（蓄熱設備なし）
35～80%（蓄熱設備あり）

トラフ式、蓄熱設備なし:
5,000～7,000（OECD）
3,100～4,500（非OECD）
トラフ式、6時間設備:
6,000～8,000
タワー式:6,000（米国、蓄電設備を
除く）;9,000（米国、蓄電設備を
含む）

蓄電トラフとフレネル:
19～38（蓄熱設備なし）;17～
37（6時間蓄熱設備）
タワー:12.5～16.4（米国;蓄熱
設備の上限値）

風力発電:
陸上

タービン規模:1.5～3.5MW
設備利用率:20～50%

935～1,470（インド）
660～1,290（中国）
2,300～10,000（米国）
5,873（英国）

4～16（世界全体）
6～7（アジア、欧州、北米）
5～10（中南米）

風力発電:
陸上小規模

タービン規模:最高100kW
平均:
0.85kW（世界全体）
0.5kW（中国）
1.4kW（米国）
4.7kW（英国）

2,300～10,000（米国）
1,900（中国）
5,870（英国）

15～20（米国）

風力発電:
洋上

タービン規模:1.5～7.5MW
設備利用率:35～45%

4,500～5,500（世界全体）
2,250～6,250（OECD）

15～23（世界全体）
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表2.自然エネルギー技術の現状：特徴とコスト（続き）

技術 主な特徴 導入コスト（米ドル/kW）あるいは
均等化発電原価（米セント/kWh）

発展途上国の分散型自然エネルギー

バイオガス消化槽 消化槽サイズ：6～8㎥ 単位当たりの原価:612米ドル/基（アジア）;886米ドル/基（アフリカ）

バイオガス化装置 規模:20～5,000kW 均等化発電原価:8～12（世界全体）
均等化発電原価:5～6（中国）

ソーラー
ホームシステム

システム規模:20～100W 均等化発電原価:160～200（世界全体）
均等化発電原価:4（バングラデシュ）

家庭用風力タービン タービン規模:0.1～3kW（オフグリッド、
住宅）
1.1～2.5MW（産業用、企業用）

資本コスト:10,000/kW（1kWのタービン）;
5,000/kW（5kW）;2,500～3,500kW（250kW）
均等化発電原価:15～35+

水力発電:
オフグリッド/
農村地域

発電容量:0.1～1,000kW
発電/蓄電方式:
流れ込み式、調整池式、水流

資本コスト:1,175～6,000
均等化発電原価:5～40

集落規模小規模系統 システム規模:10～1,000kW 均等化発電原価:25～100

技術 主な特徴 資本費用
（米ドル/kW）

標準的なエネルギーコスト
（均等化発電原価-米セント/kWh）

温水／熱／冷房

バイオマス熱施設 規模:0.1～15MWth
設備利用率:～50～90%
変換効率:80～90%

400～1,500 4.7～29

木質ペレット熱利用
（家庭用）

規模:5～100%
設備利用率:15～30%
変換効率:80～95%

360～1,400 6.5～36

バイオマスCHP 設備:0.5～100kWth
設備利用率:～60～80%
変換効率:熱と電力で70～80%

600～6,000 4.3～12.6

地中熱直接利用:
建物の暖房

規模:0.1～1MWth
設備利用率:25～30%

1,865～4,595 10～27

地中熱直接利用:
地域熱供給

規模:3.8～35MWth
設備利用率:25～30

665～1,830 5.8～13

技術 供給原料 供給原料の特料 製造コスト（米セント/ℓ）1

輸送燃料

バイオディーゼル 大豆、菜種、からし
種子、パームやし、
ナンヨウアブラギリ、
廃植物油、動物性
油脂

1ヘクタールあたりの収穫量が異なる
様 な々供給原料。したがって生産コス
トは国により大きく異なる。副産物は
高タンパク質食品を含む。

エタノール サトウキビ、サトウダイ
コン、トウモロコシ、
キャッサバ、サトウモロ
コシ、小麦（将来的に
はセルロース）

収穫量やコストに幅があるさまざまな
供給原料。副産物は、バガスからの肥
料、熱および電力を含んでいる。先進
バイオ燃料はまだ、完全に商用のもの
ではないため、高いコストである。

サトウキビ:82～93（ブラジル）
トウモロコシ（乾燥粉砕）:85～128（米国）

大豆油:56～72（アルゼンチン）;100～
120（世界平均）パーム油:100～130
（インドネシア、マレーシアなど）
菜種油:105～130（欧州）

1 ディーゼルまたは石油換算リットル
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表2.自然エネルギー技術の現状：特徴とコスト（続き）

技術 主な特徴 資本費用
（米ドル/kW）

標準的なエネルギーコスト
（均等化発電原価-米セント/kWh）

温水／熱／冷房

ヒートポンプ:
地中熱
（家庭用と商業用）

規模:10～350kWth
変換効率:280～500%

500～2,250 7～13

ヒートポンプ:
家庭用給湯器

規模:1～2kWth
変換効率:250～300%

300～350 6～7

ヒートポンプ:
水熱源（住宅、複数世帯
も含む）

規模:4～40kWth
変換効率:300～400%

500～700 5～7

ヒートポンプ:
全熱源

規模:1～2kWth
変換効率:300～400%

350～400 5～7

太陽熱:
家庭用温水システム

集熱器タイプ:平板型、真空管型
（自然循環型および強制循環型）
発電規模:2.1～4.2kWth（単一
世帯）、35kWth（複数世帯）
効率:100%

単一世帯:1,100～2,140（OECD,新築）;
1,300～2,200（OECD,改修）;147～634
（中国）
複数世帯:950～1,850（OECD,新築）;
1,140～2,050（OECD,改修）
直接熱自然循環:100～250（中国、インド、
トルコ）;630̃650（南米）;1,100（オーストラ
 リア）
間接熱自然循環:2,300（米国）
直接強制循環:1,700（米国）;760～820
（南アフリカ）
間接強制循環:2,300（米国）;850～1,900
（中欧）;1,600～2,400（北欧州）
一体型集熱器蓄熱設備:450～800（米国）
大規模SWH:350～1,040（欧州）

1.5～28（中国）
5～8（オーストラリア）

太陽熱:
家庭用暖房・
温水システム
（コンビシステム）

集熱器タイプ:温水用設備と同様
発電規模:7～10kWth（単一世帯）;
70～130kWth（複数世帯）;70～
3,500kWth（地域熱供給）;>3,500
kWth（季節間蓄熱設備を備えた
地域熱供給）
効率:100%

単一世帯:温水用設備と同様
複数世帯:温水用設備と同様
地域熱供給（欧州）:460～780（350～400
はデンマーク）;蓄熱設備を備えた地域熱
供給:470～1,060

家庭用温水:5～50
地域熱供給:4以上
（デンマーク）

太陽熱:
産業用プロセス加熱

集熱器タイプ:平板型、真空管型、
パラボリックトラフ、線形フレネル
発電規模:100kWth～20MWth
温度範囲:50～400℃

470～1,000（蓄熱設備なし）
265～1,060（欧州）
210～320（インド、トルコ、南アフリカ、メキシコ）
集光式システム:420̃1,900（パラボリックディッ
シュ、インド）;640～2,120（パラボリックトラフ）;
1,270～1,900（線形フレネル）
太陽熱集光式システム:980～1,400（中国）;
1,800以上（ドイツ）

4～16（世界全体）
2.6～8.5（欧州）
集光式システム:6.4～
9.6

太陽熱:
冷房

容量:10～1,000kW（吸収式冷凍
機）;5～430kW（吸着式冷凍機）
効率:50～75%（一段吸収/吸着
式冷凍機の効果）;120～140%
（二段吸収式冷凍機の効果）

1,600～3,200 n/a

注：可能な範囲でコストは標準化し、補助金や政策的な奨励金を除いた代表的なコストとした。熱の均等化発電原価は複数の構成要素により決まり、資源の
質、機器のコストおよび性能、システムとプロジェクトのコスト（人件費も含む）のバランス、保守管理コスト、燃料コスト（バイオマス）、プロジェクト
の資本コストとエネルギー生産期間におけるコストも含む。自然エネルギーのコストは立地に特有であり、これらの構成要素の多くはその所在地によって大
きく変動し得る。太陽光発電のコストは利用可能な太陽光資源の量により、大きく変動する。いくつかの自然エネルギー技術において導入容量の急激な成長
とそれに関連したコスト削減により、関連するコストの削減が起こっているため、データはすぐに時代遅れになってしまうことに注意することが重要である。
とりわけ、太陽光発電のコストはここ数年で急激に変化し続けている。自然エネルギーを用いたオフグリッド用ハイブリッド発電システムのコストはシステ
ムの規模、所在地、そしてディーゼルによるバックアップや蓄電のような関連機器によって大きく影響される。

出典：出典と仮定については、風力本文の巻末注143を参照
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ドルである先進国における投資額を追い越すほどにまで、
その差が縮まってきている。

2014年は終始、自然エネルギーへの投資が新しい市場に
広がった。チリ、インドネシア、ケニア、メキシコ、南アフリカ、
トルコは1億ドル以上自然エネルギーに投資をした。ヨルダン、
ミャンマー、パナマ、フィリピン、ウルグアイをはじめとした他
の発展途上国は5〜10億ドルの投資をした。

■経済地域別の投資
発展途上国と先進国のどちらもが前年度と比較すると2014 
年の自然エネルギーへの投資を増加させている。先進国
は3%とわずかな増加に留まり、投資額は1389億ドルとなっ
た一方で、発展途上国の国 を々中国、ブラジル、インドを
含め一集団として見ると、36%増で1313億円となった。結
果として、2014年の世界の投資額における発展途上国の
割合は6%増で49%になり、記録を更新した。中国が発展
途上国の投資額における63%（2013年には61%であった）
を占め、世界全体に占める発展途上国経済の割合の増加
に大きな役割を果たしている。

2013年と比較して、自然エネルギーへの投資は世界のす
べての地域で増加した（図26参照）。中国の投資額は

ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンス（BNEF）i

によると、世界の自然エネルギー発電および燃料への新規
投資（50MWを超える水力発電プロジェクトを含まない）
は2014年に2702億ドルに達した。これは前年と比較すると
17% 増加であり、3年ぶりの増加である（図25参照）。
50MWを超える水力発電プロジェクトへの投資を含めると、
2014年の自然エネルギーおよび燃料への新規投資額は少
なくとも3010億ドルになったii 1。ただし、上記の推計は自然
エネルギーによる熱利用と冷房技術への投資を含まないこ
とに注意。

この投資額の増加は、計749億ドルとなる中国と日本での
太陽光発電導入ブームと186億ドルとなる欧州の洋上風力
発電への最終投資決定による面もある。全体として、自然
エネルギーへの新規投資の4分の1以上となる約735億ドル
が2014年に小規模な計画に向けられた。小規模分散型の
太陽光発電は、一元的な送電網を基盤とする電力システ
ムに対する手頃な代替手段として発展途上国で導入され
ている。

2014年は発展途上国における投資額が増加し続けた。前
年と比較して36%増加し、1313億ドルとなった。発展途上
国における投資額は、2014年に前年比で3％増の1389億

i この章は（GSR の姉妹版である）Frankfurt School-UNEP Collaborating Center for Climate & Sustainable Energy Finance （FS-UNEP） と Bloomberg New Energy Finance 
（BNEF） によって作成された GSR の姉妹版である UNEP’s Global Trends in Renewable Energy Investment 2015 （Frankfurt:2015） に依拠している。数値データはとくに注記
がない限り BNEF のデスクトップデータベースから取得しており、投資決定の時期を反映したものである。以下のような自然エネルギープロジェクトが含まれる：すべてのバイ
オマスと廃棄物発電、地熱、1MW 以上の風力発電プロジェクト、1MW から 50MW までのすべての水力発電プロジェクト、太陽光発電（ただし 1MW 未満は小規模プロジェク
トあるいは小規模分散型として分けて推計している）、すべての海洋エネルギー、年間 100 万リットル以上のバイオ燃料プロジェクト。詳細は、FS-UNEP/BNEF Global Trends 
report を参照。数値は四捨五入されているため、総計が世界合計と合致しない場合がある。
ii 大規模水力 （>50MW） への投資は自然エネルギーへの投資全体の合計には含まれていない。BNEF は 1MW から 50MW の規模の水力発電プロジェクトのみを追跡しているが、
50MW 以上のものは推計を行っている。

　第 3章　投資の流れ

出典：本章の脚注ⅰとⅱ参照

図25．世界の自然エネルギー発電と燃料への新規投資額　先進国/発展途上国（2004年～2014年）
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2013年より39％増加し、インドの投資額は10億ドル増の74
億ドルになった。他のアジア・オセアニア地域の自然エネル
ギーへの年投資額は連続して増加し、約9%増で487億ド
ルになった。欧州諸国の投資額は1%未満の増加で575億
ドルであった。米国の投資額は2013年比で7%増の383億
ドルであったものの、2011年の最高時と比較すると依然とし
て低い。ブラジルと米国を除いた他のアメリカ大陸諸国の
投資額は、2014年に21%以上増加して148億ドルとなった。
中東とアフリカ地域もまた、2013年の87億ドルから2014年
には126億ドルになり、投資額が著しく増加した。

投資額の上位10か国には、発展途上国が4か国（すべて
がBRICSi諸国）と先進国が6か国含まれていた。中国が、
自然エネルギーへの世界の投資額の3分の1近くを占め、
再びトップに立った。続いて、米国、日本、イギリス、ドイ
ツとなっている。次に投資額が多かった5か国は、カナダ、
ブラジル、インド、オランダ、南アフリカであった。投資額

が最も多く増加したのは中国で、2013年と比較して全体で
207億ドル増加した。割合として最も多く増加したのはオラ
ンダとブラジルで、オランダでは3倍以上の74億ドル、ブラジ
ルは約2倍の76億ドルとなった。

中国は833億ドル（研究開発を含む）を自然エネルギーに
新規投資し、競っている米国の2倍以上となった。大規模
プロジェクトiiでは、風力発電がこの分野をけん引し続け、
資産の担保価値を利用した資金調達（アセット・ファイナン
ス）により379億ドルを調達し、太陽光発電の297億ドルを
上回る。太陽光発電に限ると、小規模太陽光発電への投
資額は、2013年での12億ドルから2014年には再び増加し、
76億ドルとなった。中国は、小規模水力発電への投資額
が大きい数少ない国の一つであり、24億ドルであった。また、
中国は大規模水力発電にも相当な額を投資し、2014年中
に22GWの容量を新たに稼働開始させた。その大部分が
50MWiii 3以上の水力発電である（水力発電の節を参照）。

図26．地域別の自然エネルギー発電と燃料への世界の新規投資額（2004年～2014年）
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i BRICS の 5 か国とは、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカである。
ii 大規模プロジェクトとは、ウインド・ファーム、ソーラーパーク、そして 1MW 以上の規模の自然エネルギー設備と 100 万リットル以上の生産能力のバイオ燃料工場を指す。
iii China Electricity Council の”An Overview of China’s Power Industry in 2014”（2015 年 3 月 10 日北京）,http://www.cec.org.cn/yaowenkuaidi/2015-03-10/134972.
html（google 翻訳を使って）によると、中国政府は 2014 年中にすべての規模の水力発電に対して 156 億ドル（960 億元）以上を投資したと推測している。これは、揚水式への
投資も含む。
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米国は383億ドル（研究開発を含む）を投資し、引き続き
先進国で最大の投資国となった。融資の種類という観点で
は、太陽光発電のベンチャーキャピタルと未公開株式が、
2013年では3億7300万ドルだったのが2014年には13億ドル
になった。米国の太陽光発電の公開市場の動きも2014年
は好調で、76%増の59億ドルとなった。一方で、米国の風
力発電分野は投資額（研究開発除く）が半分減少して69
億ドルになり、2014年は厳しい年となった。これは、生産税
額控除が拡張されるかどうか確実ではなかったことによる資
金調達の遅れが原因である。

日本は343億ドル（研究開発除く）で米国と僅差であった。
日本の太陽光発電の固定価格買取制度（FIT）は割が良
いため、日本の全投資額の約82%が小規模の太陽光発電
計画に費やされている。

イギリスでは、自然エネルギーへの投資が、わずかな増加
（1%）により139億ドル（研究開発除く）となった。風力発
電が80億ドルで再び国内トップとなり、そのうち86%が洋上
プロジェクトである。これに対し、太陽光発電への投資は
27億ドルである。さらに、イギリスは海洋発電への投資をし
ている数少ない国の一つである。

洋上風力発電を先導するもう一つの投資国であるドイツでは、
全体として融資（研究開発除く）が4%増で114億ドルとなっ
た。風力発電は2013年の2.5倍以上になった。しかし、以
前は小規模太陽光発電への投資においてトップであった太
陽光発電市場は、昨年に引き続き今年もほとんど半分になっ
た。この減少は、主に固定価格買取制度の歩合と2014年
8月に導入された自家消費課徴金制度によるところが大きい。

カナダは近年安定した自然エネルギー投資国である。2014
年は、昨年から約31%増加し、投資額（研究開発除く）

政府と企業の
R&Dも含む

出典：BNEF
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は80億ドルとなった。この増加の大部分が、オンタリオ州と
ケベック州の大規模風力発電と太陽光発電へのアセット・ファ
イナンスであった。

ブラジルは2014年にトップ10か国に返り咲き、自然エネルギー
への投資額（研究開発除く）は74億ドルとなり、そのうち
84%が風力発電であった。ブラジルの2番目に大きい自然エ
ネルギーであるバイオ燃料の投資額は5億7400億ドルで、
投資額が83億ドルだった2007年からは程遠い結果となった。
ブラジル以外のラテンアメリカ地域での自然エネルギーへの
投資は広く分散しており、19%増で20億ドルに達したメキシコ、
そしてその後チリ（14億ドル）、ウルグアイ、パナマ、コスタ
リカが続いた。

インドにおける投資額は2014年において、14%増で74億ド
ルとなった。太陽光発電は唯一１年を通して成長した分野
で、2倍の30億ドルとなった。2013年とは対照的に、2014
年は電力容量市場オークションには十分に投資が行われ、
投資家の信用が上がったことを示している。風力発電がイ
ンドの全投資額のおよそ半分を呼び込み、34億ドルとなって
いる。アジア・オセアニア地域で2番目の投資国はインドネシ
ア（18億ドル）で、ミャンマー、フィリピン、スリランカ、タイ
がそれに続いている。

自然エネルギー投資でのトップ10か国のうち、オランダは
2013年と比較して最も速く成長した国である。投資額は
2013年の19億ドルから2014年には65億ドルに増加し、その
大部分が洋上風力発電プロジェクトである。

南アフリカはアフリカ大陸をけん引し、トップ10の地位を維持
した。2014年において、自然エネルギーへの投資額は5%
増の55億ドルとなった。自然エネルギー投資において南アフ
リカで原動力となっているのは、国の柔軟な計画である。
約16億ドル（30%以下）が2014年に風力発電に費やされ、

全投資額の71% が太陽光発電と集光型太陽熱発電
（CSP）に費やされている。アフリカで2番目の投資国はケニ
ア（13億ドル）で、アルジェリア、ナイジェリア、タンザニア
がそれに続いている。

■技術別の投資
2014年も太陽光発電が圧倒的に多くの資金が費やされた
部門として1496億ドルを占め、また自然エネルギー発電と燃
料（50MW以上の水力発電）の新規投資総額の55%を
占めた。風力発電が995億ドルで後に続き、全体の36.8%
を占めた（2013年から11%増加し新記録）。残りの8%は、
バイオマスと廃棄物エネルギー  i （84億ドル）、バイオ燃料（51
億ドル）、小規模水力（<50MW、45億ドル）、地熱発電（27
億ドル）、および海洋エネルギー（4億ドル）であった。これ
らの技術の中で、地熱（23%増）と海洋（110%増）の
増加が2014年に見られる一方、バイオ燃料（8%減）、バ
イオマスと廃棄物エネルギー（10%減）、および小規模水力

（17%減）の減少が見られた。（図27参照）

発展途上国が風力発電、小規模水力、地熱発電の投資
の大部分を占める一方で、先進国が他の技術では発展途
上国より大きい投資を行った。

太陽エネルギー部門の投資のうち約90%が太陽光発電
（1348億ドル）へ、そして残りが集光型太陽熱発電（CSP）
（2.5%）と不特定の太陽光発電（7.4%）に投資された。
太陽光発電への投資は、2013年のそれと比べて25%増加
した。先進国は太陽光発電への投資において半分以上を
維持したが、中国のシェアが大きくなり世界総計の4分の1を
占めたことが主な原因となり、9%減の58%となった。日本
が太陽光発電への投資において先進国の中でトップとなり、
米国（19%）が後に続いた。

固定買取価格の減少を見込んだ中国が風力発電へ最も大
i 廃棄物発電は全て含んでいるが、廃棄物のガス化は含まない。
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図27．技術別の自然エネルギーへの世界新規投資額　先進国/発展途上国（2014年）
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きな投資を行い、中国との差は大きいものの、イギリス、ドイ
ツ、オランダ、ブラジル、インドがその後に続いた。他の自
然エネルギーでは対照的な傾向を示した。小規模水力発
電への投資は、先進国で増加し、発展途上国で大幅に減
少した。バイオ燃料と地熱への投資は、先進国で減少し、
発展途上国で増加した。バイオマスへの投資は先進国、
発展途上国ともに減少し、海洋エネルギーへの投資は先進
国、発展途上国ともに増加した。

50MW以上の大規模な水力発電プロジェクトに関してはブ
ルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンスによる詳細な
統計が取られていないが、大規模水力発電プロジェクトは
自然エネルギー投資において太陽光発電と風力発電に次ぐ
3番目に重要な部門であった。平均的なプロジェクトは完了
まで4年の歳月を必要とするため、設備容量の増加をそのま
ま年あたりのアセット・ファイナンスの資金量に置き換えて解
釈することはできない。しかし、ブルームバーグ・ニュー・エ
ナジー・ファイナンスは2014年に稼働した大規模水力発電
プロジェクトへのアセット・ファイナンスの合計は少なくとも310
億ドルであると推測している。水力発電産業から提供され
ているデータや等報告書に記載されている情報を考慮に入
れると、50MW以上の水力発電への投資は相当大きくなっ
た可能性がある3。

■種類別の投資
2014年の世界の研究開発（R&D）i投資はわずかに2%増
加して117億ドルになり、政府のR&Dが51億ドル、企業の
R&Dが66億ドルであった。欧州はこれまで自然エネルギー
のR&Dに最も大きい額を投資しており、全体の36%を占め
43億ドルとなっていて、これは米国と中国の合計とほとんど
等しい。

太陽光発電への全体のR&D支出は2%増加し61億ドルと
なった。太陽光発電は4年連続で他のエネルギー部門の総
合計よりも魅力的なものであり続けている。2014年での風力
発電へのR&D投資がわずかに減少し20億ドルになった一
方で、バイオ燃料、バイオマス、および海洋エネルギー技
術へのR&Dは増加した。

大規模プロジェクトにおけるアセット・ファイナンスは自然エネ
ルギーの新規投資合計において大半を占め、合計が2013
年比で10%増の1707億ドルとなった。

小規模分散型エネルギーの設備容量は、主に屋根上の太
陽光発電であるが、735億ドルとなり、これは2013年比で
34%の増加である。

自然エネルギー企業とファンドにより調達された株式市場投
資は42%増で151億ドルとなった。景気回復から2年目とな
る2014年は、株式市場投資が2012年の約4倍となった。株
式公開（IPO）による資金は2013年比で20%減の31億ドル
となった。しかし、株式市場における2次放出と民間投資は
3分の2の増加で62億ドルとなり、転換社債の売却は2倍以
上の58億ドルとなった。

記録的な低金利の中で、投資家が比較的低リスクでも安定
した配当を収入として得ることができるものとしてこのモデル
を捉えている限り、株式市場を通じた「高利回り会社」iiへ
の投資は伸び続けている。太陽光発電への投資が73%増
で83億ドルに、風力発電への投資は120%の成長で54億ド
ルになった。小規模水力発電と海洋エネルギーへの株式市
場での投資は2014年当初、非常に小規模だったのだが増
加が見られた。しかし、バイオ燃料とバイオマスは減少し、
地熱は2013年に大きな民営化がなされてから0にまで落ち込
んだ。

世界の106社のクリーンエネルギー企業の株価を反映してい
るWilderHill New Energy Global Innovation Index

（NEX）指標は2014年には1年を通して3%減少した。これ
は主に原油価格下落と風力発電と太陽光発電部門に対す
る不確実な政策に対する投資家の反応によるものである。

自然エネルギーにおけるベンチャーキャピタルと未公開株式
投資（VC/PE）は、4分の1以上増加し、2014年には28
億ドルとなった。それでも、2008年に到達したピークの3分
の1以下を維持している状態である。投資家はアーリーステー
ジの投資の好機には躊躇し続け、レイターステージの投機
へもほんの僅か前向きだったのみだった。

米国は自然エネルギーのベンチャーキャピタル投資の世界の
中心を維持した一方で、欧州における投資額は著しく減少
した。米国の住宅向けの太陽光発電の企業を巻き込んだ
多くの取引が数多くあり、プライベートエクイティ（未公開株
式）のエクスパンションキャピタル投資は20%成長した。バ
イオ燃料技術が商業化に近づく第一波として、投資を呼び
込んだ次世代バイオ燃料製造業は多かった。

資産調達活動（2702億ドルの新規投資額に含まれない）
も2014年に増加し、2013年比で3%増となる20億ドル増の
688億ドルとなった。これらの数字には、企業の合併および
買収活動（M&A）、 電力インフラの買収と負債の借り換え、
プライベートエクイティ（未公開株式）の買い占め、および
企業買収による専門企業における株の買い占めが含まれて
いる。

企業を売買することを指すM&Aは、2014年では35%減の
98億ドルとなった。過去10年は縮小するのみだった資産の
買収と借り換えは増加し、11%増で545億ドルという新記録
となった。株式市場の投資家の資金回収額はほとんど変わ
らず19億ドルであったが、プライベートエクイティ（未公開
株式）の買い占めは2013年の4倍に増え25億ドルとなった。
資産調達活動は、いつものように、風力（約410億ドル）と
太陽光（ちょうど200億ドルを超える程度）によって左右され
た。風力発電と太陽光発電の合計は全活動の89%を占め、
2013年の83%よりも増加した。

■自然エネルギー投資の見通し
2014年の自然エネルギー発電容量（50MW以上の水力発

i この章で用いられている投資の用語の説明は、2013 年版 GSR 補足 5「投資の種類と用語」を参照。
ii 高利回り会社（ないしはイルドコ）とは、主に進行段階にある計画への高利率の投資を行う企業体のことである。（→用語集参照）
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電を含まない）への総投資は2425億ドル iで2013年から
17%増加した。この増加にもかかわらず、自然エネルギー
への投資額は、7%増の2890億ドルとなった化石燃料発電
容量への総投資額をまたもや下回った。

しかし、化石燃料への投資の大部分は既存の石炭、石油、
天然ガスによる火力発電所を建て直すためのものであり、
1320億ドルのみが新規の化石燃料発電容量のために投資
された。これとは対照的に、自然エネルギー発電容量にお
ける投資のほとんどすべてが正味の投資であったが、正味
の投資とは総発電容量の増加のための投資を意味する。
2014年の正味の投資だけを考えると、自然エネルギー発電
は2425億ドルとなり、1320億ドルと推測される化石燃料に大
きな差をつけて5年連続で勝ち越した。50MW以上の水力
発電計画への投資を考慮すると、2014年の自然エネルギー
発電容量への世界の投資額は再び、同年の化石燃料発
電容量への正味投資額の2倍以上となった。

■投資源
数々のクリーンエネルギーファンドは原油価格の下落の影響
を受けたこともあり、2014年の部門ごとの株価が減少した。
クリーンエネルギーファンドによって管理されている資産量は
2013年比で13.5%減少した。しかし、より新しいタイプの高
利益志向の金融手段が興味を引きつけ、3つの米国のイル
ドコが2014年に設立され、その合計投資金額は16億ドルと
なった。米国で言うところのイルドコに相当するイギリスの上
場事業基金は2014年に6つに増え、10年国債の2%と比較
して6%と高い配当利回りによって投資家を引きつけている。

全体として、アメリカのイルドコ、イギリスの上場事業基金、
ドイツのそれに相当するものは2014年に株式市場の投資家
から50億ドル調達した。

ますます多くの国々で、クラウドファンディングが資金調達の
方法として主流になってきている。クラウドファンディングによっ
て、中小企業やスタートアップ企業が持ち株、または定期
的な報酬、製品との交換という形で、多くの小規模投資家
から資金調達することができている。おそらく、米ドルの投
資による最も大きい自然エネルギーのクラウドファンディングの
場は、オランダを拠点とするDe WindCentraleで、2014
年9月までに1700万ドル以上の資本を集めた。

グリーンボンドの発行は2014年に昨年のおよそ2.6倍となる
390億ドルになった。これは、世界銀行などの開発における
貸し手や政府機関からの発行が2倍になったことと企業が
資金調達のために発行する債券が5倍に増加したことによる。

対照的に、クリーンエネルギープロジェクトボンド iiはあまり成
功せず、82%減で6.3億ドルに落ち込んだ。これは、欧州
では銀行の負債のせいでクリーンエネルギーボンドに構う余
地はなく、、2013年に見られたような太陽光発電の敷地へ
の莫大な債権発行が繰り返されなかったことによる。にもか
かわらず、2014年はラテンアメリカで初めてとなるクリーンエ
ネルギープロジェクトボンドが、初めてのアジアの民間部門
からのクリーンボンドが、また世界で初のはっきりと「Green」
の名称のついたプロジェクトボンドが発行された年であった。

年金基金、保険会社、資産管理会社などを含む機関投
資家はますます多くの役割を果たしている。これは、クリー
ンエネルギーと関連付けられた確定利子商品としてのグリー
ンボンドの出現や、自然エネルギー計画からの現金の流れ
にさらされたエクイティ商品としてのイルドコや上場事業基金
の出現を反映している。クリーンエネルギーへの機関投資
資金の展開においてもう一つますます重要になっている手
段は事業への直接投資であり、2013年の18億ドルから増加
して、2014年には28億ドルとなった。

開発銀行は2014年においてもクリーンエネルギー投資に関
して依然として重要であるiii。発電所規模のアセット・ファイ
ナンス取引においてトッププレーヤーであるブラジルの
BNDESは2013年の15億ドルから増加して、27億ドルの信
用貸しの取引を行った。欧州投資銀行（EIB）は、2013
年時の約20%減で15億ドルの信用貸し取引となり２番手に
落ち込んだ。

2014年は、2つの新しい南南開発銀行ができた年でもあっ
た。2014年の7月、BRICSの5か国が、主にインフラと持続
可能な開発計画に最も焦点を当てて、それぞれ設立資金
100億ドルを負担して、2016年から貸付が始まる1000億ドル
の新しい開発銀行を設立した。数ヶ月後、23のアジア諸国

（日本と韓国を除く）がアジアインフラ投資銀行の設立に合
i この数字は、自然エネルギーのアセット・ファイナンスと小規模計画に対するものである。バイオ燃料と公開市場におけるエクイティ資金のような力をもたない投資や開発R&Dを
除いているため、この章の他の部分で用いられる自然エネルギー投資の総額（2702億ドル）とは異なる。
ii クリーンエネルギーボンドは、クリーンエネルギーに関連した確定利子有価証券である。対照的に、グリーンボンドはクリーンエネルギーとエネルギー効率、また他の持続可能
な目的に関連した確定利子有価証券である。
iii UNEP/BNEF Global Trends の報告書が刊行された時、ほとんどの開発銀行が投資データを入手することができなかったことに注意。
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意した。設立資金500億ドルは主に中国が負担し、2015年
の終わりまでに始動すると考えられている。

■2015年はじめの投資傾向
ブラジル、中国、欧州などの大きな市場での取引形成が遅
れ、2015年の第一四半期（以後Q1とする）における自然
エネルギーへの世界の投資は502億ドルであった。第一四
半期は1年のうちで最も小さくなる傾向があるが、この総額
は2014年のQ1（559億ドル）の10%減であった。しかし、
米ドルは第一四半期の間ずっといくつかの貨幣に対して
15%強く、ユーロに対しては29%強かった。このことが、こ
の減少の原因の少なくとも一部となっている。

2015年のQ１の数値は、欧州での投資額は2014年の同時
期に比べ29%減で、中国（-23%）、ブラジル（-62%）でも
減少し、米国では46%増加したが、米国以外のアメリカ大
陸諸国（-18%）でも減少したことを示している。2014年の
Q1と比較して日本（ 3%）ではわずかばかり減少し、インド

（+59%）以外のアジア・オセアニア地域（-43%）では減少
した。南アフリカは、国の入札過程によって契約された、
一連の大規模太陽光発電、集光型太陽熱発電、そして
風力発電計画に融資が流れたため、2014年の同時期には
ほとんど0であった投資額が、31億ドルになり、最も大きく成
長した。

主に屋根上太陽光発電などの小規模分散型容量が11%
増の203億ドルになったのを除き、すべての種類の投資が
前年度のQ1と比べて減少した。分野ごとに、太陽光発電

（7%増で318億ドル）やバイオマスと廃棄物エネルギー（94%
増で17億ドル）では2014年のQ1に比べて2015年のQ1で
の投資額は増加したが、風力発電（30%減で151億ドル）
やバイオ燃料（64%減で4億4700万ドル）では減少した。

この減少にもかかわらず、石油や天然ガスの価格暴落が自
然エネルギーへの投資にあまり影響を与えていないというこ
とをQ1の数値が示している。
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自然エネルギー技術は、目標や政策に支えられて主流のエ
ネルギー源のひとつになった。発電、熱利用、交通分野で
自然エネルギーの運用と促進を進めるために多くの国々で
政策の設定を行っている。これは気候変動の緩和、輸入
燃料への依存脱却、柔軟でより弾力性のあるエネルギーシ
ステムの開発、経済機会の創出の必要性によって促進され
ている。

2015年初めには、145か国で自然エネルギーの支援政策が
見られた。これは、2014年の138か国よりも増加し、2005
年の自然エネルギー世界白書で報告された15か国から9倍
以上の数となった i 1 （表3と図28〜29を参照）。すでに大多
数の国で自然エネルギー支援をなんらかの形で行っている
ため、近年新たな政策の適用は少なくなった。コストや状
況が目まぐるしく変わる中、政策策定者は既存の政策に遅
滞なく適応させていくことに力を入れている。最近の傾向は、
異なる政策メカニズムから部分的に取り出して組み合わせた
り、電気・熱・交通分野でお互いを支援し合う連携を強め
たり、自然エネルギーのシェアが高まる中でエネルギー構成
にうまく統合していく革新的な方法の開発などが挙げられる。

地域レベルでも、自然エネルギーの促進戦略が進化・拡大
を続けている。2014年に、EUは、2020年以降のエネルギー
分野の管理に関して新たな規則を設けた。2030年までに
地域での自然エネルギーシェア27％を目指す、という内容で
ある2。同じく2014年、アラブ連盟と22の加盟国・機構は、
Arab Renewable Energy Framework （AREF）の採
択を受け、自然エネルギーの発展と実施をはかるために世
界の他の地域（EUやカリブ共同体（CARICOM）を含む）
に参加したii。AREFは、2013年に採択されたPan-Arab 
Strategy for the Development of Renewable 
Energy Applications: 2010-2030を基盤として活動をす
すめている3。

2015年初頭には、164か国で自然エネルギーの目標が定め
られていることが明らかになった。これは、2014年の144か
国と比べて増加したi。設定目標のうち、大部分は特定分野

（電力、熱利用と冷房、交通）における成長を目指すもの
であったが、各経済部門にまたがった自然エネルギー普及
の目標を掲げる国もいくつか見られた（詳細は次の項と表
R12〜18を参照）。2014年からの新規または改訂されたエ
ネルギーシステム全体での目標例は、フランスで2030年まで
に消費エネルギーの32％を自然エネルギーでまかなうこと；ウ
クライナで、2020年までに国内のエネルギーミックスの11％を
自然エネルギーで補うことなどが挙げられている4。

多くの目標は特定の政策メカニズムや調達フレームワークの
中で表されている。たとえば、米国での州レベルの自然エ
ネルギー割当義務制度 （RPS制度）では、自然エネルギー
で一定の電気量シェア（または容量）を達成するよう義務
付けた。世界中で注目され始めた自然エネルギーの入札メ
カニズムは、調達手順のなかで一定の容量目標を設定して

いる。

この章では、義務・インセンティブ、促進メカニズムなど、
2014年と2015年初頭に電力、熱利用、交通の分野で追加・
改訂された様々な政策の種類に焦点を当てる。多くの政策
はしばしば組み合わさって実施されるが、ここでは各種政策
メカニズムの開発は独立して記述する。この章では、政策
のメカニズムの有効性について評価・分析は行わない。

■発電
自然エネルギーを利用した発電促進の目標と政策支援制度
は、熱効率や交通分野をしのいで、引き続き大きな注目を
集めている。目標は電力部門で自然エネルギーを支援する
最も一般的な指標である。この章で考察する目標は、エネ
ルギー政策のフレームワークや国内のエネルギー計画文書、
州長の公式申告書など、様 な々方法で設置された。

2014年度にいくつかの国が、発電についての目標を追加・
改訂した。日本とニカラグアの両国は、新しいエネルギー構
成目標を追加した。2014年に発表された日本の第4次エネ
ルギー基本計画は、他の自然エネルギーに関する目標に追
加して、2020年までに13.5％、2030年までに20％という目標
を定めた5。ニカラグアの新たな発電拡張計画では2027年ま
でに自然エネルギーシェア90％を掲げている6。また、ボリビ
アとシンガポールは新たな自然エネルギー技術の容量目標を
追加した。ボリビアは、今後10年で太陽光、風力、地熱、
バイオマス発電容量を160MW増やすことを目標に掲げ、シ
ンガポールでは2020年までに太陽光発電容量を350MW実
施するという目標を初めて掲げた7。

7つの国の地域では、既存の目標の修正や、それをもとにし
た新たな目標の設定を行った。アルジェリアは、既存のエネ
ルギー計画を改訂し、新たな自然エネルギー目標を取り入れ、
2030年までに達成するよう定めた8。中国は発電容量目標を
上方修正し、2015年初め時点で風力発電150GW、太陽
光発電70GW（大規模で35GW、分散型で35GW）、水
力発電330 GWを2017年までに設置することを目指している。
また、2015年中に太陽光発電量17.8GW分を導入すること
を目標としている9。インドは、2022年までに自然エネルギー
の発電量で170GWを、また太陽光発電容量では2022年ま
でに100GWを目指している。これは、当初の予定の5倍に
あたる。また、水力発電での目標を定めた小水力発電国
家計画も開始した10。サンタ・ルチアでは、2020年までの自
然エネルギー発電容量目標を20%から30%に引き上げた11。
トルコは、2023年までに、バイオマス（1GW）、地熱発電
（1GW）水力発電（34GW）、太陽光発電（5GW）の累
積容量を、既存の風力発電容量目標（20GW）に上乗せ
すると掲げた12。地方レベルでは、ドバイ首長国が2030年ま
でに達成する自然エネルギー発電容量目標を、5%から15%
に引き上げた13。諸国で目標の引き上げが見られたが、サウ
ジアラビアでは2032年までに全発電容量の33%を自然エネ
ルギーでまかなう計画の達成を、8年遅らせ、2040年までと

　第 4章　政策の展望

i 政策や目標を掲げた国の数は、執筆当時、21 世紀のための自然エネルギーネットワーク（REN21）が収集した中で最適な情報をもとにしている。
ii アラブ連盟は、アルジェリア、バーレーン、コモロ、ジブチ、エジプト、イラク、ヨルダン、クウェート、レバノン、リビア、モーリタニア、モロッコ、オマーン、パレスチナ、
カタール、サウジアラビア、ソマリア、スーダン、シリア、チュニジア、アラブ首長国連邦、イエメンから成っている。
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した14。

固定価格買取制度iは、世界中で最も一般的な自然エネル
ギー規制支援政策である（図30を参照）。2015年初頭に
は、73か国が全国レベルで固定価格買取制度を導入して
おり、オーストラリア、カナダ、中国、インド、米国の35の州
がこの制度を導入していた。固定価格買取制度の政策は、
買取価格の状況や政策の優先順位に応じて調整され続け
ている。固定価格買取制度の買取価格は、下落する方向
に調整されていて（過去の支払い率もさかのぼって下落さ
せるケースもあった）、固定価格買取制度の構成を他の政
策要素と統合するケースも複数みられた（競争入札やオン
サイトでの消費など表R16を参照ii）。

固定価格買取制度に関連する傾向と発展状況は、所得層
や地域によって異なる（図31を参照）。アフリカの国々では、
自然エネルギー設置を促進させるため、ますます固定価格
買取制度に取り掛かっている。10年前には、アフリカ大陸
で固定価格買取制度を導入していたのはアルジェリアだけだっ
たが、2015年初初めにはアフリカの8か国でこの制度が制
定された15（図32を参照）。エジプトは2014年、唯一新たな
固定価格買取制度を導入した。エジプトは太陽光での発電

（太陽光発電と集光型太陽熱発電）の支払い額を設置規
模（50MWが上限で5段階に分かれる）で区分し、風力
発電の価格設定も、発電時間の長さによって決定する16。
アフリカの他の地域では、アルジェリアが太陽光発電と風力
発電プロジェクトに対して追加支援をするよう制度の規定を
改正した17。2015年初初めには、ガンビア、セネガル、ジン
バブエで新たな固定価格買取制度についての議論が行わ
れた18。

アジアでは、カザフスタンで2013年に制定された固定価格
買取制度が2014年に実施となり、また既存の政策について
見直す国もいくつか見られた。既存の固定価格買取制度
を拡張して新しい発電技術を含めるよう、中国（小規模分
散型太陽光発電と洋上風力発電について）とベトナム（廃
棄物エネルギー）で決定がなされた19。

買取価格の低下も中国（陸上の風力発電の固定買取価格
の低下）とフィリピン（水力、バイオマス、風力、太陽光
発電について）で見られた20。日本では、固定価格買取制
度を開始するためにすべての消費者の電気料金にかかる
賦課金が2倍となり、設備認定要件を修正する意向を示し
て、太陽光発電の買取価格を低下させた（2015年4月から
開始）21。2013年に期限切れとなったマレーシアの固定価
格買取制度は再開され、地方の適用範囲を広げるために
制度の拡張が行われる。買取価格は低減したが年内には
増加させる予定である22。

2015年初頭、インドの新政府は、太陽光発電への投資と
導入の拡大を狙って入札スキームを廃止し、固定価格買
取制度を進める意向を持っている23。南米とカリブの数か国
は、2015年初めに固定価格買取制度を実施した。米国
領バージン諸島は、10〜500kWの太陽光発電を支援する

ため、新たな固定価格買取制度を設けた24。固定価格買
取制度と入札制度の組み合わせを基礎としたメカニズムを
活用しているコスタリカは、2014年に固定価格買取制度を
見直し、2015年初めに太陽光システムの買取価格を認可
した。

コスタリカは20MWまでの独立系発電事業者（IPPs）の
発電所のみならず、1MWまでの自家消費用発電設備から
系統へ流れる余剰電力に対しても別途支払いを決めた25。

北米では、固定価格買取制度は未だ州レベルでの実施と
なっている。2年連続で、米国の州では新たに固定価格買
取制度を取り入れるところはなく、制度を続けた州は5つにと
どまった。カナダでは、2014年に固定価格買取制度を取り
入れた州はなかったが、オンタリオ州では3回目の固定価格
買取制度下でのプロジェクト申告を募った26。固定価格買取
制度の政策メカニズム発展の最前線を行く欧州の国々は、
引き続き既存の政策の改訂に取り組む傾向にある。ただし
近年とは異なり、これらの改善箇所は、欧州委員会の指示
を通して欧州全域で公式に進められている。2014年に発行
された委員会の新しい国家援助ガイドラインは、EUの加盟
国に対して、入札という形で2015〜2016年の自然エネルギー
プロジェクトへの支援を行なうように支持した。また、2017年
までに自然エネルギーのプロジェクトのすべてを入札で行なう
よう指示した27（入札メカニズムについての詳細は補足6を参
照）。

この間、2014年にEUの加盟国は既存の固定価格買取制
度のスキームに多数の改訂を行った。デンマークとポーラン
ドは新規の固定価格買取制度を設立し、小規模風力発電
プロジェクト（デンマークで25kWまで、ポーランドで10kW
まで）の発展を支援した28。

フランスの固定価格買取制度はEU法の下では依然として
不正な国庫補助であるという2013年の欧州委員会の決定
を受け、フランスはEUの法令を順守するため、固定価格
買取制度の文言を見直した。結果的に見送りとなっていた
風力発電の固定価格買取制度は再開を許可された29。

また、2014年に欧州の国々（ブルガリア、ドイツ、ギリシャ、
イタリア、スイスなど）では国レベルで固定価格買取制度の
買取価格の削減を行い、とくに太陽光発電と風力発電で顕
著に低下させた30。数は少ないものの、徐々に増加しつつ
ある事例（ギリシャやスペインなど）では、これらの改訂は
過去の買取にさかのぼって行われた。また、マルタ共和国は、
季節ごとに太陽光発電の固定価格買取を調整する計画を
承認し、ロシアでは、地元からの調達割合が70％以下の
場合に固定価格買取率を低減するよう、域内調達要件を
制定した31。地方レベルでは、クリミアで買取価格は低減した。
買取価格引き下げのメカニズムは、現在複数の欧州の国々

（ドイツ、イタリア、スイスなど）で実施されている。英国では、
2015年1月からすべての自然エネルギー導入に対して最低
3.5％の買取価格引き下げを開始した（総導入量はより高率
での自動引き下げの引き金とはならなかった）32。

i 政策定義は用語集を参照。
ii オンサイトでの消費は、発電する場所での電気の消費を促す税金や支払い規則のような仕組みに関係している。
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自然エネルギー入札 – またの名を公共競争入札やオークショ
ン – を採用する国はだんだんと増えてきている。2015年初
めには60か国が技術によらないものと、単一技術の自然エ
ネルギー入札を行った。2015年初めには、60か国が、技
術によらないものと、単一技術の自然エネルギー入札を行っ
た（補足 6を参照）。ヨルダン、ロシア、ウガンダなどの国々
は複数技術の入札を行い、一方でアルゼンチン、エジプト、
インド、モロッコ、ルワンダは単一技術の入札を行った。ブ
ラジル、南アフリカなど他の国々では単一、または複数技術
の入札を行った33。

複数技術の入札の例を挙げると、ヨルダンが自然エネルギー
入札を太陽光発電プロジェクト12個、風力発電プロジェクト
に2個割り当てた。ウガンダでは、3度目の入札は水力発電、

バイオマス、バガス発電プロジェクト開発者に割り当てられ
た34。単一技術のオークションは、事例として、2015年初頭
に開始したアルゼンチンの地熱発電入札、入札制度を利用
して国レベルで太陽光発電を発展させ、6つの州で太陽光
発電入札を行ったインド、太陽光発電入札を行ったルワン
ダが挙げられる35。北アフリカでは、エジプトとモロッコの両
国が風力発電オークションを行った36。州レベルでは、オー
ストラリアの首都エリアで大規模風力発電入札を行った37。
入札の拡大傾向に焦点を当てると、2015年初頭に制定さ
れたポーランドの新規自然エネルギーの法律は、新たな入
札システムを定め、既存のグリーン電力証書貿易システムに
取って代わるまでに発展させた38。

政策策定者は、入札計画をより魅力的に見せるために、

補足6.競争入札・入札：政策設計の傾向

競争入札、または入札は、北米や欧州で1980年、1990
年代に渡って始まり、何十年にも渡って自然エネルギー発
電の拡大や刺激となってきた。近年では、競争入札は世
界中に広がっている。

競争入札の構造には、参加の基準に関して多種多様な
選択肢がある。入札では、価格・または他の要素・落札者
の数・実際に落札されるもの（長期のインセンティブや長期
契約の交渉権利など）によって参加資格が与えられる。こ
れらの、または他の制度設計の選択肢は、結果的に全く
違う結果をもたらすこともある。

昨今の最大の競争調達は、経済的成長を遂げている国
（たとえばインド、ロシア、南アフリカなど）で、とくに南米で
顕著に活発化した。アルゼンチン、ブラジル、チリ、ペルーで
は、2007年から入札によって13 GWの容量の契約を行っ
た。ウルグアイでは競争入札を使い、2014年から2015年
にかけて風力発電容量を40MWから目標値の1GWに増
加させた。中央アメリカでは2014年、エルサルバドル、グア
テマラ、ホンジュラス、パナマ各国で自然エネルギーの入
札を開始した。

南米と他の地方では、特記すべき傾向として、特に太陽
光発電で自然エネルギー契約価格が急落している。たと
えば、昨今のブラジルの太陽光の入札では、890 MWの
事業に対し、平均入札価格が0.087ドル/kWhのものに契
約が発注された。ドバイでは、2014年11月に、100MW
の太陽光発電が0.06ドル/kWhという低値での入札に
なった。パナマでは172MWの太陽光発電を、平均0.088ド
ル/kWhで契約し、一方で卸売りのスポット市場価格は0.3
ドル/kWh以上に増加した。いくつかの国において近年の
太陽光発電の落札価格が低いことから、本当に実現可
能な計画を支援するのに十分な価格であるのかという疑
問が浮上した。政策策定者にとって鍵となるのは、昨今世
界規模で行われた落札のうち、実際にプロジェクト化され

たものはいくつか、ということである。競争入札は、自然エネ
ルギー価格を下降させる圧力をかけることができる。しか
し、投機的な行動や経験の浅い入札者がいると、価格が
非現実的に低くなり、結果的に契約の大失敗になりかね
ないi。制度設計に注意を払えば、このようなリスクは軽減
できる。

競争入札が国際的に普及し続ける中、鍵となる問いは、
入札が政策枠組みとどのように重なるのか、ということであ
る。21世紀初頭から、入札と他の政策の種類（固定価格
買取制度・短期的証書市場など）を比較した際のメリット
について議論が進んできた。入札はある国々（南アフリカ
など）では重要な自然エネルギー獲得メカニズムとして固
定価格買取制度に取って代わり、また他の国々（中国、ア
イルランドなど）では、逆に固定価格買取制度が入札制度
に取って代わった。

政策策定者の間で、固定価格買取制度と競争入札の組
み合わせが広まりつつある。

いくつかの国々では、異なる市場を支援するために入札と
固定価格買取制度が並行して行われている。フランスと
台湾では、固定価格買取制度が小規模太陽光発電の支
援に用いられる一方で、入札は大規模なシステムの支援
に用いられている。ウガンダでは、入札は太陽光発電の支
援に使われており、固定価格買取制度は他の発電資源
のために使われている。

他の国々で、固定価格買取制度の要素と競争入札の制
度設計の要素が組み合わさった政策の中で利用されて
いる。競争入札の結果が、次に固定価格買取制度の買
取価格の設定に用いられる可能性もある。これらの政策
の組み合わせは、さらなる柔軟性を政策策定者にもたらし
たが、ゆくゆくは伝統的な政策手法の分け方で分類する
ことを難しくさせるだろう。

出典　—　この章の巻末注27を参照。
i 契約の失敗は、自然エネルギープロジェクトが、落札された後、実現しなかった時に起こる。たとえば1990年代、フランス、アイルランド、英国の競争入札は、68〜
78%の契約失敗に終わった。
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既存の入札メカニズムに複数の訂正を行った。欧州では、
デンマークやフランスなどの国々が入札の制度設計におい
て民間産業との共同を促進するための協議を実施し始め
た39。他国の政策策定者は、入札管理を統制するための
新たな規制を実施した。ブラジルは、入札前に確実な送電
網への接続を確保するよう入札資格を見直した。中国は入
札結果との干渉を避けるため、メカニズムの透明化を強化
した40。

ネットメータリングやネットビリング政策は、2015年初頭に48
か国で施行された。2014年、コロンビア、コスタリカ、ホンジュ
ラスの3か国で新たなネットメータリング制度を採択した41。
州レベルでは、この地域ではヨルダンに続き2番目となる、
屋上設置型太陽光発電に対するネットメータリングが、ドバ
イで定められた42。近年、デンマークなどの国 で々はネットメー
タリングのクレジットの支給を繰り越す期間を1時間（他国
で行われているような1ヶ月、1年のかわりに）に限定してい
たが、迅速な市場成長に対応するようネットメータリング政
策を見直した。

2014年、複数の新たな国と地域が既存のネットメータリング
/ビリング政策を改訂した。米国のバージン諸島では、ネット
メータリングと固定価格買取制度の最大容量値15MWを予
定より早く達成したことを受け、太陽光発電の導入を一時
的に保留した43。諸島の州では、余剰電力を通常の値段
で買い取るのをやめ、それよりも安く買い取るようになった。
例を挙げると、セーシェルでは、ネットメータリングプログラ
ムで、余剰電力に対して、削減できた化石燃料分の費用

の88%を支払うことになった44。バルバトスとセント・ビンセント、
グレナディーン諸島では、小規模発電所は自家発電した電
力を使用し、また余剰電力を送電網へ流した場合、小売
価格よりやや安い価格が受け取れる、という新たな政策を
各地域で実施した。ただし、大規模発電所は発電した電
力を現地で使用することを禁止し、発電量のすべてを送
電網へ流さなくてはいけないと定められている45。

固定枠（クォータ制）、または自然エネルギー割当義務制度
（RPS）は、電力事業者により供給される自然エネルギー電
力容量や電力を発電所で供給するよう義務づけた。従来
これらの政策には、義務づけされた目標値を含むものや、
取引可能な自然エネルギークレジット（RESs）のような履行
確保制度を含むものがある。2015年初頭、自然エネルギー
割当義務制度（RPS）や固定枠（クォータ制）制度は、
中国、イスラエル、英国など27か国で国の制度として、ま
たベルギー（2地域）、カナダ（4州）、インド（27州と7の連
邦直轄領）、米国（29州、コロンビア特別区、自治体2箇所）
において導入されていた。

米国では、自然エネルギー割当義務制度（RPS）は、
州レベルで自然エネルギー普及のための規制方法として
好んで利用されている。義務枠は州によって大きく異なり、
カリフォルニアでは自然エネルギーが総電力の33%を占め
るよう要求しており、米国内では最も意欲的な義務づけと
なっている46。州レベルの自然エネルギー割当義務制度

（RPS）は、2014年と2015年初頭も反対派と対立し、オ
ハイオ州では米国で初めて、自然エネルギー割当義務制

図31．自然エネルギー政策を持つ国々の所得階層別の割合　（2004年～2015年はじめ）

出典：
REN21 政策
データベース

80

70

60

50

40

30

20

10

0

in %
高所得国 低所得国家高位中所得

国家
低位中所得
国家

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  2015年
はじめ

82%
80%

67%
62%

国々が所得階層間で移動しているため、割合の減少も見られている。
2004 年から 2014 年の 10 年間で、80 か国が 108 回の所得階層の移動を行った。



─ 85 ─

第
4
章

度（RPS）の凍結を決定し、2017年まで再開の予定は
ない47。2015年初頭、ウエストバージニア州では、米国初
となる自然エネルギー割当義務制度（RPS）の廃止が決まっ
た48。コロラド、カンザス、ニュー・メキシコ、オクラホマ、
テキサスなど他の州では、引き続き自然エネルギー割当義
務制度（RPS）の縮小、または廃止の議論が続いてい
る49。

2015年の初めの時点で、約126か国で減税、補助金、低
金利ローンなど、なんらかの形の財政支援を採用してきた。
2014年には、新たな支援計画や既存のプログラムに対する
改訂案が一年を通して出てきた。コロンビアの新しい自然エ
ネルギー法は、自然エネルギー促進のための新たな税制上
のインセンティブ（輸入税の免除、消費税の免除、加速償
却、所得税控除など）を含む50。マレーシアでは、消費税
と輸入した太陽光発電用パネルの一般売上税の控除を行っ
た51。

米国では、複数の自然エネルギー技術を対象とする生産税
控除（PTC）（2013年で一度期限切れとなっていた）が
2014年12月、一時的に2週間だけ再制定され、2015年1月
前に工事を始めたプロジェクトに対しさかのぼって支援する
ことを決めた52。州レベルでは、カリフォルニア州で夕方前の
電力ピーク時に対応できる太陽光発電をさらに普及させるた
め、払い戻し制度の改正を行った。改正案には、通常の
南向き太陽光パネルの設置に対する払い戻し額に比べ、
西側を向いているパネル投入に対しての払い戻しを15%増
加させた53。

以前からの支援メカニズムに加え、グリーンバンク（2014年
に開始された英国やニューヨークグリーンバンクなど）やグリー

ンボンドは、その革新的な選択肢の提示で政策策定者から
の支持を集めている。

2014年、国や州政府が自然エネルギー電力部門の財政支
援を広げる一方、インセンティブの撤廃を決める政府もあっ
た。たとえば、ウクライナ政府は、自然エネルギー電力小売
企業の所得税控除を撤廃した54。米国では、フロリダの規
制当局によって2015年で太陽光発電の払い戻し制度を閉
鎖することになった55。

自然エネルギー発電に対する費用や料金を課する国は徐々
に増えている。料金の請求形態は様々であり、その資金は
様々な費用の補填（発電事業者の固定費を含む）に利用
される。近年、欧州の国 （々チェコ、ギリシャ、スペインなど）
では、送電網への接続、自然エネルギー発電に対する税
のいずれか、または両方に対する支払いを定めた。その中
には、自家消費用の発電や系統への電力販売に対する支
払いも含まれている。ブルガリアは太陽光発電と風力発電
で得た収入に対して税率20 %の徴収を制定した。しかし、
国の最高裁判所はこれを違憲として覆した56。ドイツは、太
陽光発電容量10 kW以上で自家消費される施設の設置に
対して、固定価格買取制度の課徴金の拡大を決定し、イタ
リアは太陽光発電で自家消費される電力に対して5%の支
払いを課した57。

アメリカ大陸では、コスタリカは自然エネルギーシステムの送
電網の拡大に対して支払いを課した。2015年初頭には米
国の8州で既存または新規の太陽光発電システムに対して
課徴金制度を設置した。さらに11州に同じ制度を設置しよう
としている58。

図32．自然エネルギー政策を持つ発展途上国と新興国（2004年、2009年、2015年はじめ）

2004年に政策が実施されていた国
2005年 -2009年の間に政策が実施された国
2010年 -2015年はじめの間に政策が実施された国
政策なし、またはデータがない国

発展途上国と新興国のうち、

 

国の政策または準国家の政策が 1 つ以上実施されている場合は数に含まれている。

出典：
REN21 政策
データベース
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国内の製造業を保護するため、自然エネルギーに使われる
部品の輸入に支払いを課す国も複数現れた。太陽光発電
の構成部品を巡って、米国と中国の戦いは続いている。
2015年1月、米国は中国と台湾から輸入した太陽光発電の
部品やモジュールに対して91%の税金を定めた59。その間、
中国は42%のダンピング防止税を欧州のポリシリコンに課し
た60。2014年、米国は世界貿易機構（WTO）に、インド
でのインド製品の使用義務付けに対する提訴に乗り出した。
また2015年初頭、カナダは中国製の太陽光発電設備に対
し輸入税を設けた61。

国際貿易に関して議論は絶えないが、2014年は合意も複
数交わされた。たとえば米国とインドでは、米国が自然エネ
ルギーと気候の達成目標を支援するため以前取り決めてい
た20億ドルを支払い、自然エネルギー開発を一層進めて相
互的な協力をすることで合意した62。また、米国と中国は、
クリーン・エネルギーの促進準備を含む気候変動対策を共
同で行っていくことで合意した63。

自然エネルギーはエネルギー構成の中で着実にシェアを伸
ばした。技術的解決法を探求することで統合問題の軽減
を図り、同時にプロジェクト開発を単純化して、ソフト（ハー
ドの部分ではなく）に掛かるコストを減らすよう政策計画に
組み込んだ。英国では市販の屋上設置型太陽光発電パ
ネルと温水システムの条件を改正し、1MW以内のプロジェ
クト許可の取得を免除した64。州レベルでは、カリフォルニア
で太陽光発電プロジェクトの承認と確認手続きの単純化を
行った65。

蓄電容量を増加させたり送電網インフラを近代化させたり
するため、従来のメカニズムも取り入れられている。事例と
しては、ケニアの消費税の見直しが行われ、太陽光発電
専用蓄電バッテリーの消費税を排除し、また日本では7千万
ドル（810億円）の資金を投じ蓄電技術の助成金を設置し
た66。一方、パキスタンでは太陽電池の輸入に税金を課し
た67。

米国では、送電網と蓄電のインフラ整備プロジェクトが複数
の州で活発に行われている。カリフォルニアは2014年、州
の前年に定められたエネルギー貯蔵義務量を達成するため、
競争入札で264MWの蓄電容量を約定した68。また2014
年、ハワイは州の送電網グリッドを発展させるためにいくつ
かの条項を義務づけ、送電網のオペレーターに太陽光発
電の系統接続手続きを向上させ、デマンドレスポンスプログ
ラムに投資するよう、他の事柄と一緒に促した69。マサチュー
セッツでは、次の10年で州の送電網を近代化させるよう、
180万ドルをプロジェクトにつぎ込んだ。この近代的な送電
網には、蓄電池やマイクログリッドを搭載し、柔軟性のある
エネルギーインフラを開発する意図がある70。ニュー・ジャー
ジーでは、300万ドルを蓄電プロジェクト13個に割りあてた71。

■熱利用と冷房
自然エネルギーの熱利用と冷房は国のエネルギーシステム
において重要な役割を果たす潜在性があるにも関わらず、
これまで国の政策策定者はそれらに注意を向ける余裕がほ
とんどなかった。しかし、この状況も変わりつつある。

政策過程の中で、自然エネルギーの熱利用技術は、冷房
技術以上に関心を向けられてきた。熱利用技術の中でも太
陽熱、さらにその中でも太陽熱温水システムは、公共政策
において注目の的となっている。また、政策の主たる関心は、
産業部門ではなく住宅用や商用建築物に関してであったが、
近年になって、いくつかの国では産業での熱利用に関心が
移った。例えば、オーストリア、デンマーク、ドイツ、インド、
メキシコ、タイ、そしてチュニジアはいずれも発電所規模ま
たは産業での自然エネルギーの熱利用を後押しするインセン
ティブの仕組みを持っている72。産業部門の政策担当者は
公的な財政メカニズムに最も関心を向けた。電力部門につ
いても、政策目標の複合化、導入割合の設定と動機付け
政策、規制政策、そして公的な財政メカニズムを通じて、
政策担当者は自然エネルギーによる熱利用および冷房を推
進している73。（補足７参照）

自然エネルギーによる熱利用および冷房の目標については
主に欧州に限られているが、2015年の初期には世界中の
45か国が目標を持っていたと推定される。（表R14参照）
2014年には他の国で新しい目標は設定されなかった。地方
レベルでは、ドイツのバーデン・ヴュルテンベルク州が熱利
用の目標を改訂し、住宅用建築物に対する自然エネルギー
による熱利用の割合の要求水準を2010年からの10%から
15%まで引き上げた74。

伝統的に、目標は全ての冷熱需要の内、自然エネルギー
の技術により供給されるべき特定の割合を定めるか、もしく
は特定の容量の自然エネルギーや熱利用システムや、新し
い自然エネルギー熱システムの導入に目を向けてきた。欧州
ではEUやEnergy Community 加盟国における目標の大
多数がそれぞれの国の再生可能エネルギー国別行動計画

（NREAP）を鑑みて決められている。

太陽熱義務付け 技術を特に指定せず義務付け

2011 2012 2013 2015 年はじめ

国の数
25
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0

国の政策または準国家の政策が 1 つ以上実施されている場合は
数に含まれている

図33．技術別の自然エネルギーによる熱利用と冷房を
義務付けた国の数（2011年～2015年はじめ）

出典：REN21 政策データベース
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自然エネルギーの熱利用や冷房の推進義務化は、しばし
ば建築基準法にも含まれており、地方自治体レベルと比較
して国家レベルではゆっくりと進められている。（都市政策の
項を参照）一般的に政策担当者は、2種類の義務化政策
を行なう。１つは太陽熱利用の義務化であり、11の国と地
域で制定されている。もう１つは、エネルギー源を特定しな
い自然エネルギーの熱利用の義務化であり、2015年前半ま
でに10か国で施行されている（図33を参照）。

南アフリカは2014年に新たな義務を設けた唯一の国であっ
た。その義務は、新築または改修された建物において、
温水利用量の最低でも50%を太陽光や地熱、バイオマスに
よる熱、熱回収システムなどの自然エネルギーを用いて供給
することを要求している（この政策は2011年に制定されたが、
施行されたのは2014年9月であった）75。国家レベルの政策
のほとんどが、欧州のものであったが、これはEUにおける
建築物のエネルギー性能に関する欧州指令により規定され
た建築物の効率性の必要条件を遵守するために、自然エ
ネルギーの熱利用を義務化したからである。

ギリシャやヨルダン、ケニアやウルグアイなど、多くの国の熱
利用や冷房における自然エネルギー利用義務化政策は太
陽熱による給湯に着目している。しかし、ギリシャを例外とし
て、フランスやドイツ、アイルランドなど欧州におけるほとんど
の熱利用義務化は、概してエネルギー源を特定せず幅広
い自然エネルギーの熱利用技術を支援している。

既存する政策の大部分は2014年から変わっていない。いく
つかの政府は自然エネルギーの熱利用要件を、電力会社
に課された既存の自然エネルギーの電力利用義務と統合し
始めた。2014年には、マサチューセッツ州が、コロンビア区、
メリーランド州、ニューハンプシャー州、ノースカロライナ州
に次いで、州の既存の自然エネルギー割当義務制度（RPS）
のもとで義務達成手段として認定される再生可能エネルギー
の熱利用を義務化した5つ目の地域になった76。

少数ではあるが、実績に基づく政策メカニズムが熱利用部
門にも採択された。2014年には、イギリスが家庭での自然
エネルギー熱利用のインセンティブプログラム（dRHI）を開
始した。これは熱生産量に基づいて資金を与える長期型の
プログラムで、既存の家庭以外のRHIスキームを補完する
ためのものである。この新しいdRHIは家庭内での太陽熱
温水システム、バイオマス給湯器・ストーブ、地中熱や空
気の熱を利用したヒートポンプによる熱利用に対して資金を
供給する77。2014年にもまた、既存のRHIの枠組みのもと
で買取価格が引き上げられた78。

 財政的なインセンティブを与える方法は、2014年に自然エ
ネルギーの熱利用と冷房システムに対する補助政策として最
も広く制定された。これらの仕組みは一般的に初期投資費
用を補助金や低金利ローン、税的優遇によって減らすのに
役立つ79。2014年には、アルジェリア、チリ、ルーマニア、
スロベニアの4つの国が前年に失効になったインセンティブの
枠組みを再導入した。アルジェリアは太陽熱による給湯を推
進するために2つ目の国家プログラムを開始し、システム構
築にかかる費用の最大で35%の補助金を提供している80。

チリは住宅用太陽熱システムに対する税額控除を再び導入
し、さらに公営住宅も対象に加えた81。ルーマニアはCasa 
Verdeプログラムを再開し、太陽熱やバイオマスシステムの
設置に対して補助金を供給している82。スロベニアは環境
公共基金を延長し、太陽熱システムや木材を使ったボイラー
に対して補助金や低金利ローンの提供を延長した83。

複数の既存の財政的なインセンティブが2014年に改訂され
た。チェコ共和国、インド、ケニアはインセンティブを強化し
た。チェコは、民間部門の融資援助が低水準であることや、
行政の負担が比較的大きいといった状況の中で、自国の
Green Saving programmeの融資の第2期を開始した84。
インドは太陽光設備の部品への関税免除を改訂し、太陽
熱利用システムの製造に使われる部品にかかる消費税や輸
入税を免除している。これまでは太陽熱利用装置にかかる
関税は14〜21%であった85。ケニアは既存の税制を改訂し、
太陽熱温水システムにかかる付加価値税を廃止した86。対
照的に、南アフリカやイタリアではインセンティブを減らしてい
る。南アフリカは輸入された太陽熱温水システムへの補助
の全てを廃止し、70%が国内で製造されている高圧システ
ムに対する払い戻しも制限した87。イタリアは自国のConto 
Termicoインセンティブ枠組みに対して補助金の上限を設
け、補助金を投資コストの65%までに制限した88。

アメリカの州レベルでは、マサチューセッツ州が太陽熱温水
システムに対する払い戻し額を引き上げた。商用のシステム
に関しては最大で2倍に増やし、住宅用のシステム、公共と
非営利の投資家に対してはインセンティブを増加させた89。
さらに、ミネソタ州は住宅用・商用太陽熱温水システムに対
して10年間の払い戻しプログラムを開始し、ニューヨーク州
は2015年に高効率で排出量の少ない木質熱利用システム
を導入する家庭および商用目的の消費者向けとして、2700
万ドルの払い戻しファンドを設立した90。

政策担当者は自然エネルギーの熱利用をエネルギーの認可
や計画段階からにより広く組み込んでいくことを始めた。例
えば、スコットランドは自然エネルギーの熱利用の国内の市
場規模を拡大するために、2014年にいくつかの規定を新設
した。自然エネルギーの熱利用技術の設置を簡略化するた
めに、スコットランドは地域熱供給システムの計画と認可を
統治する新しい規定を設け、地方自治体に対して自然エネ
ルギー熱利用マップ作成のための自然エネルギーの熱利用
のデータセットのトレーニングを提供している。自然エネルギー
熱利用マップは熱需要と熱供給を示し、両者を繋ぐ機会を
提示するものである91。
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補足7. 建物と地域熱供給ネットワークのための統合的な
自然エネルギーの熱利用と冷房に関する政策

熱エネルギーは世界のエネルギー利用の約50％を占めて
いる。しかしそれらの熱や冷房のうち、近代的な自然エネ
ルギーによって賄われているのは8%にすぎない。自然エネ
ルギーによる熱利用と冷房を広く展開することは、エネルギー
安全保障、温室効果ガスの削減、経済発展の目標を達
成するために必要不可欠である。自然エネルギーによる
熱利用と冷房の規模を拡大するために、政策当局は自然
エネルギーの熱利用および冷房を、新規または既存の建
物に組み込む革新的かつ統合的なエネルギー政策を作っ
ている。インセンティブ政策や義務政策、モデル建築、
計画策定などいくつかの新しい政策が近年になって採用
され、自然エネルギーによる熱利用および冷房がエネルギー
や気候といったより大きな目標と結びつく形で認識されるよ
うになった。

■新規また既存の建物における自然エネルギーの熱利用
および冷房
オーストリアのオーバーエスターライヒ州やデンマーク等の
いくつかの世界的な代表例を除くと、世界のほとんどが建
物における自然エネルギーの熱利用および冷房の必要性
を見過ごしてきた。しかし、それも変わりつつある。例えば、
2012年にはイギリスが商業や産業部門に対する自然エネ
ルギーの熱利用インセンティブ政策（RHI）を開始した。
これは熱利用に対する包括的な実績ベースの優遇策の先
駆けとなるものであり、2014年には住宅部門も対象に加え
た。このRHIは住宅、商業、公共、産業の消費者が生
み出した全ての自然エネルギーによる熱を固定価格で買い
取るものであり、1kWhあたり1ペンスで買い取る。

2008年には、ドイツが2020年までに自然エネルギーによる
熱利用および冷房を14%にする法的拘束力のある目標を
たてた。ドイツの政策策定者は、全ての新規建築物の建
設時に太陽熱温水システムやバイオマス、地中熱によるヒー
トポンプなどを含む自然エネルギーの熱利用および冷房を
組み込むことを要求することで義務を達成しようと努めたi。
ドイツのバーデン＝ヴュルテンベルク州ではこの義務政策を
さらに進め、既存の居住用建造物に対しても中心となる熱
システムが取り替えられる時に、少なくとも10%の熱を自然
エネルギーにより供給することを必要条件としている。
2015年の7月からはバーデン＝ヴュルテンベルク州はこの水
準を15%にまで引き上げる。2012年にはケニアが一日に
100リットル以上の温水を使う既存の建物全てに、5年以
内に太陽熱温水システムを導入して需要の60%をまかなう
ことを義務化した。この義務政策は全ての新規の建築物
にも適用される。

これらの政策が建造物での自然エネルギーの熱利用およ
び冷房を直接的に促進しようとする一方で、ネット・ゼロ・
エネルギー（NZE）の建物の建設を促進するための政
策が自然エネルギーの熱利用および冷房を後押ししてい
る。熱利用と冷房は建物内でのエネルギー消費のうち最
大のものであるため、自然エネルギーの熱利用と冷房の

技術はNZEの建物を実現するには欠かせない。結果的
に、NZEの目標や義務政策、その他の政策が事実上自
然エネルギーの熱利用および冷房を促進する政策として
はたらいている。

例えば、EUの建物のエネルギー性能に関するEU指令
のもとで、EU加盟国は2020年までに新規の建設をNZE
に近い状態にすることが求められている。米国では、カリフォ
ルニアが2020年までに新規住宅、2030年までに商用建築
物をNZEにするために強力な計画手順を実施している。
マサチューセッツやニューヨークを含む他の米国の州では、
試験的な補助金やコンペを建築物に対して実施した。い
ずれもNZEの潜在性を調べるためである。日本は2020年
までに新しい公共建築物を、2030年までに民間建造物を
NZEにすることを目指している。いずれのケースについても、
政策担当者や建物の所有者、ディベロッパー、そして設
計者達は、自然エネルギーの熱利用および冷房の役割を、
建物のエネルギー目標を達成するための統合的エネルギー
システムの一部とみなしている。

■自然エネルギーの熱利用とスマート地域エネルギーネット
ワーク
歴史的に、従来の地域熱供給ネットワークはいくつかの大
規模で集中型の熱源によって構築され、エンドユーザー
に一方的に熱を送る形を取って来た。それとは対照的に、
スマート熱ネットワークは、多くの分散型の熱源がエネルギー
を系統に逆方向に供給することを可能にする。これによっ
て、熱ネットワークの柔軟性と信頼性はより高まる。また、
それは地域熱供給ネットワークの中で、自然エネルギーの
熱利用および冷房やエネルギー効率化技術をより多く利用
することを可能にする。しかし、スマート地域熱ネットワー
クの広範囲における展開は、数多くの技術的また市場の
障壁によって妨げられてきた。それらの障壁に対して、政
策担当者や系統管理者（特に欧州の）は今まさに立ち
向かいはじめている。

従来の地域熱供給ネットワークは、高圧システムの中で、
中〜高温の熱をこれまで消費者に供給してきた。これらの
システムにはバイオマス、CHP、化石燃料のボイラーのみ
が使われるのが典型的であり、太陽熱温水システムや、
先進的ヒートポンプなどの低温自然エネルギー熱/冷房利
用技術の広範な導入を妨げてきた。

この技術的な障壁に対処するために、地域の熱供給者
やエネルギープランナーは低温地域熱系統を試験運転す
る準備をしており、カナダやデンマークでは実際に試験運
転をしている。運転時の温度が低いために、それらのネッ
トワークはさらに効率的で、最終消費者は余った低温熱を
建物から系統に供給することが出来る。低温ネットワークは、
自然エネルギーの熱利用および冷房やエネルギー効率が
高い技術を、建物に組み込む上でコミュニティの柔軟性を
高める「スマートシティの根幹として機能」することを期待
されている。

市場の障壁に対処するため、また分散的な熱供給者がス
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■交通
交通用燃料の分野における自然エネルギーは、規制策や
金銭的なインセンティブ政策の組み合わせにより推進されて
いる。電気自動車もますます注目を集めている。ただし、自
然エネルギーと関連して推進されており、かつその推進の
程度も自然エネルギーと比較すると限定的なものである。近
年では、交通に関連する政策はバイオ燃料部門や道路交
通の開発に目が向けられてきたが、他の交通形態も関心を
集めつつある。

特定の量や割合のバイオディーゼル、バイオエタノール、先
進型バイオ燃料を交通用の石油系燃料に混ぜる混合義務
は現在33か国で実施されており、31の国レベルの政策と26
の州／県レベルの政策がある。それらの政策枠組みの中で、
44の政策事例ではバイオエタノールの混合割合を指定して
おり、27の政策事例ではバイオディーゼルの混合を義務化
しており、多くの国が両方のバイオ燃料混合義務化を施行
している。（表18と図34参照）

いくつかの国は2014年に既存の義務を強化した。アルゼン
チンは2014年12月にバイオエタノールの混合義務を従来の
7%（E7）から10%（E10）に引き上げ、さらに別個にバイ
オディーゼルの10%混合（B10）も義務化した92。ブラジル
はバイオディーゼル混合義務を2014年に2回引き上げた。7
月1日に従来の5%から6％に引き上げ、11月1日に7%に引き
上げた。また、ブラジルはエタノールの混合割合の上限を
25%から27.5%に引き上げた93。マレーシアは、バイオディー
ゼルに関して5%から10%に引き上げた94。パナマは混合義
務を2014年に2%から5%に引き上げ、さらに2015年初期に
7%に引き上げた95。ベトナムは7つの都市にエタノール5%
混合の燃料を流通させることを要求する国家政策を公布し
た96。州レベルでは、ミネソタ州がバイオディーゼルの10%
義務化を定めた国内最初の州となった97。

再生可能エネルギー燃料を利用するために、ますます多く
の義務化が施行される中、義務を達成するために使われる
第一世代のバイオ燃料の持続可能性についての論争が多
くの国で続けられている。2014年には、欧州のエネルギー
大臣が、EU全体での再生可能エネルギー交通燃料の目標

（全交通用燃料の10%）に向け、穀物や他のでんぷんが
豊富な作物や砂糖、油料作物などから作られるバイオ燃料
の割合の上限を7%とすることに同意した。なお、前年の
2013年時点での欧州議会の提案は5%を上限とすることで
あった98。上限を7%に引き上げる最終的な決定は2015年に
なされると予想されている。国単位ではイタリアが先進型バ
イオ燃料に対して具体的な混合義務を導入した欧州におけ
る最初の国となった。2018年までに発効し、0.6%の先進型
バイオ燃料の混合が義務化される99。2014年の初期には、
スペインがどのバイオ燃料の原材料が国のバイオ燃料混合
義務法に適合しているかの規定を改訂した100。

複数の国は再生可能エネルギー燃料を推進する追加的手
段としてバイオ燃料の開発と製造に財政的支援を行ってい
る。例えばブラジルは2014年にエタノールの輸出に対する
減税を認可した101。インドはバイオディーゼルの販売に関す
る規制を緩和し、生産者が直接消費者に販売できるように

マート熱グリッドに熱を送る動機を与えるために、新しい相
互接続や、熱の配分制御、買い取り政策が必要とされて
いる。その目的達成に向け、近年ハンブルクで開催され
た国際建物展示会では、新しい規制策を実践している
Wilhelmsburg地区でのパイロットプロジェクトを展開した。
その規制の枠組みは、集中型設備での熱生産、分散型
の自然エネルギーの熱利用および冷房、蓄熱を組み合わ
せたスマート熱系統の運用を可能にした。

Wilhelmsburgでのプロジェクトを監督している地域組織は、
ドイツでの自然エネルギーへの固定価格買い取り制度の考
え方を熱にも応用した。2012年には、分散した熱供給者
が、系統の年間必要量の10%までを優先的に送るという
規制が制定された。系統の運用企業は分散型の熱供給
者が供給した全ての自然エネルギー熱に対して、kWhあ
たりで固定された価格を支払う。時間が経つにつれ、分
散した熱生産者がWilhelmsburg の中心の系統に必要
な熱の25%を供給できるようになるように、買い取り上限は
引き上げられるだろう。

■地域冷房に対する計画と技術的補助
いくつかの政府は地域冷房のための計画づくりを助けるた
め、または地域冷房の規則、財政支援、発展のために
その権限を使っている。例えば、ドバイの都市では2030
年までに冷房容量の40%を地域冷房により供給する目標
を持っている。ドバイにとって、総電力消費のおよそ70%
を占めるエアコンの運転量を減らす必要性が主な動機で
ある。ドバイは、公共の資産と規制権限を利用して地域
冷房の導入を最大限支援した。そのなかには、供給負
荷のリスクを和らげ、投資を引き出すために安定的な需要
を生み出すことも含んでいる。特に、全ての公的建設物
や新たな開発は地域冷房システムに接続される必要がある。

欧州では、欧州委員会が共同出資してRenewable 
Smart Cooling Urban Europe（RESCUE）プロジェク
トを立ち上げた。RESCUEは地方の政策担当者が低炭
素地域冷房システムを開発・実施する際の障壁に対処す
るための技術的サポートを提供する。これはサポートパッケー
ジの提供を含んでおり、エネルギープランナーや技術者に
プロジェクト概念や実行可能性から、実施に至るまでの開
発ガイドラインを提供する。持続可能なエネルギー行動計
画（SEAP）のEU首長誓約に対応するかたちで、炭素
排出削減を達成する方法としての地域冷房のポテンシャル
を評価するために、RESCUEサポートを使って、多く都
市が実行可能性に関する研究を始めると予想されている。

出典：この章の注73を参照

i ヒートポンプのエネルギー出力
は少なくとも最終エネルギーベー
スで見て部分的には自然エネル
ギーである。（GSR2014 の補足 4
を参照）
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することで、バイオディーゼルの市場を拡大しようと試みてい
る。インドの州が保有する鉄道会社であるインド鉄道は機関
車の燃料に5%のバイオディーゼルを混合することを目指して
いる102。一方で、バイオ燃料に対する支援を削減した国も
ある。例えばオーストラリアの2014年度予算案においては
2015年半ばまでにバイオエタノール生産に対する補助金を
終了する見通しであり、ウクライナは代替交通燃料に対して
消費税を課した103。

国際的なバイオ燃料の貿易は2014年の間、政策策定者の
注目を集め続けた。南アフリカはEUと新しい経済的協定を
締結し、南アフリカはEUに対して8万トンのバイオエタノール
を非課税で輸出することとなった104。しかし、多くの国が国
際取引におけるバイオ燃料部門の開発を中心に不満を申し
立てている。インドネシアは、インドネシアからのバイオディー
ゼルの輸出に対するEUのアンチダンピング関税について、
WTOに不服を公式に申し立てた105。アルゼンチンもEU に
対して国内のバイオ燃料産業のために同様に不服を申し立
てている106。

電気自動車（EV）は、世界の自動車市場においてまだシェ
アは小さいものの、拡大を続けている。世界中で電気自動
車の販売を拡大するための優遇策が多く存在する中で、
発電源に関わりなく、自然エネルギーによる発電と電気自動
車を合わせた開発に重点的に取り組んでいる国はほとんど
ない。もし同時平行で開発されれば、電気自動車と自然エ
ネルギーは温室効果ガスの削減に関して、それぞれが単独
で示しうる以上の潜在能力を発揮できる。さらに、電気自
動車は充電施設を提供することにより、送電系統間のネット

ワークのバランスを取る潜在性がある107。2014年に、中国
では2016年までに政府所有の全車両の少なくとも30%を電
気自動車にすることを決定した108。地方レベルでは、アメリ
カのメリーランド州では、電気自動車の充電スタンドへの太
陽光発電の設置を支援する200万ドルの補助金プログラム
を施行した109。

■都市や地方自治体の政府
都市や地方自治体は電力事業や建物、交通システムに自
然エネルギーを統合していくための先導的役割を担っている。
世界の何千もの都市や町がそれぞれ独自の調達や規制の
権限を用いて政策や目標を決定したり、自然エネルギーを押
し進めたりしている。地方自治体は、直接的な支援の仕組
みと、より広範な環境に配慮した開発や気候変動のプログ
ラムなどを通じた間接的な支援の仕組みを組み合わせて行っ
ている110。

都市の政府によって導入された目標や政策は、世界で最も
野心的で革新的であることがしばしばある。ドイツの地方の
固定価格買取制度やスペインにおける太陽熱利用の義務
付けなどの地方自治体レベルの政策は、州や国家レベルの
政策の青写真（参考）となる。地方政府は、再生可能エ
ネルギー技術の拡大のために民間部門とのパートナーシップ
を強めていく点においても、先導的役割を担っている。電
力部門の再生可能エネルギー技術の更なる普及に対する
支援は、都市レベルの政策が発展していく上で主要な要素
である。

しかし、補助政策は電力部門に留まらない。国家レベルで
は自然エネルギーの熱利用の推進政策の採用が遅いのと
は対照的に、数多くの地方自治体が計画や規制の権限を
使って、再生可能エネルギーの熱利用技術を取り込んでい
る。例えば、欧州と南米では都市がしばしば掲げる独自の
規制策により自然エネルギーの熱利用部門が利益を得てお
り、自然エネルギーと統合した地域熱および冷房利用ネットワー
クの開発や、太陽熱温水システムの展開につながっている。
都市は自然エネルギーを用いた交通の代替手段も推進して
おり、バイオ燃料や電気自動車を公共交通機関の全車両
に取り入れ、充電スタンドなどの補助インフラの導入を進め
ている。この章は世界の都市での概観を提供しようとするも
のであり、地方自治体の政策的活動の包括的な一覧表を
提供するものではない。

世界で最大規模の都市を含め、数多くの自治体が自然エ
ネルギー事業の地元での普及に関する目標を設定している。
それらの都市のほとんどは先進国にあるが、目標を設定し
ている発展途上国の都市も増えている。それらの目標は規
模と範囲が様々であり、国家レベルの目標より野心的なもの
もある。2014年に目標を設定した都市の主な例を以下に挙
げる。米国のオースティン州、テキサス州は2025年までにエ
ネルギー使用における自然エネルギーによるシェアを65%に
することを義務づけた。ニューヨーク州は、今後10年で
350MWの太陽光発電を新規に展開することを目標にした。
東京は、2024年までに電力の20%を自然エネルギーにより
供給することを目指している111。オーストリアのウィーンでは、
自然エネルギーの熱利用部門において、2050年までに熱需

図34．（技術別）輸送分野での自然エネルギー利用を
義務付けている国の数（2011年～2015年はじめ）

出典：REN21 政策データベース
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i - イタリアの先進的バイオ燃料混合規制は
　 「その他の輸送に関する規制」に含まれている。

少なくとも 1つの国レベルの政策または州／省レベルの政策が
実施されている国  
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要の半分を太陽熱エネルギーにより供給するという新たな目
標を設定した112。

地方自治体が電力部門や経済全体において100%自然エ
ネルギーを達成するという世界的な動きもある。ドイツだけで
も、140の自治体がエネルギーまたは電力の100%を自然エ
ネルギーにすることを約束した113。2014年に100%自然エネ
ルギーの目標を設定した地域の中には、日本の福島県が含
まれており、2040年までにエネルギー供給の100%を自然エ
ネルギーから得ることを目標とした。また、ハワイのマウイ郡
の3つの島が、完全に自然エネルギーだけで電力が供給さ
れる米国初の島になることを目指している114。ドイツの74の自
治体を含め、世界中の多くの都市や地方自治体が既に
100%自然エネルギーという目標を達成しており、それらの自
治体のほとんどが電力供給の100%を自然エネルギーで供
給することを対象としている115。2014年には、米国のバーモ
ント州の都市のバーリントンが電力の100%自然エネルギー化
を達 成した116。100%RES Commun i t i e s や RES 
Champions League in Europe、Global 100%RE 
initiativeなどの協同の取り組みにより、地方自治体レベル
での100%自然エネルギー化達成に向けた取り組みにますま
す注目が集まっている117。

義務化政策は自然エネルギーを推進するための手段として
さらに需要な存在となっている。義務化政策は新しい建築
基準の規制を改訂する時に導入され、建設や改築の際に
自然エネルギーシステムを導入することを求めている。義務
化政策は自然エネルギーの熱利用技術を推進する方法とし
て一般的な方法になった。大半の都市の義務化政策は、
太陽熱温水システムの展開に重点的に取り組んでいる。サ
ンパウロを含むブラジルの主要都市は、自然エネルギーの
熱利用技術を推進する建築基準を採択するリーダー的な役
割を担っている118。中国の都市も太陽温水システムの利用
を推進するために義務化政策を特に積極的に用いている。
例えば、2014年時点で山東省の10の都市が、住宅用建
造物での太陽熱温水システム利用の義務化政策を採択し
た119。義務化政策は自然エネルギーによる発電技術の利用
促進のためにも使われる。2014年には、いくつかの欧州の
都市は、太陽光発電の利用義務化においてドバイ（アラブ
首長国連邦）とグルガーオン（インド）の仲間入りをした120。

地方自治体は、自然エネルギーの普及をさらに加速させる

ための規制手段も施行してきた。ネットメータリングは国や州
の政策の影響を受けない地方の政策担当者が用いる大切
な手法である。デリーやバンガロールなどのインドの都市は
新しいメータリングプログラムを2014年に採択した121。ドバイ
は誰でも太陽光発電システムを導入し、余った電力を電力
系統に供給する包括的な法的枠組みを採択した中東最初
の都市である122。

固定価格買取政策は地方自治体レベルでも使われており、
国や州より高い買取価格を提案していたり（例：ロサンゼルス、
カリフォルニア）、国や州の固定価格買取制度より早く導入
されていることもある。（例：ドイツのいくつもの都市）しかし、
世界的には固定価格買取制度は、都市レベルでは国レベ
ルほど広くは採用されていない。都市レベルで採択されて
いるところであっても、国レベルでの固定価格買取制度と同
様の困難に直面することが多い。2014年には、都市の固
定価格買取制度は良い方向にも悪い方向にも改訂された。
例えば、カナダのアルバータ州バンフはカナダで初めて地方
自治体による固定価格買取制度を開始した。カリフォルニア
州のパロアルトは買取上限量を引き上げた。フロリダ州のゲ
インズビルは地方での固定価格買取制度の先導者であった
が、過剰な買取量を制限して電力価格を管理するために
固定価格買取制度を一次中断している123。

公的融資政策は、自然エネルギーの普及や自然エネルギー
による電力システムの補助、太陽熱技術、代替交通手段
などを促進する重要な要素となってきている。例えば、
2014年にスペインのバルセロナが、太陽熱温水システムの
導入のための屋根改装を推進するために、1370万ドル

（1130万ユーロ）の補助金の枠組みを導入した124。オース
トラリアのメルボルンでは、政府が太陽光発電システムの需
要を刺激するため、システムを購入・導入する事業に対し
て割引を行っている。また、電気自動車の個人購入をより
促進させるために、資金援助の仕組みを作っている都市
がある125。中国では、深セン市が市内のタクシー車両とし
て使われる電気自動車の数を増やすための新しいプログラ
ムを作り、タクシー運転手が頭金無しで電気自動車等をリー
スできるようにした126。

官民パートナーシップも、自然エネルギー資源に富んでいる
にもかかわらず予算が限られている地方自治体が、自然エ
ネルギー事業を実行するための手法である。中国の保定
市に位置する雄県は、地域内の90%の熱需要を満たせる
地中熱資源を利用するためにパートナーシップ方式を採用
した127。メルボルンは、規模の経済で利益を得るために、
市内の大口消費者が需要をまとめる「集団購入モデル」
を試験導入している128。

地方自治体は、民間による自然エネルギー技術の普及・導
入を補助するだけでなく、自ら自然エネルギーシステムを購
入して、公共の建物やインフラの改善に役立てることで直
接先導することもある。都市では、電気自動車と同様に、
自然エネルギー技術を公的調達の中に取り入れる革新的な
方法を作り出した。国家レベルの電気自動車政策と同様、
政策担当者は電気自動車の普及促進と自然エネルギーを
直接つなぐ仕組みを導入することにも遅れを取っている。公
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共バス車両の全てをバイオ燃料と電気で走る車に変えるとい
うサンフランシスコでの事例を踏まえ、2014年に地方政府の
連合体は、米国ではかつてない大きな規模で電気自動車
を購入した129。公共車両での電気自動車利用を増やしてい
くことは、都市の交通部門における化石燃料消費量を減ら
すためのいくつもの取り組みの鍵にもなってきている。例え
ばフランスのパリでは、試験的な電動バスプログラムの一部
として、1200〜4900万ドル（1000〜4000万ユーロ）分の
電動バス車両を購入することを発表した130。

地方レベルでの自然エネルギー発電の導入に良い影響を与
えるもうひとつの手法は、地方自治体が地元の電力会社の
運転や所有を引き継ぐことである。欧州での自然エネルギー
資源のさらなる統合のために、欧州12か国にわたるコミュニ
ティ・パワーシステムの創出を支援しようと、CO-POWERプ
ロジェクトが展開された131。

米国では、2015年初期に、2000以上の団体がコミュニティ・
パワーシステムを作り、自然エネルギー事業に取り込むこと
が可能になった。その中にはテキサス州のオースティンが含
まれ、オースティン・エナジーが市の自然エネルギー目標の
達成の責任を負っている132。さらに米国における800以上の
共同組合が、消費者所有型の発電システムの利益を拡大
することに貢献している133。

地域熱供給および冷房システムは、自然エネルギーの規模
拡大を促すもう１つの方法として台頭してきた。都市レベル
では、地域エネルギーネットワークは自治体の計画および規
制のもとで推進されてきた。自然エネルギーに依存したシス
テムの少数だが注目すべき例としては、雄県に加えて、
2030年までに水冷却装置のような技術を利用して冷房需
要の40%を満たす計画の一環として世界最大の地域冷房
ネットワークを作ったドバイや、セーヌ川の水から冷熱を引き
出して欧州で最初の地域冷房ネットワークを作ったパリがあ
る134。さらにデンマークのコペンハーゲン、フィンランドのヘル

シンキ、リトアニアのヴィリニュスといった欧州の都市は、冷
暖房のほぼ全てを地域エネルギーネットワークにより供給して
いる135。EUを横断する地域エネルギーネットワークに熱を供
給するために、大規模な太陽熱プラントが北欧を中心として
作られた。新規導入においてはデンマークが先駆的存在で
あるが、オーストリアやドイツ、スウェーデンといった国の都
市も大規模システムの開発においてリーダー的な役割を担っ
ている136。

多くの都市の政策策定者は、認可手続きを簡略化すること
で、自然エネルギー促進の行政手続き上の障害を減らすこ
とに重点的に取り組んだ。2014年には、上海を含む中国の
いくつかの都市で太陽光発電の導入に関する行政手続き
が簡略化された137。米国では、ロサンゼルスが新しい太陽
光発電システムを導入する家主の費用負担を減らすために
認可手続きをネット上で行えるようにした。アメリカ合衆国連
邦政府のSunShot initiativeは2020年までに太陽光発電
の導入コストを1kWhあたり0.06ドルにまで下げるために多く
の団体とパートナーシップを組んだ138。

都市は限りある資源を最大限活用して効果的に自然エネル
ギーの普及を加速させるために、ますます協働的に活動し
ている。2014年9月に国連事務総長により開催された国連
気候サミットにおいて、世界規模での首長誓約（Compact 
of mayors:イクレイ日本HPでの和訳）が動きはじめた。こ
の首長誓約では、自然エネルギーやエネルギー効率的な技
術の普及を含んだ気候変動に対する行動を支持し、推進
するた めに2000の 都 市 が 集 められ た139。首長誓約

（Covenants of mayors:日本版首長誓約HPによる和訳）
は、地方自治体でそれぞれ行政が自然エネルギーやエネル
ギー効率の増加に貢献するという欧州を基盤に持つイニシ
アチブである。2014年末までに、6149の署名が集まり、さ
らに2015年初頭までに71の小規模な地方自治体が、資源
を集めて規模の経済から利益を得るために、誓約のガイド
ラインのもとJoint Sustainable Energy Action Plansを採
択した140。Energy-safe Cities East Asia programは、
中国、日本、韓国、モンゴルの都市が、2030年までに自然
エネルギー100%を達成する手助けをするために2014年に
始まった141。
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表3.自然エネルギー促進政策

○=国の既存政策（自治体の政策を含むこともある）、●=自治体の既存政策（国の政策はない）、★=新しい政策、R=改訂された政策、
×=廃止された/期限切れの政策、*=自治体の政策
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1 カリブ海のいくつかの国ではネットメータリングと固定価格買取制度を組み合わせた政策を採用した。これによって、一般の消費者が自らの施設で発電した
　電力も100％買い取られることになり、その売上によって電気料金を相殺することができる。このような政策はGSRではネットメータリングと定義される。 
2 2012年、スペインは新規事業に対する固定価格買取制度を廃止した。以前ならFITによるサポートを受けていた事業への優遇策は改定のまっただ中にある。 
3 RPS政策を含む米国の州レベルの目標
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サンマリノ
シンガポール
スロバキア
スロベニア
韓国
スペイン2
スウェーデン
スイス
トリニダード・トバゴ
アラブ首長国連邦
英国
米国3

ウルグアイ
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表3.自然エネルギー促進政策（続き）

○=国の既存政策（自治体の政策を含むこともある）、●=自治体の既存政策（国の政策はない）、★=新しい政策、R=改訂された政策、
×=廃止された/期限切れの政策、*=自治体の政策
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4 パレスチナ自治区は世界銀行による国の分類では「ヨルダン川西岸とガザ」に含まれている。
それらは国連による2009年「パレスチナ暫定自治区」の１人当たりGNI（1483米ドル）を用いた。

注： 表中の各国は１人あたりの国民総所得（GNI）によって以下の様に分類されている。「高所得」：1万2746米ドル以上、「高位中所得」：4125～1万2745
米ドル、「低位中所得」：1046～4125米ドル、「低所得」：1045米ドル以下
１人当たりの所得水準とグループ分けは、2015年3月時点の世界銀行のCountry and　Lending　Groupsのデータを使用した。制定された法律のみ表に掲載され
ているが、掲載されているもののうちいくつかはまだ運用されていない。または有効でないために、実効性や影響力を欠いていることもある。継続されなかっ
たものは掲載していない。多くの固定価格買取制度は技術的な範囲に限定されている。

出典：本章巻末を参照
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ベラルーシ
ベリーズ
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ボツワナ
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中国
コロンビア
コスタリカ
ドミニカ共和国
エクアドル
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レバノン
リビア
マケドニア
マレーシア
モルディブ
マーシャル諸島
モーリシャス
メキシコ
モンテネグロ
ナミビア
パラオ
パナマ
ペルー
ルーマニア
セルビア
セーシェル
南アフリカ
セントルシア
セントビンセントおよび
グレナディーン諸島1

タイ
チュニジア
トルコ
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低位中所得国

低所得国

R

R

アルメリア
カーボベルデ
カメルーン
コートジボワール
エジプト
エルサルバドル
ガーナ
グアテマラ
ガイアナ
ホンジュラス
インド
インドネシア
キプロス共和国
レソト
ミクロネシア連邦
モルドバ
モンゴル
モロッコ
ニカラグア
ナイジェリア
パキスタン
パレスチナ自治区4

パラグアイ
フィリピン
セネガル
スリランカ
スーダン
シリア
ウクライナ
ウズベキスタン
バヌアツ
ベトナム
ザンビア

バングラデシュ
ブルキナファソ
エチオピア
ガンビア
ギニア
ハイチ
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リベリア
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マラウイ共和国
マリ
モザンビーク
ミャンマー
ネパール
ニジェール
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タジキスタン
タンザニア
トーゴ
ウガンダ
ジンバブエ
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サハラ以南のアフリカでは、マラリアや栄養失調で亡くなるよ
りも屋内で調理をしている際に発生する煙や蒸気を吸って亡
くなる少女の方が多いようだ1。南アジアの農村地域に住む
女性は、調理に利用する薪を集めるため、1か月に40時間
もの時間を費やしている2。北アジアの一部に住むいくつか
の村の人々は、冬季に調理のための炭を、貧しさが故に購
入できない3。

そして、多くの地域では電気や近代的なエネルギーサービ
スの欠如が、健康や教育のサービスを阻んでいる4。

世界中で約7人に1人が電気へのアクセスを持たず、5人に
2人以上が家事に必要なエネルギーを得るために伝統的バ
イオマスに頼っている5。それは多くの人々にとって、日 き々
わめて基本的なニーズに対応するためのエネルギーアクセス
を得ることが困難な状況にある。

発展途上国の多くの農村地域では、中央集中型電力系統
への接続は経済的に困難であり、実現するとしても数十年
はかかると思われる。さらに、電力系統への接続では、持
続可能な熱利用や調理という需要に十分に対応することは
できない。

分散型自然エネルギーシステム（DRE）iにより、遠隔地域
および農村地域における近代的なエネルギーサービスへの
移行を加速させるかつてない機会が現れている。これは持
続可能な調理・熱利用の器具、手頃な照明装置・通信手
段・教育・冷蔵手段の増加、公衆衛生の改善、処理工
程やその他の生産活動のためのエネルギーアクセスの改善
によるものである。これらの目的は、再生可能エネルギー普
及を推進するための制度、財政、法制度、規制面におけ
る支援メカニズムを確立し、強化する事によって達成されう
る。同様に資金調達へのアクセスの改善、必要不可欠な
サプライチェーンのインフラ開発、自然エネルギーや持続可
能なエネルギー源へのアクセスの欠如や再生可能エネルギ
ーのポテンシャルといった課題を明確に認識させることに、
これらの支援メカニズムは貢献することができる6。

現実的で価格競争力のある選択肢を明示することは、信
頼できて持続可能なエネルギーを提供する。利用可能な技
術として含まれるのは、独立型の小規模な発電システム、
照明のためのミニグリッド、バッテリー充電、通信技術、揚水、
そしてその他の生産用途である。また、これらは部屋暖房
や温水、冷房、クリーンな調理を行うための再生可能エネ
ルギーのシステムもカバーしている。

革新的で、モジュール化され、かつ持続可能で現地に適し
たDRE解決策が、個人やコミュニティのエネルギーニーズ
を満たすために利用可能となっている。また一方で、エネ
ルギー・セキュリティの向上、燃料関連のコスト削減（化石
燃料の助成金を含む）、労働力の教育スキル、薪炭材の
収集にかかる負担の緩和、そして灯油を利用したランプや

非効率なストーブからの有害な排出を避けることを促すこと
ができる7。

この章では、発展途上国における最新のDRE市場の状況
および主要なネットワークや2014年に行われたプログラムの
概観を示す。

■農村地域におけるエネルギーアクセスの状況
最新の利用可能なデータ（2015年初頭のもの）によると、
世界人口の約15パーセントに当たる10億人はいまだ電力系
統へアクセスできていない8。また、約29億人が、よりクリー
ンな調理方法を利用できていない9。このように電気やクリー
ンな調理を使えずに生活している人々は、世界中に点在し
ている。しかし、電気を持たない人々の半分以上はサハラ
以南のアフリカに住み、クリーンな調理を行うことが出来ない
人々の大半は南アフリカに住んでいる10。（図35・36を参照）

電気やクリーンな調理方法を利用できていないことへの解決
策は、農村地域では未だ主な問題のままである。都市に住
む1億3900万人が電気を持たないのに対して、農村地域で
は9億4100万人にもおよぶ。同様に、都市に住む約4億人
の人々がクリーンな調理ができないのに対して、農村地域で
は24億人にのぼる11。（表20・21を参照）しかしながら、こ
うした生のデータではトレンドの傾向がほとんど描けない。
図中では望みが無いようにも見えるが、電化をとりまく環境
は改善している。1990年から2012年まで世界の電化率は
75%から85%へと増加した12。

データとトレンドは地域によっても異なる。サハラ以南のアフ
リカでは、6億2000万人以上の人々、すなわち人口の3分
の2にあたる人々が電気のない生活をしている。そして、7
億3000万人が環境負荷の大きい調理法に頼っている13。ア
フリカ大陸には約10億人が住んでいるが、世界の4%の電
気しか生み出していない。全設備容量は147GWでありア
フリカの発電容量はドイツよりも低い14。サハラ以南のアフリ
カの47の国々（南アフリカを除く）を合わせると自然エネル
ギーの新規設備容量はたった23GWであり、これはインド
の新規設備容量を全て足し合わせたものの3分の1にも満た
ない15。加えて、一人あたりのGDPが増加しているのにも
かかわらず、人口の増加に伴い、有害な調理を行う人口
も増加し、そのスピードは1995年から2012年の間で年間約
2.7％である。こうした傾向は今後も続くと見られている16。

北アフリカと中東は電化と近代的なエネルギーサービスへの
アクセスについて際立った発展をしている。イエメン（人口
の40%がエネルギーサービスへのアクセスを持たない）を除
けば、この地域の国はほぼすべて電化している。

電気へのアクセスの提供は、特に北アフリカやレバントの山
岳地域や農村地域、あるいはバイオマスの伝統的な使用
法に頼りつづけている農村人口の大部分にとって、ひとつ
の挑戦である17。

　第 5章　エネルギーアクセスのための分散型自然エネルギー

i この章は分散型再生可能エネルギーのためのエネルギーシステムについて言及することを目的とする。これは、中央集中型系統から独立した分散型の発電のために大規模で中央集中型のものでなく、
比較的小規模に広がる（屋根上にある小規模の太陽光パネルのような）エネルギーシステムのことである。DREは発展途上国における都市や農村地域で、提供されている電化、調理、暖房や
冷房などのあらゆる中央集中システムから独立した分散型エネルギーサービスである。
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人口の集中する南アジア（アフガニスタン・バングラデシュ・
ブータン・インド・ネパール・パキスタン・スリランカ）では、
一人あたり消費電力がアフリカ大陸での消費よりも少ない18。
インドでは多くの人々が固体燃料に頼る調理を行っており（7
億7800万人）、電気への接続が欠落している（2億6300万
人）19。中国の電化率は国際的な基準に近づいているが、
中国に住む推定6億700万人の人々がいまだ固体燃料を利
用した調理に頼っている20。

フィジーやバヌアツのようにオセアニアの発展途上国の中の
孤立した小さな島に住む人々にとって、現代的なエネルギ
ーにアクセスすることは難しく費用がかかる。これらの国々
はディーゼル燃料の輸入に非常に高く依存したままで、小さ
な電力系統を保有し、高い関税を設定している21。

ラテンアメリカやカリブの国々は、国民保険加入率が西半球
最低のハイチ（30％以下）からほぼ皆保険となっているブ

図35．世界の電力アクセスと地域ごとのアクセスの不足（2012年）

図36．世界の低公害型調理へのアクセスと地域ごとのアクセスの不足（2012年）

出典：本章の巻末注 10 参照
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ラジル（99％以上）まで状況は様々ではあるが、全体とし
ての電化率は高い22。一方で、クリーンな調理法という観点
から見れば、国々の状況は異なる。中央アメリカに住む人々
のうち、推定50%以上が調理時に薪を利用しており、その
うちのほんの10％程度が改良型調理用コンロを保有してい
る23。アマゾン川流域の農村地域―ボリビア、ブラジル、コ
ロンビア、エクアドル、ペルー―に住む人々はいまだ調理や
暖房時の薪の利用に強く依存している24。

■分散型自然エネルギー技術
農村地域や遠隔地域に住む人々は、たいていエネルギーア
クセスの改善を3つの方法で行っている。（1）独立型装置
やシステムを利用した、家庭レベルでの発電、熱利用と調理

（2）コミュニティレベルのミニグリッドシステム（3）系統が都
市や都市周辺を超えて広がるグリッドベースの電源である。
本項ではエネルギーアクセスを改善する最初の2つの方法に
焦点を当てる。（GSR2014の補足9参照）

分散型自然エネルギー市場と導入済み容量に関する信頼
できる統計的なデータは、比較的限られている。しかしなが
ら、家庭と非住宅レベルの市場では、小規模のソーラー
PV、独立型の照明システム、風力、バイオディーゼル、電
化のためのミクロまたはピコ水力発電、冷暖房機器、調理
機器を含む分散型自然エネルギーの技術が重要で成長中
の存在であることは明らかである。（参照表22）

LEDライトや新型のリチウムバッテリーのような手ごろな価格
で効率的な電気機器とうまく組み合わさっているソーラーPV
セルの劇的な価格の低下は、非常に小さな機器だとしても
ソーラーPVシステムをより入手しやすいものにした。（市場
全体で価格が変動するにも関わらず）。ソーラーランタンとソ
ーラーピコPVシステム（発電容量1～10W）、わずかに大
きめのソーラーホームシステム（SHS）（10-200W）の人気
は2014年も上昇し続けた。最も成功したSHSプログラムは
バングラデシュで行われたものである。2014年5月時点で
300万以上のシステムが稼働中でそこでは総人口の9％であ
る1300万人が恩恵を受けている25。

特にサハラ以南の地域において、ソーラーランタン、フラッ
シュライト、バッテリーLED装置を含む独立型照明システム
の急激な増加が始まった26。加えて2014年中、小型風力発
電機は主にバッテリーの充電、遠隔通信、灌漑、揚水で
使われていた27。

手ごろな電気をローカルコミュニティに供給するものとして
1kWほどの小規模なミクロまたはピコ水力システムは多くの
国で採用され続けた。概してこれらの水力システムは最低
20年間確実に稼働し、堆積物を取水口のスクリーンから取
り除くことを別にすれば最低限のメンテナンスで済む。ネパ
ールでは2013年の終わりまでに2600台以上のミクロまたはピ
コ水力システムが設置され、総発電容量は45MW以上と
なった28。

バイオマスとバイオガスは、より多くの電気を供給している。
より多くの国々でエンジンを用いた発電装置に燃料を供給す
るためにパームヤシやココナッツ、ジャトロファの原料からと

れる植物油がディーゼルの代替として用いられている。タイ
では、使用済み調理油から発電するためのバイオディーゼ
ルが小規模に生産されている29。カンボジア、インド、ベトナム、
その他の国々では、乾燥した木材、雑草やもみ殻から作ら
れたバイオガスがエンジンの燃料としてより一層利用されて
おり、ミニグリッドに電力を供給するための発電装置を動か
している30。

農村地域の熱利用や冷暖房分野は技術の進歩と森林破壊
に関する意識の向上によって発展した。低公害型の調理
や温水および暖房のために近代的バイオマスや太陽熱利用
システムを活用することの利益について農村地域の人々の
意識を高めるという点で、教育プログラムの人気が高まって
いることは意義のあることである31。中国政府による歴史的
な努力と、低公害調理用ストーブ国際同盟の国際的な努
力によって近代的バイオマスを促進させるプログラムを実施
する家庭は著しい数に達した32。

他の家庭調理向けの燃料は、非常に少ない量だが、エタ
ノール、木質ペレット、太陽光、非自然エネルギーとされる
石炭、灯油、液化石油ガスが含まれる。エチオピアではバ
イオマスよりも液体バイオ燃料の調理用ストーブプログラムが
ほとんどである33。ナイジェリアではSMEFundsが約20万の
低公害ストーブを配った。これは燃料としてエタノールゲル
を使う34。簡素な嫌気性消化装置技術によって、家畜糞尿
や作物残渣、その他の有機廃棄物減量を資源とした調理
用のクリーン・バイオガスを生産できる35。バイオガスは、家
畜（と人間）の排泄物を日常的に回収できる推定1億5500
万世帯の家庭と営利農家に最も適している36。ネパールの
バイオマスプロジェクトは世界でも最も成功したプロジェクトの
一つであり、バイオガスサポートプログラムによって33万以上
のプラントが設置された37。

2014年、街灯や生産用途のエネルギーのような、分散型自
然エネルギーによる他の効果は表れ続けている。例えば、
太陽光を使った公共照明装置はいくつかの国で激増し、
農村地域の電化プログラムの第一歩となっている。2014年、
ハイチでは政府が1万4000もの太陽光による街灯の設置を
支援し、民間事業者による導入も数えきれられないほど多
かった38。ナイジェリアのアブジャでも100を超える通りに太陽
光による街灯が建てられた39。

加えて多数の分散型自然エネルギーシステムは生産設備や
機械によってもたらされる多くの種類のエネルギーサービスを
提供することが出来る（表4参照）40。ディーゼル発電機より
も安く便利なため、途上国の学校、診療所、いくつかの近
代的な住宅にエネルギーを供給する上で分散型自然エネル
ギーは大きな役割を果たしながら成長している41。他にも、
遠隔通信塔や、余剰のエネルギーをコミュニティマイクログリ
ッドに送り返すという機能も持っている42。

もう一つの異なる分散型自然エネルギーシステムはマイクロ
およびミニグリッドに関連している。これは適切に構成すれば、
中央集中型のグリッドよりもコスト面で効率的である43。Sun 
Edison は5000のインドの村で太陽光のマイクログリッドを作
ることでインドのomni-grid Micropower company と合意
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を交わした。（累積容量250MW）44　ガボンの企業（Meagle 
Sun）はシングルマイクログリッドとして構成されたバッテリー
付きのソーラーホームシステムを展開し、100のコミュニティ
に設置した45。インド政府は、累積40GWの屋上ソーラー
PV発電機を設置するという非常に野心的な目標を掲げた。
これは、今後5年間にわたって1kWから500kWまでの容量
でコミュニティマイクログリッドに整備するというものである46。

他のマイクログリッドは近代的な地域に配置された。例えば、
ネパールのGham Power は信頼性の低い公共のグリッドか
らのエネルギー供給の代わりに近代的なディーゼルソーラー
マイクログリッドのためのビジネスモデルを開発した。現在、
病院、銀行、ホテル、工場などの約30の施設に供給する
約4MWのハイブリッドソーラーPVディーゼル発電機が建設
されている47。

既存の確立している技術に加えて、2014年には新しいタイ
プの分散型自然エネルギー機器、構成、利用法の進化が
見られた48。（補足8参照）

■政策の発展
エネルギーアクセスの拡大は、グリッドの拡大だけでは成し
遂げられないため、政策決定者は多様な専門的な政策や
規制（法律）、目標を通して分散型自然エネルギーをサポー
トしている。エネルギーアクセス改善のためにこれまで発展
してきた政策の枠組みの大半は、電化に重きをおくものばか
りで、低公害型調理や冷暖房に焦点を当てるものは限られ
てきた49。

ブラジル、中国、インド、南アフリカは、大規模なオフグリッ
ド自然エネルギープログラムの展開をけん引してきた。これら

表4. 生産エネルギーサービスと経済発展のための分散型自然エネルギー

エネルギー
サービス

技術 新たな収入機会 既存の活動の改善 付加的な利益

照明 小規模ソーラーPV、独立
型照明システム；ピコ風力、
バイオディーゼル、マイクロ
ピコおよびピコ水力発電；
バイオディーゼルエンジン

夜間の街灯、娯楽施設
娯楽施設

レストラン、カフェ、商店の
深夜営業、教育と読書、
夜間の製造

夜間の活動の機会を創出、
安全性の向上、社会化の
向上の向上

調理 低公害型バイオマス調理
用ストーブ、バイオガス、
太陽光加熱用調理器具

近代的な商業用燃料と
ストーブの販売と流通

低公害でより費用対効果
の良い調理法

木材収集、調理、ポットの
洗浄の時間短縮、健康の
向上

冷房 / 冷凍 大規模ソーラー PVと
風力、バイオディーゼル、
マイクロおよびピコ水力
発電；バイオディーゼル
エンジン

牛乳やチーズ、ヨーグルト
や凝乳のような冷蔵食品、
乾燥させた魚に代わる
新鮮な魚のための新し
い市場

農業、漁業生産物の廃棄
の減少、より多くの所得
創出、薬品の安全な貯蔵

時間の削減、商品を新鮮
に保つためのエネルギー
利用、薬品投与による
生命維持投与による生命

暖房 太陽熱温水器、バイオ
ガス、バイオマス

農業加工のような他の
活動と新産業プロセス
のためのプロセス加熱

住宅や商業施設の
快適さの向上

暖房のための木材の収集
にかかる時間短縮

情報・通信技術
（携帯電話、ラジオ）

ソーラーPV、ピコ風力 インターネットカフェ、携帯
充電器、ラジオ放送局

リアルタイムの市場価格へ
のアクセスを可能にする

移動時間の短縮、通信、
銀行取引、請求書支払に
かかる費用の削減

灌漑 バイオ燃料をもとにした
ディーゼルポンプシステム、
マイクロ水力、ソーラー
PV、風力

新種、多種の作物の
栽培

天水農業と比べて既存の
土地でのより多くの収穫量

作物への短時間での水の
供給

農業処理 バイオディーゼルポンプ、
マイクロ水力、マイクロ
グリッド、太陽光乾燥機

精製した農業製品に
よる付加価値

処理量の向上と低価格化 破砕、粉砕、乾燥などの
手作業の時間短縮

機械的エネルギー バイオディーゼルポンプ、
マイクロ水力

金属細工 質の向上と土木作業の
迅速化

同じ動作を繰り返す作業
の機械化による時間短縮
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のプログラムは、エネルギーアクセスと持続可能性という2つ
の課題に取り組む上で大きな影響力を持っている50。これら
の国々における自然エネルギー戦略の重要な成功要因は、
政府の支援や実質的で持続的な公的資源配分によって支
えられている幅広い長期的な地方電化計画を含めているこ
とである51。

最も評判の良い手段はエネルギー市場原理を伴い、開発
を加速させるためにプロジェクト開発者の中で起こる市場競
争の力を利用しようとしている。例えば、ペルーは分散型自
然エネルギーのリザーブオークションを準備し、実行した最
初の国であり、最も低い価格を提示した事業者が契約を得
られるようになっている。そのオークションは2013年に準備さ
れ、2014年後半にその契約は15年間契約の50万のオフグ
リッドソーラーPVシステムに対して行われた。これは建設、
導入、運営、メンテナンス、必要な交換を含んでいる52。

2014年、分散型自然エネルギーに関する省または課を設立
した、もしくは形成途中の国もある。例えば、バングラデシ
ュの2014年の自然エネルギー政策に基に、「持続可能な自
然エネルギー機関」（SREDA） が設立された53。チャドもま
た、エネルギーアクセスの開発を調整し、分散型自然エネ
ルギー部門への投資を促進する自立した組織の形成途中
である54。

他の国も農村地域へのエネルギーアクセスを拡大するため
に新しいプログラムを始めた。チリは2014年にEnergy 
Access Fund を創設した。これは農村地域へのアクセス
を向上させるための小規模自然エネルギープロジェクトに資
金を融通するためのものである55。ミャンマーは全地域を電
化すると宣言しており、2015年までに国家電化計画を達成
するためにその計画を続けた56。さらに、スリランカは
Sunithyaalokayaプログラムを作った。これは分散型自然
エネルギーを通して1200のオフグリッド世帯に電気のアクセス
を提供するプログラムであり、残りの独立供給型世帯を100
％にすることを目標としている57。

バルバドス、中国、ガーナ、南アフリカ、スリランカなどの多
くの国々が電化目標を持っており、1～6年以内に100％の市
民に電気のアクセスを与えることを目標としている。（目標年
数は国によって異なる）58　2017年までに90％の世帯への電
化を達成することを目標とするThe Philippines Expanded 
Rural Electrification Programは、2014年4月現在で、
99.98％を達成している59。

多くのプログラムはソーラーホームシステムのような専門的な
技術の公表に重点を置いている。コスタリカは独立型ソーラ
ーPV装置を農村地域に配置する促進政策を続けた。
2014年初め、「800以上の家庭向けソーラーPVシステムへ
の対策」が発刊された60。ガーナは2013年からソーラーラン
タン配布プロジェクトを続けた。このプロジェクトは農村地域
での灯油の使用から転換するために5年間で20万のランタン
を提供することを目標としている。このプログラムは島地域と
道路インフラのない地域を対象としており、ローカルな組み
立て工場の設立と、認知度の向上を目標としている61。

2014年には、自然エネルギーによる低公害型調理を促進す
る新しい政策もあった。7月には、エクアドルが計画を実行
しはじめた。これは300万の太陽発電と連結することができ
る電磁調理器を2016年までに導入するものだ62。グアテマラ
では、改良型調理ストーブと低公害の燃料の分野で働く人々
を支援する連合組織が設立された。これは、家庭での空
気汚染、蒔の過剰利用などの問題に対する技術的、社会
的、経済的な解決策を提供することを目的としており、同様
に、燃料効率の向上と技術的、社会的責任を適切に担う
ことを目的としている63。バングラデシュは、低公害型調理用
ストーブの国家行動計画を発表し、2030年までに3000万戸
に普及させ、全てのキッチンを無煙にすることを目標としてい
る64。2014 年、 インド で もUnnat Chulha Abhiyan 
Programme を開始し、2017年までに275万の低公害型調
理用ストーブを製造、配置するものである65。インドは
National Biogas and Manure Management Program 
を続け、2014年から2019年までに11万のバイオガスプラント
を導入することを決めた66。ナイジェリア、セネガルを含めた
いくつかのアフリカの国では、100万の低公害型調理用スト
ーブを配布する計画がある67。

オフグリッド自然エネルギー電力計画における融資、交付金、
減税といった財政的なインセンティブは、高額の初期費用と
いう課題に対応するために多くの国で有効に用いられてき
た。国によって手法は異なるが、最も一般的なのは、遠隔
地域で電化計画を発展させる際に、系統管理者が自然エ
ネルギー技術を採用することを促す補助金を提供することで
ある68。

2014年、国家レベル以外で、少なくとも30の計画と20のグ
ローバルネットワークを含む多数の国際的なアクターが分散
型自然エネルギーの導入を行っている。（表23.24を参照）
顕著な国際的な取り組みは「すべての人のための持続可
能性なエネルギー」（SE4ALL）であり、2012年から潘基
文国連事務総長と世界銀行総長が共同で始めたものであ
る69。SE4LLはいくつかの目標を有しており、1つは、2030
年までに近代的なエネルギーサービスを全世界に届けること
を助けるものである。SE4ALLイニシアチブは、さらに勢い
を増し続け、6月に行われた「すべての人のための持続可
能なエネルギーの最初の1年フォーラム」で、「すべての人
のための 持 続 可 能なエネルギー国 連10年（2014～
2042）」が始まった70。

SE4ALLイニシアチブは国家レベルで機能しており、政府
が行動目標を制定する際の支援を行い、いくつかの大きな
影響力を与えることが出来る分野で先駆けとなって活動して
いる。これにはクリーンエネルギーミニグリッドと、女性と子
供のためのエネルギーが含まれており、これらの分野は、
大きな影響と規模の拡大をもたらす可能性がある71 SE4ALL
のもとで「農村電化連盟」（ARE）と「欧州‐アフリカエネ
ルギー協議会（PANGEA）」は2014年後半に協力関係を
結ぶことを発表した。これはエネルギーアクセスを進歩させ
るために、分散型自然エネルギーによるバイオマスの発展を
支援するものである72。国際再生可能エネルギー機関

（IRENA）はSE4ALLプロセスにおける自然エネルギーの
拠点として、重要な利害関係者間の定期的な交流と、途
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補足8. 革新的な分散型自然エネルギー技術の登場

近年のいくつかのイノベーションにより、急激に発展する
分散型自然エネルギーの将来に対し明るい展望がもたら
されている。例えば、
熱電発電（TEG）ストーブは送風機を動かす電力を生
み出すために自身の熱を利用し、外部電源の必要をなくし、
燃焼効率を向上させる。また、生み出す電気は携帯電
話のような小さい機器の充電に使用できる。熱電発電

（TEG）ストーブはコスト競争力を増してきており、伝統的
なストーブと比べて有害な汚染物質は明らかに減少してい
る。多数の企業から支援されている多様なモデルはハイチ、
インド、マラウイ、ネパール、ニカラグアで実地実験済み
である。

フレキシブルバイオガスシステムはポリエチレンかビニル袋
からできるバルーン発酵装置（もしくはチューブ発酵装置）
を使用し、持ち運び可能であり、非常に軽量である。こ
れには、従来の装置に比べていくつかの利点がある。こ
れらは基本的に1日で建設することができ、自転車かオート
バイで持ち運ぶことが出来る。コストが低く、少ない道具
で済む。始める際、少量の肥料で十分である。より短時
間で廃棄物からエネルギーへ転換できる。国際農業開発
基金（IFAD）とバイオガスインターナショナルは、2011
年から2014年の間で500のシステムを設置した。フレキシ
ブルバイオガスシステムはインド、ルワンダ、サントメ、プリ
ンチペでもIFADが試験的に導入しており、メキシコでは
多数国間投資機関が導入した。

ピコ風力タービンは遠隔通信システムを動かすための非
常に低 価 格な技 術である。 数 年 前に設 立された
Fairwind社はペットボトルで作られた小型風力メカニズム
を開発し、これはナイフとはさみで、ものの数分で組み立
てることが出来る。この装置は「そよ風」だけで、約3～
4時間で携帯の充電ができる。Fairwind社は南アフリカ
でそのシステムの試験運転をしており、2015年には、サハ
ラ以南のアフリカと南アジア（インドやネパール）でも、広
げようとしている。

太陽光発電による灌漑装置によって農場経営者は高品
質の野菜や果物を作ることが出来る。SunCultureが作
成した灌漑装置は、費用効率が高い太陽光ポンプシステ
ム技術と高効率な細流灌漑システムを兼ねている。このシ
ステムは農場経営者を助け、アフリカでは、300％以上の
収穫高を実現し、80％まで節水した。ベナンでは太陽光
基金（SELF）が「太陽光マーケットガーデン」を促進
している。SELFプロジェクトはソーラーPV装置（1.5～
3kw）と細流灌漑システムを結び付けている。細流灌漑
システムでは、掘削孔を開け、0.5ヘクタールの農業小区
画地に灌漑することが出来る。バングラデシュでは、2014
年にインフラ開発企業が1万8700のディーゼル灌漑ポンプ
を取り換えるため、オフグリッド太陽光ポンプシステムを
160MW設置した。自然エネルギーとエネルギー効率パー
トナーシップ（REEEP）もエチオピアとケニアで太陽光灌

漑に投資した。

アンシラリーサービスとモニタリングはデジタル化しており、「モ
ノのインターネット化」は遠隔モニタリングシステムなど、
分散型自然エネルギー分野に大きく取り上げられている。
これはシステムの使用状況のデータを集めることができ、
アフターサービスも向上し、より良い消費者サービスを可
能にする。また、低価格化により企業は多くの人々に届け
ることが出来る。分散型自然エネルギー企業のサービスと
して、Product Health は、バッテリー状況と遠隔ソーラー
の使用傾向のデータを集め、分析する。SperkMeter社
のマイクログリッド計測システムによってマイクログリッド管理
者は、電気料金の前払いが可能になり、リアルタイムでの
監視と制御が可能になる。低価格システムは、4つのハー
ドウェアコンポーネントとクラウドオペレーターインターフェース、
そして電子マネー（もしくは現金）前払いシステムで構成
されている。

2014年にも、多国籍投資機関は、ラテンアメリカと、カリ
ブ海周辺で、太陽光充電調節器の開発を始めた。これ
は、無線通信の信号による遠隔監視システムを、電子決
済サービスと連動させて、ミニグリッドや全国の送電線網
への接続のような追加のエネルギーの統合のための外部
情報と結合させるものである。調理分野において、
Suryaプロジェクトは「調理用ストーブ温度モニタリングシ
ステム」開発した。これはワイヤレスセンサーを活用し、ス
トーブが調理用に何回使われたか、それぞれの使用時間
がどれだけかを遠隔で認証することができる。

ソーラー直流（DC）マイクログリッドは、LEDランプや
充電池式の携帯電話、コンピューター、テレビなどの信
頼できる電気機器などと優れた適合性を持っており、変
換機の必要を無くすことが出来る。Schneider Electric 
はソーラーPVユニットを低電圧の放射線上の配電線とつ
なげるDCマイクログリッドを開発している。バングラデシュ
の企業は、送電ロスを減らす高圧直流で電気を送るため
DC変換器が埋め込まれた充電調節器を開発した。

ハイブリッド型の、もしくは統合型の定型方式の商品とサー
ビスのシステム販売、とりわけ、遠隔通信や調理など、
電気と家電の使用を促進するセット販売は、もう一つの強
い衝撃を与えるイノベーションになるだろう。ソーラーホー
ムシステムに直接接続できる非常に効率の良いDC機器
は、新たな傾向となり、LEDを使って最近始まり、12Vで
動くテレビやラジオ、電気カミソリ、扇風機のような他の機
器にも使用されている。インドでは、TERIが新型の「統
合型家庭エネルギーシステム」を開発した。これは照明、
携帯電話の充電、強制送風の調理用ストーブのファンの
操作に不可欠なソーラーエネルギーシステムへのアクセス
を可能にするものである。2015年3月現在でTERIは7793
の機器をインドで設置した。

出典：この章の注48を参照
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上国における投資家の信頼を強固にするためのプラットホー
ムの提供を通して、分散型自然エネルギーの発展のための
政治体制と規制の枠組みの構築を支援している73。

他の取り組みは主に国政府によって行われ、二国間または
多国間の援助を提供している。米国主導の大きなプログラ
ムの一つであるPower – Africa では、サハラ以南のアフリ
カの電気へのアクセスに取り組んでいる。2014年8月現在で、
アメリカは260億ドル以上を財政支援、借り入れ保証で投資
した。ノルウェー、スウェーデン、英国は追加の120億ドル
を共同で投資することを約束した74。オーストラリア、ドイツ、
オランダ、ノルウェー、スイス、イギリスが主導する、
Energising Development（EnDev）は、2018年末まで
に1500万人に近代的なエネルギーサービスへの持続的なア
クセスを提供することを目標としている。EnDevは2014年末
までにアフリカ、アジア、ラテンアメリカにおいて1290万人に
近代的なエネルギーアクセスを提供した75。いくつかのプログ
ラムでは政府と共同で、分散型自然エネルギーの持続的な
発展を支援する政策の枠組みを立案し、実行している。例
えば、ドイツのGIZはインド、ケニア、マダガスカル、パキス
タンなどのプログラムを支援している76。

これらと並行して、政府や国際機関、官民協働、NGOな
どの従来のアクターも分散型自然エネルギーを促進している。
例えば、Global Alliance for Clean Cookstove は2020年
までに低公害型調理用ストーブを1億世帯に促進するために
ハイレベルの国家および民間寄贈者の誓約を取り付けた。
これは30の国々で調理用ストーブのための国際標準機関の
活動に携わり、2014年でその第1フェーズを終えた。第2フ
ェーズ（2015-2017）では投資促進、イノベーション促進、
プロジェクトの規模拡大に重点を置いている77。Global 
l ightning Energy Access Partnership （Global 
LEAP）はエネルギー・アクセス解決の商業的市場の発展
の た め に 機 能して いる。2014年、Global LEAP は
Lighting Africa Program の支援を続けた。これは、アフ
リカで品質保証されたオフグリッド照明装置270万台販売す
ることを可能にし、29の国で700万人以上にいきわたった78。

■金融と投資
歴史的に、エネルギーアクセスの発展は政府と国際機関が
率先して行ってきた。しかしながら、それはここ10年ほどで、
中央集中型で公共部門主導の手法から、官民パートナーシ
ップやベンチャー企業へ移っていき、自然エネルギーへの注
目が高まっている。携帯電話産業と同様に、物品・サービ
ス市場の急激な成長がオフグリッドの低収入顧客によるもの
だという認識がより高まり、民間部門の関わりが増加した79。
とくに自然エネルギーを中心とした独立型調理・電力システ
ムは、遠隔地域の家庭や企業へのエネルギーサービス提
供における費用対効果の高い選択肢であり、認識の高まり
によって自然エネルギーはより大きな役割を果たしている。こ
れによりますます、技術発展が続き、コストの減少が図られ
る80。これらすべては分散型自然エネルギーへの資金（公
共と私的）の増加という結果をもたらした。

分散型自然エネルギーシステムは継続してベンチャーキャピ
タル、民間銀行、企業からの投資を呼び込んだ。例えば、

2014年にはKhosla Impact and Solar Cityのようなエネル
ギー企業が、約639億ドルをオフグリッド地帯のソーラーPV 
に投資した81。バンク・オブ・アメリカ（米国）は100億ドル
を分散型エネルギープロジェクトの支援に充てることを約束
した。これらは一般的にリスクアセスメントを通過できないよう
なプロジェクトである。また、大きな影響力を持つクリーンエ
ネルギープロジェクトに対して少なくとも100億ドル以上の投資
を刺激するCatalytic Finance Initiativeを広めた82。この
ようなイニシアチブはより広範囲の機関投資家の分散型エネ
ルギー部門に対する興味を持たせるため、投資リスクを減
少させるための革新的な財政メカニズムを開発するだろう。

他の金融の動向は従来とは異なった。アフリカでのすべて
の人へのエネルギーアクセスに対して商業的なアプローチで
従事しているPersistent Energy Capitalのブティック型投
資銀行は、ガーナ、タンザニア、ウガンダなどの国で自然エ
ネルギー装置とサービスを提供する企業に投資した83。自然
エネルギー・エネルギー効率パートナーシップ（REEEP）
は競争的な振興プログラムを開始した。これは分散型自然
エネルギーを採用するためのわずかな補助金もしくは転換
社債によって小規模と中規模の事業を提供されたものであ
る。同様にコーチング、アドバイス、投資家との仲介などの
サービスを提供している84。

2014年、多数の国が参加している金融機関と開発銀行は
分散型自然エネルギーに影響を与え続けた。化石燃料を
支援する一方で、世界銀行は少なくとも36億ドルを自然エネ
ルギー業界に投資した。（分散型か集中型かは、区分され
ていない）85アジア開発銀行は「すべての人にエネルギーを」
イニシアチブのもとで4億ドルをエネルギーアクセスのために
調達した。この利益は825万人に行き届く86。米州開発銀
行は多数国からなる投資ファンドへの支援を続けた。このフ
ァンドの2014年における20億ドルの累積融資額は1800以上
の分散型自然エネルギープロジェクトにつながった87。アフリ
カ開発銀行は6000万ドルを「アフリカのための持続可能な
エネルギーファンド」に直接融資した。これらは、ナイジェリ
アの調理用ストーブ、カメルーンのソーラーPV、タンザニア
でのソーラーディーゼルミニグリッドの個別のプロジェクトに向
けられた88。イスラム開発銀行は1億2500万ドル規模の「貧
困削減のための自然エネルギー計画」に参入した。これは、
サハラ以南のアフリカ6か国において低価格の分散型エネル
ギー資源を推進するものである89。また、ドイツ復興金融公
庫は200万人以上の人々に近代的なエネルギーアクセスを
提供するエネルギープロジェクトのファンドに参加した90。

これらの銀行のうちいくつかは新しい融資メカニズムとして
競争的賞金を中心としている。たとえば、米州開発銀行は

「エネルギーイノベーションコンテスト」を毎年開催している。
エネルギーアクセスと、自然エネルギー、エネルギー効率の
分野における革新的なプロジェクトの実施を支援するもので、
ラテンアメリカとカリブ海で行われている。2014年、ティエラ・
デル・フエゴおよびチリのパタゴニア南部でのHydro 
kinetic プロジェクト（海と川）と、ニカラグアでの家庭ソー
ラーシステムの遠隔サービスとメンテナンスを提供する計画
を表彰した91。ほかにも2014年には、Global LEAPは2つ
のオフグリッド商品コンテストを開催し、もっとも効率的なオフ
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グリッドLEDライトとテレビが表彰された92。

さらに、Green Climate Fund（GCF）は、国連気候変動
枠組条約締約国会議のパリ会議を通して、数十億ドルの資
金の活用を始めた。GCFは現在進行中のエネルギーと輸送
インフラに関する国際的な金融取組を調和させることを目標と
している。これらは世界銀行、地球環境ファシリティー、適
応基金、京都議定書によるクリーン開発メカニズム、そして
G8によるものであり、分散型自然エネルギーシステムと技術
移転が注目を集める2つの中心的領域となっている。2014年
の終わりの時点でGCFは102億ドルを誓約通り集めた93。

それと同時にクラウドファンディングのような新しいメカニズム
の融資額も増加した。2014年に、新製品を発売することや
新しい市場に拡大するためのいくつかの事業開始キャンペ
ーンにおいてクラウドファンディングの人気は高まり続けた。「エ
ネルギーアクセス実践者ネットワーク国際基金」はクラウドフ
ァンディングで様 な々SE4ALL活動のために20万ドルを調達
した94。他のアクターは、ケニアにおけるオフグリッドコミュニ
ティのエネルギーアクセスを促進するためのマイクログリッドを
クラウドファンディングによる資金調達で導入した。また、ハ
イチの分散型自然エネルギー事業者を支援した95。

■ビジネスモデル
エネルギーサービス会社（ESCO）、マイクロクレジットやマ
イクロファイナンス、現金払い、ワンストップショップを含む革
新的なビジネスモデルは2014年、勢いを増した。

エネルギーサービス会社モデル（ESCO）もしくは、「サー
ビスに対する料金」は、サービス提供会社によって所有され、
運営され、メンテナンスが行われている、自然エネルギーシ
ステムの使用に対して通常料金を支払うものである96。良い
サービスの提供、専門的なメンテナンス、システムの交換を
含む利益は、否定的側面として、使用者が所有していな
いがために、不注意による操作ミスや損傷を引き起こしてし
まう可能性がある97。増加中のESCOｓiはスタッフの確保や
メンテナンスの促進、地域の雇用創出のために訓練学校を
設立している98。

マイクロクレジットモデル（マイクロファイナンス）のもとで、
購買者（家庭、中小企業）は、分散型自然エネルギーに
必要な設備にかかる費用をまかなうために銀行から小口の
融資を受ける。このモデルは、使用者が長い時間をかけな
がら分割して支払うため、自然エネルギーシステムに関わる
高額な初期費用を回避することが出来る99。過去10年でマ
イクロファイナンスは発展途上の地域でエネルギーシステムを
普及させる最も広まったモデルであることが証明された100。
2014年、ハイチ、インド、ウガンダでのプログラムは、ソーラ
ーランタンと低公害型調理用ストーブ向けの消費者金融の
有効性の拡大のために、すべてマイクロファイナンスプログ
ラムで資金調達を行った。また、バングラデシュでは、低公
害型調理用ストーブやバイオガス発酵槽、ソーラーホームシ
ステム（SHS）を手ごろな値段にするためのこのようなプロ
グラムを活用し続けた101。

現金払い方式のもとでは、消費者は一般的に持ち運び可能
な太陽光発電の充電器や、LEDライトの点灯や携帯などの
機器の充電に利用することができる制御装置などのために、
少額の先払い手数料を支払う。そして、必要なエネルギー
分の金額を消費量に合わせて先に、または定期的に支払う。
このような少額決済計画は最も一般的なビジネスモデルの一
つである102。これは、値段や支払日が消費者の現金収支や
エネルギー消費のパターンに対応しているので、太陽光電
池式の充電器などの太陽光発電技術で特に効果的である。
2014年現在、アフリカで実行中の現金払い方式モデルは、
流通経路に3万のソーラーPV装置があり、そのうち、1万
5000は年末までに消費者の家庭に設置された103。ケニアで
はすでに大規模なソーラーホームシステム（SHS）のため
の現金方式が採用されており、インドでは、ソーラーランプ
のための現金払い方式に似た手法の計画の開始が発表さ
れた104。

ワン・ストップ・ショップモデルの採用も拡大している。この
モデルでは、一つの機関が自然エネルギーホームシステム
の販売と消費者のローン組み立ての双方を行う。（基本的
に企業は供給者および小規模投資家として活動する）この
モデルはバングラデシュで一般的であり、そこでは1つの機
関が15％の頭金でソーラーホームシステム（SHS）を販売し、
6％の利子がある3年のローン、アフターサービス、長期の
製品保証を提供している。さらに、このモデルはバングラデ
シュの農村地域に技術訓練を提供し、自身の自然エネルギ
ービジネスのオーナーになれるように（とくに女性の）事業
家の養成を行っている105。（補足9参照）
i off Grid Election、BBOXX、EarthSpark International など。
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補足9. 女性と分散型自然エネルギー

分散型自然エネルギーは、エネルギー貧困の状況下で生
きる人々、とくに女性の生活の向上に大きく貢献する。女
性のエネルギー貧困状態の結果として、不健康、日々 くり
返される体的に困難な仕事、休息や子育ての時間、そ
して現金収入を得る活動のための時間の不足が挙げられ
る。

煙の出ない木材、もしくはバイオガスストーブを持つことで、
キッチンを汚染の少ない状態にすることが出来ると同時に、
薪の収集にかかる時間、重い荷物の運搬、また、それ
に伴う健康のリスクを削減することができる。ウガンダでは、
バイオガスにより～1時間程度、女性が料理をする時間を
削減することができ、同時に、男性が食事の準備をする
ことを後押しすることができると報告されている。ソーラー
PVと電球（灯油ランタンもしくはロウソクではなく）によっ
て提供される高品質の照明によって、女性が家事を行な
う時間の配分をより自由にし、エネルギー費用を削減でき、
子供がより健全で安全な環境で勉強することが可能にな
る。スリランカでは、ソーラーホームシステムによる照明が日々
の仕事を夜間に行うことを可能にし、1日の管理における
自由度を大きく増した。灯油をソーラーランプに交換した
東アフリカの女性は30％以上の家庭の支出を抑えた。

分散型自然エネルギーは、農村地域に電気を届け、テレ
ビやラジオ、携帯電話やその他のサービスの使用を可能
にする。これらの機器とサービスによって女性は他の場所
で働いている家族と連絡を取り続けることができる。また、
従来の銀行を介した場合と比べて、お金と支払請求書を
少ない費用でより早く受け取とることができ、現代社会の
一部であると感じることが出来る。

発展途上国において、女性は単に消費者だけにとどまら
ず、事業者としてセールスチームの役割を担う存在である
という認識が自然エネルギー技術サプライチェーンの中で
増えている。アジア、アフリカそしてラテンアメリカにおける
42の自然エネルギー企業を対象とした調査で、多くの事
業者が、家庭内で使う（改善された調理用ストーブのよう
な）装置のデザインに女性が加わることは、商品の最終
的な成功にとって重要な要素であるとみなしている。同じ
状況下では、女性の消費者に商品を売る場合、男性が
行うよりも、女性が行った方がより良い。バングラデシュで、
ソーラーホームシステムや、改良型調理用ストーブ、バイ
オ発酵槽を販売するGrameen Shakti は、地域の女性
エンジニアと専門家を採用し、養成している。彼女らは、
家庭内で潜在的な女性顧客と、調和した関係を築くこと
が出来る。これは男性にとっては必ずしもできることではな
い。

不幸にも発展途上国の女性は、男性に比べて、自然エ
ネルギー事業者になるための壁に直面している。例えば、
女性事業者は開業資金を十分に持っておらず、融資を
受けるために必要な担保が乏しい。また、男性に比べて

技術的、金融的な知識や不可欠なビジネススキルを持っ
ていない。いくつかの国では自然エネルギー技術分野で
働くのは「男性の仕事」と見なされている。

さらに、雇用主が女性を雇うとするならば、雇用主は、オ
フィス環境や雇用慣習が女性にやさしいものであることを
保証しなければならない。インドのGreenway Grameen 
Infra は、ストーブの販売において少なくとも25％の女性を
雇うことを目標としており、適切な公衆衛生施設と、女性
が自身の家事が仕事を阻害するときにお互いが助け合い、
代理を務めることが出来るようにする「グループ雇用」を
もとにした柔軟な雇用政策が必要であることを自覚した。
異なるビジネスモデルの分野で行われているいくつかのプ
ログラムは、自然エネルギーサプライチェーンにおける女
性参加を支援することを重視するものである。ENERGIA
の女性の経済的エンパワーメント計画（WEE）は、エネ
ルギーサービス提供業界で働いている、3000人の女性事
業者をサポートしている。彼女らは、5か国にまたがる200
万人以上の消費者にサービスを届けることを目標にしてい
る。この計画の中の一つの社会的企業である東アフリカ
のSolar Sisterは、女 性 事 業 者に「business in a 
bag」と共に、商品の立ち上げ道具一式、訓練、彼女
らのコミュニティ内の家庭へ持ち運び可能な太陽光技術
を届けるための市場販売支援を提供している。もう一つ
の例として、インドネシアにおけるKopernik（これも
WEE）がある。女性によって経営されている既存の売店
を使い、ソーラーランタンを配布している。

女性が共に働くことで、彼女らが直面している壁に打ち勝
つための結束と支援を見出すことが出来る。たとえば、
Khulumani Gogos Going Green は南アフリカの農村地
域に住んでいる年配の女性達が始めた小さな事業であり、
彼女らが太陽光による照明と電気へのアクセスを得ること
が出来るようにするものである。西ソロモン諸島における
マイクロ水力計画のような、コミュニティ規模での計画では、
彼らは、お金の管理は男性より女性の方が頼りになると考
えているため、しばしば女性に財務管理の責任を与えて
いる。バングラデシュのChar Montaz の遠く離れた島の
コミュニティでは、40人の女性が「ソーラーホームキット」
を収集し販売する生活協同組合を運営しており、離れた
出張所では、15人を追加で雇用しているこのビジネスモ
デルの成功は、近隣の島への広がりを通して理解するこ
とができる。

政策環境もまた、事業者として、また消費者として自然エ
ネルギーサプライチェーンにおける女性の参加の支援のた
めに非常に重要である。

たとえば、ウガンダの自然エネルギー政策は、特別な政策
であり、家事をしながら、女性が自然エネルギー技術によっ
て利益を得られることを確実にするためマイクロファイナン
スを促進することを含んでいる。

インドの国家バイオ燃料計画では、女性のバイオ燃料の
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栽培における役割が明確に言及されている。その結果、
カーナタカのHassan地方における女性は、彼女らの裏庭
で作物を栽培することが出来る。それは家事を一緒にす
るのと適しており、切望していた収入を稼ぐことが出来る。

SEEDとAshden awardsのように、表彰を通して女性の
功績を表彰することは、女性を自然エネルギー関連ビジネ
スに巻き込むことが出来る。しかしながら、女性が賞に申
し込むには後押しが必要である。タンザニア農村エネルギー
機関（REA）は、受賞し得る女性が率いている企業が
あるにも関わらず、タンザニア農村照明コンペティション

（LRTC）に申し込んだほとんどの機関が、男性によって
率いられていることに気付いた。したがって、現在彼らは、
女性の申し込みを後押しするために、男女の区別のない
言い回しで公告している。Ashden Awards による女性
企業家への追加的な便益は、自然エネルギーによる解決
策を促進するために、小規模の持続可能なエネルギー機
関であるAshdenインド自然エネルギー共同体を設立した
ことである。女性はその共同体で指導的役割を担ってお
り、影響力のある政府の政策において女性により強い発
言権を与えている。

出典：この章の注105を参照
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自然エネルギーとエネルギー効率は未来の持続可能なエネ
ルギーの二本柱である1。エネルギー・サービスがより効率
的に行き渡れば、自然エネルギーはより早く効果的で重要な
一次エネルギーの要素になることができる。同時に、自然エ
ネルギーのシェアが増えれば、同じ水準のエネルギーサービ
スを提供するために必要な一次エネルギーは少なくなる。

エネルギー効率化の方策と自然エネルギーの選択は、広範
なシステムでの環境面および経済面でのコスト削減という相
互作用が働く可能性がある。たとえば、エネルギー効率の
改善と一体となった分散型自然エネルギーシステムiは、エネ
ルギー輸送時の損失とボトルネックを少なくすると同時に系
統の最大電力需要を引き下げることができる。非燃料の自
然エネルギー ―たとえば風力、太陽光、水力―はそれら
が化石燃料の熱転換に固有の損失を必要としないので、
それ自体でシステム効率を改善することが出来る。二本柱
が相互に支え合うことにより、技術的・経済面に実現が難
しかった応用ができるようになり、相乗効果でそれぞれの合
算よりも大きな結果を出している。

基本的なサービスの提供に必要なエネルギーの総量は、エ
ネルギー源とそれぞれの段階（一次エネルギーの掘削、精
練、輸送、送電、最終消費）で生じる損失の両方に依存
する。それぞれの段階でシステム全体のエネルギー効率を
改善する機会があり、一次エネルギー資源が何であるかに
関わりなく利点がある。しかしながら、技術的および政策的
文脈の両方でエネルギー効率と自然エネルギー資源の間に
は特別な相乗効果が存在している。たとえば、以下のよう
な相乗効果が含まれる。

■システム全体の利益をより大きくする相乗効果：オンサイト
に自然エネルギー発電が併設された効率的建築システムや

デザインは、最終消費エネルギー需要、送電網の混雑と損
失の削減、燃料輸送に関わる費用やエネルギー消費を削
減する。

■エネルギー構成のうち自然エネルギー占有率をより大きくす
る相乗効果：最終消費の効率改善と自然エネルギーのオン
サイトでの利用増大は一次エネルギー需要を削減する。最
終消費エネルギーの需要が少なくなれば、エネルギー密度
の低い自然エネルギー資源がすべてのエネルギー・サービ
ス需要をまかなう機会は増える。総エネルギー消費の中で
自然エネルギーのシェアを高める目標は、自然エネルギーの
量を増やすことと、総エネルギー消費量を減らすことの両方
によって達成される。

■自然エネルギーと効率化への投資をより大きくする相乗効
果：最終消費エネルギー効率の改善は自然エネルギーによっ
て最終消費サービスを提供するコストを削減することにつな
がる。そして、効率化によって節約した資金は、財政や追
加的なエネルギー効率の改善や、もしくは自然エネルギー
技術の設置をサポートするために利用する。

これらの相乗効果は建築や電力事業から輸送や産業2

（GSR2012を参照）に至るまで数多くの部門に存在する。

エネルギー強度（すなわち、経済生産単位あたりの一次エ
ネルギー消費）は、エネルギー効率の指標としてマクロレベ
ルの分析に用いられてきた。これは、国際的に合意された
高度な指標の欠如が原因である3。（捕足10を参照）世界
レベルでのエネルギー原単位は、1990年から2013年の間に
年平均で約1.25%ずつ減少している。そして、世界中の多
くの地域において、この期間全体でエネルギー原単位の向
上を達成している4 （図37を参照）。最も著しくエネルギー原
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この章はコペンハーゲンエネルギー効率化センター（C2E2）と共同で執筆された。
i これ以降の章では（エネルギーアクセスのための分散型自然エネルギーの章を除く）では、分散型エネルギーシステムは以下のエネルギーシステムを指す。そのエネルギーシステムは、１）大規
模集中型ではなく、相対的に小規模で分散していること（たとえば屋根の上の小規模太陽光発電）。それに加えて、もしくは、２）その発電および配電は集中型送電網から独立して行われている
こと。
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単位を削減したのは独立国家共同体地域（CIS）、北米、
欧州であった。しかしながら、これらの経済構造の変化が
エネルギー強度の低減に寄与した可能性がある。中東地
域は、全体的にエネルギー強度が増えた世界で唯一の地
域であった5。他地域にくらべ、エネルギーをより効率的に
使用する地域もあり（かなり差がある場合もある）、改善の
余地は、国や地域をまたいでかなりばらつきがある。それで
も、すべての地域や経済分野で、エネルギー効率の改善
は可能である6。

次の小項目では建築物や電化製品、運輸、産業における

エネルギー効率の状況や動向、発展について議論する。
これらの部門は世界の最終エネルギー需要の約3分の1を占
めている。残りの本文では、エネルギー効率やエネルギー
効率と自然エネルギーの相乗効果を進める政策と現状を扱
う。一方、この章では、近年の政策展開と各部門のいくつ
かの新興技術についても焦点を当てているが、包括的に紹
介することを意図していない。

エネルギー効率と自然エネルギーの進展との連関が重要で
あるという認識のもと、2015年自然エネルギー世界白書の
本章では、年刊の章として初めて、この議題を扱う。

図37．世界のエネルギー強度（1990年～2013年）

出典：
本章の巻末注４参照
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データを収集している。2013年に、ニュージーランドは、
商業建築物のエネルギー性能を計測し、順位づけする目
的でオーストラリア国立建築環境評価システム（NABERS）
という画 期 的な仕 組 みを利 用した自発 的な制 度 

（NABERSNZ）を開始した。NABERSのもとでは、商
業ビルのエネルギー性能が評価され、星評価が適用される。

様々な分野において性能データを収集すると、省エネル
ギーやエネルギー効率の高い解決策の優位性を説明す
る比較研究やその他の広報に利用できる。たとえば、
2014年にアルジェリアは、いくつかの州で建築物のエネル
ギー効率の計測と冷熱における省エネルギー評価をする
ためのエコバットという実証事業を開始した。その評価の
一環として、エネルギー効率基準に対応する住宅のエネ
ルギー性能が従来の建築物の性能と比較されている。

エネルギー効率に関するデータの質と入手しやすさを高め
ることは、部門や地域をまたいだ適切な意思決定を行う
重要な前提条件であり、基盤である。データ収集の取り
組みや指標開発において改善はみられるものの、概して
自然エネルギー源のデータと比較すると、やはり、エネル
ギー効率はデータの質と収集範囲で遅れている。

この問題にはいくつかの理由がある。第一に、エネルギ
ー効率は自然エネルギーよりもはるかに具体性に欠け、ど
のように定義してエネルギー効率の改善を計測するのかと
いう不確定事項が残っている。第二に、エネルギー効率
データへの需要が、多くの国でいまだ小さい。これは、
確かなデータ収集のための情報源と能力が足りないこと
に加えて、エネルギー効率のデータが重要であると認識
されていないためである。最後に、データ収集の取り組
みが行われている多くの国でも、それぞれに違ったレベル（た
とえば、国、準国家、地方自治体など）で実施し、それ
ぞれ調査方法や質が異なるため、一貫性の確立をさらに
困難にしている。

出典：この章の巻末注3を参照

補足10．エネルギー効率に関するデータの現況

エネルギー効率の改善は多くの国で政策の優先事項だが、
国際的に合意された国レベルもしくは国際レベルでエネル
ギー効率の動向を計測し、追跡するための高度な指標
が存在していない。

最も集約的な指標の１つとしてエネルギー効率の改善率
を示すために広く利用されているものはエネルギー強度で
ある。しかし、この指標の実効性は限られている。なぜ
ならば、エネルギー強度の変化は、経済構造の変化（例：
エネルギー強度の高い産業からサービス産業への移行）
やエネルギー効率以外の他の要素によって引き起こされる
可能性がある。他のアプローチとして、たとえば、エネル
ギー効率指数や指標、スコアカードなどがあるが、たい
てい詳細な部門別と政策のデータの片方もしくは両方を
必要とし、部門や地域が異なると利用できないことがよく
ある。

建造物部門で、最も重要なデータ形式のひとつは建築の
エネルギー性能である。データベースがいくつか存在し、
公的に利用可能であるが、一般に地理的な制約があり、
ほんの少数の建築物しか扱えない。具体例としては、米
国の建築性能データベースである、the U.S. High 
Performance Building Database、ドイツ政府に支援さ
れた国際的なプロジェクトであるネットゼロエネルギー建築
物の地図や新しい建築研究所による“Case Studies of 
NZE Verified and NZE Emerging Projects”などが
ある。また、パッシブハウスの発展を追跡するためのデー
タベースも存在する。

必要データの不足に対処するために、the EU ZEBRA2020 
projectが、欧州中（17の加盟国に及ぶ）の低エネルギ
ー建築物市場の導入を監視し、政策評価や最適化の証
拠やデータを作成するために2014年に開始した。

その他の取り組みは、収集のしやすさを活用して、建築
証書やラベリング制度を通して、建築物のエネルギー性能
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建築と設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    
建築部門は、世界の最終エネルギー需要の約3分の1を占
めている7。建造物部門で消費されるエネルギーの40%が
冷暖房に使用され、その他の残りが最終消費、たとえば温
水、照明、電化製品の運用に使用されている8。快適さを
上げながら、建築物におけるエネルギー消費を減らせる大
きな見込みがある。たとえば、建物の向きの最適化、太陽
エネルギーのパッシブ利用の効用を最大化する設計（たと
えば暖房や自然光など）、ヒートブリッジ（熱橋）の削減、
改良ガラス窓、気密性の改善、建築物の吸熱および蓄熱
性能を改善する熱質量、換気の改善などがあげられる9。

近年では、個別のシステムのエネルギー効率をあげることよ
りも、建築物のエネルギー性能を全体的なアプローチで改
善することがより注目されている10。つまり、与えられた地理
的条件において、最も費用対効果の大きい方法で、総合
的に性能を最適化し、効率の高い建築設計のすべての側
面に取り組むということである。建築基準の例としては、米
国におけるエネルギースターやパッシブハウス基準が含まれる。
これらの建築基準は、欧州の大部分で高い建築エネルギー
性能に対する共通のベンチマークである。定義によると、パッ
シブハウスのエネルギー需要はとても小さく、従来の冷暖房
技術を使わずに高水準の熱的快適性を供給する11。欧州
単独では、このような建築物の総数は2000年から2012年ま
での間に3倍になっており、ドイツとオーストリアが成長をけん
引している12。

ゼロエネルギー建築（NZEBs）やニアリーゼロエネルギー
建築（nZEBs）は、エネルギー効率の改善によってエネル
ギー需要がかなり削減され、そのすべての（もしくは、
nZEBsの場合はほとんどすべて）残ったエネルギー需要を
自然エネルギーで充足する13。ゼロエネルギー住宅の性能は、
さまざまな立地や気候において達成可能であるという証拠を
示しながら、ゼロエネルギー新規住宅は毎日多くの国で建
設されている14。エネルギー住宅に関連してわかってきた傾
向と教訓は以下である。

■ゼロエネルギー建築やニアリーゼロエネルギー建築の実
現可能性を証明するために、公共建築物がますます活用
され、潜在的利益について人々の教育を促している。北米
では、公共建築物は既存のゼロエネルギー建築物件のうち、
3分の2を占める。そして米国の公益プログラムはオレゴン州
とカリフォルニア州では、ゼロエネルギー住宅実証において
成功を収めている15。
■大規模なゼロエネルギー建築（敷地面積5000m16かそ
れ以上）はより一般的になってきている17。
■世界中の建築家がニアリーゼロエネルギー設計にさらに
精通してきている。2014年には、国際的な建築連合体が
満場一致で「2050年に向けた責務」に合意し、会員組織

（これは124か国130万人以上の建築家を指す）は2050年
までに100%をニアリーゼロエネルギー設計にすることに専念
する18。
■北米は、ゼロエネルギー建築の性能は新築に限らないこ
とを示している。つまり、北米地域における認定されたゼロ
エネルギー建築の24%がリノベーション事業であった19。既
存建築に対するゼロエネルギー建築またはニアリーゼロエネ

ルギー建築のプロジェクトや目標に対する関心は、複数の
EU諸国で顕著に高まっている。
■共通のゼロエネルギー建築目標のもとで近隣の建築物や
地域全体のポートフォリオのために計測される全体エネルギー
バランスを見てみると、プロジェクトは建築物単体にとどまらず、
より多く展開している。たとえば、北米では米軍の軍事施
設や複数の大学を含む18のゼロエネルギー建築地域があ
る20。
■既存のゼロエネルギー建築事業の多くは先進国に位置し
ているが、実証的なゼロエネルギー建築がいくつかの発展
途上国や中国、ケニヤ、マレーシア、台湾を含む新興経
済で建設されている21。
■同様の従来の建築物と比較するとゼロエネルギー建築の
ための追加的な投資コストは5%から19%の幅で見積もられ
ている。エネルギー効率による投資回収は、助成金をのぞ
いて、5%から12%と見積もられている22。

建築の効率は、主にデザインと冷熱を含むシステムによって
決定されている。ヒートポンプは、熱源が空気か地中か水
のいずれであっても、冷暖房需要を満たす効率的な技術で
あろう。20011年から2014年にかけて、ヒートポンプの世界
市場はおおよそ150万台から200万台まで成長し、大部分
はアジア地域、とくに中国の追い上げによるものだった23。ヒー
トポンプは建築物の冷暖房のためにいくらかの自然エネルギー
容量を供給する潜在性がある。（自然エネルギー世界白書
2014捕足４を参照）もし、建築物が効率的な外皮であれば、
ヒートポンプを使った冷暖房需要の充足がはるかに簡単にな
るような相助効果は存在する。また、太陽熱や近代的バイ
オマスシステムとの相乗効果もある。

建築に使用される電化製品と電子機器によって図式は完成
する。大規模な電化製品、たとえば、冷蔵庫、洗濯機およ
び乾燥機は、住宅の電力消費の原因で、かなりのシェアを
占めている24。効率の改善によって、大規模な周辺電化製
品のエネルギー消費は、急激に低下した。冷蔵庫のエネル
ギー消費は、たとえば、1996年の年間450〜800kWhから、
2011年には250〜400kWhまで減少した（欧州における冷
蔵庫がこの時期を通して最も高い効率を示している）25。

テレビ（やコンピューターのモニター）もまた、この10年間
で大いに効率改善を成し遂げている。この変化には、ブラ
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ウン管から平面パネル技術（液晶ディスプレイ（LCD））や
プラズマディスプレイパネル（PDP）への置換、このアナロ
グからデジタルの転換、冷陰極蛍光管（CCFL）バックライ
トから発光ダイオード（LED）への転換、そしてテレビの電
力マネージメントシステムの適応が含まれている26。2015年
に市販されている技術の中で、最も効率の良いモデルは、
従来の冷陰極蛍光管バックライトブラウン管パネルと比較し
て32%〜71%の省エネルギーを示した27。2010年から2014
年までの間、効率の悪い冷陰極蛍光管バックライトブラウン
管パネルの世界的な発送はおよそ90% 減少した一方、
LED液晶ディスプレイは8倍まで増加した28。

世界の照明市場はエネルギー集約型の白熱電灯からLED
電灯への転換の段階にある29。LED電灯は、同じ明るさを
出力するのに、従来型の白熱電球と比べエネルギー消費
は90%少なく、照明時間は6倍もつと見積もられている30。
近年では、LED技術は急速に進展し、同時にコストは大
幅に低下している。60W相当のLED電球のコストは2011
年から2012年の間に40%近く低下した31。多くの国で白熱
電球の禁止令が市場のLED製品の普及をけん引し、急速
な展開をもたらした32。主要なLED市場は、欧州（世界市
場の23%）、中国（同21%）、米国（同19%）、そして日本

（9%）があげられる33。

電化製品と装置は、運転が可能な状態でエネルギーを消
費する。加えて、それらの多くは、待機電力と言われるよう

に、信号の受信や内部時計への電力供給やその他の用途
を維持するために、本機能を実行していないときもエネルギー
を消費する。多くの先進国では、待機電力は一般的に住
宅のエネルギー消費のうち5%〜10%を示している。発展
途上国、とくにその都市部では、待機電力は少なめだが、
その割合は高くなりつつある。商業建築物では、待機電力
は少なめに設計されているが、しかし、それでも全電力消
費のかなりの割合を占めている。2010年までに多くの先進
国で設置された規制によって、単位当たりの待機電力消費
は低下している34。

交通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    
交通は世界の最終エネルギー消費の30%弱を占める35。こ
の総量のうち、航空輸送は8%、水上輸送は4.5%、パイプ
ライン輸送は3.8%、鉄道は2.3%であるのに対し、道路輸送

（軽量自動車、バス、大型トラックを含む）は交通エネルギー
消費の81.4%を占める36。現在まで、効率の改善で最も重
要視されてきたのは道路輸送の分野である。

道路輸送部門における主要傾向は、自家用車の燃費改善、
電気自動車（EV）やハイブリッド自動車（HEV）の進出
増加、旅客のより持続可能な形態への移行（たとえば、
公共交通機関、鉄道、高速バス運輸（BRT）システムi）が
含まれる。結果として、燃費は過去15年間で着実に改善し
ている。世界でもそれぞれの地域においても（ラテンアメリカ
と中東地域を除いて）、この分野の平均的なエネルギー強

図38．輸送部門における国家や地域ごとのエネルギー強度（2000年、2005年、2010年、2013年） 出典：
本章の巻末注
37 参照
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i BRTは、速く快適で費用効率の高い地下鉄相当の収容人数を持つ、バスによる高品質の輸送システムである。
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度iは2000年から2013年にかけて大幅に低下している37。（図
38を参照）

たとえば、米国では乗用車や軽トラックの燃費は過去10年
間でおおよそ25%、1975年からは85%も改善した。2014年
に米国市場で購入可能なディーゼルやガソリンの型で最も
改善が進んだものは、—すべてのガソリンハイブリッド車両
を含む—燃費値がリットルあたり30から32キロメーター（ガロ
ンあたり70から76マイル）の範囲であった38。

電気自動車は、系統からの電気エネルギーの約59%から
62%を車輪の動力に変換する。他方、従来のガソリン自動
車はガソリンに蓄えられたエネルギーのうち約17%から21%
しか車輪の動力に変換しないii 39。2008年から2013年にか
けて、世界の電気自動車の販売数は、年間平均成長率
100%を超え、約1万台から40万台以上へと急増加した40。
しかしながら世界市場および国内市場における電気自動車
の割合はいまだ小さい。2013年、最も大きい市場シェアを
達成したのはノルウェーであった（6.1%）、続いて、オランダ

（5.6%）、カリフォルニア（4%）、一方、米国全体では1.3%
であった41。

たとえば、BRTシステムのような自家用車から公共交通機

関への切り替えもまた、モビリティ（移動）の効率を高める。
2013年のように、世界中の150都市が何らかのBRTシステ
ムを導入し、平日ごとに推定2800万人にモビリティを提供し
ている42。

産業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    
世界の最終エネルギー消費のおおよそ40%が、電気、熱、
機械エネルギーの形態で産業部門において生じている43。
2000年から2013年までの間、産業部門における世界のエネ
ルギー強度は着実に低下し、中東地域をのぞく世界のほと
んどの地域でも同様に、エネルギー強度は低下した44。（図
39を参照）

最もエネルギー集約型の産業は化学（精製を含む）、金属、
合金、パルプと製紙、そしてセメントである45。それぞれの
産業は、既存のベストプラクティスの適用を通して、エネルギー
効率の改善における大きな潜在性を提示している。世界レ
ベルでエネルギー消費を削減する技術の潜在性は、パルプ・
製紙産業では26%、化学産業では24%、鉄鋼産業では
21%、セメント産業では18%、アルミニウム製造産業では
11%と見積もられている46。

産業部門におけるエネルギー効率改善の肯定的な動きとし

i 交通部門におけるエネルギー原単位は、GDPあたりの交通エネルギー消費割合により計算される。部門の付加価値とは関係がない。付加価値は、運送会社の活動しか反映しない。そして、
運送会社はこの部門の総消費の一部分でしかない。（たとえば、EU諸国の場合、たいてい60%未満である）
ii 内燃機関の油井から運転までのエネルギー使用量をすべて計上するためには、採掘、精練、燃料輸送に関わるエネルギーを計算することが必要である。同様に、電気自動車では、発電のための採掘、
燃料輸送、発電時のエネルギー損失、送電時のエネルギー損失を考慮しなければならない。発電源が自然エネルギーであり、オンサイト型である場合には、電気自動車の効率は大幅に増加する。

図39．産業部門における国家や地域ごとのエネルギー強度（2000年、2005年、2010年、2013年）

出典：
本章の巻末注
44 参照
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て、とくに国際標準化機構（ISO）50001iのもとになされた
産業設備のエネルギーマネジメントシステム（EnMS）の設
備増強がある。EnMSは、2011年（ISO50001が規定時）
から2014年5月の間で、7300以上の世界各地の場所で実
行されてきた47。

エネルギー効率化の推進政策　　　　　　　　　　　　
エネルギー効率の改善を促進する政策の原動力は、エネル
ギーセキュリティの向上、経済成長の支援、そして気候変
動の削減が含まれる48。エネルギー効率の改善は、経済競
争力においても重要である49。貧しい国では、効率の向上（た
とえば電化製品や照明電球における）によって、エネルギー
アクセスがない人々に、さらに簡単にエネルギーサービスを
提供できる50。そのために、より多くの国が建築や電化製品
や輸送手段や産業においてエネルギー効率を改善する政
策を実行してきた。

エネルギー効率を推進する目標設定は、地域単位を含む
すべてレベルの行政で実施されてきた。2014年の後半、
EUは法的拘束力のない目標として、2030年までにエネルギー
効率改善を最低でも27%行うと設定した（1990年水準と比
較）。この目標値は、2020年の目標値である20%を引き上
げたものである。EU全体に及ぶ最初の2020年目標を達成
するために、それぞれの加盟国が、2020年への指標とし
て国の目標を設定している。2013年から2014年にかけて、
14の加盟国iiは、国家内でのエネルギー削減目標を設定し、
そして20のEU諸国が、どのようにして目標値を達成するか
という概要を示すNational Energy Efficiency Action 
Plans （NEEAP）を提出した51。

EUにとどまらず、中国、インド、南アフリカ、タイ、米国、
そしてアフリカのすべてのECOWAS iii国など他の国や地域
もエネルギー効率の目標値を適用している。2015年初期、
中国の首相は国家のエネルギー強度を2015年のうちに3.1%

（2014年の4.8%と比較して）削減する政府計画を発表し
た52。

それらの目標値を達成するために、政府は経済のすべての

分野においてエネルギー効率の改善を加速させる新たな規
制を導入、もしくは既存の規制の更新を行っている。建設
部門では、近年の発展としては、2014年のカナダのブリティッ
シュコロンビア州の一戸建て住宅や小規模建築のより厳しい
エネルギー効率要件、2013年のベルギーやリトアニアの新
しい建築物のエネルギー性能要件、2013年の英国のエネ
ルギー事業者への削減義務付けが挙げられる。この英国
の計画は燃料不足で生活を送る人々に援助を提供する一
方で、国家のエネルギー消費を削減することを目的としてい
る。そして、同じく2013年、ベトナムのエネルギー効率要件
を含んだ新たな建築規則の導入である53。

規格やラベリングプログラムは、電化製品やその他のエネル
ギーを消費する製品の効率を改善するために用いられる主
要な手段である。2014年までに、81の国が同様のプログラ
ムや強制力のあるエネルギー性能基準を行っていた。この
性能基準は、もっとも一般的に規制される冷蔵庫、ルーム
エアコン、照明、テレビを含む55種の製品に及んでいる。
世界中の規格やラベリング手法（エネルギー性能と関連する）
のすべての種の数は、2014年時点で3600を超え過去10年
間で3倍近くに達した54。

いくつかの規格やラベリングスキームが過去2年で拡張もしく
は増強された。たとえば、ポーランド、日本、韓国はそれぞ
れすべてのエネルギー消費製品（以前は、国内の製品の
周辺電化製品のみに設定をしていた）に対象を拡大した。
ドイツは、もっともエネルギー効率の良い製品を識別し、ラベ
リングするために任意のラベリングスキーム「気候変動に対
応した製品トップ100エコラベル」を導入した55。その他の国
では、規格を開発し、プログラムをラベリングする段階にある。
たとえば、コートジボワールは、「2011年から2030年の戦略
的開発計画」のもとで住宅用電化製品の規格やラベリング
を改善しようとしている56。

とくに発展途上国と新興国では、調理技術のエネルギー効
率が重要になっており、いくつかの国において、関連する
規制や規格を適用してきた。たとえば、イランは、2013年
に調理用ストーブやガスレンジ／ガスレンジトップのためのエ

ネ ル ギ ー 性 能 基 準
（EPS）を導入した。ベ
トナムでは、2013年に、
法的拘束力のあるラベ
リング、翌年には炊飯
器のためのEPSを適用
した。同様の法的手段
を考慮にいれ、開発し
ている他の国にはバング
ラシュ、チリ、インドネシ
ア、そしてメキシコが含
まれる57。さらに、ブル
キナファソやガンビア、
ガーナ、ギニア、マリ、

i EnMSにより製造業者、法人、電力事業者、エネルギーサービス会社、その他の組織がエネルギーコストと炭素排出量を減らすことができる。ますます多くの設備がISO50001に基づいて運転
されており、様々なエネルギー調達と使用を含めて、組織や設備がエネルギー消費を制御していくエネルギーマネジメントの枠組みとなっている。
ii それらはベルギー、ブルガリア、キプロス、エストニア、フランス、ハンガリー、イタリア、ラトビア、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロベニア、英国を含む。
iii 西アフリカ諸国経済共同体：ベナン、ブルキナファソ、カーボベルデ、コートジボワール、ガンビア、ガーナ、ギニアビサウ、リベリア、マリ、ニジェール、ナイジェリア、セネガル、シエラレオネ、
トーゴ



─ 113 ─

第
6
章

ニジェール、セネガルやトーゴを含むいくつかの発展途上国
で、効率の良い調理用ストーブを促進するプログラムを行っ
ている58。

エネルギー効率基準とラベリングは急激に輸送と産業部門
で注目されつつある。運輸では、近年の発展に以下が含ま
れる。：米国とカナダの2025年に向けた燃費基準の制定、
メキシコの国内最初の基準の制定、そしてEU、中国、日
本の軽量自動車燃費基準の厳格化と拡張、インドの基準
の開発とその実施に向けた取り組み、チリの国内最初の燃
費ラベリング政策の導入、そしてモーリシャスの世界初の二
酸化炭素あたりの燃費を基準としたフィーベート制度（車両
の燃料効率によって賦課金と払い戻しを行う）の開発と実
施である59。2014年後半のように、車両における燃費基準
は軽量自動車市場の70%に及んだ60。

産業部門では、エネルギー性能基準はしばしば特定の機
器を対象にする。2013年の終わりまでに、産業用の機器で
使用される電動モーターの基準は、ブラジル、中国、韓国、
米国を含む44か国で導入されていた61。2013年、中国では、
全国各地で大規模なエネルギー消費者を対象として省レベ
ルでエネルギーマネジメントプログラム実施を義務づけた62。
米国では、41の州がエネルギー料金に上乗せされて需要
家から集められた資金を用いたエネルギー効率プログラムを
遂行した。そして、35の州のエネルギー事務所で、上述の
プログラムと切り離してもしくはその支援と位置づけて、産業
エネルギー効率プログラムを制定している63。

財政的インセンティブ—たとえば、払い戻し、減税、低金
利ローン-はエネルギー効率の改善を促すために使用されて
きた。たとえば、いくつかの欧州諸国で、建設部門の財政
的インセンティブを制定してきた。2014年では、イタリアとオ
ランダが建築（イタリアの産業設備や生産プロセスにも及ん
でいる）における金融エネルギー効率プロジェクトを支援す
るための回転基金（リボルビングファンド）を創立した。チェ
コ共 和 国はグリーン投 資 のスキーム、「New Green 
Savings 2014+」 を 確 立した。これ は、 排 出 手 当

（EU-ETS）オークションの利益から建築のエネルギー効率

改善のために8300万米ドル（19億チェココルナ）を計上す
るものである。そして、2013年にポーランドでは、建築の効
率化を奨励する2つの補助金が開始された64。このエネル
ギー効率住宅プログラムは、リノベーションや高効率の建築
に対して、住宅の所有者に性能基準で補助金を与える。
また公共建築を対象とした同様のプログラムでは、建築に
おけるエネルギー効率の等級によって投資額の30%〜70%
の範囲で補助金を提供する65。

運輸部門では、財政的インセンティブは、電気自動車を含
むエネルギー効率の良い自動車の税額控除や払い戻しが
含まれている。2013年には、ポーランドが都市交通におい
てエネルギー消費の削減目標をもつプロジェクトを支援する
財政スキームを導入した。受益者は、地方自治体や地方
輸送当局に従事する公益事業会社、地方自治体と契約を
結んでいる都市交通サービス供給者が含まれる66。米国と
フランスでは、燃料効率のよいHEVやEVに払い戻し提供
している67。

財政的インセンティブは、産業部門でも用いられている。
2014年、トルコでは、産業施設のエネルギー効率を促進
する目的で、国の投資インセンティブスキームの改正を発表
した68。ドイツでは、エネルギー効率関連の会社の投資、認
証、測定を支援する2つの助成金プログラムを導入した69。
2014年の時点では、40%を超えるEU加盟国がEnMSの
使用を奨励するインセンティブを実施し、約15%の加盟国
は環境マネージメントシステムへのインセンティブを実施し、
おおよそ35%の加盟国が自発的な同意を示していた70。さ
らに、自然エネルギーで用いられていたグリーン証明書スキー
ムに対応するホワイト証明書スキームのような、エネルギー
効率を促進するための市場メカニズムが存在する。

自然エネルギーとエネルギー効率化の統合推進政策　　     
自然エネルギーとは別にエネルギー効率を支援する政策を
別々に立ち上げている国は多く、また増えているにもかかわ
らず、これまで両者には政策領域で比較的わずかなつなが
りしかなかった。いくつかの事例では、エネルギー効率と自
然エネルギーは互いに競合として位置づけられている場合

さえある71。しかしながら、効率と自然エネル
ギーを調和させながら対応する政策の数は
少数ではあるが、増加しつつあり、とくに建
築に関連するインセンティブや経済全体の目
標や規制などを通して行われている。

今までは、3つの主なアプローチがとられて
いる。それは、自然エネルギーとエネルギー
効率を並行して経済全体基準で奨励するこ
と（たとえば、互いに並行した目標設定）、
自然エネルギーとエネルギー効率を同じ経済
全体基準で統合すること（例：自然エネルギー
割当基準、RPS、などの自然エネルギーと
エネルギー効率の一方もしくは双方に合うも
の）、自然エネルギーとエネルギー効率の共
同実施を要求すること（たとえば、自然エネ
ルギーが実行される前にエネルギー効率の
性能向上を要求すること）である。
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近年の効率と自然エネルギーを組み合わせた目標は、EU
レベルと同様にいくつかの各国それぞれで適用されている。
たとえば、2020年と2030年のエネルギー効率目標と並んで、
EUは全体のエネルギー構成における自然エネルギー割合
の増加（2030年までに27%）に取り組んでいる72。2013年、
インドは12度目の5年計画（2012年〜2017年）を導入した。
この計画は、インドのエネルギー強度を2020年までに20%
〜25%削減し、2012年から2017年の間に自然エネルギー
の設備容量を30GW追加するという目標の達成に必要な活
動に焦点を当てている73。また、2013年には、日本がイノベー
ションと政府の支援政策を通じて、エネルギー効率と自然エ
ネルギー技術を開発し普及させるために低炭素技術計画を
導入した74。

EUのすべての加盟国に対し、公共建築は2018年の終盤
までに、すべての新築物は2020年までに、ニアリーゼロエ
ネルギー建築にすることを要求した指令を達成するために、
ベルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、イタリア、英国を
含むいくつかのEU加盟国が公共建築に関する中間目標を
設定している75。それらの目標は、建物の大きさや目標年な
どの要素によって、国により異なっている76。目標値は、同
様に、運輸部門の効率と自然エネルギーを促進するために
も用いられてきた。たとえば、チェコ共和国はエネルギー消
費と排出削減に加え、すべての運輸エネルギー消費に対
する自然エネルギーの割合を2020年に10%まで増やす目標
を2014年に採択した77。

政策決定者が、エネルギー効率と自然エネルギーを組み合
わせて促進するための法令を用いる場合もある。2015年初
期、スイスは、2020年以降のゼロエネルギー基準を含む建
築エネルギー規約のための規則（建物のエネルギー性能
に関する指令のもとにあるEUの要求と同様に）と、暖房シ
ステムの改善のための自然エネルギーの10%要件を立ち上
げた78。2014年、米国のカリフォルニア州において、改正し
た建築規則の実施が始まっている。改正した実施規則で
は、すべての新築住宅と商業建築はそれぞれ2020年、
2030年までにゼロエネルギー建築にすることが求められる79。

オーストラリアでは、建築規制は連邦レベルで設定されてい
るが、シドニーは地域レベルの建築計画において、エネルギー
効率と自然エネルギーを統合したアプローチの一例を示して
いる。2015年初期の時点で、同市はエネルギー効率マスター
プランの草稿を協議する過程にあった。このマスタープランは、
建物のエネルギー消費（および関連する温室効果ガスの
排出）の削減を意図しており、同市の自然エネルギーマスター
プランおよびトリジェネレーションマスタープランと共同で実施
される予定である80。

目標や規制に加えて、使用している自然エネルギーとエネル
ギー効率を並行して促進するための財政的インセンティブを
複数の国が活用している。2014年初期、カリフォルニア州は、
優れたPACE財政プログラムを受け取るために、住宅ロー
ン会社の懸念に対する対策を講じた。PACEプログラムは、
建物と屋上太陽光発電設備のエネルギー効率改善を支援
してきたプロジェクトである81。2015年初期、カリフォルニア

州の38の都市と3つの地域が新たなPACEプログラムを開
始した82。

また、2015年初期、ドイツは、気候変動目標を達成するた
めに、建築物の熱利用の自然エネルギーの割合を高める
助成金のガイドラインを改訂した。つまり、このインセンティ
ブプログラムは、エネルギー効率と同様に太陽熱も支援す
る83。コロンビアでは、自然エネルギー源の開発と、電力市
場への統合を促進するために、1715法を2014年に設立し
た。また、同時に、エネルギー効率を促進する法的な枠組
みと金融商品を創設した。この金融商品には、イニシアチ
ブを支援するために非従来型エネルギーとエネルギー効率
を運営する資金の創設が含まれている84。2013年、ルクセ
ンブルクは、既存もしくは新規の高性能建築において、省
エネルギーを改善し自然エネルギーの利用を増やすプロジェ
クトに助成金を与える、というスキームを適用した85。同年、
イタリアは、既存建築物、小規模高効率システム、そして
自然エネルギー熱技術におけるエネルギー効率改善の投資
の40%に及ぶインセンティブを導入した86。

その他の部門では、自然エネルギーと効率を組み合わせた
財政的インセンティブが存在するが、より制限があることは
明らかである。ポーランドは、たとえば、エネルギー効率と
再生可能エネルギーの活用を含む都市交通から排出量を
減らす事業に対し投資助成（45%まで）を供与する5年プ
ログラムを2013年に導入した87。

エネルギー効率を向上させ、それらの取り組みを自然エネル
ギーの利用と組み合わせて活動がなされているにも関わらず、
取り組みがリバウンドするリスクが依然として存在する。効
率化によるコスト削減が利用（個々の機器の運用、輸送手
段の長時間化、使用する電球や周辺電化製品などの数の
増加）を増やす場合にリバウンドが起こる。しかしながら、
典型的なエネルギー効率事業におけるリバウンド影響に関し
て結論づけることができている研究の数は、いまだ限られて
いる88。
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■自然エネルギーのレジリエンスの増加
気候変動対応の要素は、気候関連の脅威があるにせよ、
需要に合わせ、エネルギーシステムのレジリエンスを増やす
ことである8。全てのエネルギーシステムは気候の変わり易さ
と極端さの影響を受けやすい。例えば水位の下降と干ば
つによって、水冷システムに頼っている火力発電所が停止
する可能性がある9。洪水と交互にやってくる乾季は浸食と
堆積のパターンを変えてしまうかもしれず、またバイオマス
の成長比率を変え、潜在的な燃料産出の質や量にも影響
する10。気温上昇によって引き起こされる氷河の融解は、
発電能力に影響するのと同時に、洪水と泥の沈殿からイン
フラ被害を引き起こし、水力発電への悪影響を与える可能
性がある。太陽光発電の効率は高温とほこりの蓄積によっ
て低下するし、現在の風力タービンのほとんどが時速100
から120キロメートルを超える風では止まってしまうi 11。

システムの脆弱性を減らす典型的な対応には、（タワーと送
電線を強化することも含め）既存のインフラを強化すること
が含まれる。つまり重要なシステムの冗長性を確実にするこ
と、発電所の周りに防潮堤を建設すること、発電所の冷却
水の必要性を減らすこと、発電所内にさらに多くの燃料を
蓄積すること、などである12。さらに革新的な戦略には、地
域での発電と蓄電、エネルギー資源の多様化、スマートグリッ
ドと技術の組み合わせの利用、緊急時に中心のグリッドシ
ステムから個々のシステムを連結したり、切り離したりするた
めの能力の改善が含まれる。

自然エネルギーシステムは気候変動に対して脆弱ではある
が、独自の特性を持っている。その特性によって、広範に
エネルギーインフラのレジリエンスを強化するため、また変
化する気候条件下でエネルギーサービスの供給を確実なも
のとするため、自然エネルギーシステムはふさわしいものとなっ
ている。システムモジュール方式、分散型配置、燃料資
源における地域の有用性と多様性など、エネルギーシステ
ムのレジリエンスの中心となる構成要素はほとんどの自然エ
ネルギーシステムの重要な特性である13。最終的には自然
エネルギーシステムは、多様な分散型資産プールに対して、
個々にもしくは集団として貢献することにより、既存の発電
系統のレジリエンスを改善する。

モジュール方式：多くの自然エネルギー技術はモジュール方
式で設計されるii。すなわち、計測可能であり、エネルギー
サービスの変更が必要となったときにはユニットを追加する（も
しくは接続する）ことも可能となる。多くの自然エネルギーに
対する比較的短期の計画サイクルは何ヶ月かであり、化石
燃料もしくは原子力発電が何年かになってしまうのに対し、
一定水準の柔軟性を備えている。低い場所に位置する多く
の島国で起こっているように、人々が気候変動により、その
土地から追い払われてしまう時に、これは特に重要となり得
る14。

（特にいくつかの太陽光技術に対する）自然エネルギーの
モジュール方式は緊急事態において、速やかなサービスの

地球上の気候が温暖化し続けていることと、近年観測され
た気候変動は人間活動によって作り出された温暖化ガスの
上昇による可能性が極めて高いということには、明白な科
学的証拠がある。気候変動の正確な範囲とその影響につ
いては不確実性が残る一方で、気候変動に関する政府間
パネル（ＩＰＣＣ）による直近の評価は、気候変動は異常
気象の頻度と強さの両方に影響するだろうと結論を下して
いる1。

増加する気候変動の例には、（洪水を引き起こす）豪雨、
激しい嵐、地滑り、極地風、寒波、熱波、周期的な干ば
つ等がさらに激しくなっていることが含まれる。これらの一
つ一つが国のインフラ、例えば道路、橋、トンネル、食糧
と水の供給、下水、電気通信、エネルギーシステムなどに
影響するだろう。

現代のエネルギーシステムは天候とは関係のない複数の要
因、例えば戦争、地震、燃料供給不足、テロ行為などに
影響されやすいが、異常気象および気候変動に結びつい
たその他の影響要因はエネルギーインフラの脆弱性をさら
に高めるだろう。燃料供給網を中断させ、サービスを混乱
させる自然災害が急激に増えてきている2。その上、多くの
発展途上国はエネルギーを伝統的なバイオマスに大きく依
存している。すなわち、植物が気候変動によって減少する
ことにより、資源不足が起こり、弱い立場の住民にとって、
基本的なエネルギーへのアクセスが減ってしまう可能性が
ある。経済発展や社会の全体的な機能においてエネルギー
が重要な役割を果たすことで、変化する気候条件に影響
されることなく、エネルギーシステムが機能し続けるというこ
とが大切である。（化石燃料に対抗するものとしての）自
然エネルギー資源の利用は重要な役割を果たすことができる。

被害を緩和したり、回避したりするために、実際の刺激や
予想される刺激、またそれらの効果や影響に応じて、適応
はシステムの中での調整にまで話が及ぶ3。気候変動の状
況の中では、適応は、気候パターンの変化によって生み出
される潜在的な被害を緩和し、利益を得るといったプロセス、
実行、構成における変化にまで話が及ぶ4。気候変動に関
する国際連合枠組条約（ＵＮＦＣＣＣ）は、気候変動に関
する有害な結果に対して、将来の影響に対し準備するのと
同時に、既に起こっている変化に対応するため、適応に注
目している。たとえ二酸化炭素排出が減少したとしても、
社会は過去や将来の排出が引き起こす変化に適応するこ
とが今まで通り必要になるだろう5。

自然エネルギーの利用は緩和、つまり気候変動の規模や
割合を減らすための活動において重要であると広く認識さ
れている6。しかし、自然エネルギーは 1）気候変動の影
響に対して、既存エネルギーシステムのレジリエンスを改善
する。2） 変化する気候条件下において、照明、熱利用、
冷房を含むエネルギーサービスを確実に届ける、という点
においても、気候変動に対する適応の重要な構成要素で
もある7。

　第 7章　気候変動適応のための自然エネルギー利用

i 風力タービンが強い風力で止まってしまう問題に向けては、新しい技術が市場に売り出されている。
ii 例は太陽光発電、風力発電、太陽熱利用・冷房、バイオマス・発酵槽を含む。
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供給も可能である15。ハリケーン・サンディは内陸のコミュニティ
にも、アメリカの大西洋沿岸全てにも影響し、甚大な被害を
もたらした嵐であり、850万人が停電の被害にあった16。ロン
グアイランドのニューヨーク地域では、ロングアイランド電力
公社（ＬＩＰＡ）の110万人の顧客のうち9割が何日も、ある
いは何週間も停電となった。暫定措置として、自然エネルギー
が必要な電力を提供した。例えば、ソーラー・サンディ・プ
ロジェクトでは、ＬＩＰＡがなかなか電力を復旧できなかった
地域で、移動型の太陽光発電装置が供給され、被害によっ
て影響を受けた人々に必要なエネルギーサービスが提供さ
れたi 17。

分散型・非集中型配置：自然エネルギー技術は分散型と
することができる。したがって、天候関連の事象が広範囲
にわたって、電力供給インフラの大部分に悪影響を及ぼす
とは考えづらい18。さらに、１つもしくは複数のユニットが電
力網から切断されたとしても、分散型システムは動き続ける
ことができる。そのシステムは、機能を回復し、停電の拡
大を防ぎ、重要なサービスを速やかに回復し、全体の供
給保証を確保する潜在性を持っている19。しかし現在、電
力網に接続されているほとんどの自然エネルギー電力は、
電力網と同期させる必要がある。従って、中央発電システ
ムが稼働しない場合は、分散型発電もまた動かない。この
限界は技術そのものによるものではなく、むしろいかに電力
網を管理するかという結果によるものである。ドイツをはじめ、
何か国かでは異常気象時に電力網を安定させるための方
策を実施することで、この問題を解決する方法を探してい
る20。

冗長性：自システムのレジリエンスを増やすため昔から用い
られてきた方法は、システム内の冗長性を作ることだ。これ
は複数の分散システムを使用可能にする必要がある。その
結果、もし供給形態の１つ、例えば送電線が機能しなけれ
ば、元々の電力資源から、あるいは別のシステムを接続す

ることにより、エネルギーに確実にアクセスするための別の
方法がまだあることになる。

電力の冗長性を確立する一般的な方法はバックアップ発電
を導入することだ。多くの国では規則によって、重要な施設

（製油所、病院、情報システムセンターなど）には、バックアッ
プ電源システムを持つことが求められ、一般的にはディーゼ
ル発電となっている。自然エネルギーは多くの場合、ディー
ゼル発電バックアップシステムとの代替に適するといえるかも
しれない。なぜなら、これらのディーゼル発電は定期的な燃
料供給が必要で、コストもかかり、時には汚染を引き起こす
からだ21。

有用性：たとえ他の地域に比べてある地域が様々な、かつ
もしくはまたは、優れた資源を持っていたとしても、ある形態、
または別の形態の自然エネルギー資源は人が住んでいると
ころならどこでも利用可能であるii。特定の地域できわめて
多くの量があるのがどちらであっても、エネルギー需要を満
たすため、自然エネルギー技術が電力供給に使われるだろ
う。さらに、道路、鉄道、港などのインフラが、海水面上昇、
激しい嵐、地滑り、洪水、暴風などによって被害を受けた
時には、燃料保管や輸送も被害を受けやすい。地域で利
用できる自然エネルギー資源を使うことで、起こりうる燃料
配送網の中断を避けることができる22。

多様性：自然エネルギー資源の多様なポートフォリオによって、
個々の資源タイプが抱えるかもしれない気候ストレスを回避
しやすくなる。世界の複数の地域では、電力供給を大規
模水力発電に大きく頼っている。例えば、ラテンアメリカで
は水力発電が電力の50〜60%を占めている。既存の水力
依存エネルギーシステムを非水力発電で補完するのは、脆
弱性を低くするための１つの方法であるiii。水力発電の不足
に応えて、ブラジル、ケニア、ウルグアイはとりわけ、水力
発電の危機を回避するため、その他の自然エネルギー容量
を拡大している23。

■確実なエネルギーサービスのための自然エネルギー
レジリエンスに加え、個別の、多くの場合は分散型の設備と
して、または大規模な多様化したエネルギーシステムの一部
として、自然エネルギーは気候変動の影響に直接に対応し
て、エネルギーサービスの供給を確実なものとすることがで
きる。

ガーナでは、電力需要は年間10％ずつ増えている。しかし、
アフリカ西部での変化しつつある気候状況により年間降水
量割合が減り、平均気温が上昇していて、そのため、水
力発電の出力が減っている24。その結果は国家的な電力危
機である。ガーナのエネルギー省は最近、太陽光エネルギー
が電力需要に応えるために役立つことができると示唆する
一方で、システムレジリエンスと化石燃料輸入からの自立に
ついて懸念を表明した25。気候変動と安定したエネルギー
供給の関係が、国のエネルギー保障上のさらに大きな議論

i 発電装置は電話の充電、食品加熱、その他の重要な機器を動かすことに使われていた。その地域ではまたRooling Sunlight（巨大な移動型の太陽光パネルを載せたトラック）によって
も電力が提供された。Greenpeaceによって運営されたこのシステムは50kWhのエネルギーを貯めることができる。ソーラー・パネルはトラックの中の設置された電池を充電する。
つまり120/240ACを発電して、インバーターに電力を供給する。このシステムは夜の間ずっと、一定水準の大きさの地域を照らし続けるのに十分な照明を作り出せる。
ii 例えば、現代の（維持できるように作られた）バイオマスの有用性は地域によってかなり異なっているかもしれない。
iii 例えば、干ばつに襲われたブラジルでは、水の有用性が激しく落ち込むことによって、水力発電が減り、国中の停電を招いた。
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の一部となるべきであるという意見も出てきている26。

ネパールの低地においては、降雨の頻度と強度が変化した
ことで、コミュニティは地域での水供給を地下水の汲み上げ
で補完せざるを得なくなった。太陽光発電ポンプは地下水
を汲み上げ、それから、その地下水は太陽光水浄化シス
テムを使って浄化される。自然エネルギー電力システムに対
する動機は、降雨パターンの変化に対応するため、また二
酸化炭素排出を緩和するため、水システムに対する安定し
た回復力のあるエネルギー供給を確保することである27。

前述したように、気候変動は気温極値についての条件を作
り出す可能性がある。例えば地域冷暖房システムなど、大
規模な対応は、負荷増加に対処しやすくするため、自然エ
ネルギー資源を利用することができる。吹きさらしで、雲に
覆われた北欧に位置し、特に夏の気温が滅多に平均20度
を超えないとなれば、デンマークのコペンハーゲンは、まず
エアコンの必要性を思い浮かべる都市ではない。しかし、
コペンハーゲン市ではこれからの何十年かで冷房需要が増
えることを予測している。より暑い気候と比べれば穏やかで
はあるものの、夏の最高気温は一日の平均気温の上昇と同
様、2050年までに2〜3％上昇すると考えられている。市の
港から汲みあげた海水を地域冷房システムで利用すること
により、この市は二酸化炭素排出を増やさずに、予想され
る気温上昇に対応することができる28。

■前へと進むために
気候によって制約を受ける環境で、必要なエネルギーサー
ビスを供給するためには、将来のエネルギーシステムは、
頑丈かつ柔軟で対応力のあるシステムとなることによって、
異常気象や、変わり続けたり、予想できない状況下であっ
たとしても、回復力がありサービスを維持する必要があると
いう意識が高まってきている29。

しかし、エネルギーシステムのレジリエンスにおいて、またよ
り広範な適応行動において、自然エネルギーの特定の役割
についての議論は、未だに比較的限られたものである。多

くの文献は電力インフラに焦点を当てており、自然エネルギー
が需要の増加や電力障害の場合に提供できるバックアップ
機能と同様に、いかに自然エネルギーが災害の回復に貢献
するかに第一に目を向けている。エネルギーシステム上の気
候多様性による影響は（国レベルや地域レベルで、様々な
リサーチフォーラムで、また地域の発案や国連気候変動枠
組条約（ＵＮＦＣＣＣ）のような国際的な主体を通じて、そ
して発展している多くの論文や研究において）さらに議論
が高まっているが、主な焦点は現在目撃されている影響を
確認することであり、将来の影響を予想することだ30。自然
エネルギーが増加するエネルギーシステムのレジリエンスに
おいて、果たすことができる、またいかにそれらの技術がよ
り大きな対応行動の一部としてサービスを提供できるかといっ
た、先を見据えた役割についてはほとんど書かれていない。

それにもかかわらず、自然エネルギーが気候対応政策の不
可欠の一部として考えられるべきである徴候がある。気候
変動に対する準備について、2014年米国ホワイトハウスの
報告書では、エネルギー部門への計画と投資のための機
会が生じた際には、気候レジリエンス、エネルギー効率性、
クリーンエネルギーシステムに優先順位をつけるべきである、
と明確に述べられている31。

自然エネルギーの役割は気候変動緩和策で証明されつつ
ある。異常気象の影響は増えていると感じられるが、エネ
ルギーサービスが保障できるよう、自然エネルギーがいかに
適応作業を支えることができるかということに、さらなる注目
がなされる必要があるだろう。気候変動に対応する緩和と
適応は、お互いに単独で維持することはできない。気候変
動の課題に対処するには、それらの補完的な性質と共有
の役割を示し、むしろ両方の対応が同時に起こることが必
要である32。
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表R1. 世界の自然エネルギー発電容量とバイオマス燃料生産（2014年）

2014年新規 2014年末までの累積

発電（GW）

バイオマス発電 5 93

地熱発電 0.6 12.8

水力発電 37 1,055

海洋発電 ～0 0.5

太陽光発電 40 177

集光型太陽熱発電（CSP） 0.9 4.4

風力発電 51 370

暖房／温水（GWth）

近代的バイオマス熱利用 9 305

地熱利用1 1.1 20

温水用太陽熱集熱器2 33 406

輸送燃料

エタノール生産 6.2 94

バイオディーゼル生産 3.3 30

水素化植物油（HVO） 0.8 4

1 2014年の推計値は地熱直接利用における地中熱ヒートポンプの合計を含まない。
2 太陽熱集熱器の容量はガラス管式/非ガラス管式の温水用システムに限られている。追加分は正味分である。  

注：値はGWやGWth、10億リットル未満を四捨五入している。ただし、15以下の値は少数第2位で四捨五入している。合計値は表中の値を加算したもので
はないため、この四捨五入された数値を加算しても合計とは異なる。四捨五入は入手可能なデータの不明点や不整合を考慮している。より正確なデータに
ついては、表R2からR10、「技術別の市場と産業の傾向」および関連する巻末注を参照のこと。

出典:本節の巻末注1を参照
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表R2. 自然エネルギーの発電容量　世界統計と上位地域／国（2014年）

注:世界統計は、表に掲載されてない国のデータも反映している。表は水力発電を含まない自然エネルギー発電容量の上位7か国を示している。水力発電を
含んだ場合、国々と順位に多少の変化が起きる（上位7か国は、中国、米国、ブラジル、ドイツ、カナダ、インドそして日本である）。数値は制作時点での
入手可能な最新データに基づいている。入手可能なデータの不明点や不整合を考慮して、数値は1GW未満を四捨五入している。ただし、20GWを下回るも
のについては少数第2位、一人当たりの数値は10W未満でそれぞれ四捨五入されている。この四捨五入された数値を加算しても合計とは異なる。実証事業を
含まない50MW以下の発電容量は「～0」と表示している。より正確なデータについては、「世界の概要」や「技術別の市場と産業の傾向」の章および関連
する巻末注を参照のこと。各数値は実際の容量の変更ではなく、数値の改善により修正されているため、毎年の増加を把握するために前報告書の表と比較
することは適当でない。水力発電容量の合計には純揚水式発電容量は含まれていない。すなわち、世界全体の自然エネルギー設備容量の合計（そしていく
つかの国での合計）にも同様のことが言える。水力発電と純揚水式発電に関する詳しい情報については、178ページの方法論注を参照のこと。

出典：本節の巻末注2を参照

世界 EU
28か国 BRICS

技術

93 36 29 10 16.1 8.8 4 1 4.7 5

12.8 1 0.1 ～0 3.5 ～0 0.9 0 0.5 0

1,055 124 463 280 79 5.6 18 17.3 22 45

0.5 0.2 ～0 ～0 ～0 0 0 ～0 0 0

177 87 32 28 18 38 18.5 5.4 23 3.2

4.4 2.3 0.2 ～0 1.6 0 ～0 2.3 0 0.2

370 129 144 115 66 39 8.7 23 2.8 22

1,712 380 668 433 185 92 50 49 54 76

657 255 206 153 105 86 32 32 31 31

90 500 70 110 330 1,070 530 680 250 20

中国 米国 ドイツ スペインイタリア インド日本

バイオマス発電

地熱発電

水力発電

海洋発電

太陽光発電

集光型太陽熱発電
（CSP）

風力発電

自然エネルギー
発電容量
（水力発電含む）

自然エネルギー
発電容量
（水力発電を除く）

一人当たりの容量
（W/人、水力発電を除く）

GW GW
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表R3. 木質ペレットの世界貿易（2014年）

出典:本末の巻末注3を参照 

輸出国 輸入国 売買高（キトロン）
2013年 2014年

EU-28
EU-28
EU-28
EU-28
EU-28
EU-28
EU-28
EU-28
EU-28
EU-28
EU-28
スイス
ノルウェー
日本

韓国、日本

2,776
1,963
702
165
116
171
70
31
48
17
23
87
30
6
250

3,924
1,166
821
137
126
178
71
0
18
20
33
59
27
6
503

米国
カナダ
ロシア
ウクライナ
ベラルーシ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
セルビア
オーストラリア
ノルウェー
エジプト
その他
EU-28
EU-28
EU-28
カナダ
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表R4. 世界のバイオ燃料生産　上位16か国とEU28か国（2014年）

注：表内のすべての数値は1億リットル未満を四捨五入している。差が5000万リットル未満である場合、2013年との比較の列では、「変更なし」としてい
る。エタノールの数値は燃料用エタノールのみである。表の順位は、エネルギー含有量ではなく、2014年に生産されたバイオ燃料の全体積による。合計値
は表中の値を加算したものではないため、この四捨五入された数値を加算しても合計とは異なる。

出典：本節の巻末注4を参照

国   

単位10億リットル
米国 54.3 4.7 1.1 60.1 + 3.9
ブラジル 26.5 3.4 29.9 + 1.6
ドイツ 0.9 3.4 4.3 + 0.6
中国 2.8 1.1 3.9 + 0.3
アルゼンチン 0.7 2.9 3.6 + 0.8
インドネシア 0.1 3.1 3.2 + 0.9
フランス 1.0 2.1 3.1 + 0.1
オランダ 0.4 0.7 1.7 2.5 + 0.2
タイ 1.1 1.2 2.3 + 0.4
カナダ 1.8 0.3 2.1 + 0.1
ベルギー 0.6 0.7 1.3 + 0.2
スペイン 0.4 0.8 1.2 + 0.1
シンガポール 0 0 1.0 1.0 + 0.1
ポーランド 0.2 0.8 1.0 + 0.1
コロンビア 0.4 0.6 1.0 変化なし
オーストラリア 0.2 0.1 0.3 - 0.1

EU28 か国 5.2 11.6 1.8 18.6 1.9

世界 94 29.7 4 127.7 10.4

燃料用
エタノール バイオ燃料 水素化植物油

（HVO） 合計 2013年の生産量
との比較



─ 122 ─

表R5. 世界の地熱発電容量と新規導入量　上位6か国（2014年）

出典: 本節の巻末注5を参照

2014年新規 2014年末までの累計
MW GW

全容量の上位国
米国 4 3.5
フィリピン 49 1.9
インドネシア 62 1.4
メキシコ － 1.0
ニュージーランド － 1.0
イタリア 40 0.9

正味追加分の上位国

ケニア 358 0.6
トルコ 107 0.4
インドネシア 62 1.4
フィリピン 49 1.9
イタリア 40 0.9
ドイツ 18 0.03

世界総計 640 12.8
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表R6. 世界の水力発電容量と新規導入量 上位6か国（2014年）

注：追加容量は0.1GW未満を四捨五入し、世界総計は1GW未満を四捨五入する。データは、様々な計算方法や方法論を反映した多くの情報源を元にしてお
り、ときには大きく異なる場合もある。さらなる情報や統計については「水力発電」の節および「技術別市場と産業の傾向」の章の関連する注釈を参照の
こと。

出典：本節の巻末注6を参照

2014年新規 2014年末までの累計
GW GW

全容量の上位国

中国 22 280
ブラジル 3.3 89
米国 0.0 79
カナダ 1.7 77
ロシア 1.1 48
インド 1.2 45

正味追加分による上位国

中国 22 280
ブラジル 3.3 89
カナダ 1.7 77
トルコ 1.4 24
インド 1.2 45
ロシア 1.1 48

世界総計 37 1,055



─ 124 ─

表R7. 世界の太陽光発電容量と新規導入量　上位10か国（2014年）

注：各国のデータは0.1GW未満を四捨五入し、世界合計は1GW未満で四捨五入している。四捨五入は入手可能なデータの不明点や不整合を考慮している。
合計値は表中の値を加算したものではないため、この四捨五入された数値を加算しても合計とは異なる。日本とスペインのデータは、交流（AC）で報告さ
れている公式データを直流（DC）に変換している。データは、計算方法や方法論を反映した様々な情報源を元にしており、ときには大きく異なる場合もあ
る。「～0」は50MW以下の追加容量を示している。さらなる情報については、「太陽光発電」の節や、「技術別の市場と産業の傾向」の章の関連する巻末
注を参照のこと。

出典：本節の巻末注7を参照

2013年末までの累計 2014年末までの累計2014年新規
GW

追加分による上位国

中国 17.5 10.6 28.2
日本 13.6 9.7 23.3
米国 12.1 6.2 18.3
英国 3.4 2.4 5.2
ドイツ 36.3 1.9 38.2
フランス 4.7 0.9 5.7
オーストラリア 3.2 0.9 4.1
韓国 1.5 0.9 2.4
南アフリカ 0.1 0.8 0.9
インド 2.5 0.7 3.2

全容量の上位国

ドイツ 36.3 1.9 38.2
中国 17.5 10.6 28.2
日本 13.6 9.7 23.3
イタリア 18.1 0.4 18.5
米国 12.1 6.2 18.3
フランス 4.7 0.9 5.7
スペイン 5.3 ̃0 5.4
英国 2.8 2.4 5.2
オーストラリア 3.2 0.9 4.1
インド 2.5 0.7 3.2

世界総計 138 40 177
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表R8. 世界の集光型太陽熱発電（CSP）設備容量と新規導入分（2014年）

注：表は、2014年末の時点で稼働中の商業用CSPの設備容量を持つすべての国々を含む。さらにいくつかの国々は、年末までに稼働する小規模な実験的プ
ラントを持っており、中国（3.5MW）、フランス（少なくとも0.75MW）、ドイツ（1.5MW）、イスラエル（6MW）、イタリア（5MW）、韓国
（0.2MW）が含まれる。国のデータは1MW未満を四捨五入し、世界総計は5MW未満の数値を四捨五入している。四捨五入は入手可能なデータの不明点や
不整合を考慮している。合計値は表中の値を加算したものではないため、この四捨五入された数値を加算しても合計とは異なる。

出典：本節の巻末注8を参照

国
MW

スペイン 2,300 0 2,300
米国 882 752 1,634
インド 50 175 225
アラブ首長国連邦 100 0 100
アルジェリア 25 0 25
エジプト 20 0 20
モロッコ 20 0 20
オーストラリア 12 0 12
中国 10 0 10
タイ 5 0 5

世界総計 3,425 925 4,350

2013年末までの累計 2014年末までの累計2013年新規
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表R9. 世界の太陽熱温水器設備容量と新規導入量　上位12か国（2013年）

1 2014年、中国は、中国製のシステムの耐用年数が10年であることを前提に、累積容量を計算する新たな方法で作成した。中国と世界のデータはこの変化
を反映している。
2 インドのデータは暦年ではなく、年度ごとである。

注：国は設備容量の順に並べられている。2013年における新規導入量の上位国は、中国、トルコ、ブラジル、インド、ドイツ、米国（空気集熱器を含める
と、わずかにドイツを上回る）、オーストラリア、イスラエル、イタリア、ポーランド、メキシコそしてスペインであった。データはガラス管式集熱器お
よび非ガラス管式集熱器を対象としたものであり、空気集熱器は2014年末に世界で合計約1.7GWth追加されている。世界全体での追加分は総追加容量であ
り、2013年末の世界総計には廃止分の設備を置き換えた設備容量を含んでいる。各国とその他の世界のデータは1MWth未満、世界総計は10MWth未満を四捨
五入している。2013年末の各国とその他の世界のデータは0.1GWth、世界の合計は1GWth未満を四捨五入している。四捨五入は入手可能なデータの不明点や
不整合を考慮している。合計値は表中の値を加算したものではないため、この四捨五入された数値を加算しても合計とは異なる。国際的に認められている
換算に従い、100万㎡＝0.7GWthとする。2013年は、確実性の高い世界のデータおよびほとんどの国の統計が利用可能な直近の年である。2014年末までに
406GWthの太陽熱温水器（水式集熱器に限る）の設備容量が稼働していたと推定されている。2014年の詳細および情報源については、「太陽熱利用」の節
や「技術別の市場と産業の傾向」の章の関連する巻末注を参照のこと。

出典：本節の巻末注9を参照

2013年新規 2013年合計
MWth GWth

国 ガラス管式 非ガラス管式 合計 ガラス管式 非ガラス管式 合計

44,492 0 44,492 262.3 0 262.3
165 540 705 2.1 14.6 16.7
714 0 714 11.9 0.4 12.3
1,344 0 1,344 11.0 0 11.0
530 435 965 4.7 2.1 6.7
130 455 585 2.3 3.3 5.6
770 0 770 4.3 0 4.3
125 1 126 3.2 0.4 3.5
159 0 159 2.9 0 2.9
294 2 296 2.9 0 2.9
102 0 102 2.9 0 2.9
208 0 208 2.6 0 2.6
5,286 337 5,623 35.1 4.2 39.3

53,260 1,690 54,950 348 25 373

中国1

米国
ドイツ
トルコ
ブラジル
オーストラリア
インド2

オーストリア
ギリシャ
イスラエル
日本
イタリア
その他

世界総計
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表R10. 風力発電設備容量と新規導入量　上位10か国（2014年）

1 中国については左側のデータが、系統に接続されており、年度末まで稼働中（固定プレミアム制度の対象）であると公式に分類された量である。また右側
のデータは総導入量であり、全てではないが、ほとんどが変電所に接続されている。世界総計は、中国の高位の数値を含んでいる。（詳しい情報は「風力
発電」の節および関連する巻末注を参照のこと）
2 ドイツについては、2013年は陸上における容量の236MWはリパワリングのために取り除かれ、約355MWは年末までに系統に接続されなかった。また
2014年は陸上における容量の0.4GWはリパワリングのために取り除かれ、1.3GWの容量（上記は含まない）は年末までに陸上に導入され、系統への接続待
ちである。（詳しい情報は「風力発電」の節および関連する巻末注を参照のこと）

注：追加分は総追加容量である。各国のデータは0.1GW未満、世界総計は1GW未満で四捨五入している。四捨五入は入手可能なデータの不明点や不整合を
考慮している。合計値は表中の値を加算したものではなく、その差は四捨五入や既存のプロジェクトの再発電または除外によるものと考えられる。データ
は、計算方法や方法論を反映した様々な情報源を元にしており、ときには大きく異なる場合もある。さらなる情報については「風力発電」の節および「技
術別市場と産業の傾向」の章の関連する巻末注を参照のこと。

出典：本節の巻末注10を参照

GW
追加分による上位国

中国1 75.5 / 91.4 20.7 / 23.2 95.8 / 114.6
ドイツ2 34.3 5.3 39.2
米国 61.1 4.9 65.9
ブラジル 3.5 2.5 5.9
インド 20.2 2.3 22.5
カナダ 7.8 1.9 9.7
英国 10.7 1.7 12.4
スウェーデン 4.4 1.1 5.4
フランス 8.2 1 9.3
トルコ 3 0.8 3.8

全容量の上位国

中国1 75.5 / 91.4 20.7 / 23.2 95.8 / 114.6
米国 61.1 4.9 65.9
ドイツ2 34.3 5.3 39.2
スペイン 23 ～0 23
インド 20.2 2.3 22.5
英国 10.7 1.7 12.4
カナダ 7.8 1.9 9.7
フランス 8.2 1 9.3
イタリア 8.6 0.1 8.7
ブラジル 3.5 2.5 5.9

世界総計 319 51 370

2013年末累計 2014年末累計2014年新規
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表R11. 自然エネルギーへの投資の世界的傾向（2004年～2014年）

注：データは、ブルームバーグ・ニュー・エナジー・ファイナンスのデスクトップデータベースに基づいており、投資決定のタイミングを反映している。
自然エネルギー計画は、すべてのバイオマス、地熱、1MW以上の風力発電、1MWから50MWの水力発電プロジェクト別に見積もられた。小規模分散型容
量と呼ばれる1MW以下の太陽光発電、すべての海洋エネルギープロジェクト、少なくとも100万リットルかそれ以上の年間生産容量を有するすべてのバイ
オ燃料プロジェクトを含んでいる。合計値は表中の値を加算したものではないため、この四捨五入された数値を加算しても合計とは異なる。投資段階につ
いて、詳しくはGSR2013の補足5を参照のこと。

出典：本節の巻末注11を参照

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
10億米ドル

段階別新規投資

技術調査
政府の研究開発 1.9 2.0 2.2 2.7 2.8 5.3 4.7 4.6 4.5 4.9 5.1

企業の研究開発 3.2 2.9 3.1 3.5 4.0 4.1 4.2 5.1 5.0 6.6 6.6

開発/商業化
ベンチャーキャピタル 0.4 0.6 1.2 2.1 3.2 1.6 2.5 2.5 2.4 0.7 1.0

製造業
未公開株式（増資） 0.3 1.0 3.0 3.6 6.8 2.9 3.1 2.5 1.7 1.4 1.7

公開株式市場 0.3 3.7 9.1 20.7 10.9 13.1 11.4 10.1 3.9 10.5 15.1

プロジェクト
アセットファイナンス 30.4 52.5 84.7 110.4 135.4 120.0 154.6 181.2 163.2 154.6 170.7

（再投資資本） 0.0 0.2 0.7 3.1 3.7 1.9 5.6 3.3 2.9 1.9 3.6

小規模分散型 8.6 10.3 9.5 14.1 22.3 33.4 62.2 76.1 78.8 54.9 73.5

新規投資合計 45.1 72.9 112.1 153.9 181.8 178.5 237.2 278.8 256.4 231.8 270.2

M&Aトランザクション 8.8 26.2 36.0 58.5 59.3 64.2 58.4 73.5 67.7 66.8 68.8

合計投資額 53.9 99.1 148.1 212.5 241.1 242.7 295.7 352.3 324.1 298.6 339.0

新規技術投資

太陽光発電 12.0 16.3 22.1 38.0 60.8 63.7 103.3 155.7 144.3 119.8 149.6

風力発電 17.9 29.1 39.6 61.6 75.2 81.2 98.9 84.2 84.1 89.3 99.5

バイオマス／廃棄物エネルギー発電 7.4 9.6 12.1 15.8 16.9 13.9 16.0 17.4 12.4 9.3 8.4

バイオ燃料 3.9 9.6 28.4 28.7 19.2 10.2 10.1 10.4 7.0 5.5 5.1

水力発電（50MV未満） 2.6 7.2 7.6 7.1 7.8 6.3 5.7 7.2 6.4 5.5 4.5

地熱発電 1.2 1.0 1.5 2.0 1.7 2.9 3.0 3.7 1.8 2.2 2.7

海洋エネルギー 0.0 0.1 0.9 0.8 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0,2 0.4

新規投資合計 45.1 72.9 112.1 153.9 181.8 178.5 237.2 278.8 256.4 231.8 270.2



─ 129 ─

表R12. 自然エネルギーの一次および最終エネルギーにおける割合（2012/2013年の実績および目標値）

国
一次エネルギー 最終エネルギー

割合 目標値 割合 目標値

EU28か国 15% →2020年までに20％
アルバニア
アルジェリア
アルメニア

オーストラリア1

アゼルバイジャン
バルバドス
ベラルーシ

ベルギー
ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボツワナ
ブラジル
ブルガリア
ブルンジ
中国

コスタリカ
コードジボワール

クロアチア
キプロス
チェコ共和国1

デンマーク

エクアドル
エジプト
エストニア
フィジー
フィンランド

フランス

ガボン
ドイツ1

ギリシャ1

グレナダ
グアテマラ
ハンガリー1

インド
インドネシア

→2020年までに18％ →2020年までに38％
→2030年までに40％

→2020年までに21％
→2025年までに26％

33% →2020年までに45％
→2020年までに9.7％
→2016年までに20％

→2015年までに28％
→2020年までに32％

7.9% →2020年までに13％
→2020年までに40％
→2016年までに1％

41% （2014）
19% →2020年までに16％

→2020年までに2.1％
→2015年までに11.4％
→2017年までに13％

37%
→2015年までに5％
→2020年までに15％
→2030年までに20％

18% →2020年までに20％
8.1% →2020年までに13％
12% →2020年までに13.5％
27% →2020年までに35％

→2050年までに100％
9.3%

→2020年までに14％
26% →2020年までに25％

→2030年までに23％
37% →2015年までに25％

→2020年までに38％
→2025年までに40％

9.5% 14% →2020年までに23％
→2030年までに32％
→2020年までに80％

11% （2014） →2020年までに18％
→2030年までに30％
→2040年までに45％
→2050年までに60％

15% →2020年までに20％
→2020年までに20％

→2026年までに80％
9.8% →2020年までに14.65％

2%
→2025年までに25％
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表R12. 自然エネルギーの一次および最終エネルギーにおける割合（2012/2013年の実績および目標値）（続き）

国
一次エネルギー 最終エネルギー

割合 目標値 割合 目標値

7.8% →2020年までに16％
→2020年までに50％

17% →2020年までに17％
8% →2020年までに15％

→2030年までに20％
7.2% →2020年までに10％

→2015年までに7％
→2020年までに10％

→2020年までに25％
→2025年までに30％

37% →2020年までに40％
→2020年までに12％

3%
→2020年までに10％
→2025年までに20％ 23% →2020年までに23％

3.6% →2020年までに11％
→2020年までに28％
→2020年までに54％

→2020年までに7％
→2020年までに15％

3.8% →2020年までに10％
→2015年までに15％
→2020年までに20％

4.2% →2025年までに35％
→2020年までに20％ →2020年までに17％
→2020年までに20～25％

→2020年までに33％
→2015年までに50％

→2030年までに10％
4.5% →2020年までに16％

75% （2014） 
→2020年までに10％

65.5% →2020年までに67.5％
→2020年までに20％

→2020年までに25％
→2023年までに18.3％

38%
→2020年までに12％ 11% →2020年までに15.5％

26% →2020年までに31％
24% →2020年までに24％

→2030年までに20％
→2020年までに27％

9.8% →2020年までに14％
22% →2020年までに25％

アイルランド
イスラエル
イタリア
ジャマイカ

日本
ヨルダン

コソボ
ラオス
ラトビア
レバノン
レソト
リビア
リトアニア
ルクセンブルク
マケドニア
マダガスカル
マラウイ
マリ
マルタ
モーリタニア

モーリシャス
モルドバ
モンゴル
モンテネグロ
ナウル共和国
ネパール
オランダ1

ニカラグア
ニジェール
ノルウェー
パラオ共和国
パレスチナ自治区
パナマ
フィリピン
ポーランド
ポルトガル
ルーマニア
サモア
セルビア
スロバキア
スロベニア
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表R12. 自然エネルギーの一次および最終エネルギーにおける割合（2012/2013年の実績および目標値）（続き）

国
一次エネルギー 最終エネルギー

割合 目標値 割合 目標値

→2015年までに4.3％
→2020年までに6.1％
→2030年までに11％

15% →2020年までに20.8％
→2020年までに20％

17%
52% →2020年までに50％

→2020年までに24％
→2030年までに4.3％

29%
→2021年までに25％

→2030年までに18％ →2020年までに11％
5.1% →2020年までに15％

49% →2015年までに50％
→2020年までに5％
→2025年までに8％
→2050年までに11％

10%

韓国

スペイン１

セントルシア
スワジランド
スウェーデン1

スイス
シリア
タンザニア
タイ
ウクライナ
イギリス
ウルグアイ
ベトナム

ザンビア

1 EU28か国に含まれるすべての国における最終エネルギーの目標は、EU指令2009/28/ECに基づき設定されている。オーストリア、チェコ共和国、ドイ
ツ、ギリシャ、ハンガリー、スペイン、スウェーデンの政府は上表で示されているEUの目標よりも高い目標を設定している。また、オランダ政府はより意
欲的に設定していた目標をEU指令の設定値まで引き下げた。

注：関連する目標が別に示されている場合を除いて、割合については10％を超えるものについては小数第1位で四捨五入されている。
ここに記載のある国のなかには他の種類の目標を持っている場合もある（それらについては表R13,R14,R15を参照）。

出典：本節の巻末注12を参照
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表R13. 発電量における自然エネルギーの割合（2013年の実績および目標）

国 割合 目標

EU28か国 25.4%

→2017年までに5％
→2030年までに27％
→2015年までに5％
→2020年までに10％
→2030年までに15％
→2016年までに8％
→2020年までに20％

68.1% →2020年までに70.6％
→2020年までに20％
→2020年までに15％
→2030年までに30％
→2030年までに5％
→2015年までに5％
→2020年までに10％
→2029年までに29％

12.3% →2020年までに20.9％
→50％（データなし）
→2035年までに10％

18.9% →2020年までに20.6％
→2020年までに50％
→2015年までに15％

8.6% （2014） →2025年までに20％
90% →2021年までに100％
39% →2020年までに39％

→2030年までに24％
6.6% →2020年までに16％
12.8% →2020年までに14.3％
43% →2020年までに50％

→2050年までに100％
→2020年までに100％
→100％（データなし）
→2015年までに10％
→2025年までに25％

48% →2017年までに85％
→2020年までに20％
→50％（データなし）

13% →2015年までに18％
→2030年までに100％

31% →2020年までに33％
20% （2014） →2020年までに27％

→2020年までに70％
→2020年までに35％

28% （2014） →2025年までに40～45％
→2035年までに55～60％
→2040年までに65％
→2050年までに80％
→2020年までに10％

国 割合 目標

21% →2020年までに40％
→2027年までに80％
→2015年までに2％
→90％（データなし）
→2020年までに50％
→2022年までに60％
→2038年までに80％

6.6% →2020年までに10.9％
→2025年までに26％
→2030年までに10％

20.9% →2020年までに42.5％
→2014年までに5％
→2020年までに10％

31% →2020年までに26％
7% （2012） →2020年までに30％
12% （2014）→2020年までに13.5％

→2030年までに20％
→2020年までに3％
→2030年までに50％
→2020年までに3％
→10％（データなし）

49% →2020年までに60％
→2020年までに12％
→2021年までに30％
→2020年までに7％
→2025年までに10％

13% →2020年までに21％
5.3% →2020年までに11.8％

→2020年までに24.7％
63% →2020年までに75％

→2015年までに5％
→2020年までに9％
→2030年までに11％
→2050年までに15％
→2017年までに16％
→2015年までに10％
→2033年までに25％

1.6% →2020年までに3.8％
→2020年までに20％
→2025年までに35％
→2026年までに25％
→2020年までに10％
→2020年までに20～25％
→2020年までに15～18％
→2020年までに10％

10% →2020年までに37％
80% （2014）→2025年までに90％
51% （2014）→2027年までに90％

アルジェリア

アンティグア・バーブーダ

アルゼンチン
オーストラリア
オーストリア
アゼルバイジャン
バハマ

バーレーン
バングラデシュ

バルバドス
ベルギー
ベリーズ
ブルネイ・ダルサラーム
ブルガリア
カーボベルデ
カンボジア
チリ1

コスタリカ
クロアチア
キューバ
キプロス
チェコ
デンマーク2

ジブチ
ドミニカ
ドミニカ共和国

エクアドル
エジプト
エリトリア
エストニア
フィジー
フィンランド
フランス
ガボン
ガンビア
ドイツ

ガーナ

ギリシャ
グアテマラ
ギニアビサウ
ガイアナ
ハイチ
ホンジュラス

ハンガリー
インドネシア
イラク
アイルランド
イスラエル

イタリア
ジャマイカ
日本

カザフスタン

キリバス
クウェート
ラトビア
レバノン
リベリア
リビア

リトアニア
ルクセンブルク
マケドニア
マダガスカル
マレーシア

モルディブ
マリ3

マルタ
マーシャル諸島
モーリシャス
メキシコ
モルドバ
モンゴル
ミャンマー
ナミビア
オランダ
ニュージーランド
ニカラグア
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表R13. 発電量における自然エネルギーの割合（2013年の実績および目標）（続き）

表R13. 発電目標値を持たない国における
　　　 自然エネルギーの割合

1 チリの目標は40MW以上の水力発電を除いている。
2 デンマークは2012年3月に2020年までに電力消費量の50%を風力発電
によって供給する目標を設定している。
3 マリの目標は大型水力発電を除いている。
4 ナイジェリアの目標は30MW以上の水力発電を除いている。
5 ロシアの目標は25MW以上の水力発電を除いている。
6 タイは6MW以上の水力発電設備を自然エネルギー源と分類していない
ため、6MW以上の大型水力発電設備は国の割合および目標から除かれ
ている。
7 インドは25MW以上の水力発電設備を自然エネルギーと分類していな
いため、25MW以上の大型水力発電は国の割合および目標から除かれて
いる。

注：とくに記載のない場合、目標およびそれに対応する割合はすべて水
力発電を含む自然エネルギーを表している。ここに挙げられていない多
くの州や県、地方自治体が追加的な目標値を持っている。米国およびカ
ナダでは現行のRPS制度に沿って事実上の州・地方レベルの目標値があ
るが、国家レベルの目標はない（表R15、R17を参照）。表中のいくつ
かの国々は別形式の目標を掲げている（表R12-R18）市や地域に関して
は、より多くの情報を含むため、政策の展望の章（第4章）および表
R19を参照。既存の割合は最も確からしい数値であるが、より正確な国
の統計データが発表されたときには訂正する必要があるかもしれない。
掲載データの出典は計算手法を明記していない報告もよくあるため、当
表の発電量に占める割合は異なった手法で計算されたものが混在してい
る可能性がある。そのため、各国間のデータは直接比較できるものでは
なく、整合性をとったものではない。Observ’ERによる情報が寄稿者か
らREN21に提出された数値とは異なる場合は、寄稿者からREN21に提
供された数値が優先されている。

出典：本節の巻末注13を参照

国 割合 目標

→2020年までに10％
1.7% （2014）→2015年までに10％

→2020年までに10％
→2025年までに60％

29% （2012）→2020年までに40％
10.7% →2020年までに19.3％
49% →2020年までに45％

→2020年までに2％
→2030年までに20％

38% →2020年までに43％
→2015年までに2.5％
→2020年までに4.5％
→2017年までに20％
→2020年までに5％
→2030年までに15％
→2015年までに18％
→2020年までに33％
→2030年までに36％

21% →2020年までに24％
32.8% →2020年までに39.3％

→2015年までに50％
→2030年までに9％

36.4% →2020年までに38.1％
→2016年までに10％
→2020年までに20％
→2015年までに20％

国 割合 目標

→2015年までに15％
→2020年までに35％
→2015年までに30％
→2020年までに60％
→2031年までに11％

61.8% →2020年までに62.9％
→2015年までに14％
→2021年までに10％
→2020年までに50％
→2020年までに15％
→2015年までに50％
→2016年までに11％
→2030年までに30％
→2023年までに30％
→2020年までに100％

91% →2017年までに61％
1% （2014） →2020年までに12.4％

→2030年までに20％
19% →2015年までに50％
84% →2015年までに92％

→2014年までに23％
→2015年までに40％
→2020年までに65％
→2020年までに5％
→2025年までに15％

国 割合

79% （2014）
70%
60%
72%
99%

78% （2014）
12% （2014）
21%
65%

95% （2014）
60% （2014）
40% （2014）
38% （2014）
13% （2014）

ナイジェリア４

パキスタン
パレスチナ自治区
ペルー
フィリピン
ポーランド
ポルトガル
カタール

ルーマニア
ロシア５

セネガル
セーシェル

シエラレオネ

スロバキア
スロベニア
ソロモン諸島
南アフリカ
スペイン
スリランカ

セントクリストファー・
ネイビス

ブラジル
ブルンジ
カメルーン
コロンビア
エチオピア
ジョージア
インド７

イラン
ケニア
モザンビーク
ルワンダ
スリナム共和国
タンザニア
米国

セントルシア

セントビンセント・
グレナディーン
スーダン
スウェーデン
タンザニア
タイ６

東ティモール
トーゴ
トンガ
チュニジア

トルコ
ツバル
ウガンダ
ウクライナ

イギリス
ウルグアイ
バヌアツ

ベトナム
イエメン
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表R14. 熱利用と冷房における近代的自然エネルギーの割合（2013年の実績と目標）

1 ヨルダンの割合は、家庭における太陽熱温水暖房のものである。
2 生物由来でない廃棄物（プラスチック、金属等）や、純粋に生物由来のみ
のバイオマスが含まれているため、このデータが生物由来の都市固形廃棄
物を確実に示すかどうかは定かではない。

注：表R14は、EU Renewable Energy Action Plans のもと設立された目標
も含まれている。熱利用と冷房に関する目標は各国間で規格化されていな
いため、上表では一般的な比較のために様々な形の目標を掲載している。

出典：本節の巻末注14を参照

国 割合 目標

33.5% 2020年までに全熱利用と冷房供給の
32.6％を自然エネルギーでまかなう

8.1% 2020年までに全熱利用と冷房供給の
11.9％を自然エネルギーでまかなう
2025年までに太陽熱による冷暖房を
3MW相当まで増加させる

29.2% 2020年までに全熱利用と冷房供給の
24％を自然エネルギーでまかなう
2015年までに太陽熱温水を280GWth
（4億㎡まで増加させる）

18.1% 2020年までに全熱利用と冷房供給の
19.6％を自然エネルギーでまかなう

21.7% 2020年までに全熱利用と冷房供給の
23.5％を自然エネルギーでまかなう

15.3% 2020年までに全熱利用と冷房供給の
14.1％を自然エネルギーでまかなう

34.8% 2020年までに全熱利用と冷房供給の
39.8％を自然エネルギーでまかなう

43.1% 2020年までに全熱利用と冷房供給の
17.6％を自然エネルギーでまかなう

50.9% 2020年までに全熱利用と冷房供給の
47％を自然エネルギーでまかなう

18.3% 2020年までに全熱利用と冷房供給の
33％を自然エネルギーでまかなう

10.6% 2020年までに全熱利用と冷房供給の
14％を自然エネルギーでまかなう

26.5% 2020年までに全熱利用と冷房供給の
20％を自然エネルギーでまかなう

13.5% 2020年までに全熱利用と冷房供給の
18.9％を自然エネルギーでまかなう
2012年から2017年にかけて5.6GWth
（800万㎡）分の太陽熱温水を新規導入
する

5.7% 2020年までに全熱利用と冷房供給の
15％を自然エネルギーでまかなう

18% 2020年までに全熱利用と冷房供給の
17.1％を自然エネルギーでまかなう
2020年までにバイオマスエネルギー
を熱利用と冷房で5670ktoe活用する
2020年までに地熱を熱利用と冷房で
300ktoe活用する
2020年までに太陽熱温水冷暖房で
1586ktoe活用する

13% 
（2010）1

2020年までに家庭用の太陽熱温水の
30％をまかなう
1日に温水を100リットル以上使用
しているビルの太陽熱温水の年間
需要の60％をまかなう

49.7% 2020年までに全熱利用と冷房供給の
53.4％を自然エネルギーでまかなう
2009年から2014年の間に133MWth
（19万㎡）の太陽熱温水が新規に導入
された
2015年までに太陽熱温水を80MWth、
2020年までに250MWthまで増加させる

国 割合 目標

37.7% 2020年までに全熱利用と冷房供給の
39％を自然エネルギーでまかなう

5.6% 2020年までに熱利用と冷房の全最終
消費中8.5％を自然エネルギーで
まかなう

23.7% 2020年までに全熱利用と冷房供給の
6.2％を自然エネルギーでまかなう
2020年までに全熱利用と冷房供給の
27％を自然エネルギーでまかなう
2020年までに全熱利用と冷房供給の
38.2％を自然エネルギーでまかなう
2020年までに1.2MWth（170㎡）まで
太陽熱温水を増加させる
農村地域に10万の太陽熱温水暖房
システムを導入する
（目標年次なし）

3.6% 2020年までに全熱利用と冷房供給の
8.7％を自然エネルギーでまかなう

13.9% 2020年までに全熱利用と冷房供給の
17％を自然エネルギーでまかなう

34.5% 2020年までに全熱利用と冷房供給の
30.6％を自然エネルギーでまかなう

26.2% 2020年までに全熱利用と冷房供給の
22％を自然エネルギーでまかなう
2020年までに全熱利用と冷房供給の
30％を自然エネルギーでまかなう
ホテル、ゲストハウス、飲食店におけ
る太陽熱温水器の普及率を2015年
までに1％、2020年までに2％、2030年
までに5％まで増加させる
2030年までに住宅部門における太陽
熱温水器の普及率を1％まで増加
させる

7.5% 2020年までに全熱利用と冷房供給の
14.6％を自然エネルギーでまかなう

31.7% 2020年までに全熱利用と冷房供給の
30.8％を自然エネルギーでまかなう

14.9% 2020年までに全熱利用と冷房供給の
18.9％を自然エネルギーでまかなう
2020年までにバイオマスエネルギー
を4653ktoeまで増加させる
2020年までに地熱を9.5ktoeまで増加
させる
2020年までにヒートポンプを50.8
ktoeまで増加させる
2020年までに太陽熱温水暖房を644
ktoeまで増加させる

67.2% 2020年までに全熱利用と冷房供給の
62.1％を自然エネルギーでまかなう
2022年までにバイオマスエネルギー
を8200ktoeまで増加させる
2022年までにバイオガスを1000ktoe
まで増加させる
2022年までに生物由来の都市固形
廃棄物2を35ktoeまで増加させる
2022年までに30万の太陽熱温水シス
テムを稼働させる、および100ktoe
まで増加させる
2017年までに21MWth（3万㎡）まで
太陽熱温水器を増加させる

2.6% 2020年までに全熱利用と冷房供給の
12％を自然エネルギーでまかなう

オーストリア

ベルギー

ブータン

ブルガリア

中国

クロアチア

キプロス

チェコ共和国

デンマーク

エストニア

フィンランド

フランス

ドイツ

ギリシャ

ハンガリー

インド

アイルランド

イタリア

ヨルダン

ケニア

ラトビア

レバノン

リビア

リトアニア

ルクセンブルグ

マルタ

モルドバ

モンテネグロ

モロッコ

モザンビーク

オランダ

ポーランド

ポルトガル

ルーマニア

セルビア

シエラレオネ

スロバキア

スロベニア

スペイン

スウェーデン

タイ

ウガンダ

英国
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表R15. その他の自然エネルギー目標

国 分野/技術 目標

EU28か国 輸送 2020年までにEU広域での輸送部門の最終エネルギー需要の10％

輸送 2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要の10％

電力 2030年までに22GW

廃棄物バイオマス発電 2030年までに1GW
地熱発電 2030年までに15MW

太陽光発電 2030年までに13.5MW

集光型太陽熱発電（CSP） 2030年までに2GW

風力発電 2030年までに5GW

電力 2016年までに3GW

地熱発電 2016年までに30MW

水力発電（小規模） 2020年までに377MW、2025年までに397MW

地熱発電 2020年までに50MW、2025年までに100MW

太陽光発電 2020年までに40MW、2025年までに80MW

風力発電 2020年までに50MW、2025年までに100MW

固形バイオマスおよびバイオ
ガスによるバイオマス発電 2010年～ 2020年に200MWを追加

水力発電 2010年～ 2020年に1GWを追加

太陽光発電 2010年～ 2020年に1.2GWを追加

風力発電 2010年～ 2020年に2GWを追加

輸送 2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要の11.4％

電力 2020年までに1GW

固形バイオマスによる
バイオマス発電 2014年までに2MW：2.6㎥の容量がある100000箇所の発電所で40MW

バイオガスによるバイオマス発電 2014年までに2MW、2017年までに7MW

バイオガス発酵槽 2016年までに発電設備を150000箇所

太陽光発電

電力（農村におけるオフグリッド）

太陽光発電（農村における
オフグリッド）

2016年までに500MW

2016年までにソーラーホームシステムを600万箇所（合計で240MWp）：150KWp
のミニグリッドを50箇所：2017年までに太陽光で稼働する灌漑システムを1550箇所

2025年までに50％

電力 2025年までに20MW

固形バイオマスによるバイオマス発電 2025年までに5MW

太陽光発電 2025年までに5MW

風力発電 2025年までに5MW

電力 2015年～ 2025年に自然エネルギー容量160MWを追加

バイオマス発電 2021年までに19.3GW

水力発電（小規模） 2021年までに7.8GW

風力発電 2021年までに15.6GW

水力発電 2017年～ 2018年までに174MWの発電所3機を運転開始

太陽光発電 2014年までに80MWのソーラーパークを運転開始

輸送 2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要の11％

固形バイオマスによる
バイオマス発電

4 MW

水力発電 212 MW

太陽光発電 40 MW

風力発電 10 MW

アルバニア
アルジェリア

アルゼンチン

アルメニア

オーストリア

アゼルバイジャン
バングラデシュ

ベナン
ブータン

ボリビア
ブラジル

ブルガリア

ブルンジ
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表R15. その他の自然エネルギー目標（続き）

国 分野/技術 目標

バイオマス発電 2015年までに13ＧＷ

水力発電 2017年までに330ＧＷ

太陽光発電 2017年までに70ＧＷ（発電所規模で35ＧＷ、分散型発電で35ＧＷ）

集光型太陽熱発電（CSP） 2015年までに1ＧＷ、2020年までに3ＧＷ

風力発電

電力（オフグリッド）

2017までに150ＧＷ

電力（系統に接続しているもの）1 2015年までに発電量の3.5％、2020年までに6.5％
2015年までに発電量の20％、2020年までに30％

輸送 2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要の10％

輸送 2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要の4.9％

輸送 2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要の10.8％

風力発電 2020年までに発電量のシェアの50％

輸送
太陽光発電（農村のオフグリッド発電）

2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要の10％

2017年までに30％

分散型発電 2016年までに20％

水力発電 2020年までに2.8ＧＷ

太陽光発電 2020年までに220ＭＷ、2027年までに700ＭＷ

集光型太陽熱発電（CSP） 2020年までに1.1ＧＷ、2017年までに2.8ＧＷ

風力発電 2020年までに発電量の12％および7.2ＧＷ

風力発電 発電量の50％（期限なし）

輸送 2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要の2.7％

バイオガスによるバイオマス発電 103.5ＭＷ（期限なし）

地熱発電 2015年までに75ＭＷ、2018年までに450ＭＷ、2030年までに1GW

水力発電 2015年までに10.6ＧＷ（うち90％以上が大規模水力発電）2030年までに22ＧＷ

風力発電 2014年までに770ＭＷ

バイオマス発電 2020年までに13.2ＧＷ

水力発電 2020年までに14.6ＧＷ

風力発電 2020年までに884ＭＷ

輸送 2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要の20％

洋上発電および
洋上風力発電

2020年までに6ＧＷ

風力発電（陸上） 2020年までに25ＧＷ

輸送 2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要10.5％

風力発電 陸上風力発電：2020年までに年間2.5ＧＷ
洋上風力発電：2020年までに6.5ＧＷ、2030年までに15ＧＷ

輸送 2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要の20％

太陽光発電 2030年までに2.2ＧＷ

輸送 2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要の10.1％

太陽光発電 2025年までに電力の6％

風力発電 2025年までに電力の2％

太陽光発電 2015年までに一次エネルギーの2％

輸送 2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要の10％

電力 2014年～ 2015年に3.77ＧＷを設置、2012年～ 2017年までに30ＧＷを追加、2022年までに170ＧＷ

バイオマス発電 2014年～ 2015年に400ＭＷを設置、2012年～ 2017年に2.7ＧＷを追加

小水力発電2 2014年～ 2015年に250ＭＷを設置、2012年～ 2017年に2.1ＧＷを追加

太陽光発電 2014年～ 2015年に1.1ＧＷの太陽光発電と60ＭＷの太陽光発電（小規模）を設置、
2010年～ 2022年までに20万台の太陽光照明装置を追加

太陽光発電とCSP 2022年までに100ＧＷ

風力発電 2014年までに2ＧＷを設置、2022年までに60ＧＷを設置

中国

コロンビア

クロアチア
キプロス
チェコ共和国
デンマーク

ジブチ
ドミニカ共和国

エジプト

エリトリア
エストニア
エチオピア

フィンランド

フランス

ドイツ

ギリシャ

ギニア

ギニアビサウ
ハンガリー
インド
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表R15. その他の自然エネルギー目標（続き）

国 分野/技術 目標

水力発電、太陽光発電、
風力発電

2014年までに一次エネルギーの1.4％（水力、太陽光、風力を合算）

バイオ燃料 2025年までに一次エネルギーの10.2％

地熱発電 2025年までに12.6％

水力発電 2025年までに2ＧＷ力（小水力発電の0.43ＧＷを含む）

揚水発電3 2025年までに3ＧＷ

太陽光発電 2025年までに156.8ＭＷ

風力発電 2025年までに100ＭＷ

太陽光発電、水力発電 5ＧＷ（期限なし）

太陽光発電 2016年までに240ＭＷ

集光型太陽熱発電（CSP） 2016年までに80ＭＷ

風力発電 2016年までに80ＭＷ

輸送 2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要の10％

バイオマス発電 2020年までに3.8ＧＷの容量で年間1万9780ＧＷhを発電

地熱発電 2020年までに920ＭＷの容量で年間6760ＧＷhを発電

水力発電 2020年までに17.8ＧＷの容量で年間4万2000ＧＷhを発電

太陽光発電 2017年までに23ＧＷ

風力発電（陸上）
風力発電（洋上）

2020年までに12ＧＷの容量で年間1万8000ＧＷhを発電

2020年までに680ＭＷの容量で年間2000ＧＷhを発電

輸送 2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要の10.1％

バイオマス発電 2020年までに3.3ＧＷ、2030年までに6ＧＷ

地熱発電 2020年までに0.53ＧＷ、2030年までに3.88ＧＷ

水力発電 2020年までに49ＧＷ

洋上発電（波力および潮力）2030年までに1.5ＧＷ
太陽光発電 2020年までに28ＧＷ

2020年までに合計5ＧＷ、洋上風力発電を2030年までに8.03ＧＷ風力発電
電力 2018年までに1ＧＷ

太陽光発電 2020年までに300ＭＷ

集光型太陽熱発電（CSP） 2020年までに300ＭＷ

風力発電 2020年までに1.2ＧＷ

電力 2020年までに1.04ＧＷ

地熱発電 2016年までに1.9ＧＷ、2030年までに5ＧＷ

水力発電 2016年までに794ＭＷ

太陽光発電 2016年までに423ＭＷ

風力発電 2016年までに635ＭＷ

太陽光発電 2030年までに3.5ＧＷ

集光型太陽熱発電（CSP） 2030年までに1.1ＧＷ

風力発電 2030年までに3.1ＧＷ

固形バイオマスによる
バイオマス発電

2016年までに発電量の8％

バイオガスによるバイオマス発電 2015年までに15 ～ 25ＭＷ

水力発電 2015年までに40ＭＷ

風力発電 2015年までに60 ～ 100ＭＷ、2020年までに400ＭＷ～ 500ＭＷ

電力
電力（農村のオフグリッド）

2030年までに260ＭＷ

2020年までに農村電化の35％を自然エネルギーでまかなう

バイオ燃料 2015年までに全輸送燃料の5％

太陽光発電 2015年までに129ＭＷ、2020年までに344ＭＷ、2025年までに844ＭＷ

集光型太陽熱発電（CSP） 2020年までに125ＭＷ、2025年までに375ＭＷ

風力発電 2015年までに260ＭＷ、2020年までに600ＭＷ、2025年までに1ＧＷ

インドネシア

イラン
イラク

アイルランド
イタリア

日本

ヨルダン

カザフスタン
ケニア

クウェート

ラトビア

レバノン

レソト

リベリア
リビア
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表R15. その他の自然エネルギー目標（続き）

国 分野/技術 目標

輸送 2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要の10％

輸送 2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要の10％

固形バイオマスによるバイオマス発電 2020年までに50ＧＷh

バイオガスによるバイオマス発電 2020年までに20ＧＷh

小水力発電 2020年までに216ＧＷh

太陽光発電 2020年までに14ＧＷh

風力発電 2020年までに300ＧＷh

水力発電 2014年までに346.5ＭＷ

電力 ・2.1GW（大規模水力発電を除いて）の容量で11.2ＴＷh/年、または国の
供給量の10％（指定された期限なし）
・2015年までに全設備容量の6％、2020年までに11％、2030年までに14％、
2050年までに36％

輸送 2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要の10.7％

電力 2020年までに都市部で10％、農村部で50％

輸送 2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要の20％

電力 全発電量の42％

水力発電 2020年までに2ＧＷ

太陽光発電および集光型太陽熱発電（CSP） 2020年までに2ＧＷ
風力発電 2020年までに2ＧＷ

バイオガスのためのバイオ発酵槽 1000基導入（期限なし）

水力発電、太陽光発電、風力発電 それぞれ2ＧＷ（期限なし）

太陽光発電 82000件のソーラーホームシステムを導入（期限なし）

揚水用風力 3000 ヶ所の設備を導入（期限なし）

自然エネルギーに基づいた
生産システム

5000 ヶ所の設備を導入（期限なし）

輸送 2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要の10％

バイオマス発電 2015年までに50ＭW、2025年までに400ＭW

小水力発電4 2015年までに600ＭW、2025年までに2ＧW

大規模太陽熱発電（1ＭＶ以上）2015年までに75ＭW、2025年までに500ＭW
風力発電 2015年までに20ＭW、2025年までに40ＭW

集光型太陽熱発電（CSP） 2015年までに1ＭW、2025年までに5ＭW

電力 2016年までに30ＴＷh/年

電力 スウェーデンとの共通の電力証書市場で2020年までに26.4ＴＷh

バイオマス発電 2020年までに21ＭＷ

太陽光発電 2020年までに45ＭＷ

集光型太陽熱発電（CSP） 2020年までに20ＭＷ

風力発電 2020年までに44ＭＷ

電力 2030年までに2010年の3倍の発電容量

バイオマス発電 2010年～ 2030年に277ＭＷを追加

地熱発電 2010年～ 2030年に1.5ＧＷを追加

水力発電 2010年～ 2030年に5398ＭＷを追加

洋上発電 2010年～ 2030年に75ＭＷを追加

太陽光発電 2010年～ 2030年に284ＭＷを追加

風力発電 2010年～ 2030年に2.3ＧＷを追加

洋上風力 2020年までに1ＧＷ

輸送 2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要の20％

電力 2020年までに15.8ＧＷ

固形バイオマスによるバイオマス発電 2020年までに769ＭＷ

バイオガスによるバイオマス発電 2020年までに59ＭＷ

リトアニア
ルクセンブルグ
マケドニア

マラウイ
マレーシア

マルタ
ミクロネシア
モルドバ
モロッコ

モザンビーク

オランダ
ナイジェリア

ノルウェー

パレスチナ自治区

フィリピン

ポーランド

ポルトガル
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表R15. その他の自然エネルギー目標（続き）

国 分野/技術 目標

地熱発電 2020年までに29ＭＷ
小水力発電 2020年までに400ＭＷ
洋上風力（波力） 2020年までに6ＭＷ
太陽光発電 2020年までに670ＭＷ
集光型太陽熱発電（CSP） 2020年までに50ＭＷ

2020年までに陸上5.3ＧＷ、洋上27ＭＷ風力発電
輸送 2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要の10％
太陽光発電 2014年までに1.8ＧＷ
輸送 2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要の10％
輸送 2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要の10％
小水力発電5、太陽光発電、
風力発電

2020年までに組み合わせて6ＧＷ

バイオガス発電 2017年までに300ＭＷ
地熱発電 2017年までに310ＭＷ
水力発電 2017年までに340ＭＷ
小水力発電
電力（オフグリッド）

2017年までに42ＭＷ
2017年までに5ＭＷ

最終エネルギー 2030年までに現在の全エネルギー供給中のシェアを20％まで増加させる
電力 2040年までに54ＧＷ
太陽光発電と集光型太陽熱発電（CSP） 2040年までに41ＧＷ（CSP25ＧＷと太陽光発電16ＧＷ）
地熱発電、廃棄物発電、
風力発電

2040年までに組み合わせて13ＧＷ

太陽光発電 2017年までに150ＭＷ
風力発電 1.4ＧＷ（期限なし）
電力 1ＧＷ（期限なし）
太陽光発電 2020年までに350ＭＷ
輸送 2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要の10％
輸送 2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要の10.5％
電力 2030年までに17.8ＧＷ、2010年～2030年までに全発電容量の42％を追加
電力 2015年までに1万3016ＧＷh/年（全発電量の2.9％）

2020年までに2万1977ＧＷh/年（4.7％）、2030年までに3万9517ＧＷh/年
（7.7％）再生可能エネルギー技術を組み合せた供給を含む

固形バイオマスによるバイオマス発電 2030年までに2628ＧＷh/年
バイオガスによるバイオマス発電 2030年までに161ＧＷh/年
バイオマス発電（埋立地ガス） 2030年までに1340ＧＷh/年
地熱発電 2030年までに2046ＧＷh/年
水力発電（大規模） 2030年までに3860ＧＷh/年
水力発電（小規模） 2030年までに1926ＧＷh/年
洋上発電 2030年までに6159ＧＷh/年
太陽光発電 2030年までに2046ＧＷh/年
集光型太陽熱発電（CSP） 2030年までに1971ＧＷh/年
風力発電 2016年までに900ＭＷ、2019年までに1.5ＧＷ、2030年までに

16619ＧＷh/年　2019年までに洋上風力を2.5ＧＷ
最終エネルギー
バイオエネルギー（固形バイオマス、バイオ
ガス、生物由来の都市固形廃棄物）6

2020年までに0.1％

地熱エネルギー、洋上発電、
ヒートポンプ７

2020年までに5.8％

水力発電 2020年までに2.9％

ポルトガル（続き）

カタール

ルーマニア
ロシア

ルワンダ

サモア
サウジアラビア

セルビア

シエラレオネ
シンガポール
スロバキア
スロベニア
南アフリカ
韓国

スペイン
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表R15. その他の自然エネルギー目標（続き）

国 分野/技術 目標

太陽光発電 2020年までに3％

風力発電 2020年までに6.3％

電力
固形バイオマスによるバイオマス発電 2020年までに1.4ＧＷ

生物由来の都市固形廃棄物によるバイオマス発電６ 2020年までに200ＭＷ
バイオガスによるバイオマス発電 2020年までに400ＭＷ

地熱発電 2020年までに50ＭＷ

水力発電 2020年までに13.9ＧＷ

揚水発電3 2020年までに8.8ＭＷ

洋上発電 2020年までに100ＭＷ

太陽光発電 2020年までに7.3ＭＷ

集光型太陽熱発電（CSP） 2020年までに4.8ＭＷ

風力発電（陸上）
風力発電（洋上）

2020年までに35ＧＷ

2020年までに750ＭＷ

輸送
バイオディーゼル 2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要の11.3％

エタノール/バイオ‒ETBE8 2020年までに2313ktoe

輸送用途の電力 2020年までに4.7ＧＷh/年（2020年までに自然エネルギー由来で501ktoe）

輸送 2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要の20％をバイオ燃料でまかなう

固形バイオマスによるバイオマス発電 2031年までに54ＭＷ

バイオガスによるバイオマス発電 2031年までに68ＭＷ

水力発電 2031年までに63ＭＷ

太陽光発電 2031年までに667ＭＷ

集光型太陽熱発電（CSP） 2031年までに50ＭＷ

風力発電 2031年までに680ＭＷ

電力 2020年までに年間の自然エネルギー発電量を25TＷh増加させる（2002年比）

電力 2020年までにノルウェーとの共通電力証明書市場で26.4TＷh

輸送 2030年までに化石燃料を使用しない輸送手段

電力 2035年までに12TＷh/年、2050年までに43TＷh/年

水力発電 2035年までに43TWh/年

バイオマス発電 2020年までに140ＭＷ、2025年までに260ＭＷ、2030年までに400ＭＷ

太陽光発電 2015年までに45ＭＷ、2025年380ＭＷ、2025年までに1.1ＧＷ、2030年までに1.8ＧＷ

集光型太陽熱発電（CSP） 2025年までに50ＭＷ

風力発電 2015年までに150ＭＷ、2020年までに1ＧＷ、2025年までに1.5ＧＷ、2030年までに2ＧＷ

小水力発電 2020年までに100ＭＷ

輸送
エタノール 2022年までに900万リットル/日

バイオディーゼル 2022年までに600万リットル/日

先進的バイオ燃料 2022年までに2500万リットル/日

電力
バイオマス発電（固形バイオマス） 2021年までに4.8ＧＷ

バイオマス発電（バイオガス） 2021年までに600ＭＷ

バイオマス発電（生物由来の都市固形廃棄物）６ 2021年までに400ＭＷ

地熱発電 2021年までに1ＭＷ

水力発電 2021年までに6.1ＧＷ

洋上発電（波力と潮力） 2021年までに2ＭＷ

太陽光発電 2014年までに1ＧＷ、2021年までに3ＧＷ

風力発電 2021年までに1.8ＧＷ

スペイン（続き）

スリランカ
スーダン

スウェーデン

スイス

シリア

タジキスタン

タイ
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1 コロンビアは「非在来型エネルギー源」をもとに目標を達成する。
2 インドは25MW以上の水力発電設備を自然エネルギーと分類していないため、25MW以上の水力発電は割合および目標から除かれている。2014年～
2015年にかけての目標は、2014年4月～2015年3月までの年度目標である。
3 揚水発電はエネルギー源ではなく、エネルギーの貯蔵手段である。そのため、転換損失を伴い、自然エネルギーおよび非自然エネルギー由来の電力を動
力源とする。揚水発電設備は調整電源として、とくに変動型の自然エネルギーの調整で重要な役割を担うため、ここに含めた。
4 ナイジェリアの目標は30MW以上の水力発電所を除く
5 ロシアの目標は25MW以上の水力発電所を除く
6 都市廃棄物（MSW）のデータでは、非有機物廃棄物（プラスティックや金属等）が含まれているか、有機バイオマスのみで構成されているかは常に判
断できるものではないとされている。ウガンダは主に有機物を利用している。
7 ヒートポンプのエネルギー出力がこの表に含まれるのは、最終エネルギーの基準上、部分的に再生可能エネルギーの基準を満たしているからである。詳
細については2014年度版GSRの補足４を参照
8 ETBEとは、エタノールとイソブチレンからなるバイオ燃料の一種である。

表R15. その他の自然エネルギー目標（続き）

国 分野/技術 目標

電力 2020年までにピーク需要（もしくは60MW）の5％

風力発電 100ＭＷ（期限の指定はなし）

電力 2016年までに1ＧＷ（発電容量の16％）、2030年までに4.6ＧＷ（発電容量の40％）

固形バイオマスによるバイオマス発電 2016年までに40ＭＷ、2030年までに300ＭＷ

太陽光発電 2016年までに140ＭＷ、2030年までに1.5GＷ

集光型太陽熱発電（CSP） 2030年までに500ＭＷ

風力発電 2016年までに430ＭＷ、2030年までに1.7ＧＷ

固形バイオマスによるバイオマス発電 2023年までに1ＧＷ

地熱発電 2023年までに1ＧＷ

水力発電 2023年までに34ＧＷ

太陽光発電 2023年までに5ＧＷ

風力発電 2023年までに20ＧＷ

生物由来の都市固形廃棄物によるバイオマス発電6 2017年までに30ＭＷ
地熱発電 2017年までに45ＭＷ

水力発電（大規模） 2017年までに1.2ＧＷ

水力発電（小規模） 2017年までに85ＭＷ

太陽光発電
（ソーラーホームシステム）

2017年までに700kＷ

バイオ燃料
風力発電（洋上）

2017年までに年間使用量のうち22億リットル

2030年までに39ＧＷ

輸送 2014年までに輸送部門の最終エネルギー需要の5％、2020年までに10.3％

バイオマス発電 2015年までに200ＭＷ

風力発電 2015年までに1.3ＧＷ

電力 2013年～ 2019年に613ＭＷの発電容量を追加

風力発電 2013年～ 2019年に500ＭＷの発電容量を追加

バイオマス発電 2015年までに200ＭＷ

水力発電 2020年までに19.2ＧＷ

風力発電 2020年までに1ＧＷ

バイオ燃料 2015年までに輸送部門の石油エネルギー需要の1％、2025年までに5％

バイオマス発電 2025年までに6ＭＷ

地熱発電 2025年までに200ＭＷ

太陽光発電 2025年までに4ＭＷ

集光型太陽熱発電（CSP） 2025年までに100ＭＷ

風力発電 2025年までに400ＭＷ

輸送 2015年までに輸送部門の最終エネルギー需要の10％

トリニダードトバゴ

チュニジア

トルコ

ウガンダ

英国

ウルグアイ

ベネズエラ

ベトナム

イエメン

ジンバブエ
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表R15. その他の自然エネルギー目標：国/地方レベル

国 分野/技術 目標

オーストラリア
電力 2020年までに発電量の33％

電力 2020年までに発電量の100％

ベルギー
ワロン地域

台湾

輸送 2020年までに輸送部門の最終エネルギー需要の10.14％

最終エネルギー 2020年までに再生可能エネルギー 20％

電力 2020年までに8TWh/年

カナダ
電力 2016年までに再生可能エネルギーの割合を10％、2020年までに40％増加させる

電力 2015年までに発電量の25％、2040年までに40％

風力発電 2030年までに30ＭＷ増加させる（2011年比）

電力 2022年までに再生可能エネルギー技術を組み合せた10.7ＧＷを供給

水力発電 2025年までに1.5ＧＷ

太陽光発電 2025年までに40ＭＷ

風力発電 2025年までに5ＧＷ

中国
地熱発電 2015年までに4ＭＷ、2020年までに66ＭＷ、2025年までに150ＭＷ、2030年までに200ＭＷ

洋上発電 2015年までに1ＭＷ、2020年までに30ＭＷ、2025年までに200ＭＷ、2030年までに600ＭＷ

太陽光発電 2015年までに420ＭＷ、2020年までに1.02ＧＷ、2025年までに2.5ＧＷ、2030年までに3.1ＧＷ

風力発電 2015年までに881ＭＷ、2020年までに1.8ＧＷ、2025年までに3ＧＷ、2030年までに4.2ＧＷ

インド
電力 発電量の3％（太陽光0.4％）

電力 発電量の7％（太陽光0.2％）

電力 発電量の7％（太陽光0.2％）

電力 発電量の7％（太陽光0.25％）

電力 発電量の5％（太陽光0.75％）、2022年までに太陽光3％

電力 発電量の3％（太陽光0.4％）

電力 発電量の6.75％（太陽光0.75％）、2016年までに7.25％

電力 発電量の3％（太陽光0.4％）

電力 発電量の3％（太陽光0.4％）

電力 発電量の6.2％（太陽光0.25％）、2017年までに9％

電力 発電量の3.3％（太陽光0.6％）、2022年までに6％

電力 発電量の9％（太陽光1.5％）、2017年までに10％

電力 発電量の3.25％（太陽光0.25％）、2022年までに5.5％

電力 発電量の10.25％（太陽光0.25％）、2022年までに19％

電力 発電量の6％（太陽光0.75％）、2017年までに９％

電力 発電量の4％（太陽光1％）、2016年までに4％

電力 発電量の10.25％（太陽光0.25％）

電力 発電量の4.5％（太陽光0.25％）、2022年までに6.6％

電力 発電量の3％（太陽光0.4％）

電力 発電量の7％（太陽光1％）

電力 発電量の9％（太陽光0.5％）

電力 発電量の5％（太陽光0.25％）

電力 発電量の1％（太陽光0.4％）

電力 発電量の7％（太陽光0.25％）

電力 発電量の8％（太陽光0.25％）

南オーストラリア
タスマニア

ニューバランズウィック州
ノバスコシア州

プリンスエドワード島
オンタリオ州

アンダマン・ニコラス諸島
アンドーラ・プラデーシュ州
アルナーチャル・プラデーシュ州

アッサム州
ビハール州

チャンディーガル
チャッティースガル州

ダードラーおよびナガル・ハヴェーリー連邦直轄領
ダマン・ディーウ連邦直轄領

デリー
ゴア州

グジャラード州
ハリヤーナ州

ヒマチャール・プラデーシュ州
ジャンムー・カシミール州

ジャールカンド州
カルナータカ州
ケーララ州

ラクシャディープ諸島
マディヤ・プラディーシュ州

マハーラーシュトラ州
マニプル州

メーガーラヤ州
ミゾラム州
ナガランド州
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表R15. その他の自然エネルギー目標：国/地方レベル（続き）

国 分野/技術 目標

インド（続き）
電力 発電量の6.5％（太陽光0.25％）

電力 発電量の3％（太陽光0.4％）

電力 発電量の4％（太陽光0.19％）

電力 発電量の9％（太陽光1.5％）

電力 発電量の11％（太陽光2％）

電力 発電量の2.5％（太陽光1.05％）

電力 発電量の6％（太陽光1％）

電力 発電量の7.075％（太陽光0.075％）

電力 発電量の4.5％（太陽光0.15％）

コソボ
熱利用と冷房 2020年までに熱利用と冷房供給の45.65％を自然エネルギーでまかなう

ニュージーランド
電力 2015年までに50％、2020年までに100％

電力 2020年までに100％

電力 100％（期限なし）

アラブ首長国連邦
電力 2020年までに設備容量の7％

電力 2020年までに設備容量の7％、2030年までに15％

英国
電力 2020年までに100％

米国
電力 2025年までに供給量の15％

電力 2015年までに供給量の25％、2020年までに33％

電力 2020年までに供給量の30％（私営会社9）
都市公社と協同組合10は10％か20％

電力 2020年までに供給量の27％

電力 2015年～ 2016年に供給量の25％

電力 2020年までに供給量の25％、2030年までに40％

電力 2015年～ 2016年に供給量の25％

電力 発電容量の105ＭＷを私営会社9がまかなう

電力 2015年～ 2019年までに供給量の15％、2020年までに20％

電力 2017年までに供給量の40％

電力 2020年までに供給量の20％

電力 2020年までに供給量の15％、その後1年ごとに1％ずつ増加

電力 2015年までに供給量の10％

電力 2025年までに供給量の26.5％（私営会社9）、2025年までに25％（他の会社）

電力 2021年までに供給量の15％（私営会社9）

電力 2015年までに供給量の15％

電力 2025年までに供給量の25％

電力 2025年までに供給量の24.8％

電力 2021年までに供給量の24.5％

電力 2020年までに供給量の20％（私営会社9）、2020年までに10％（協同組合10）

電力 2015年までに供給量の29％

電力 2021年までに12.5％（私営会社9）、2018年までに10％（都市公社と協同組合10）

電力 2024年までに25％供給量の25％

オリッサ州
ポンディシェリ
パンジャーブ州

ラージャスターン州
タミル・ナードゥ州

トリプラ州
ウッタル・プラディーシュ州

ウッタラーカンド州
西ベンガル州

クック諸島
ニウエ
トケラウ

アブダビ
ドバイ

アリゾナ州
カリフォルニア州

コロラド州

コネチカット州
デラウェア州
ハワイ州
イリノイ州
アイオワ州
カンザス州
メイン州

メリーランド州
マサチューセッツ州

ミシガン州
ミネソタ州
ミズーリ州
モンタナ州
ネバダ州

ニューハンプシャー州
ニュージャーシー州
ニューメキシコ州
ニューヨーク州

ノースキャロライナ州
オハイオ州

スコットランド



─ 144 ─

表R15. その他の自然エネルギー目標：国/地方レベル（続き）

オレゴン州

ペンシルバーニア州
ロードアイランド州

テキサス州
ワシントン州

ウィスコンシン州
コロンビア特別区
北マリアナ諸島
プエルトリコ

国 分野/技術 目標

米国（続き）
電力 2025年までに25％供給（3％以上は州が負担）

2025年までに10％（1.5 ～ 3％は州が負担）
2025年までに5％（1.5％以下は州が負担）

電力 2020年～ 2021年までに18％供給

電力 2019年までに18％供給

電力 2015年までに5,880 MW

電力 2016年までに9％供給、2020年までに15％

電力 2015年までに10％供給

電力 2020年までに20％供給

電力 2015年までに80％供給

電力 2035年までに20％供給

9 IOUsは政府や協同運営ではなく、私営のことを指す。
10 都市公社（munis）とは所有と運営が公的なものである。協同組合（co-ops）とは顧客基盤に基づいたメンバーによって所有と運営が行われている組織
のことである。

注：特に記載のない場合を除き、設備容量の目標値はすべて累積設備容量に関連している。目標値は少数第2位で四捨五入されている。自然エネルギーの
目標は各国で標準化されていないため、上表は一般的な比較のために様々な形の目標を掲載している。多くの国はRPS政策の下、地方レベルで目標を制
定している（表17を参照）。この表に掲載されている国は一次エネルギー、最終エネルギー、電力、熱利用と冷房の目標を持っている場合がある（表
R12、R13およびR14を参照）。表R15は輸送エネルギーの目標を掲載しているが、バイオ燃料の混合規制については表R16（国および州／地域のバイオ
混合規制）を参照のこと。輸送部門の目標が道路での輸送に限定されたものなのかどうかを判断することはかならずしも可能ではない。さらに、目標は
バイオ燃料の活用のみか、より広範な自然エネルギー由来の輸送手段（すなわち、電気自動車や水素製造への自然エネルギー利用）を含む場合がある。

出典：本節の巻末注15を参照
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1 累計数はその年の時点で固定価格買取制度（FIT）が法的に導入された国の数を示している。
2 米国のPURPA政策（1978年）は後に発展するFITの原型である。
3 「合計」は、導入後に政策が取りやめになった9か国（ブラジル、チェコ共和国、モーリシャス、ノルウェー、南アフリカ、韓国、スペイン、スウェー
デン、米国）を差し引き、固定価格買取制度が導入されているがその施行年が不明な9か国（アンドラ、ホンジュラス、モルディブ、ペルー、パナマ、ロ
シア、セネガル、タジキスタン、ウルグアイ）およびインドの5つの州（ビハール州、ヒマーチャル・プラデシュ州、ジャンムーカシミール州、ジャール
カンド州、オリッサ州）を含んだ数字である。

表R16. 固定価格買取制度（FIT）を採用している国/州/地域の累計数と2014年の政策改訂

年 累計数1 新規導入した国／州

1978 1 米国2

1990 2 ドイツ

1991 3 スイス

1992 4 イタリア

1993 6 デンマーク、インド

1994 9 ルクセンブルク、スペイン、ギリシャ

1997 10 スリランカ

1998 11 スウェーデン

1999 14 ポルトガル、ノルウェー、スロベニア

2000 14
2001 17 アルメニア、フランス、ラトビア

2002 23 アルジェリア、オーストラリア、ブラジル、チェコ共和国、インドネシア、リトアニア

2003 29 キプロス、エストニア、ハンガリー、スロバキア共和国、韓国、インドのマハラシュトラ州

2004 34 イスラエル、ニカラグア、プリンスエドワード島（カナダ）、インドのアンドラ・プラデシュ州およびマドヤ・プラデシュ州

2005 41 中国、エクアドル、アイルランド、トルコ、インドのカルナタカ州、ウッタラーカンド州、ウッタル・プラデシュ州

2006 46 アルゼンチン、パキスタン、タイ、オンタリオ州（カナダ）、ケーララ州（インド）

2007 55 アルバニア、ブルガリア、クロアチア、ドミニカ共和国、フィンランド、マケドニア、モルドバ、
モンゴル、オーストラリアの南オーストラリア州

2008 71 イラン、ケニア、リヒテンシュタイン、フィリピン、サンマリノ、タンザニア、ウクライナ、
オーストラリアのクイーンズランド州、インドのチャスティスガル州、クジャラート州、ハリアナ州、
パンジャブ州、ラジャスターン州、タミル・ナドゥ州、西ベンガル州、アメリカのカリフォルニア州

2009 81 日本、セルビア、南アフリカ、オーストラリア首都特別地域、オーストラリアのニューサウスウェールズ州、
ビクトリア州、台湾（中国）、米国のハワイ州、オレゴン州、バーモント州

2010 87 ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マレーシア、マルタ、モーリシャス、英国

2011 94 ガーナ、モンテネグロ、オランダ、シリア、ベトナム、カナダのノバスコシア州、米国のロードアイランド州

2012 99 ヨルダン、ナイジェリア、パレスチナ自治区、ルワナ、ウガンダ

2013 101 カザフスタン、パキスタン

2014 103 エジプト、アメリカ領ヴァージン諸島

合計3 108
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4 全ての通貨は以下のサイトを用いて2014年12月31日の為替レートでドル（米ドル）に変換されている。
  http://www.oanda.com/currency/converter/

出典：本節の巻末注16を参照

表R16. 固定価格買取制度（FIT）を採用している国/州/地域の累計数と2014年の政策改訂（続き）

2014 年に実施された買取価格の調整・変更

ブルガリア 水力：5%減
太陽光：28%減
風力：22%減

中国 太陽光：10%減
洋上風力（新規）:0.12ドル/kWh（0.75-0.85人民元/kWh）４
陸上風力:0.003-0.006ドル/kWh（0.02-0.04人民元）減

クリミア半島 風力および太陽光：0.09ドル/kWh減
デンマーク 10kW未満の風力（新規）：0.4ドル/kWh（0.33ユーロ/kWh）

10kW-25kWの風力（新規）：0.24ドル/kWh（0.2ユーロ/kWh）

ドイツ 太陽光：ひと月あたり1%の減少
風力：年間1.5%の減少

ギリシャ 太陽光：209ドル（171.9ユーロ）/MWhから115.4ドル（95ユーロ）/MWhに減少
日本 太陽光：19%減少し0.24ドル（29円）/kWh
カザフスタン 太陽光（新規）：0.176ドル/kWh

風力（新規）：0.115ドル/kWh

マルタ 40kW以下の太陽光：5月1日から10月31日は0.2ドル（0.165ユーロ）/kWh
11月1日から４月30日は0.19ドル（0.155ユーロ）/kWh
40kW以上の太陽光：5月1日から10月31日は0.19ドル（0.16ユーロ）/kWh
11月1日から4月30日は0.18ドル（0.15ユーロ）/kWh

フィリピン バイオマス： 0.15ドル（6.63フィリピンペソ） /kWhに減額
流れ込み式水力発電：0.13ドル（5.9フィリピンペソ）/kWhに減額
太陽光：0.22ドル（9.68フィリピンペソ）/kWhに減額
風力：0.19ドル（8.53フィリピンペソ） /kWhに減額

ポーランド 3kW未満の風力（新規）：0.21ドル（0.17ユーロ）/kWh
3-10kWの風力（新規）：0.18ドル（0.15ユーロ）/kWh

ロシア 発電方式を特に指定せず、原料や労働力の70％を国内から調達できなかった場合、50%以上の減額を
行うために固定価格買取制度を改訂

スイス 29.9kW以下の太陽光：23%減
30kW～ 1MWの太陽光：18%減
1MW以上の太陽光：12%減

アメリカ領ヴァージン諸島 太陽光（新規）：0.26ドル/kWh
ベトナム 廃棄物発電（新規）：風力プロジェクトに適用される数字より25%高い価格
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1 「累計数」はその年の時点でRPS/クォータ政策を既に制定している区域の数である。国や地域名は、最初の政策が制定された年の欄に記載している。
なお、多くの政策は、後に改訂されたり廃止されたりしている。
2 オハイオのRPS政策は2014年に保留されたが、まだ正式に廃止になっていない。
3 「合計数」ではRPS/クォータ政策を持つと考えられる下記の41の国と地域を加えているが、制定された年が不明である（ベラルーシ、ガーナ、インド
ネシア、キルギスタン、リトアニア、マレーシア、パラオ、ペルー、ポルトガル、セネガル、南アフリカ、スリランカ、アラブ首長国連邦、インドのア
ラナーチャル・パラデシュ州、アッサム州、ビハール州、チャッティースガル州、ゴア州、ハリヤーナー州、ヒマーチャル・パラデシュ州、ジャンム
ー・カシミール州、ジャールカンド州、ケーララ州、マニプラ州、メーガーラヤ州、ミゾラム州、ナガランド州、パンジャブ州、ラージャスターン州、
タミル・ナドゥ州、トリプラ州、ウッタラーカンド州、ウッター・パラデシュ州、西ベンガル州、インド連邦直轄領のアンダマン・ニコバル諸島、チャ
ンディーガル、ダードラ、ナガル・ハヴェーリー、ダマン・ディーウ、デリー、ラクシャディープ、ポンデシェリ諸島）。また2012年にRPSの段階的な
廃止を実行したイタリアを除いた。米国では、RPS政策による法的拘束力のない政策目標をもった10の州・領域がある（グアム、インディアナ、ノース
ダコタ、オクラホマ、サウスカロライナ、サウスダコタ、米国バージン諸島、ユタ、バーモント、ヴァージニア）。ウェストヴァージニアは2015年に法
的拘束力のない目標を廃止した。同様に、カナダでも3つの州（アルバータ、マニトバ、ケベック）が法的拘束力はないが、政策目標を設定している。

出典：本節の巻末注17を参照

表R17. RPS/クォータ政策を採用している国／州／地域の累計数1

年 累計数1 該当年に新規導入した国／州／地域

1983 1 米国のアイオワ州
1994 2 米国のミネソタ州
1996 3 米国のアリゾナ州
1997 6 米国のメーン州、マサチューセッツ州、ネバダ州
1998 9 米国のコネティカット州、ペンシルベニア州、ウィスコンシン州
1999 12 イタリア、米国のニュージャージー州、テキサス州
2000 13 米国のニューメキシコ州
2001 15 オーストラリア、ベルギーのフランドル地域
2002 18 英国、ベルギーのワロン地域、米国のカリフォルニア
2003 21 日本、スウェーデン、インドのマハラシュトラ州
2004 34 カナダのポーランド、ノバスコシア州、オンタリオ州、プリンスエドワード島、インドの

アンドラ・プラデシュ州、カルナタカ州、マドヤ・プラデシュ州、オリッサ州、米国の
コロラド州、ハワイ州、メリーランド州、ニューヨーク州、ロードランド州

2005 38 米国のコロンビア特別区、デラウェア州、モンタナ州、インドのグジャラート州
2006 39 米国のワシントン州
2007 45 中国、米国のイリノイ州、ニューハンプシャー州、ノースカロライナ州、北マリアナ諸島、オレゴン州
2008 52 チリ、インド、フィリピン、ルーマニア、米国のミシガン、ミズリー州、オハイオ州２

2009 53 米国のカンサス
2010 56 韓国、ブリティッシュ・カナダのコロンビア州カナダ、アメリカのプエルトリコ地域
2011 58 アルバニア、イスラエル
2012 59 ノルウェー
2013 59 該当なし
2014 59 該当なし

合計3 98
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注：表中“E”とはバイオエタノールを、“B”とはバイオディーゼルを意味している。中国の省レベルの規制は、安徽省、黒竜江省、河南省、吉林省お
よび遼寧省を含んでいる。チリはE5およびB5という目標を掲げているが、現段階では混合義務化は実施していない。同様にドミニカB2およびE15という
目標を掲げているが、現段階では混合義務化は実施していない。フィジーは将来的な義務化の期待を伴った自主的なB5およびE10の混合義務化を2011年
に承認した。メキシコはグァダラハラの都市でE2規制を試験的に導入している。ナイジェリアはE10という目標を掲げているが、現段階では混合義務化
は実施していない。

表R18はバイオ燃料混合義務のみを並べており、輸送用およびバイオ燃料目標は表R15に示している。

出典：本節の巻末注18を参照

表R18. 国および州／地域のバイオ燃料混合規制

国 規制内容

アンゴラ
アルゼンチン
オーストラリア
ベルギー
ブラジル
カナダ

中国
コロンビア
コスタリカ
エクアドル
エチオピア
グアテマラ
インド
インドネシア
イタリア
ジャマイカ
マレーシア
モザンビーク
ノルウェー
パナマ
パラグアイ
ペルー
フィリピン
南アフリカ
韓国
スーダン
タイ
トルコ
ウクライナ
米国

ウルグアイ
ベトナム
ジンバブエ

E10
E10およびB10
ニューサウスウェールズ州のE6およびB2、クイーンズランド州のE5
E4およびB4
E27.5およびB7
国レベル：E5およびB2　
州レベル：アルバータ州のE5およびB2、ブリティッシュコロンビア州のE5およびB4、マニトバ州のE8.5
およびB2、オンタリオ州のE5およびB2（2016年までにB3）、サスカチュワン州のE7.5およびB2
9つの省でE10
E8
E7およびB20
B5
E10
E5
E5
E3およびB5
先進的バイオ燃料を2018年までに0.6％、2022年までに1％
E10 
B5
2012年～ 2015年にE10、2016年～ 2020年にE15、2021年以降はE20
B3.5
E7（2016年4月までにE10）
E25およびB1
E7.8およびB2
E10およびB2、2015年の時点でB5
2015年10月時点でE2およびE5
B2（2015年8月までにE2.5）および2018年までにB3
E5
E5およびB5
E2
E5（2017年までにE7）

国レベル：再生可能燃料基準2（RFS2）は2022年までに年間1360億リットル（360億ガロン）の再生可能燃料と
輸送燃料の混合を要求している。2013年の再生可能燃料基準（RFS）は492.1億リットル（130億ガロン）に
低減された。
州レベル：ハワイ州のE10、ルイジアナ州のE2およびB2、ミズーリ州とモンタナ州のE10、ニューメキシコ州のB5、
オレゴン州のE10およびB5、ペンシルベニア州の2億ガロンに達した一年後にB2、さらに4億ガロンに達した1年
後にB20、ワシントン州でE2およびB2、さらに州内の原料の菜種油の処理容量が必要量の3％を満たした
180日後にB5へと拡大。
E5およびB5
E5
E5、時期は不明だがいずれE10やE15に拡大する予定
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表R19. 都市および地域のエネルギー政策：主な事例

すべてのエネルギー消費における自然エネルギーの導入割合目標

すべての電力消費における自然エネルギー導入割合目標

自然エネルギー導入設備容量または発電目標

自治体によるエネルギー導入目標

米国　テキサス州　オースティン
米国　コロラド州　ボルダー
カナダ　アルバータ州　カルガリー
南アフリカ　ケープタウン
日本　福島県
ドイツ　ハンブルク
インド　ハウラー
日本　長野県
メキシコ　オアハカ
フランス　パリ
スウェーデン　シェレフテオ
スウェーデン　ベクショー

2025年までに総エネルギーの65％
2020年までに総エネルギーの30％
2036年までに総エネルギーの30％
2020年までに総エネルギーの10％
2040年までに総エネルギーの100％
2020年までに総エネルギー20％、2050年までに100％
2018年までに総エネルギーの10％
2050年までに総エネルギーの70％
2020年までに総エネルギーの5％
2020年までに総エネルギーの25％
2020年までにバイオマス、水力発電あるいは風力発電のエネルギーの純輸出を行なう
2030年までに総エネルギーの100％

オランダ　アムステルダム
米国　コロラド州　アスペン
米国　テキサス州　オースティン
南アフリカ　ケープタウン
米国　カリフォルニア州　ランカスター
スウェーデン　マルメ
ドイツ　ミュンヘン
日本　長野県
米国　カリフォルニア州　サンフランシスコ
米国　カリフォルニア州　サンホセ
スウェーデン　シュレフテオ
台湾　台北
日本　東京
ドイル　ウルム
ニュージーランド　ウェリントン

2025年までに25％、2040年までに50％
2015年までに100％
2020年までに35％
2020年までに15％
2020年までに100％
2020年までに100％
2025年までに100％
2020年までに10％、2030年までに20％、2050年までに30％
2020年までに100％
2022年までに100％
2020年までに100％
2020年までに12％
2024年までに20％
2025年までに100％
2020年までに78～90％

オーストラリア　アデレード
スウェーデン　エスキルスチュナ
米国　カリフォルニア州　ロサンゼルス
米国　ニューヨーク州　ニューヨーク
米国　カリフォルニア州　サンフランシスコ

2020年までに、住宅および商業施設で2MWの太陽光発電
2020年までに48GWhの風力発電と9.5GWhの太陽光発電
2020年までに1.3GWの太陽光発電
2024年までに350MWの太陽光発電
2020年までにピーク需要（950MW）の100％

オーストラリア　コックバーン
ベルギー　ゲント
オーストラリア　ヘップバーンシャー
スウェーデン　クリスティアンスタッド
スウェーデン　マルメ
米国　オレゴン州　ポートランド
オーストラリア　シドニー

2020年までに市庁舎で使用するエネルギーの20％
2020年までに最終エネルギーの50％
公共施設で使う最終エネルギーの100％、公共の電灯の電力の8％
2020年までに最終エネルギー消費の100％
2030年までに最終エネルギー消費の100％
2030年までに最終エネルギー消費の100％
建造物で使用する電力の100％、街灯の電力の20％
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注：表R19は世界全体から地域の自然エネルギー導入目標の例を示した。ここでの目的は、都市の自然エネルギー導入目標を完全に示すことではない。

出典：本節の巻末注19を参照 

表R19. 都市および地域のエネルギー政策：主な事例（続き）

熱関連の規制

オランダ　アムステルダム 2040年までに少なくとも20万軒の家のための地域暖房導入
（バイオマス、バイオガス、廃棄物熱の利用）

インド　チャンディーガル 産業、ホテル、病院、刑務所、食堂、住宅団地および政府での太陽熱温水暖房、
および2013年時点での居住用建造物での使用義務

ポルトガル　ロウレス 2013年時点で良好な日照条件にあるスポーツ施設や学校のすべてに太陽熱システム利用を
義務化。

ドイツ　ミュンヘン 2058年までに（2009年基準）パッシブソーラーデザインで熱需要を80％削減
（熱、プロセス熱、または温水を含む）

フランス　ナント 2017年までに都市住民の半数のため、バイオマス・ボイラーからの熱を供給するために
地域暖房システムを拡張

オーストリア　ウィーン 2050年までに総熱需要の50％を太陽熱エネルギーでまかなう
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表R20. 地域および国別電力アクセス

地域／国 電化率 非電化人口 目標

電気を利用できる
人口の割合（%）（2012）

百万人（2012） 割合（%）

43% 622
99% 1
32% 620
83% 620
95% 23
92% 18

アフリカ

99% 0.4
30% 15
28% 7
66% 1 →2016年までに80%
16% 14
10% 9
94% 0.03
54% 10
3% 4
3% 12
45% 0.4
35% 3
26% 15
9% 60
50% 0.1
99.6% 0
66% 0.3
32% 4
23% 70
60% 1
35% 1
72% 7 →2016年までに100%
12% 10
20% 1
20% 35 →2020年までに70%
28% 2 →2020年までに40%
2% 4
99.8% 0
19% 15
9% 15
27% 11 →2015年までに都市部

で55%、地方で15%
21% 3
100% 0
99% 0.4
39% 15

アフリカ
北アフリカ
サハラ以南のアフリカ
新興アジア
ラテンアメリカ
中東

アルジェリア
アンゴラ
ベナン
ボツワナ
ブルキナファソ
ブルンジ
カーボベルデ
カメルーン
中央アフリカ共和国
チャド
コモロ
コンゴ共和国
コートジボワール
コンゴ民主共和国
ジブチ
エジプト
赤道ギニア
エリトリア
エチオピア
ガボン
ガンビア
ガーナ
ギニア
ギニアビサウ
ケニア
レソト
リベリア
リビア
マダガスカル
マラウイ
マリ

モーリタニア
モーリシャス
モロッコ
モザンビーク
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表R20. 地域および国別電力アクセス（続き）

アフリカ

30% 2
14% 15 →2020年までに15%
45% 93 →2020年までに75%
19% 9.5
59% 0.1
55% 6 →2016年までに60%
99% 0
5% 6 →2015年までに30%

→2025年までに75%
→2030年までに100%

15% 9
85% 8 →2019年までに100%
1% 11
35% 24
27% 1
24% 36 →2035年までに75%
27% 5
100% 0
15% 31
26% 10
40% 8 →2030年までに66%

（都市部では90%、
地方では51%）

新興アジア

60% 62 →2021年までに100%
99.7% 0
34% 10
99.8% 3 →2015年までに100%
26% 18
75% 304
76% 60
78% 1
99.5% 0
90% 0.3
32% 36
76% 7
69% 56
79% 21 →2017年までに90%
100% 0
89% 2
99% 1
96% 4

地域／国 電化率 非電化人口 目標

電気を利用できる
人口の割合（%）（2012）

百万人（2012） 割合（%）

ナミビア
ニジェール
ナイジェリア
ルワンダ
サントメプリンシペ
セネガル
セーシェル1

シエラレオネ

ソマリア
南アフリカ
南スーダン
スーダン
スワジランド
タンザニア
トーゴ
チュニジア2

ウガンダ
ザンビア
ジンバブエ

バングラデシュ
ブルネイ
カンボジア
中国
北朝鮮
インド
インドネシア
ラオス
マレーシア
モンゴル
ミャンマー
ネパール
パキスタン
フィリピン1

シンガポール
スリランカ
タイ
ベトナム
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表R20. 地域および国別電力アクセス（続き）

地域／国 電化率 非電化人口 目標

電気を利用できる
人口の割合（%）（2012）

百万人（2012） 割合（%）

南アメリカ

96% 1.5
98% 0.0 →2021年までに100%
88% 1.2 →2015年までに都市部で100%、

2025年までに地方で100%
99.5% 1.0
98% 0.4
97% 1.4 →2017年までに97.45%
99% 0.0 →2015年までに100%
98% 0.2
96% 0.4
94% 0.9 →2022年までに都市部で

98.92%、地方で96.29%
93% 0.5
86% 2.2
28% 7.3
89% 0.9
98% 0.1
98% 3.7
75% 1.6
91% 0.3
99% 0.1
91% 2.7
90% 0.1
97% 0.0
99% 0.0

アルゼンチン
バルバドス3

ボリビア

ブラジル
チリ1

コロンビア
コスタリカ
キューバ
ドミニカ共和国
エクアドル

エルサルバドル
グアテマラ
ハイチ
ホンジュラス1

ジャマイカ4

メキシコ3

ニカラグア4

パナマ１

パラグアイ
ペルー
スリナム3

トリニダード・トバゴ
ウルグアイ
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表R20. 地域および国別電力アクセス（続き）

地域／国 電化率 非電化人口 目標

電気を利用できる
人口の割合（%）（2012）

百万人（2012） 割合（%）

1 2013年のデータ
2 2012年に電化率100%を達成した国
3 2011年のデータ
4 2014年のデータ
5 パレスチナ自治区の電化率は、国の電力系統に接続された村の数をもとに決定されている。
6 ミクロネシア連邦における農村電化率は首都を持つ4島（都市とみなされる）以外の島の電化率である。
7 OECDや市場経済移行中の国も含む

注 : 特に指定のない限り電化率や目標は国単位での値である。オフグリッドや地方の電化に関わる他の目標は表15を、出典については巻末注20を参照

中東

100% 0.0
98% 1.2
98% 0.6
100% 0.0
100% 0.0
100% 0.0
98% 0.1
99%
100% 0.0
99% 0.3
93% 1.6
100% 0.0
42% 13.8

オセアニア

ミクロネシア連邦3,6 4% 0.0 →2015年までに75%

全発展途上国 76% 1,283

世界全体7 82% 1,285

バーレーン２

イラン
イラク
ヨルダン２

クウェート
レバノン
オマーン
パレスチナ自治区1,5

カタール
サウジアラビア
シリア
アラブ首長国連邦
イエメン
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表R21. 調理用エネルギー源を伝統的なバイオマスに依存している人口

地域/国 2012年における割合 人口（百万人）

67% 728
80% 727
1% 1
51% 1,875
15% 68
4% 8

56% 12
94% 9
37% 1
95% 16
98% 10
31% 0.2
75% 16
97% 4
93% 12
71% 1
76% 3
79% 16
93% 61
14% 0.1
78% 1
63% 4
95% 87
21% 0.3
95% 2
84% 21
96% 11
98% 2
84% 36
62% 1
98% 4
98% 22
97% 15
98% 15
56% 2
3% 1
96% 24
55% 1
94% 16
68% 115
98% 11
71% 0
56% 8
98% 6
96% 10
13% 7
97% 11

アフリカ
サハラ以南のアフリカ
北アフリカ
新興アジア
ラテンアメリカ
中東

アフリカ
アンゴラ
ベナン
ボツワナ
ブルキナファソ
ブルンジ
カーボベルデ
カメルーン
中央アフリカ共和国
チャド
コモロ
コンゴ共和国
コートジボワール
コンゴ民主共和国
ジブチ
赤道ギニア
エリトリア
エチオピア
ガボン
ガンビア
ガーナ
ギニア
ギニアビサウ共和国
ケニア
レソト
リベリア
マダガスカル
マラウイ
マリ
モーリタニア
モロッコ
モザンビーク
ナミビア
ニジェール
ナイジェリア
ルワンダ
サントメプリンシペ
セネガル
シエラレオネ
ソマリア
南アフリカ
南スーダン
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表R21. 調理用エネルギー源を伝統的なバイオマスに依存している人口（続き）

地域/国 2012年における割合 人口（百万人）

72% 27
62% 1
96% 46
95% 6
97% 35
83% 12
70% 10

89% 138
89% 13
33% 448
47% 12
66% 815
42% 105
65% 4
70% 2
93% 49
80% 22
62% 112
49% 47
74% 15
24% 16
51% 45

1% 0.6
25% 2.7
6% 12.5
15% 7.1
6% 0.3
7% 0.8
8% 0.9
4% 0.6
21% 1.3
64% 9.6
93% 9.4
51% 4.1
13% 0.4
54% 3.2
17% 0.7
46% 3.1
36% 10.7

1% 0.3
33% 7.8

全発展途上国 49% 2,679

世界全体1 38% 2,679
1 OECDや市場経済移行中の国も含む 出典:本節の巻末注21を参照

アフリカ（続き）
スーダン
スワジランド
タンザニア
トーゴ
ウガンダ
ザンビア
ジンバブエ

新興アジア
バングラデシュ
カンボジア
中国
北朝鮮
インド
インドネシア
ラオス
モンゴル
ミャンマー
ネパール
パキスタン
フィリピン
スリランカ
タイ
ベトナム

ラテンアメリカ
アルゼンチン
ボリビア
ブラジル
コロンビア
コスタリカ
キューバ
ドミニカ共和国
エクアドル
エルサルバドル
グアテマラ
ハイチ
ホンジュラス
ジャマイカ
ニカラグア
パナマ
パラグアイ
ペルー

中東
イラク
イエメン
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表R22. 分散型自然エネルギーの市場と導入量の例

国 技術/システム 2014年に
追加された
容量

2014年末での
累計

追加的情報
（プログラム、資金パートナー、プロジェクト開発者を含む）

アフリカ

アンゴラ ソーラー
パワーパック1

299 kWp - 897人の住民に電力供給が開始された
- AREの構成員により導入された

ベナン ソーラーピコPVシステム（SPS） 100 個 100 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

ソーラー電灯 1,500 個 2,825 個 SNV出資のオフグリッド太陽光市場開発プログラムのもと
実行された

ソーラー
パワーパック1

50 kWp - 250 人に電力供給が開始された
- AREの構成員により導入された

太陽光とバイオディーゼル
のハイブリッドミニグリッド

30 kWp （2013） Energias Sin Fronteras （EsF） プロジェクトのもとベニン北部
で実行された

バイオガス発酵槽 100 個 107 個 政府も出資をしてSNVにより実行された
木質燃料の
改良型調理用コンロ

60,900 個 214,600 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

ブルキナファソ ソーラーホーム
システム

159 kWp 342 kWp - 3,365 人に電力供給が開始された
- AREの構成員により導入された （FRES）

ソーラー電灯 3,000 個 3,325 個 SNV出資のアフリカへのソーラーピコシステム導入プロジェクト
のもと実行された

ソーラーピコPVシステム（SPS） 21,352 個 GOGLAと世界銀行の合同プロジェクトのもと実行された３

太陽光とバイオディーゼル
のハイブリッドミニグリッド

45 kWp - 3つの太陽光とバイオディーゼルのハイブリッド発電によるミニグリッド
  プロジェクト、それぞれが15kWp導入された （2014年7月時点）
- 国レベルで一元管理された

バイオガス発酵槽 1,448 個 5,462 個 - 4,741世帯
- オランダのDirectorate General for International Coopera
tion(DGIS)出資のAfrican biogas Partnership Programme
のもとSNVとHIVOSにより実行された

木質燃料の
改良型調理用コンロ

24,500 個 124,700 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

木質燃料の
改良型調理用コンロ

845 個 966 個 - 中小規模の農業経営者が生産的に使うため
- SNV出資のEnergy, Poverty and Gender in Agro Processing
  (EPGAP)プロジェクトのもと実行された 

ブルンジ ソーラーランタン 250 個 500 個 国レベルで一元管理された
ソーラーピコPVシステム（SPS） 5,300 個 9,800 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

木質燃料の
改良型調理用コンロ

900 個 1,700 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

カメルーン ハイブリッドミニグリッド 23 MW - 30のハイブリッドミニグリッドが稼働している
- 国レベルで一元管理された

バイオガス発酵槽 104 個 302 個 SNV出資のプロジェクトのもと実施された
コンゴ共和国 太陽光発電 60 kWp 国レベルで一元管理された
コートジボワール ソーラー街灯 9 kWp - 45のソーラー街灯が導入された

- AREの構成員により導入された
コンゴ民主
共和国

ソーラー電灯 508 個 508 個 SNV出資のアフリカへのソーラーピコシステムプロジェクトのもと
実行された

ソーラーピコPVシステム（SPS） 37,452 個 GOGLAと世界銀行の合同プロジェクトのもと実行された３

ミニグリッド
（バイオ燃料）

16 kWp 16 kWp -生活協同組会が運営するパームオイルのバイオ燃料をもとにした
 ミニグリッド
- 100世帯に電力供給が開始された
- DGISとFACT FoundationのプロジェクトのもとSNVにより実行された

木質燃料の
改良型調理用コンロ

1,528 個 1,728 個 SNV出資の改良調理用コンロプログラムのもと実行された 

エチオピア 太陽光発電 5 MW - 60%は農村の通信機器のため、20%は水用ポンプのため、
  20%は家庭用システムとして導入された
- 国レベルで一元管理された
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表R22. 分散型自然エネルギーの市場と導入量の例（続き）

国 技術/システム 2014年に
追加された
容量

2014年末での
累計

追加的情報
（プログラム、資金パートナー、プロジェクト開発者を含む）

アフリカ

エチオピア
（続き）

太陽光発電 5 MW - 60%は農村の通信機器のため、20%は水ポンプのため、
  20%は家庭用システムとして導入された
- 国レベルで一元管理された

ソーラーピコPVシステム（SPS） 44,300 個 71,700 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

ソーラーピコPVシステム（SPS） 580,930 個 GOGLAと世界銀行の合同プロジェクトのもと実行された3

ソーラー水
ポンプシステム

 15 個 （2012） ACP‒EU Energy Facility Programmeのもと
Plan Internationalにより実行された

ソーラーランタン 9,000 個 AREの構成員により導入された
ソーラー
パワーパック1

500 kWp - 1,500 人に電力供給が開始された
- AREのネットワークにより導入された

ソーラーホーム
システム

1,600 個 3,200 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

ソーラーホーム
システム

500 個 AREの構成員により導入された

バイオガス発酵槽 1,465 個 10,678 個 - 3,136世帯（2012年から 2014年）
- DGIS出資のAfrica バイオガス Partnership Program
  のもとSNVとHIVOSにより実行された

木質燃料の
改良型調理用コンロ

15,100 個 352,200 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

木質燃料の
改良型調理用コンロ

3,200 個 3,200 個 SNV出資のIntegrated Renewable Energy Services
プロジェクトのもと実行された 

エリトリア 太陽光発電 310 kWp AREの構成員により、429のコミュニティ裁判所（Community 
Courts:地域社会の諸問題を扱う裁判所）に導入された 

ガンビア ソーラー水
ポンプシステム

26 kWp -  地域への水供給と灌漑のための16のソーラー水ポンプシステム
-  AREの構成員により導入された

ミニグリッド （風力発電） 350 kWp 国レベルで一元管理された
ガーナ 太陽光発電 3.2 MW 国レベルで一元管理された

ソーラー電灯 1,033 個 SNV出資のプロジェクトのもと実施された
太陽光充電
ステーション

6 kWp - 2つの小型充電ステーションが1,800人に電力を供給する
- AREの構成員により導入された

ミニグリッド
 （太陽光発電）

6 kWp - 2つのミニグリッド
- AREの構成員により導入された

木質燃料の
改良型調理用コンロ

1,200 個 1,233 個 - 中小規模の農業経営者が生産的に使うため
- SNV出資のEPGAPプロジェクトを通して実行された

ギアナビサウ 太陽光発電 127 個 国レベルで一元管理された
ソーラーホーム
システム

138 kWp 279 kWp - 2,041人に電力供給が開始された
- AREの構成員により導入された （FRES）

ケニア ソーラーピコPVシステム（SPS） 36,900 個 56,800 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

ソーラーピコPVシステム（SPS）  695 個 （2012） SNV出資のプロジェクトのもと実行された
ソーラーピコPVシステム（SPS） 599,052 個 1,574,078 個 GOGLAと世界銀行の合同プロジェクトのもと実行された3

太陽光発電キット 150 個 150 個 REPIC共同出資のプロジェクトのもとOoluxにより実行された
太陽光発電キット 100 個 100 個 SYMPHASIS共同出資のプロジェクトのもとOoluxにより

実行された
ソーラーランタン  7,155 個 

（2012）
SNV出資のプロジェクトのもと実施された

ソーラー
パワーパック1

430 kWp - 1,290人の住民に電力供給が開始された
- AREの構成員により導入された

ソーラーホーム
システム

100 個 REPIC共同出資プロジェクトのもとMobisolにより
実行された
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表R22. 分散型自然エネルギーの市場と導入量の例（続き）

国 技術/システム 2014年に
追加された
容量

2014年末での
累計

追加的情報
（プログラム、資金パートナー、プロジェクト開発者を含む）

アフリカ

ケニア
（続き）

独立型家庭用
システム

320,000 個 - 6～8MWが導入された
- 国レベルで一元管理された

ハイブリッドの
ミニグリッド

19 MW - 18システムが導入された
- 国レベルで一元管理された

ミニグリッド
 （太陽光発電）

113 kWp ミニグリッド（45kW）１つ, 25のミニグリッド（58kW）, 4つのコンテナ
型ミニグリッド（10kW）がAREの構成員により導入された

バイオガス発酵槽 2,533 個 14,112 個 - 10,873家庭
- DGIS出資のアフリカバイオガスパートナーシップ
 プログラムのもとSNVとHIVOS により実行された

木質燃料の
改良型調理用コンロ

917,700 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

木質燃料の
改良型調理用コンロ

839 個 SNV出資のプロジェクトのもと実行された

レソト ソーラーホーム
システム

1,537 個 レソトの自然エネルギーによる農村電化プログラムのもと
実行された （2013年3月に終了）

リベリア ソーラーピコPVシステム（SPS） 7,000 個 7,500 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

木質燃料の
改良型調理用コンロ

600 個 1,100 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

マダガスカル 太陽光発電 150 kWp - 75kWの太陽光発電所が２つの村に導入された
- 国レベルで一元管理された

ソーラー水
ポンプシステム

10 kWp - 4つのソーラー水ポンプシステム地域の水供給および
  灌漑のために導入された
- AREの構成員により導入された

マイクログリッド
 （太陽光発電）

3.2 kWp - 2kWのマイクログリッド
-REPICとAgena Energies （民間企業）出資のプロジェクト
 のもと実行された

水力発電 3 個 3 個 - 5kWが3基が導入された
- REPIC共同出資のプロジェクトのもと実行された

マラウイ 太陽熱利用
システム

1,500 個 - １つあたり200リットルの容量
- 国レベルで一元管理された

独立型家庭用
システム

700 kWp - 5,000システムが導入された
- 国レベルで一元管理された

木質燃料の
改良型調理用コンロ

10,200 個 14,400 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

マリ 太陽光発電 13 個 - 20kWから240kWのオフグリッドユニット
- 国レベルで一元管理された

太陽光発電 902 kWp - ソーラーホームシステムとミニグリッドで6314人に
  電力供給
- AREの構成員により導入された

太陽光発電 2 個 - 学校でオフグリッドシステム が導入された
- Plan Internationalのプロジェクトのもと実行された

ソーラーピコPVシステム（SPS） 700 個 1,800 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

ソーラー電灯 2,275 個 2,867 個 SNV出資のプロジェクトのもと実施された
太陽熱利用
システム

3 kWp Plan Internationalのプロジェクトのもと実行された

ソーラーキオスク 9 kWp 30 個 ACP-EU Energy Facility Programmeのもと
Plan Internationalが作った充電ステーション

ソーラーホーム
システム

86 kWp 280 kWp - 2,286 のシステム が導入された
- FRESにより導入された

独立型家庭用
システム

216 kWp 国レベルで一元管理された

ミニグリッド
 （太陽光発電）

622 kWp FRESにより導入された
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表R22. 分散型自然エネルギーの市場と導入量の例（続き）

国 技術/システム 2014年に
追加された
容量

2014年末での
累計

追加的情報
（プログラム、資金パートナー、プロジェクト開発者を含む）

アフリカ

マリ
（続き）

太陽光とバイオディーゼル
のハイブリッドミニグリッド

2.1 MW - 21のハイブリッドミニグリッド が導入された
- 国レベルで一元管理された

木質燃料の
改良型調理用コンロ

17,529 個 25,459 個 - 家庭用の生産性の高いコンロ
-  SNV出資のEPGAPプロジェクトのもと実行された

木質燃料の
改良型調理用コンロ

3,100 個 Plan Internationalのプロジェクトのもと実行された

モーリタニア ソーラー水
ポンプシステム

16 kWp - 地域の水供給と灌漑のため 8つのソーラー水ポンプ
  システムが導入された
- AREの構成員により導入された

太陽光とバイオディーゼル
のハイブリッドミニグリッド

6 個 太陽光/バイオディーゼル発電所 （3つの15～20kWpの
システムと 3つの25 kWpのシステム）

モロッコ ソーラーホーム
システム

 51,599 個 
（2013）

政府による農村電化プログラムのもと実行された

モザンビーク ソーラーピコPVシステム（SPS） 6,600 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

太陽光充電
ステーション

6 kWp - 1,800人の住民に電力供給がされた
- AREの構成員により導入された

ミニグリッド
 （太陽光発電）

9 kWp - 3つの ミニグリッド が導入された
- AREの構成員により導入された

木質燃料の
改良型調理用コンロ

4,500 個 4,700 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

ニジェール 太陽光発電 4 MW 国レベルで一元管理された
ソーラー電灯 7,600 個 SNV出資のプロジェクトのもと実行された
ミニグリッド
 （太陽光発電）

27.5 kWp - 105世帯に電力供給が開始され、また生産的利用のため
 にも電力が供給された
- ECREEE EREF IIのもとPlan Internationalにより
  実行された 

ナイジェリア ソーラーピコPVシステム（SPS） 147,396 個 GOGLAと世界銀行の合同プロジェクトのもと実行された3

太陽光充電
ステーション

23 kWp - 6,900人の住民に電力供給が開始された
- AREの構成員により導入された

ソーラー街灯 5.4 kWp - 40個のソーラー街灯が導入された
- 国レベルで一元管理された

独立型家庭用
システム

5 個 国レベルで一元管理された

ハイブリッドミニグリッド 6 個 国レベルで一元管理された
ミニグリッド
 （水力発電）

4 kWp - 150人の住民に電力供給が開始された
- AREの構成員により導入された

ミニグリッド
 （太陽光発電）

16 kWp - 12個のミニグリッド
- AREの構成員により導入された

ルワンダ ソーラーピコPVシステム（SPS） 80,111 個 GOGLAと世界銀行の合同プロジェクトのもと実行された3

ソーラーホーム
システム

400 kWp - 4,000個設置; 21,200人に電力供給が開始された
- Mobisolによって導入された

ミニグリッド （水力発電） 1,000 kWp EnDevのプログラムのもとで実行された２

太陽光とバイオディーゼル
のハイブリッドミニグリッド

50 個 - 保健所のための3～6kWpのミニグリッド50個
- 国レベルで一元管理された

バイオガスシステム 200 個 1,700 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

木質燃料の
改良型調理用コンロ

24,769 個 24,769 個 - Clay-based, efficient Canarumwe stoves
- 世界銀行出資の改良調理用コンロプロジェクトのもと
  SNVにより実行された
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表R22. 分散型自然エネルギーの市場と導入量の例（続き）

国 技術/システム 2014年に
追加された
容量

2014年末での
累計

追加的情報
（プログラム、資金パートナー、プロジェクト開発者を含む）

アフリカ

セネガル 太陽光発電 21 MW GOGLAと世界銀行の合同プロジェクトのもと実行された3

ソーラーピコPVシステム（SPS） 14,930 個 国レベルで一元管理された
独立型家庭用
システム

50,000 個 国レベルで一元管理された

ソーラーホーム
システム

700 個 2,600 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

木質燃料の
改良型調理用コンロ

30,200 個 110,400 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

シエラレオネ 太陽光と水力の
ハイブリッドミニグリッド

1 unit 国レベルで一元管理された

ソマリア 太陽光発電 5 kWp - 冷房目的に使われる
- AREの構成員により導入された

南アフリカ ソーラー
パワーパック1

504 kWp - 1,640 人に電力供給がされた
- AREの構成員により導入された

ソーラーホーム
システム

1,317 kWp - 18,065 人の住民 電化された
- AREの構成員により導入された （FRES）

スーダン ソーラーホーム
システム

100 個 国レベルで一元管理された

タンザニア 太陽光充電
ステーション

66 kWp - 1,800 人に電力供給がされた
- AREの構成員により導入された

ソーラーピコPVシステム（SPS） 1,800 個 1,800 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

ソーラーピコPVシステム（SPS） 787,488 個 GOGLAと世界銀行の合同プロジェクトのもと実行された3

ソーラー電灯 750 個 1,050 個 SNV出資の International Renewable Energy Services 
Programmeのもと実行された

ソーラーホーム
システム

900 kWp - 7,500 人の住民に電力供給が開始された
- AREの構成員により導入された

ソーラーホーム
システム

1,000 kWp - 56,000 人に電力供給が開始された（2014 年）
- Mobisol により 10,000 のシステム が導入された  

独立型家庭用
システム

4 MW - 4,000～8,000 個が導入された
- 国レベルで一元管理された

ミニグリッド
 （太陽光発電）

6 kWp - 2 つの小型ミニグリッド
- AREのネットワークにより導入された

バイオガス発酵槽 2,304 個 11,103 個 - 8,532 世帯
- DGIS 出資のAfrican biogas Partnership Program
 のもと SNVと HIVOS により実行された

木質燃料の
改良型調理用コンロ

2,200 個 2,800 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

木質燃料の
改良型調理用コンロ

960 個 SNV出資のプロジェクトを通して実行された

ウガンダ ソーラーピコPVシステム（SPS） 5,900 個 14,000 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

ソーラーピコPVシステム（SPS） 70,022 個 GOGLAと世界銀行の合同プロジェクトのもと実行された3

太陽光発電キット 200 個 200 個 REPIC 共同出資のプロジェクトのもとOoluxにより実行された
太陽光発電キット 130 個 130 個 SYMPHASIS 共同出資のプロジェクトのもと

Oolux により実行された
ソーラーホーム
システム

600 個 1,700 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

ソーラーホーム
システム

 114 kWp 544 kWp - 3,482 人に電力供給が開始された
- AREの構成員により導入された （FRES）

独立型家庭用
システム

400 kWp - 15,000 のシステムが導入された
- 国レベルで一元管理された

ハイブリッドミニグリッド 5 kWp 国レベルで一元管理された
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表R22. 分散型自然エネルギーの市場と導入量の例（続き）

国 技術/システム 2014年に
追加された
容量

2014年末での
累計

追加的情報
（プログラム、資金パートナー、プロジェクト開発者を含む）

アフリカ

ウガンダ
（続き）

木質燃料の
改良型調理用コンロ

5,200 個 12,400 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

木質燃料の
改良型調理用コンロ

3,847 個 3,847 個 SNV出資のInternational Renewable Energy Services 
programmeのもと実行された

バイオガス発酵槽 527 個 5,695 個 - 3,793世帯
- DGIS出資のAfrican biogas Partnership Programのもと
  SNVとHIVOSにより実行された

ジンバブエ ソーラー
パワーパック1

550 kWp - 1,650人の住民に電力供給が開始された
- AREの構成員により導入された

ソーラー電灯 25,000 個 25,803 個 SNV出資のプロジェクトのもと実施された

新興アジア

バングラデシュ 太陽光発電 630 kWp - 3,600人の住民に電力供給が開始された
- AREの構成員により導入された

太陽光発電 550 kWp - 2,500人に屋上設置の太陽光発電による電力供給が開始された 
- AREの構成員により導入された

ソーラーランタン 106 個 国レベルで一元管理された
ソーラーホーム
システム

271,200 
個

3,600,000 
個

- 2014年春の時点での情報
- 1300万人が太陽光による電力へのアクセスを得た
-  EnDevのプログラム2のもと2014年に導入された

ソーラーホーム
システム

28,800 kWp - 720,000人の住民に電力供給が開始された
- AREの構成員により導入された

ミニグリッド
 （太陽光発電）

300 kWp - 7,500人の住民に電力供給が開始された
- AREの構成員により導入された

バイオガスシステム 5,173 個 37,059 個 - 37,059世帯
- DGISとKfW出資のバイオガスプログラムのもと
  SNVにより実行された

木質燃料の
改良型調理用コンロ

87,200 個 382,100 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

ブータン バイオガスシステム 581 個  1,420 個 
（2013）

ADB出資のプロジェクトのもとSNVにより実行された

カンボジア ソーラーランタン 10,000 個 国レベルで一元管理された
バイオガスシステム 700 個 1,100 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

バイオガスシステム 22,119 個 - 22,119世帯
- DGIS出資のバイオガスプログラムのもとSNVとHIVOS
  により実行された

インド ソーラーピコPVシステム（SPS） 1,054,051 
個

GOGLAと世界銀行の合同プロジェクトのもと実行された3

ソーラーランタン 27,913 個 国レベルで一元管理された
ハイブリッドミニグリッド 1,123 MW 国レベルで一元管理された
バイオガス発酵槽 82,733 個 4,750,000 個 国レベルで一元管理された

インドネシア ソーラーピコPVシステム（SPS） 54,473 個 GOGLAと世界銀行の合同プロジェクトのもと実行された3

ミニグリッド （水力発電） 500 kWp 5,000 kWp EnDevのプログラムのもとで実行された２

ミニグリッド （太陽光発電） 2,000 kWp 3,700 kWp EnDevのプログラムのもとで実行された２

バイオガスシステム 1,000 個 1,700 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

バイオガスシステム 2,861 個 14,192 個 - 14,192世帯
- DGIS出資のバイオガスプログラムのもとSNVとHIVOS
  により実行された

ラオス バイオガスシステム 2,888 個 DGIS出資のプロジェクトのもとSNVにより実行された
木質燃料の
改良型調理用コンロ

21,240 個 28,000 個 EU、Oxfam、 Blue Moon Fund出資のもとSNVにより
実行された
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表R22. 分散型自然エネルギーの市場と導入量の例（続き）

国 技術/システム 2014年に
追加された
容量

2014年末での
累計

追加的情報
（プログラム、資金パートナー、プロジェクト開発者を含む）

新興アジア

モンゴル 太陽光発電 100,000 
世帯

100,000 Solar Ger projectのもと実行された

ミャンマー ソーラーピコPVシステム（SPS） 26,764 個 GOGLAと世界銀行の合同プロジェクトのもと実行された3

ネパール ミニグリッド （水力発電） 500 kWp 600 kWp EnDevのプログラムのもとで実行された２

太陽光と風力の
ハイブリッドミニグリッド

7 kWp - 風力発電5kWpと太陽光発電2kWp
- ADB Energy for All initiativeのもと実行された 

バイオガスシステム 35,108 個 70,526 個 - 70,526世帯
- DGIS出資のバイオガスプログラムのもとSNVにより
  実行された

木質燃料の
改良型調理用コンロ

19,046 個 32,246 個 - 32,246世帯
- OFIDとSNV出資のもと実行された

フィリピン ソーラー
パワーパック1

406 kWp - 2,030人に電力供給が開始された
- AREの構成員により導入された

ソーラーランタン 34 kWp - 20,000ソーラーランプ が導入された
- AREの構成員により導入された

パキスタン ソーラーピコPVシステム（SPS） 17,411 個 GOGLAと世界銀行の合同プロジェクトのもと実行された3

ソーラー
パワーパック1

26 kWp - 80人に電力供給が開始された
- AREの構成員により導入された

バイオガスシステム 2015 個 5,360 個 - 5,360世帯
- DGIS出資のバイオガスプログラムのもとSNVにより
  実行された

スリランカ ソーラーホーム
システム

30,000 個 国レベルで一元管理された

ベトナム バイオガスシステム 5,300 個 8,900 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

バイオガスシステム 173,905 個 
（2013）

DGIS、アジア開発銀行、世界銀行、日本国際協力機構、
Blue Moon Fund出資のもと実行された

ラテンアメリカ

ボリビア ソーラーピコPVシステム（SPS） 260 個 260 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

ソーラーランタン 5,705 個 家庭または地域の太陽光発電システムの実績ベース援助の
世界的パートナーシップのもと実行された

バイオガスシステム 500 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

木質燃料の
改良型調理用コンロ

44,400 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

コロンビア 太陽光と水力の
ハイブリッドミニグリッド

4 kWp - 90人の住民に電力供給が開始された
- AREの構成員により導入された

コスタリカ 太陽光発電 2,800 
世帯

国レベルで一元管理された

グアテマラ ソーラーホーム
システム

335 世帯 IDB出資の3335の家庭用ソーラーシステムを目標とする
農村電化プログラムのもと実行された

ホンジュラス ソーラーホーム
システム

1,100 個 4,100 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

バイオガスシステム 4 個 - 中小規模の農業経営者が生産的に使うためのバイオガス
  （コーヒーと豚）
- DANIDAと米国大使館の出資のもとSNVにより実行された

木質燃料の
改良型調理用コンロ

9,800 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

ニカラグア ソーラーホーム
システム

406 世帯  IDB出資の4,218の家庭用ソーラーシステムを目標とする
農村電化プログラムのもと実行された

バイオガスシステム 279 個 283 個 IDB、Nordic Funds、HIVOSにより出資されたプロジェクト
のもとSNVにより実行された
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表R22. 分散型自然エネルギーの市場と導入量の例（続き）

国 技術/システム 2014年に
追加された
容量

2014年末での
累計

追加的情報
（プログラム、資金パートナー、プロジェクト開発者を含む）

ラテンアメリカ

パナマ ソーラーホーム
システム

1,425 
世帯

IDB出資の農村電化プログラムのもと実行された 

ペルー ソーラーピコPVシステム（SPS） 2,200 個 3,000 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

ソーラーホーム
システム

1,100 個 4,900 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

ミニグリッド
 （バイオガス）

16 kWp - 50家庭に電力供給が開始された
- 政府とDutch Foundation出資のプロジェクトのもと
  SNVにより実行された

太陽光と水力の
ハイブリッドミニグリッド

4 kWp - 192人の住民に電力供給が開始された
- AREの構成員により導入された

木質燃料の
改良型調理用コンロ

20,000 個 124,800 個 EnDevのプログラムのもとで実行された２

ベネズエラ 太陽光発電 2.5 MW 政府の "Sowing Light" プログラムのもと
139の太陽光発電システムが導入された

中東

サウジアラビア ソーラー
パワーパック1

14 kWp - 50人の住民に電力供給が開始された
- AREの構成員により導入された

アラブ首長国
連邦

太陽光発電 80 kWp 国レベルで一元管理された

オセアニア

オーストラリア 太陽光発電 275 kWp AREの構成員により導入された
パプアニュー
ギニア

ソーラーピコPVシステム（SPS） 23,833 個 GOGLAと世界銀行の合同プロジェクトのもと実行された3

1 ソーラーパワーパックは 太陽光発電モジュール, メンテナンス不要の電池, インバータと充電の制御機器, 安全スイッチとリレー、取り付け金具, 接続ケ
ーブルからなる太陽電池。
2 Energising Development （EnDev）のデータは全て2014年末に報告された数字に基づく。それらのデータは持続可能性、望外利益と交換の３つの要素
を考慮に入れて補正されている。 持続可能性の要素は使用されている自然エネルギーが修理されないかもしれない場合、または耐用期間が過ぎたときに
家庭が以前のエネルギー源を再び使い始める場合に適用される。望外利益の要素は同じ時期にそのプロジェクトがなかった場合でもやはり同等のサービ
スによりアクセスを得ていたかもしれない人のことを指す。交換の要素はプロジェクト期間中に寿命により交換する必要があるシステムのことを指す 
（主に調理用コンロとソーラーピコシステムに適用される）
3 Global Off-Grid Lighting Association （GOGLA）のデータはすべて2014年にGOGLAのメンバーによって販売された個数を示す （2014年後半のみの場
合もある）。データはGOGLAの3つ以上の会員企業が販売を報告した国についてのみ掲載した。すべての自立ソーラーランプ と15 kWp以下のシステムを
ソーラーピコシステム（SPS）と呼ぶ。

注：この参照表は 入手可能な情報と重要な関係者からの貢献に基づいた分散型自然エネルギーのデータを編集した初めての取り組みである。 そのため、
この表は網羅的でもなければ、包括的でもない。この表はすべての国を含んではおらず、特定の国にあるシステムや技術を見落としているかもしれな
い。データはREN21のデータベースより引用しており、報告書の提出者、特に地元の貢献者やまさに分散型自然エネルギーに貢献する人からの献身によ
り編集された。表にはREN21のデータベースにデータを寄贈した開発銀行や組織のみからの情報を掲載している。累計値は断りのない限り2014年末のデ
ータである。

出典：本節の巻末注22を参照
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表R23. エネルギーアクセスを高めるプログラムのいくつかの例

概要名称

ACP-EU Energy Facility 地方自治体や地域社会を含んだアフリカやカリブ海地域、太平洋（ACP）地域の国の
貧しい地方や都市郊外における持続可能かつ手頃な価格でのエネルギー供給への
アクセスを高めるための共同融資機関。

Africa-EU Renewable Energy 
Cooperation Programme （RECP）

2020年までに少なくとも新たに1億人の人々に自然エネルギー使用の増加と近代的な
電力へのアクセスを向上させるというアフリカとEUのエネルギー協定の政治目標に
貢献するプログラム。政策助言、民間部門の提携、プロジェクトの準備のための支援活動、
能力開発などを行う。

African Renewable Energy Fund 
（AREF）

南アフリカを除くサハラ以南のアフリカ地域で、中小規模の自然エネルギープロジェクト
に投資するプライベート・エクイティ・ファンド。雇用を創出するとともに、政府の自然
エネルギーや炭素排出量削減の目標を達成できるよう援助することを目的とする。
AfDBとSE4ALLは共同スポンサー・主要投資家である。

Asian Development Bank ‒ Energy 
for All Initiative

ADBのエネルギーアクセスへの投資を強化するための新しい取り組み。2008年から
2014年にかけてのADBの総計の投資は52億ドルであり、8640万人の人々に恩恵を
もたらすと期待されている。

Capital Access for Renewable 
Energy Enterprises Programme 
（CARE2）

ケニア、タンザニア、ウガンダ、そしてルワンダにおけるビジネスへの供給資本が増加
するように介入することによって、自然エネルギー市場の拡大を目指す700万ドル規模の
プログラム。CARE2はスウェーデン国際開発協力機構の支援を受けている。

Central America Clean Cooking 
Initiative （CACCI）

グアテマラやホンジュラス、ニカラグアなどの国（エルサルバドルを含む場合もある）に
おいてクリーンな調理法を普及させることを目的とする新しい取り組み。補助金支援活動
には、2030年までに普遍的なクリーンな調理法へのアクセスを拡大させるための計画表
の作成が含まれる。計画表は地域の持続可能なエネルギー戦略2020に基づいて作られる。

CleanStart 国連資本開発基金と国連開発計画が展開したプログラムで、貧しい家庭や零細企業家が
安価なクリーンエネルギーのためのマイクロファイナンスを利用する手助けをする。
他地域への移転や規模拡大が可能な方法で、2017年までに少なくとも250万人の人々が
エネルギー貧困状態から脱却できるように手助けすることを目指す。

Energising Development （EnDev） オーストラリア、ドイツ、オランダ、ノルウェー、スイス、英国の多国間イニシアティブ。
2018年の末までにアジア、アフリカ、そしてラテンアメリカの24か国において、2018年末
までに少なくとも1500万人に近代的なエネルギーサービスへの持続可能なアクセスの
提供を目的としている。これまで、EnDevにより1290万人がエネルギーへのアクセスを
得た。

Energy Environment Resiliency in 
Africa （EERA）

ベナン、マリ、トーゴにおいて、国家のエネルギー政策枠組を評価し、エネルギー政策が
どのように気候変動の対応力や持続可能なエネルギー目標を支えるか確認するエネル
ギーの政策策定者を支えるプロジェクト。

EU-Africa Infrastructure Trust Fund 
（ITF）

欧州とその加盟国、そして銀行からの補助金や融資を組み合わせたファンドで、特に発電
における地域のインフラプロジェクトを支援する。2013年の末までに、36の補助金が承認
され、総計3億3300万ドル（2億4000万ユーロ）が投資されている。

GIZ ‒ HERA Basic Energy Supply 貧しい家庭や社会施設、零細企業の自然エネルギーへのアクセスと持続可能で効率的な
利用を促進するために活動するプロジェクト。HERAは貧困層向けの基本的なエネルギー
サービスの戦略とコンセプトを発展させ、ドイツ政府の代理としてGIZが実施している
エネルギーアクセスプロジェクトを支援する。

Global Alliance 
for Clean Cookstoves

クリーンで効率的な家庭の調理方法のための活況な世界市場を作ることで、命を救い、
生活を改善し、女性の権利を向上させ、そして環境を守ることを目的とした官民パート
ナーシップ。2020年まで1億世帯に低公害型調理用ストーブとその燃料の提供を目標と
している。

Global Energy Efficiency 
and Renewable Energy Fund 
（GEEREF）

公共・民間資金を動員して中小規模の自然エネルギーやエネルギー効率化プロジェクト
を支援するための持続可能な開発ツール。EU、ドイツ、ノルウェーがスポンサーになり、
欧州投資銀行グループが助言を行う 。

Global LEAP Awards for 
Outstanding Off-Grid Products

LEDを使った室内灯や薄型カラーテレビなどを含む、世界で最も優れたオフグリッドで
使用できる低圧の直流オフグリッドで使用できる電子機器を決める国際的なコンテスト。
第1回は2014年5月に開催された。
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表R23. エネルギーアクセスを高めるプログラムのいくつかの例（続き）

概要

Global Lighting and Energy 
Access Partnership
 （Global LEAP）

10 の政府や開発パートナーを含むクリーンエネルギー大臣会合のイニシアティブ。
品質保証の枠組みや、オフグリッド利用のための超効率的技術への市場の転換を
後押しするプログラムを提供する。

Global Sustainable Energy Islands 
Initiative （GSEII）

NGOや多国間機構と共同で発展途上の小さな島国（SIDS）がエネルギー安全保障や
気候変動問題に対応する支援をするイニシアティブ。これまで 9つの SIDS での
人材開発、意識の向上、エネルギー効率化や自然エネルギープロジェクトの実施の
援助をしてきた。これまでに 100 万ドルを国のエネルギー計画、バイオ燃料の実現
可能性研究、エネルギー効率化訓練、自然エネルギープロジェクトに費やしてきた。

Green Climate Fund （GCF） デンマークのコペンハーゲンと南アフリカのダーバンでのCOPの気候変動会議で
気候変動の緩和と適応への基金を確立するために作られたファンド。エネルギーと
交通インフラに対する既存の世界銀行やGEF、適応基金、京都議定書のCDM、G8 に
よる融資取り組みを調和させることを目指す。

IDEAS ‒ Energy Innovation 
Contest

地域内で移転や規模の拡大が可能な革新的エネルギーソリューションを推進することに
より、ラテンアメリカやカリブ海地域での自然エネルギー、エネルギー効率、エネルギー
アクセス分野における革新的なプロジェクトの実施をコンテスト形式で支援する取り組み。

IRENA ‒ Abu Dhabi Fund for 
Development （ADFD）

エネルギーアクセス拡大のための革新的で再現可能なアプローチを提供し、ミレニアム
開発目標とすべての人のための持続可能なエネルギー（SE4ALL）目標の社会経済的な
問題、そしてエネルギー安全保障問題に取り組む自然エネルギープロジェクトを支援
するファンド。

Lighting a Billion Lives 2008 年に発足し、The Energy an Resources Institute が運営する世界規模でのイニシ
アティブ。エネルギー貧困状態の地域社会がクリーンな照明や調理法へアクセスしや
すくすることを目的とする。このプログラムは革新的で手頃であるかつ信頼できるオフ
グリッド太陽光システムを供給するために、エネルギーサービス配給する起業モデルに
基づき運営される。2015 年の 3月時点で、インドやサハラ以南のアフリカ地域、
南アジアで 350 万人にクリーンな照明や調理法へのアクセスをもたらした。

Lighting Africa 国際金融公社（IFC）と世界銀行のプログラムで、アフリカ中の低所得世帯や零細企業
のための手頃で近代的なオフグリッド照明機器の持続可能な市場の発展を加速させる
ことを目標とする。2014 年初頭時点で、Lighting Africa は 770 万人にクリーンで安全
な照明を供給した。

Lighting Asia 国際金融公社（IFC）の市場移行プログラムで、バングラデシュやインドの農村地域で
現代的なオフグリッド照明商品やシステム、ミニグリッドの接続を推進してクリーンで
手頃なエネルギーへのアクセスを高めることを目標とする。民間部門と提携すること
によって、市場の参入障壁を除去し、マーケティングの知識を与え、企業間の繋がりを
育み、消費者の現代的な照明の選択肢の認知度を上げる。2016 年までにインドで 300
万人、バングラデシュで 2300 万人へ恩恵を届けることを目指す。

Power Africa 260 億ドルの資金援助と融資保証で、サハラ以南のアフリカ地域における電力アクセス
の問題に取り組むための米政府のイニシアティブ。サハラ以南のアフリカで自然エネル
ギーを用いて、6000 万以上の家庭および職場を加えて電力へのアクセスを２倍にする
ことを目標としている。2014 年の 8月には、ノルウェー、スウェーデン、イギリスが
さらに合計 120 億ドルを出資した。

Readiness for Investment in 
Sustainable Energy （RISE）

世界銀行グループによるプロジェクトで、SE4ALL イニシアティブの 3つの重点
ポイント（電力アクセス、エネルギー効率化、自然エネルギー）について国家間の投資
環境を比較する指標を提供する。

Renewable Energy and Energy 
Efficiency Partnership （REEEP）

CO2 の排出削減と発展のために途上国でのクリーンエネルギー市場に投資するパート
ナーシップ。影響力の大きなプロジェクトの戦略的ポートフォリオによって、エネル
ギーアクセスの創出、生活と経済的機会の改善、持続可能な市場の生成、気候変動に
対応するために活動する。REEEPは 120 以上の政府、銀行、企業、非政府組織、政府
間組織とパートナーシップを結んでおり、145 以上のプロジェクトに対して約 2000 万
ドルを投資した。

名称
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表R23. エネルギーアクセスを高めるプログラムのいくつかの例（続き）

Scaling Up Renewable Energy 
in Low Income Countries （SREP）

世界の最貧の国々での自然エネルギー市場を拡大し、自然エネルギーの導入を拡大する
ために設立された戦略気候基金（SCF）。エチオピア、ホンジュラス、ケニヤ、リベリア、
モルディブ、マリ、ネパール、タンザニアで実証され、2014年にはさらに14か国が
追加された。

SNV Netherlands Development 
Organisation ‒ Biogas Practice

世界中での国家的バイオガスプログラムの準備および実施を支援する多主体セクターに
よる開発アプローチ。パートナとの協力によって、SNVは2013年末までに57万9000基の
バイオガスプラントをアジア、アフリカ、南アメリカの18の発展途上国に導入した。
（2013年度だけでは7万4000機）

Sustainable Energy for 
All Initiative （SE4ALL） 

国連事務総長の潘基文の世界的なイニシアティブで、2030年にむけて電力への普遍的
アクセスとクリーンな調理法の達成、世界の自然エネルギー源によるエネルギー供給
シェアの倍増、エネルギー効率の改善率の倍増の３つの目標を定めている。

Sustainable Energy Fund for 
Africa （SEFA） 

アフリカ開発銀行が管理するファンドで、技術援助や能力育成、投資資本、そして指導へ
の補助金を通じたアフリカでの中小規模のクリーンエネルギーやエネルギー効率化の
プロジェクトを支援するためにデンマーク政府からの5700万ドルの投資が投じられた。

概要名称
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表R24. エネルギーアクセスを促進するネットワークのいくつかの例

African Bioenergy Development 
Platform

国連貿易開発会議 (UNCTAD) が開始したプラットフォームで、関心のあるアフリカ
諸国が総合関係や複数の利害関係者間の分析手法を通じて人と経済の発展を進める
ために、バイオエネルギーが持つ潜在能力の発展を支援することを目的とする。

African Center for Renewable 
Energy and Sustainable 
Technologies (ACREST)

アフリカでの自然エネルギーや持続可能な技術の情報、実証、認識、生産、そして研究
に関して 2005 年に設立されたセンター。自然エネルギー技術と持続可能な技術を推進
することで、人々の生活環境を改善し、貧困を緩和することを目的とする。

African Renewable Energy 
Alliance  (AREA)

アフリカにおける自然エネルギーの拡大を加速するための政策、技術、そして金融
メカニズムについての情報や意見交換のための世界中の様々な利害関係者による
プラットフォーム。

AKON Lighting Africa 2014 年 2 月に始まったイニシアティブで、アフリカでのエネルギー危機に対して市民
レベルで具体的な反応を示し、将来の発展のための土台をつくることを目指す。
アフリカの農村にクリーンで手頃な電力へのアクセスを供給する太陽光による革新的な
解決を策を発達させることを目指す。

Alliance for Rural Electrification 
(ARE)

分散型エネルギーセクターを代表する国際ビジネス組織であり、発展途上国や新興国
における、特に農村部の電化市場での自然エネルギーの統合を働きかけている。
DREシステムの一連の価値連鎖には 80 人以上の構成員がいる。

Clean Energy for Africa (CLENA) アフリカで持続可能なエネルギーを推進し、エネルギーの貧困を緩和するための
2012 年から 2016 年の五カ年行動計画。

Climate Technology Initiative 
Private Financing Advisory 
Network (CTI PFAN) 

CTI（Climate Technology Initiative）が UNFCCCの技術移転専門グループと協力して
創立した多国間の官民パートナーシップ。PFANは投資とクリーンエネルギービジネス
の間の溝を解消するために活動している。既存の世界規模のイニシアティブと地域的な
イニシアティブを途切れなく繋げて、クリーンエネルギーへの融資の利益が全ての利害
関係者に行き渡るようにするために作られた。

Consultative Group to Assist 
the Poor (CGAP)

さらなる融資の展開をめざす世界銀行による34 の先進的組織の世界規模でのパートナー
シップ。実証研究や財政サービスの供給者や政策策定者、大規模な取り組みを可能にする
資金提供者と活発に関わることにより革新的な解決策を考案しする。

CTI ‒ Private Financing Advisory 
Network

見込みのあるクリーンエネルギープロジェクトを初期段階で特定し、ビジネス計画や
投資の提案、成長戦略などの助言をするネットワーク。

ENERGIA International ジェンダー問題や女性の社会的地位の強化、そして持続可能なエネルギーに重点的に取り組む
国際的ネットワーク。2014年初頭までにアフリカとアジアで活動する22の組織を取り込んだ。

Energy Access 
Practitioner Network

分散的な低炭素型の家庭・地域社会レベルの電化に重点的に取り組む、170 か国で
2000 以上の企業や非営利団体の国際ネットワークである。主に市場を基盤にした
所得創出、健康、農業、教育、小規模ビジネス、そして遠隔通信などを助長する活動
を行う革新的な財政的、そしてビジネスモデルを支援する。

Global Network on Energy for 
Sustainable Development (GNESD)

エネルギーアクセスの問題に取り組み、貧困を緩和する自然エネルギー技術を推進する
ためのネットワーク。主にワークショップを開催し、アジア、アフリカ、ラテンアメリカにおける
エネルギーと貧困に関するレポートを出版している。

Global Renewable Energy Islands 
Network (GREIN)

島国における自然エネルギーの活用を拡大をするために作られたネットワーク。
島の州や領土においてクリーンで費用対効果の高い自然エネルギーを加速的に更新する
ために知識を収集、成功事例を共有し、そして革新的な解決策を探すプラットホーム
としての役割を果たす。

HEDON Household Energy 
Network

知識の格差に対処し、協力関係を築き、情報共有を促進することにより、事業者が家庭
の電力アクセスする障害をなくすことを目的とするネットワーク。

概要名称
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表R24. エネルギーアクセスを促進するネットワークのいくつかの例（続き）

International Network for 
Sustainable Energy （INFORSE）

リオ会議の一環で設立された60か国で活動する140のNGOのネットワーク。持続可能な
エネルギーと社会の発展を推進するため活動しており、国家政府、多国籍機構、市民社会
組織の集まりによって出資されている。INFORCEは持続可能なエネルギー利用への
認識強化、国家政府間の組織改革の推進、エネルギーに関する論点に対する地域と国の
能力開発、そして研究と開発の支援の４つに重点的に取り組んでいる。

La Via Campesina （LVC） 非公式には“国際小作農運動”として知られており、150人の組織のメンバーが移民労働者、
農家、農村の女性、土着の地域社会を農村開発問題に関して調和させる活動をしている。
“持続可能な農業”、“水”、“女性と人権"というプログラムは、食の安全とバイオ燃料の
繋がりをはじめとする農村でのエネルギー利用の様々な問題を取り扱っている。

RedBioLAC ラテンアメリカとカリブ地域における嫌気性消化ガスの研究と普及、
そして有機性廃棄物の処理と管理に取り組む機関の複数国家間ネットワーク。

Small-Scale Sustainable 
Infrastructure Development Fund 
（S3IDF）

地元の起業家が貧しい人にインフラサービスを提供する小規模事業を行なう
Small Merchant Bank Approachを向上させるためのファンド。2015年初期段階で、
200近くの小規模投資を含み、インドで事業を組み、さらに進行中の100のプロジェクト
がある。

WindEmpowerment 農村部の持続可能な電化のために地方で建てられた小型風車の発展のための世界的な
組織。

概要名称
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自然エネルギーの設備容量や発電量を集計するに当たっ
て、多くの問題点が浮上する。その問題のいくつかを
以下で紹介する。

1．設備容量 vs エネルギーデータ
本報告書は、電力、熱、そして輸送燃料の生産量のみ
ならず、追加や合計の設備容量の正確な推計を提供す
ることが目的である。このような測定は、技術ごとに
差異はあるが、ある程度の不正確性の影響を受けてい
る。市場と産業の傾向の章では、可能な限り推計され
たエネルギーの生産量を提示しているが、データに制
約があるため、主に電力や熱の設備容量に注目してい
る。なぜなら、設備容量のデータは概して高い確実性
をもとに推測できるからである。さらに、ほとんどの
国においての実際の熱生産量と電力の発電量は、12か
月後、あるいはそれ以降にしか入手できず、ときには
全く入手できないときもある。

2．建設済みの設備容量 vs 連系済および稼働中の設備
容量
過去数年間、太陽光と風力発電市場では系統連系され
ているが、公式に稼働していない、あるいは建設され
ているが年末までに系統に連系されていない設備容量

（つまり、建設された翌年に系統に連系される）がか
なり見られるようになった。この現象は特に最近の中
国における風力発電所の設置（2009〜2014）と欧州の
国々で太陽光発電所が設置において顕著であった。

2012年版以降の本報告書では、前年度に系統に連系さ
れた設備容量や電力供給を始めた設備（たとえば、オ
フグリッドで利用する設備の容量）の追加分のみを算

出することも目標の一つにしている。しかし、利用で
きるデータの重要性によっては例外があるかもしれな
い（たとえば、中国の場合）。このアプローチからの
逸脱が判明したものは、技術の章における本文や巻末
注で示されている。

その理由として、本報告書は、設備の集計をまとめる
際に多様な方法論を用いており、数多くの組織が系統
連系の統計に関する報告を行なうからである。結果的
に、多くの国々において、実際の導入量のデータの入
手がますます困難になっている。欧州太陽光発電産業
協会（European Photovoltaic Industry Association）
や世界風力会議（Global Wind Energy Council）を含
めたいくつかの自然エネルギー産業団体は、設備の容
量よりも稼働中、もしくは系統連系された設備容量の
追跡や報告に転換している。

3．バイオマス発電のデータ
複雑さと制約（本報告書の図6とGSR2012年版の補足2
参照）があるにも関わらず、本報告書はバイオマスエ
ネルギーに関した最善かつ最新のデータを提供できる
よう努めている。国ごとのバイオマスによるコージェ
ネレーションシステムの問題に加え、熱と電力の総合
的設備容量やバイオマスエネルギー発生量はさらなる
問題に直面している。可能な限り、本報告書のバイオ
マス発電のデータは、電力のみの場合と固形バイオマ
ス、埋立地ガス、バイオガス、そして液体バイオ燃料
を用いたコージェネレーションシステムによる設備容
量と発電量を含んでいる。

電力と熱における異なるバイオマス供給原料（固形や
ガス化）の割合算出の方法論について、本報告書は

　方法論に関する注釈

集計および報告に関する注釈

この2015年版報告書は、今年10版目の自然エネルギー世
界白書（GSR）であり、2005年以降（2008年版は例外）
毎年発行されている。読者は過去の報告書からその歴史
をたどることが出来る。

この報告書に示されている2014年度の国および世界の設
備容量、発電量、成長、そして投資に関するデータは予
備的なものである。情報やデータが噛み合わなかったり、
部分的であったり、または古いものである場合は、必要に
応じて専門家の判断をもとに調整している。巻末注では、
参考文献、補足情報、そして関係する推測などの追加の
詳細を提供している（本報告書の補足4と2014年版の補足
1を参照）。

各報告書は、国際機関や産業関係の報告書を含む数千
もの発表・未発表の資料をもとにしている。具体的には、
GSRコミュニティを通じて国、地域、各セクター、そして技
術分野の貢献者などから提供されたアンケード調査や数回
の公式・非公式の見直しからのフィードバック、多数の世界

的専門家との個人的コミュニケーションのみならず、 電子メー
ル、ニュースメディア、そしてその他の多様な情報源が含ま
れている。

GSRで用いられているほとんどのデータは、このような情報
をもとに各執筆者たちによってまとめられた。これらは、主
要国の各セクターにおける最近の変化、あるいは最近の成
長率と世界的推移をもとに、古いデータからの推定もしばし
ば含まれている。その他のかなり特定された、狭い範囲の
データは、ほとんど第三者組織から提供されている。GSR
は毎年このようなデータポイントを一つに集約しようと取り組
んでいる。

GSRは、自然エネルギー市場や産業、政策発展のみならず、
発展途上国のエネルギーアクセスを拡大するような自然エネ
ルギー関連の発達におけるすべてのデータを世界規模で正
確に取り上げようと努力している。各報告書において最良
のデータを提供しようと試みており、年ごとの変化を確認す
るために前年度の報告書と比較するべきではない。
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GSR2012年版に比べて、その数値を提示しているとい
う面で異なっている。GSR2014年版では、2015年5月
1日の国際エネルギー機関（IEA）の”統計：世界：
自然エネルギーと廃棄物2008-2012” （http://www.iea.
org/statistics）からのデータをもとに、線形回帰分
析を用いて算出していた。IEAによると、一般廃棄物

（MSW）の50％のみが再生可能と評価されているが、
産業用廃棄物は算出から抜けている。

4．水力発電データの修正と揚水発電の取り扱い
2014年版GSRは、2013年末の世界の合計を1000GWと
示している。しかし、本報告書では最新のデータに基
づき2014年末の総設備容量1055GWから新たな設備容
量の37GWを引いて、18GW分を上方修正している。

2012年版GSR以降、本報告書は純揚水発電容量（蓄
電目的で貯水池間の水の移動だけに使われる容量）を
除外した水力発電の発電容量を提示しようと試みた。
この区別は、揚水発電がエネルギー源ではなく、エネ
ルギーの貯蔵手段だからである。揚水発電は変換損失
も含まれることや、再生可能かどうかにかかわらず、
すべての電力形態により利用される可能性がある。し
かし、いくつかの従来の水力発電施設は揚水発電が通
常の発電能力と区別されていない、もしくは追加に備
えられている。これが本報告書において純粋な（ある
いは増加分の）揚水発電要素を区別した目的である。

（GSR2013年版の補足3で触れたように、揚水発電は系
統において、特に変動性自然エネルギー源がエネルギー
構成の多くの割合を占めている場合に重要な役割を果
たせる）

この計測方法は産業界では慣習となっている。国際水
力発電協会は、純揚水発電の数値を区別して調査、報
告している。さらに、純揚水発電のデータを従来の水
力発電とその他の自然エネルギーと区別して報告して
いる国もいくつか存在する。

5．太陽熱利用のデータ
GSR2014年版以降、世界の容量データと上位国の順位
付けの項目として水を熱伝達媒体（あるいは熱媒体）
として用いるすべての太陽熱温水器を含めることにし
た。以前のGSR報告書では、主にガラス管式太陽熱集
熱器（平板型と真空管型の両方）に集中していたが、
今回の版では水泳プールの熱利用によく用いられる非
ガラス管式太陽熱集熱器も含めている。

空気式太陽熱集熱器（空気を熱媒体として使う太陽熱
集熱器）は、より不明確であり、このような集熱器の
タイプは全体的な市場に微々たる影響しかないことを
強調しておく。空気式太陽熱集熱器は特定されている
場合にしか含まれていない。

6．その他
本報告書の編集内容は、技術的データに関しては2015
年5月17日まで、その他は5月1日までのものである。

本報告書のすべての為替相場は2014年12月31日基準の
OANDA為替変換ツールを用いて計算している（http://
www.oanda.com/currency/converter/）。
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吸収式冷凍機
　空調あるいは冷凍システムの駆動のために、エネル
ギー源（太陽光、バイオマス、廃棄物熱など）から熱
エネルギーを用いる冷却装置のことを指す。これらの
熱源が機械式圧縮機の電力消費を置き換えることが出
来る。吸収式冷凍機が、従来の（蒸気圧縮機）冷房シ
ステムと2つの点で異なる。まず、冷却装置の熱吸収過
程は、機械的なものというより本来熱化学的なもので
ある。次に、フロンとも呼ばれるクロロフルオロカー
ボン（CFCs）やハイドロクロロフルオロカーボン

（HCFCs）よりも水が冷却材として循環する。冷却装置
は、一般的には地域供給熱や廃棄物由来、熱電併給か
らの熱でエネルギーを供給されており、地熱、太陽エ
ネルギー、あるいはバイオマス資源からの熱で運用す
ることもできる。

吸着式冷凍機
　空調あるいは冷凍システムの駆動のために、エネル
ギー源から熱エネルギーを用いる冷却装置のことを指
す。吸着プロセスがガスと固形の相互作用によること
が吸収式冷凍機との違いである。冷凍機の吸着室にあ
る固形材料が熱されると 冷却蒸気が放出される。その
後、蒸気が次第に冷却され液体になり、蒸発管におい
て外部の熱を吸収してまた蒸気に変えることで冷却効
果をもたらすと同時に、固形材料に再吸収される。

オークション
　入札項目を参照。

バイオディーゼル
　大豆、アブラナ（キャノーラ）、アブラヤシなどの油
料種子作物のほか、廃食用油や動物性油脂などその他
の油源から精製される燃料のことである。バイオディー
ゼルは、定置型の熱と電力用途の他、車、トラック、
バス、およびその他車両において搭載されるディーゼ
ルエンジンにも使用される。（水素化植物油（HVO）の
項目も参照）。

バイオマスエネルギー
　バイオマスエネルギーとは、あらゆるバイオマスか
ら生み出されるエネルギーのことで（固形、液体、ガ
ス化）、熱、電力、そして輸送バイオマスなどに使われ
る。（バイオ燃料項目参照）

バイオ燃料
　バイオ燃料は、液体燃料のエタノールやバイオディー
ゼル、そしてバイオガスを含むバイオマスによる燃料
のことを指す。バイオ燃料は、車両エンジンの燃料や、
熱電併給のための定置型エンジン、そして家庭の暖房
や調理にも利用されている（例えば、エタノールゲル
など）。木質系バイオマス源の一部や藻類からなる供給
原料による先進的バイオマスもある。これらは、非伝
統的バイオ化学や熱化学変換過程に用いられる。

バイオガス／バイオメタン
　バイオガスは、有機物の嫌気性消化（酸素のない環境
下での微生物による分解）によってできる、主にメタン
と二酸化炭素の混合ガスである。有機物あるいは廃棄物
の分解によってバイオガスが生まれる。 持続可能な供
給原料は、農業残さ、家畜廃棄物、食品産業の廃棄物、
下水汚泥、バイオマスエネルギー転換目的作物、そして
有機性成分の都市ごみを含める。精製されていないバイ
オガスは、熱あるいは電力を生産するために燃焼される
こともあり、二酸化炭素、シロキサン誘導体、そして硫
化水素などの不純物を除去するスクラビングと呼ばれる
簡単な精製過程を経てバイオメタンになることもある。
バイオメタンは、天然ガスネットワークに直接注入さ
れ、天然ガスの代わりに腐食の懸念がない内燃機関の燃
料ともなる。

バイオマス
　化石燃料やペレットを除いて、すべての生物由来の
ものはエネルギーを化学的に貯蔵したものであり（も
とは太陽エネルギー）、これらは広い範囲の容易なエネ
ルギー運搬体へ転換できる。

近代的バイオマスエネルギー
　効率の高い変換システムによる固形、液体、そしてガ
ス化バイオマス燃料の燃焼によるエネルギーは、小さな
国内電化製品から産業用の変換プラントにまで用いられ
ている。近代的設備には、熱や電気の生産、コージェネ
レーション（CHP）、そして輸送も含まれる。

伝統的バイオガスエネルギー
　固形バイオマスは木質燃料、木炭、農業や森林の残
さ、そして動物の糞尿などが含まれ、発展途上国の農村
地域で、調理用の焚火やストーブ、農業や産業プロセス
に必要な小型オーブンなどに主に使われている。伝統的
なバイオマスの利用は、環境汚染、森林の劣化や伐採に
つながることもある。

バイオマスペレット
　乾燥して細かく砕かれた廃木材や農作物残さなどのバ
イオマスを圧縮した固形バイオマス燃料を指す。ペレッ
トは、一般的に直径約10㎜、長さ30～50㎜の筒状の形を
している。ペレットは、取扱い、貯蔵、運搬が容易であ
り、熱利用や調理のみならず、発電やコージェネレー
ション（CHP）にも用いられる。

設備容量
　熱生産設備あるいは発電所の定格容量とは、潜在的
に発生できる瞬間的な熱や電力の出力、あるいはその
ような設備単位（例えば、風力ファームまたは太陽光
パネル）を指す。導入済みの設備容量とは、稼働して
いるかどうかに関わらず、すでに建設された設備を指
す（例えば、系統への電力供給、利用できる熱やバイ
オ燃料の提供など）を指す。

　用語集
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設備稼働率
　ある期間内（通常は1年間）の発電設備あるいは熱生
産設備の実際のエネルギー生産量と、その設備が同じ
期間内に中断することなく運用された際に生成される
理論上のエネルギー生産量との比率のことである。　

資本補助金
　資産（たとえば、太陽熱温水器）の初期投資の一部
を援助する補助金を指す。これらは、たとえば、購入
者補助金、払い戻しや電力事業者、政府機関、または
政府銀行による一回限りの支払いを含む。

熱電併給設備（CHP）/ コージェネレーション設備
　コージェネレーション設備は、化石燃料あるいはバ
イオマス燃料の燃焼のみならず、地熱や太陽熱エネル
ギー源からも熱や電力を両方生産する。さらに、火力
発電プロセスからの”廃熱”を回収する施設を指すこ
ともある。

競争入札
　入札の項目参照

集光型太陽光発電（CPV）
　鏡やレンズを用いて相対的に小さな面積の太陽電池
セルに太陽光を集光させて発電する技術（太陽光発電
の項を参照）。低・中・そして高集光型CPVシステム

（使われる反射鏡やレンズのデザインによって異なる）
は、主に直達日射量が高く、湿度が低い場所が最も効
率的である。

集光型太陽熱発電（CSP）
　太陽熱発電（STE）とも呼ばれる。鏡を用いて太陽
光を集光し、ソーラーレシーバーの作動流体を熱して、
タービンあるいは熱エンジン/発電機を駆動して発電す
る技術を指す。反射鏡は様々な組み合わせで配置され
るが、すべて太陽光線をレシーバーへ送る。商業用の
CSPシステムには、4つの種類があり、パラボリック・
トラフ式、リニアフレネル式、タワー式、ディッシュ/
エンジン式で太陽エネルギーを集光して400℃の熱を生
み出すことができ、後者の2つは一か所に集光すること
によって800℃以上の熱を発する。

変換効率
　エネルギー変換装置から出される利用できるエネル
ギー出力と入力の比率。たとえば、太陽電池モジュー
ルの変換効率とは、発電量と太陽電池モジュールが受
けた太陽エネルギーの比率であり、仮に、100kWhの日
射量を受け、10kWhの電力を生成すると、変換効率が
10％となる。

クラウドファンディング
　多数の人（群衆）から少額の資金を集めてプロジェ
クトやベンチャーの資金を調達する活動。一般的にイ
ンターネットやソーシャルメディアを活用する。クラ
ウドファンディングを通じて集められたお金で、貸し
手がベンチャーの株を買う必要はなく、ベンチャーが

成功しても資金が戻る保証もない。しかし、株式比率
および/または計画支払いなどの商品で、資金提供者に
報酬を与えるタイプもある。

逓
てい

減
げん

　政策の中に組み込まれ、ある一定のしきい値を超え
ると支払額を自動的に下方修正する仕組み（たとえば、
一定の容量が契約を結んだ場合や一定の期間を過ぎた
場合など）。

分散型自然エネルギー
　分散型エネルギーシステムとは、生産システムが比
較的小規模かつ分散されている、たとえば小規模屋根
設置型太陽光発電などの場合や集中型ネットワークと
独立して分布、発電する場合を指す。特に発展途上国
における分散型自然エネルギーは、上記の二つをすべ
て満たす。これらは途上国の都市部や郊外における電
化、調理、そして冷暖房など集中型発電システムとは
独立した発電によるエネルギーサービスを含んでいる。

ENERGIEWENDE（エネルギーヴェンデ）
　“エネルギーシステムの転換”を意味するドイツ語。
原子力発電や化石燃料から脱却し、主にエネルギー効
率の向上や自然エネルギーによるエネルギーシステム
に向かうことを意味する。

エネルギー
　物体が「仕事」をなし得る能力のことで、熱、光、
運動、化学、位置、そして電気の形態をとる。

最終エネルギー
　一次エネルギーから変換、送電、配電による損失を
除いたもので、消費者に届けられ、熱や温水、照明な
どのサービスの提供が可能となる。最終エネルギーの
形態には、電力や地域熱供給、力学的エネルギー、灯
油や燃焼油などの液体炭化水素、または天然ガス、バ
イオガス、水素などの多様なガス燃料がある。最終エ
ネルギーによってのみ、製油所や発電所の損失など、
最終消費者の上流で発生する変換ロスを説明できる。

一次エネルギー
　最終消費者に届けられる有用な最終エネルギーに転
換する前の、（石炭、石油、天然ガス、ウラン鉱石、地
熱、バイオマスエネルギーなどの）自然界から算出す
るエネルギー源から理論的に利用可能なエネルギー容
量を指す。一次エネルギーから他の形態の有用な最終
エネルギー（電気や燃料など）への転換は損失を伴う。
いくつかの一次エネルギーはそのまま最終エネルギー
として最終消費者に利用される。

エネルギー強度
　GDP当たりの一次エネルギー消費の割合を意味す
る。エネルギー効率を測る国際的な尺度がないため、
マクロ段階の分析におけるエネルギー効率を表す尺度
として用いられる。



─ 174 ─

エネルギーサービス企業（ESCO）
　システムの所有権を保持しつつ、長期的に（自然）
エネルギーシステムからエネルギーサービスを販売し、
消費者から定期的に集金、必要な管理サービスを提供
するなど、様々なエネルギーソリューションを提供す
る企業。ESCOは、電力事業者、協同組合、NGO、ま
たは民間企業からなり、かつ一般的に消費者の周辺地
域、もしくは現地にエネルギーシステムを設置してい
る。また、（建築や工業など）システムのエネルギー効
率改善および、省エネルギーやエネルギー管理の手法
についてアドバイスを行なうことが出来る。

エタノール（燃料）
　バイオマス（主に、トウモロコシ、サトウキビ、ま
たは小穀物、穀草類）を原料として製造される液体燃
料で、典型的なガソリンエンジン（定置型または車両
用）では、少量の割合でガソリンを代替できる。また、

「フレックス燃料車」に用いられているような、若干改
良されたエンジンでは高い純度で使用できる（大抵は
エタノールが85％以上、ブラジルでは100％）。エタノー
ル生産には、燃料用ではなく、化学、飲料用で利用さ
れているものもあることを注記しておく。

固定買取制度（固定価格買取制度や固定プレミアム）
　一定期間、再生可能エネルギー発電による電力の価
格（たとえば、米ドル/kWh）を保証する制度。固定価
格買取制度は、その他にも電力事業者がグリッドへ系
統アクセスしたり販売することを規定する場合がある。
補助金の段階を設定するにあたっては、様々な選択肢
がある。たとえば、最低買取価格が保障されていたり

（FITなど）、卸電力価格に上乗せする場合もある（固
定プレミアム）。

財政的インセンティブ
　所得税などを介して、個人、世帯、企業が財政への
支払い分を軽減できる経済的インセンティブ。

発電
　風力エネルギー、太陽エネルギー、天然ガス、バイ
オマスなど、一次エネルギー源からエネルギーを電気
や有用な熱へ変換するプロセス。

地熱
　地殻から、通常、熱水や蒸気の形で放出される熱エ
ネルギー。火力発電所における発電の他、建物、産業
や農業における様々な温度での暖房のために直接利用
される。

グリーンエネルギー購入
　一般家庭、企業、政府、産業の顧客による、自然エ
ネルギー（通常は電気だが、熱や輸送燃料も含まれる）
の自主的な購入。方法としては、エネルギー取引業者
や電力会社から直接、または自然エネルギー証明

（RECs、またはグリーンタグ、発電源証明とも呼ばれ
る）の取引を介した間接購入がある。多くの場合、政
府の支援政策や規制がもたらす成果を越えて、自然エ

ネルギーの設備容量や発電の追加需要を生み出すこと
が出来る。

ヒートポンプ
　外部の電力または熱エネルギーで駆動する冷凍サイ
クルを使って、熱源から加熱器へ熱を移動させる機器。
加熱モードでは、地面（地熱）や周辺空気（空気熱）、
水（熱水）を熱源として利用し、冷却モードでは、放
熱器として利用する。ヒートポンプの最終エネルギー
の出力は、固有の効率や運転条件次第で、投入エネル
ギーの数倍にもなることがある。ヒートポンプの出力
は最終エネルギーベースでは少なくとも一部が再生可
能である。しかし、一次エネルギーベースでは再生可
能な要素ははるかに少なくなりうる。これは投入され
たエネルギーの構成とエネルギー源に左右され、電力
の場合には発電プロセスでの効率が含まれる。ヒート
ポンプの投入エネルギーを完全に再生可能なものにす
れば、出力エネルギーも完全に再生可能となる。

水力発電
　高い位置から低い位置に流れる水を捉え、その位置
エネルギーを利用した発電方法。発電方式には、河川
の流れ込み式のもの、大規模な貯水池を利用するもの、
そして低落差での流水式発電技術（もっとも開発が遅
れている）がある。水力発電は、大規模なものから小
規模なものまである。通常、10MWを越えるものを大
型水力と呼ぶが、国によって定義は異なる。小規模設
備は、それぞれ「小」、「マイクロ」、「ピコ」といった
接頭辞が、規模によってつけられている。

水素化植物油（HVO）
　廃棄された料理用油や油脂、植物油から水素を用い
て酸素を取り出して生成する”ドロップイン”バイオ
燃料。脂肪酸メチルエステル（FAME）としてトリグ
リセリドから生成されるバイオディーゼルと比べて、
ディーゼルやジェット燃料と容易に混合できる炭化水
素燃料となる。

インバーター（およびマイクロインバーター）
　インバーターは太陽光モジュールによって発電された
直流（DC）を交流（AC）に変換するもので、交流に変
換することで電気系統に給電することや地域およびオフ
グリッドのネットワークで使用することができる。従来
型のストリング・インバーターと中央集中型のソーラー
インバーターは、一枚の効率的な大きなパネルを形成す
る多数のモジュールに接続される。対照的に、マイクロ
インバーターは個々の太陽光モジュールごとに電流を変
換する。マイクロインバーターの出力は何個かでまとめ
て接続されていて、頻繁に電気系統に電力が送り込まれ
る。マイクロインバーターの最も優位な点は、モジュー
ルが独立していて個々のパネルの出力を調節することが
でき、影や故障で一つないしは複数のモジュールが全体
の出力に与える影響を和らげることができることであ
る。マイクロインバーターには大型システムに固有の設
計上の課題がなく、必要に応じて新しいモジュールを付
け足すことも可能である。
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投資
　将来の有利な収益性を期待した価値のある商品の購
入。この報告書において、自然エネルギーへの新たな
投資とは、技術研究開発、実用化、生産施設の建設や
事業開発（風力発電所の建設、太陽光発電システムの
購入と設置を含む）への投資を指す。投資総額は、新
規投資に加え、合併・買収（M&A）活動（企業や事業
の再建および売却）のことをいう。

投資税額控除
　自然エネルギーへの投資に対する、全額もしくは部
分的な税額控除であり、プロジェクト開発者、企業、
ビル所有者などの収入や納税義務から控除される。

ジュール
　ジュール（J）はエネルギーや仕事を表す単位で、1
ワットの電力を1秒間つくり出すのに必要なエネルギー
量である。石油1バレルの潜在的化学エネルギーおよび
燃焼させたときに発生するエネルギー量は、約6GJであ
り、1トン分の乾燥木材は、約20GJのエネルギーを含む。

均等化発電原価（LCOE）
　事業の存続期間にわたって、現在の収益価値と費用
価値が等しいとしたプロジェクトのエネルギー出力原
価（たとえば、USE/kWhもしくはUSD/GJ）。

義務化
　対象となる集団（消費者、供給者、エネルギー生産
者）に最低限の、またはしばしば後に増加するような
自然エネルギーに関する目標を要求する手法。目標値
には、全体の供給量に占める割合や、定められた生産
容量などがある。コストは一般に消費者が負担する。
自然エネルギー割当基準（RPS）、建築基準や自然エネ
ルギーの熱生産、発電技術の導入をもとめる義務化制
度がある（しばしば、エネルギー効率化のための投資
と組み合わされる）。自然エネルギー熱購入義務や輸送
燃料へのバイオ燃料（バイオエタノールまたはバイオ
ディーゼル）の混合規定などがある。

競争的営業許可モデル
　民間企業またはNGOが競争過程を経て選択され、顧
客の要望に応じて、サービス地域におけるエネルギー
サービス提供について独占的な義務が与えられる方式。
この方式により、与えられた状況下で、もっとも適し
たコスト効率の良い技術を営業許可取得者に選択させ
ることとなる。

メリットオーダー
　利用可能なエネルギー源（とくに発電）をエネルギー
生産の短期的限界コストに基づいて昇順に並べ、順序
付けする方法。限界コストが最も低いエネルギーエネ
ルギー源から先に利用して需要を満たし、最も高いエ
ネルギー源を最後にする。メリットオーダー効果とは、
より安い変動のあるコスト（限界コスト）で運転する
発電所の市場参入によって、メリットオーダーあるい

は供給曲線に併せて市場価格が推移されることである。
このため（需要の変化がないと想定されたうえで）生
産コストが最も高い発電所を市場から外し、市場によ
り低価格の電力を受け入れることが出来る。

マイクログリッド
　ミニグリッドと類似するが、両者の間に明確な区別
を定めた世界的な定義はない（ミニグリッドの項目参
照）。途上国における分散型自然エネルギーにおいてマ
イクログリッドは、グリッドネットワークから独立し
た1から10kW規模のものを指す。米国では、マイクロ
グリッドは主要電力グリッドから独立あるいは接続し
ている大型ネットワーク（MW規模まで）を指す場合
もある。これらはピーク時のバックアップ電源であっ
たり、系統電力を補強する目的である。さらに、価格
の削減、信頼性の向上、また、もしくは自然エネルギー
の統合手段としても用いられる。

ミニグリッド
　小規模（10kWから10MWまで）発電や比較的に小規
模で、消費者が集中している郊外地域において系統品
質の電力の配電を行なう。これらはしばしば地域で運
営され、外部の送電網に接続せずとも稼働することが
出来る。

ネットメータリング/ネットビリング
　発電設備を所持する消費者が、電力会社から供給さ
れる正味の電力量のみ料金を支払う規制制度。ネット
メータリングにおいて、消費者は卸売価格での支払い
を受けることになる。ネットビリングでは、 消費者が
卸売価格より低い価格で余剰電力の買い取りを受ける
ことになる。しかし、地域によって異なる規定がある
場合もある。

海洋エネルギー
　波、潮汐、海流、塩分濃度、そして海水の温度差を
利用した発電方式である。波エネルギーは海面上の波
浪を利用し、波力エネルギー変換器を通して発電する。
潮流発電は潮流の運動エネルギーでタービンを回して
発電する。そして潮汐ダムは潮汐活動のある河口に設
置されたダムで潮の満ち引きを利用して発電する。

仕事率
　単位時間当たりに転換されるエネルギーの比率で、
ワット（ジュール/秒）と表される。

生産税額控除
　特定施設の出資者や所有者に対する、その施設から
の自然エネルギー生産量（電力、熱、バイオ燃料生産）
に応じた、年次の税額控除。

公共融資
　自然エネルギー技術の発展と普及の為に、政府が奨
励金やローンの形で支援する、財政的支援メカニズム
の一種。



─ 176 ─

揚水発電
　余剰電力を利用して、低位の貯水池から高位の貯水
池に水をくみ上げ、必要な時に流れを反転させて発電
する。揚水発電は発電というより蓄電手段であり、シ
ステム全体の効率は80～90％程度となる。

規制政策
　対象の行為を誘導し制御するためのルール。自然エ
ネルギーにおいては、自然エネルギー利用割当基準、
固定価格買取制度、そして技術やバイオ燃料の義務化
などがある。

自然エネルギー証書（REC）
　自然エネルギーによる一単位（一般的には1MWhの
電力だが、熱でもありうる）分のエネルギー生産を証
明する証明書。RECに基づく制度では、証書は蓄積す
ることになり、自然エネルギーの利用割合義務の目標
につながるほか、消費者と発電社間の取引を可能にす
る。また、自主的なグリーン電力購入の手段としても
用いられる。

自然エネルギー目標
　政府（地域、州、国または地域レベル）による、将
来のある時点までに達成を目指す自然エネルギーの公
約、計画、目標値。目標値は特定のメカニズムや政策
によって支援される場合がある。ある目標値は法制化
されている反面、規制当局、省庁、そして担当部局に
よって設定される場合もある。

自然エネルギー割当基準（RPS）
　電力事業者や企業、消費者に、設備容量や電力ある
いは熱の生産量や販売量において、あらかじめ定めら
れた割合に自然エネルギーを供給あるいは利用するよ
う政府が義務付ける制度。違反すれば、罰金が科され
る場合がある。こうした政策は管轄区によって「自然
エ ネ ル ギ ー 電 力 基 準（Renewable Electricity 
Standard）」、「自然エネルギー義務付け（Renewable 
Obligations）」、「義務付け市場シェア（Mandated 
Market Shares）」などと呼ばれている。

逆オークション
　入札項目参照。

スマートエネルギーシステム
　電気と電気以外（熱、ガス、燃料も含む）の双方に
ついて、相互に接続されたエネルギー技術とプロセス
の全体的な効率とバランスを最適化するためのシステ
ム。刻々と変化する需要と供給の管理や電気、熱、燃
料ベースの設備システムの監視を通じて実現される。
さらに、消費者用機器、家電製品、およびサービスの
制御と最適化、分散型エネルギー（マクロとミクロの
両規模）のよりよい統合、ならびに供給者と消費者の
コスト最小化により高められる。

スマートグリッド
　情報通信技術を利用して、発電事業者、電力網管理

者、消費者や電力市場関係者の需要と供給能力を調節
する電力網。最大限効率的にシステム全体を運営する
こと、コストや環境負荷を最小限に抑え、信頼性、弾
力性、安全性を最大限にすることを目的としている。

太陽熱集熱器
　太陽エネルギーを熱エネルギー（熱）へ変換する機
器。一般的に家庭用給湯に使用されるが、暖房、産業用
熱供給、熱冷却器の駆動の際にも使用される。世界で最
も一般的に使用される太陽熱集熱器は真空管型と平板
型で、水のみ、もしくは水とグリコールの混合液を熱媒
体として作動する。エネルギーが熱に変換され、熱媒体
を通じて運ばれる前に、太陽からの照射が（断熱用）ガ
ラスに当たることから、ガラス管式集熱器と言われる。
非ガラス管式集熱器は、プラスチック製の単純な集熱器
で低温熱利用に活用され、スイミングプール用集熱器と
呼ばれることが多い。非ガラス管式またはガラス管式の
空気集熱器は、熱媒体として水ではなく空気を使用し、
農業や工業目的で乾燥した空気を予熱、もしくは燃焼さ
せる。

ソーラーホームシステム（SHS）
　小型太陽光発電モジュール、バッテリー充電制御器
などから構成される独立型モジュール。小型電子機器
を動かし、照明やラジオなど、少量の電気を過程に供
給できる。大抵の場合、農村地域や送電網に接続され
ていない遠隔地域に用いられる。

太陽光発電（PV）
　太陽放射（光）を電気に変換する技術。太陽光発電
セルは半導体から構成され、太陽光を利用し原子から
電子を分離させて、電流を生み出す。モジュールは、
単体の太陽光発電セルを相互接続することで形成され
る。単結晶モジュールは、多結晶シリコンモジュール
よりも効率性に優れるが、比較的高価である。薄膜太
陽光発電の素材は、既存の外壁にフィルムのように張
り付けたり、屋根瓦のような建築部材に結合させたり
して使用できる。建物一体型太陽光発電（BIPV）は電
力を生産し、従来の建物の屋根や外壁などの一部を代
替するかたちで設置できる。側面受講型太陽電池モ
ジュールは側面での太陽光（直射光や反射光）を受け
て発電する両面パネルで、主にBIPV分野で使われる。

太陽光発電・熱利用（PV-T）
　太陽光発電モジュールの下に太陽熱集熱器を据え付
けた太陽光発電と太陽熱利用のハイブリッドシステム。
太陽放射を電力と熱エネルギーに変換する。太陽熱集
熱器は太陽光発電モジュールから不要な熱を取り除く
ため、より効率的に稼働できる。

ソーラーピコシステム
　ソーラランプや情報通信機器であり、通常12Vで１
～10Wの出力を持つ非常に小さな太陽光発電を備えた
システム。
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太陽熱温水システム（SWH）
　太陽熱集熱器、貯蔵タンク、水道管とその他の要素
によって構成されるシステム。太陽熱温水システムに
は2種類あり、一つ目のポンプ式は機械式ポンプにより
集熱ループを通じて熱媒体液を循環させる（アクティ
ブシステム）。もう一つの自然循環式は、自然対流に
よって起こる浮力を利用する（パッシブシステム）。

補助金
　人為的に消費者がエネルギーに支払う価格を下げる、
または生産コストを下げる政策。

入札
　オークション/逆オークションあるいは応札とも言わ
れる。自然エネルギーの供給や容量の確保が、複数の
事業者により競争的に掲示される調達メカニズムであ
り、参加者は可能な範囲で低い価格で入札に参加する。
入札は価格と非価格要素を両方査定する場合もある。

焙焼ペレット
　固形燃料でペレットの形をしていることが多い。材
料となる木を低炭素環境下で200～300℃で焙焼して生
成される。高いエネルギー密度と粉砕性、そして防水
性など個体燃料として有用な性質を持つ燃料。

ワット（WATT）
　ワットは電力の単位で、エネルギー変換や転送率を
あらわす。キロワットは1000（10の3乗）ワットに等し
い。メガワットは100万（10の6乗）ワットに等しい。
メガワット電力（MWe）は電力を表す単位で、メガ
ワット熱（MWth）は熱エネルギーを表す単位である。
仕事率とは、エネルギーの消費または生産率である。
キロワット時（kWh）は1kWの固定した電力を1時間
使用するためのエネルギー消費量を表す単位。

イルドカンパニー（イルドコ）
　自然エネルギーイルドコは、 電力会社が自然エネル
ギー発電事業を分離する際に生まれる公開的取引によ
る資金の調達手段で、高利回り事業を指す。
これらはリスクや変動性を抑え、資本と配当金を増や
すためにつくられた。投資者に利益を与える長期的電
力購入合意による自然エネルギー発電から収益が保障
されており、これらは低いリスクや配当などからの収
益、そして特に自然エネルギーへの投資を望む人々を
魅了する。資本の増加は、債務のペイオフやタックス
エクイティーファイナンスによって他より低金利で新
たなプロジェクトへ資金を支援する。
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単位

エネルギー単位換算表

燃焼熱（高位発熱量） 太陽熱利用システム

体積／容積

エネルギー単位と換算

キロ（k） = 103

メガ（M） = 106

ギガ（G） = 109

テラ（T） = 1012

ペタ（P） = 1015

エクサ（E） = 1018

1ℓエタノール＝84,530Btu/USガソリン＝21.2MJ/ℓ

1ℓバイオエタノール＝127,960Btu/USガソリン＝32.1MJ/ℓ

1立方メートル = 1000リットル（ℓ）

1米ガロン = 3.78ℓ

1英ガロン = 4.55ℓ

1 TJ = 1,000 GJ = 1,000,000 MJ = 1,000,000,000 kJ = 1,000,000,000,000 J
1 J = 0.001 MJ = 0.000001 GJ = 0.000000001 TJ

Toe = 石油換算トン

1 Mtoe = 41.9 PJ

1

41.868

1.055

3.600

0.024

1

0.025

0.086

0.948

39.683

1

3.412

0.278

11.630

0.293

1 1 MWh × 3.600 = 3.6 GJ

1百万m² = 0.7 GWth

例:

例:

注： 1）これらの値は燃料と温度によって変化しうる。
　 ２）およそ1.5ℓのエタノールは、ガソリン1ℓと同等と見な
　 される。
　 ３）アメリカ合衆国エネルギー省（U.S Department of 
　 Energy）代替燃料データセンターの発熱量評価値による。

太陽熱のデータは一般的に認められている計算方法に基づいて、
平方メートル（㎡）からギガワットサーマル（GWth）に換算されている。
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　日本語版作成にあたって（Global Status Report 2015）

本報告書は21世紀のための自然エネルギー政策ネットワーク（REN21）により、世界の研究者の協力を得て作成
された「Renewables 2015 Global Status Report 」（主筆：ジャネット・L・サウィン、名誉主筆：エリック・マー
ティノー）を認定NPO法人環境エネルギー政策研究所の責任で、日本語翻訳したものです。

REN21は2004年にボンで開催された自然エネルギー国際会議（以下RE）2004を契機として発足したネットワー
クです。初版のGlobal Status Report 2005は、RE2004のフォローアップ会議として、2005年11月に開催された北
京自然エネルギー国際会議で発表され高い評価を受けました。自然エネルギーに関する草の根の視点からの包括
的な国際レポートが存在しなかったことから、その続編が待ち望まれ、2006年改訂版、2007年版、2009年改訂版、 
2010年版、2011年版、2012年版、2013年版、2014年版そして2015年版へと発展しています。

環境エネルギー政策研究所は、自然エネルギーが初めて国際交渉のメインテーマとして取り上げられたRE2004
のフォローアップに積極的に取り組んでおり、この報告書にも執筆者として貢献しています。また、当研究所所
長飯田哲也がREN21の運営委員を務め、2007年からは事務局運営にも携わっています。当研究所シニアフェロー
であるエリック・マーティノーも名誉主筆として本報告書作成に貢献しています。

REN21（英語）
http://www.ren21.net/

Global Status Report2015（英語）※巻末注はこちらをご覧ください。
http://www.ren21.net/status-of-renewables/global-status-report/

本報告書の日本語版作成は、環境エネルギー政策研究所の会員、サポーターの皆様からのご支援によって可能に
なりました。また、翻訳にあたっては下記のインターン、ボランティアの皆様にご協力を頂きました。

この場を借りて、皆さまに厚くお礼申し上げます。

（五十音順）
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